
東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請 

に関する意見募集の結果について 

 

令和７年８月１日 

国土交通省鉄道局 

 

 

  国土交通省では、令和６年１２月９日（月）から令和６年１２月２３日（月）

まで、東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請につ

いて、e-GOV を通じてご意見を募集し、また、国土交通省ホームページ上にて意

見の募集について周知しました。 

 お寄せいただいたご意見とそれに対する考え方について、別紙のとおり公表

します。 

 皆様のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進

にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 

電話：03-5253-8111 



東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請に関する 

 意見募集に対して頂いたご意見とそれに対する考え方 

  

○パブリックコメント意見提出総数：１９１件  

○意見募集期間：令和６年１２月９日（月）～令和６年１２月２３日（月） 

 

 ご意見 ご意見に対する考え方 

1 

わかりやすい運賃体系を標榜し、山手線内

の料金を幹線に統合するとあるが、山手線の

混雑改善余力を残した状況で最大約 24%料金

増区間が存在するのはあまりにも暴挙では

ないか。 

料金激変緩和措置などを講じた上で段階

的に増加させるようにしてもらわないと、承

服しかねる金額である。 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況



にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

2 

・サービスの質の向上や、職員の待遇改善に

使われて欲しい。 

・通勤手当にも税金がかかるため、手取りが

下がることになりそうで個人的には厳しい。 

申請者によると、お客さまのご期待にお応

えできるよう今後とも安全を JR 東日本グル

ープのトッププライオリティーと位置付け、

これまで以上に安全で快適な輸送サービス

の実現と利便性向上に努めていくとともに、

引き続き、総合的な処遇改善により社員に還

元することで働きがいを創出し、「仕事を通

じた達成感・充足感」を高めていきたいとの

ことです。 

具体的な待遇改善策として、これまでベー

スアップ、初任給引き上げ、扶養手当の増額、

省メンテナンス化、作業の機械化などの待遇

改善や職場環境改善に取り組んでいるとの

ことです。 
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旅客運賃の上限変更については賛成です。 

 

理由は次の 3点です。 

 

1 つ目に利用者減少によるものです。 

コロナ禍、人口減少による利用者減で鉄道

会社の売り上げも大幅に減っています。 

同じ運賃の場合、売り上げが低下する一方

であるので、値上げは必要だと思います。 

 

2 つ目に昨今のニーズの変化です。 

車内での殺傷事件が相次いでおり、その対

策として防犯カメラの設置が進んでいます。 

着席指定車両による快適な移動や労働人

口減少によゆ、ワンマン運転化など。 

車両改造や新造にもコストが上がってい

申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 

 

申請者によると、ワンマン運転化について

は、人手不足や社員の就労意識の変化などに

対応し、鉄道をより効率的でサステナブルな

輸送モードに変革し社員の就労意識を「人な

らではの創造的な仕事」へシフトさせていく

ため拡大するとのことです。実施にあたって



ます。 

安心安全な鉄道運行のための、資金の確保

が必要です。 

 

3 つ目にサービス低下についてです。 

JR では緑の窓口の廃止や、ワンマン運転

化、紙の切符の廃止などが進んでいます。 

勿論、利用者が減っていたり、労働者の効

率的な配置など利点もありますが、それ以上

に、鉄道が不便になっていると感じることも

あります。 

話せる券売機は実質、緑の窓口と同じかも

しれません。 

しかし、人と話す必要がない場合（新幹線

の切符を購入するなど）も、前の人がオペレ

ーターと繋がるのを待たねばならず、購入に

時間がかります。 

このようなサービス低下をするぐらいな

ら、値上げを実施し現状を維持するというこ

とも可能なはずです。 

 

電気代、物価が上昇してる中、鉄道会社も

各社の工夫だけでは限界が来てると思いま

す。 

なので、運賃値上げにより、インフラであ

る鉄道が今後も持続可能な環境づくりを、

「国」も協力して進めていくべきです。 

は、運転席への乗降確認モニタの設置や異常

時等に輸送指令室から通話・車内放送ができ

る機能の追加、ホームドアの整備などの安全

性向上の取組みや、自動列車運転装置（ATO）

等の整備による輸送安定性への取組み、さら

なる安全性向上のための技術開発を進め、引

き続き安全・安定輸送に努めていくとのこと

です。 

 

申請者によると、紙のきっぷの廃止につい

ては、自動改札機、自動券売機をはじめとし

た出改札機器の磁気乗車券用の機構の複雑

さ・鉄道固有の専門性の高さを踏まえ、中長

期的に持続可能なシステムへの移行が必要

と考えており、QR乗車券へのシステム移行を

順次実施するとのことです。これにより、リ

サイクル時に磁気層の分離・廃棄で一定の環

境負荷がかかっていた磁気乗車券の削減や、

機器の不具合による券詰まり解消などのご

利用環境の改善により、鉄道サービスの持続

的な提供を実現していくとのことです。 
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運賃改定を行うこと自体は、適当であると

思います。 

 

しかしなはら、運賃改定を実施する理由は

真摯であってほしいです。 

 

鉄道路線の運賃を改定するわけですから、

基本的に鉄道設備、駅、車両に投資するのは

当たり前のことです。 

ただ、値上げ理由が非常に残念なものでし

た。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線



まず、増便でありますとか、今後の輸送に

関する改善施策が全くなかったことです。 

もし、人材が不足しているというのであれ

ば、人材確保のために給料や福利厚生のため

に運賃の改定を実施する・・・そんな理由で

あれば誰も文句は言わないと思います。しか

しながら、利益性やあたりざわりのない、経

営計画に沿った、再開発、バリアフリーを含

む駅改良やホームドア導入、CBM 推進が連呼

されるだけでした。 

 

次に、トイレです。 

男性用トイレの小便器は非水洗式で、あま

りに臭いです。大崎駅のトイレですとか、知

らないのであれば鼻糞ほじってから匂いを

嗅いで、水洗式にしてください。 

それに係る運賃改定であれば、私は構いま

せん。 

 

利用者が最も重視していることを、JR東日

本は理解できていないのではないか、そう受

け取られても仕方ありません。「わかりやす

い」謳いながらも、内容は利用者にとって改

悪なことが多いです。そういった発表に対し

て、不誠実という感想を抱かれでも仕方あり

ません。現状を変更することなく、「わかりや

すく」などと言葉で誤魔化すことなく、今後

は真摯な対応に期待したいです。 

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、トイレについては、業務

委託会社に依頼し毎日清掃を行っているも

のの、利用者が多い時間帯はご利用されるお

客さまを優先しており、清掃ができない時間

帯は汚れにより臭気が発生していた可能性

があるとのことであり、お客さまが安心・安

全・快適にご利用いただけるよう引き続き努

めてまいりたいとのことです。 
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乗客の減少に伴う初乗り運賃の値上げは

仕方ないと思いますが、電車特定区間の廃止

には納得が行きません。電車特定区間の廃止

で電車特定区間内で学生定期を使っている

人にとってはかなりの値上げになってしま

います。つきましては電車特定区間の維持ま

たは拡大による極力値上げ幅を減らす、学生

定期の現在運賃の維持をしてくれないでし

ょうか。会社員は交通費が出る人が多いので

あまり痛手にならないかもしれませんが、学

生は自分で稼ぐか親から貰う人が多いので

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化



5%程度の値上げでも厳しくなってくる人が

多いのです。ですので認可は認めるべきでは

ないと思います。JR 東日本様どうか再考をお

願いします。 

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、通学定期運賃について

は、「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分

を「幹線」に統合することに伴い値上げとな

るものの、家計負担を考慮し、「幹線」は現行

の幹線水準に据置くことで、値上げ幅を最小

限にしているとのことです。なお、高校生用

や中学生用の通学定期券や通学用割引普通

回数乗車券、片道 101 キロ以上の区間を指定

学校の生徒・学生が利用する場合、運賃が 2

割引となる学生割引についても発売を継続

するとのことです。 

 

国土交通省としましては、今般の申請につ

いては、鉄道事業法第 16 条第 2 項に基づ

き、収入と原価を審査し、運輸審議会に諮問

を行った上で認可いたしました。 

6 

私は JR 東日本の運賃値上げについて、以

下の 2点の理由により、部分的に反対致しま

す。 

[1]東海道線と東海道新幹線の別線化 

［1］について 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が



今回の運賃改定では、東海道線と東海道新

幹線の別線化が行われることになっており

ますが、JR 東日本の東海道線（熱海ー東京間）

と JR 東海の東海道新幹線（熱海ー東京間）

の乗車券が別々の扱いになりますと、代行輸

送の際に大きな影響が出るほか、利用者にと

ってわかりずらい状態になります。そのた

め、この 2 線の別線化について反対致しま

す。 

[2]山手線区間の特定運賃廃止に伴う実質的

な値上げ 

今回の運賃改定では、山手線区間の特定運

賃を廃止して、他路線の基準に合わせること

になっておりますが、実質的な運賃値上げで

あるほか、その値上げ幅が非常に大きいた

め、利用客にとっては現状よりも負担が増

え、使いにくい状況となります。そのため、

今後山手線区間内の利用客が東京メトロ線

等の他路線に移行する可能性があります。そ

のため、山手線区間の特定運賃の廃止に反対

します。 

以上の声が別線化・運賃値上げを再検討さ

れる一助となることを期待します。 

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

輸送障害等が発生した場合には、関係各社

が定める旅客営業規則等の約款に基づき、既

に所持する乗車券について、他経路乗車が可

能とのことです。 

 

［2］について 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、



近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、他社の運賃改定の実施状

況等を踏まえ、今般の運賃改定に伴い、一定

程度、他の交通機関等への逸走が発生すると

考えているとのことです。 

7 

安定した輸送を図るためにある程度の値

上げは不可欠ですし仕方がないと考えます。 

しかしながら、電車特定区間や山手線内な

どの都市圏では値上げ幅が大きすぎるので

はないかという印象を受けます。 

1 回では数十円でも定期券等を使用せずに

何回も乗ればかなりの差額が発生します。 

通信制学校への通学等、定期券を購入せず

に利用せざるを得ない利用客がいることを

考えると値上げ幅はもう少し抑えるべきだ

と考えます。 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、通学定期運賃について



は、「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分

を「幹線」に統合することに伴い値上げとな

るものの、家計負担を考慮し、「幹線」は現行

の幹線水準に据置くことで、値上げ幅を最小

限にしているとのことです。なお、高校生用

や中学生用の通学定期券や通学用割引普通

回数乗車券、片道 101 キロ以上の区間を指定

学校の生徒・学生が利用する場合、運賃が 2

割引となる学生割引についても発売を継続

するとのことです。 

8 

代わりがない公共交通でありながら、値上

げが高すぎる。 

妥当ではない 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 



9 

都市部の一部の地域では通勤客やオーバ

ーツーリズムでものすごい混雑状況が生じ

ている。JRはそれを助長している部分がある

と思う。距離ベースだけでなく、乗降客の多

い駅の利用者からは多めに徴収するなどの

措置を取るべきだと思う。 

申請者によると、通勤時間帯の混雑緩和の

取組みについては、直通運転ダイヤの検討、

新型車両の投入などにより、改善の取組みを

会社発足以来続けてきたところであり、ま

た、昨今では通勤のピーク時間帯をずらして

ご利用いただくことで割安なご利用が可能

なオフピーク定期券も導入しているとのこ

とです。 

なお、特定の駅・区間のみの運賃を高く設

定することについては、外方の運賃との逆転

が発生する等の課題があることから、今後の

運賃制度を検討する際の参考にさせていた

だくとのことです。 

10 

運賃の引き上げには一部反対である。反対

の部分は、山手線内区間の運賃値上げと通学

定期券の値上げについてである。反対する理

由は以下の通りである。 

 

この値上げにより、東京メトロとの運賃格

差が拡大し、安価な東京メトロを利用する人

が増加することで、すでに混雑している状況

がさらに悪化し、混乱やパニックを引き起こ

す可能性がある。 

通学定期券の値上げにより、家庭の負担が

増し、特に少子化が進んでいる現状では、子

どもを持つ家庭の経済的な負担が重くなり、

少子化が一層加速する恐れがある。 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、



近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、ご指摘の東京メトロとの

運賃格差については、同一の営業キロで比較

した場合、申請に基づく改定後の通勤定期運

賃も低廉な水準となっているとのことです。 

なお、他社の運賃改定の実施状況等を踏ま

え、今般の運賃改定に伴い、一定程度、他の

交通機関等への逸走が発生すると考えてい

るとのことです。 

 

通学定期運賃については、「電車特定区

間」、「山手線内」の運賃区分を「幹線」に統

合することに伴い値上げとなるものの、家計

負担を考慮し、「幹線」は現行の幹線水準に据

置くことで、値上げ幅を最小限にしていると

のことです。なお、高校生用や中学生用の通

学定期券や通学用割引普通回数乗車券、片道

101 キロ以上の区間を指定学校の生徒・学生

が利用する場合、運賃が 2割引となる学生割

引についても発売を継続するとのことです。 

11 

今回の運賃改定について、非常に不快感を

持ち、強く反対いたします。 

最近の物価高は企業にとっても確かにつ

らいのは重々承知です。しかし、国有企業で

はありませんが、国の重要なインフラとして

の存在を考えると、運賃は誰もが気軽に乗れ

る必要があるのではないでしょうか。 

国民の給与が上がっていないのにこの様

な大幅な値上げは、余計に国家を貧しくして

しまうデススパイラルの一環に繋がりかね

ません。 

通勤定期、更に学生定期の値上げも行うと

資料には記載されていますが、果たしてそれ

は国が考える、「子供を産み育てやすい環境

作り」に反しているのではないでしょうか。 

中学生、高校生は子育て支援があるのに対

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ



し、大学生は支援がなく、只でさえ苦しい状

況です。そこに約 5％の運賃値上げは非常に

苦しく、最近の国家の動きから、「大学生はど

うでも良い」とのメッセージしか受け取れま

せん。 

また、最近の JR 東日本の経営努力から考

えると、サービス品質を落とし、胡坐をかい

ている様にみえる。具体的には、京葉線通勤

快速廃止、みどりの窓口の大幅な縮小など。 

利用者の声を聴かず、横暴な経営を行う企

業には値上げする価値はないと考える。 

先ずは、利用者の声を幅広く聞き、利用者

が納得できる企業になってから値上げの相

談ができるフィールドに立てると考える。 

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、通学定期運賃について

は、「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分

を「幹線」に統合することに伴い値上げとな

るものの、家計負担を考慮し、「幹線」は現行

の幹線水準に据置くことで、値上げ幅を最小

限にしているとのことです。なお、高校生用

や中学生用の通学定期券や通学用割引普通

回数乗車券、片道 101 キロ以上の区間を指定

学校の生徒・学生が利用する場合、運賃が 2

割引となる学生割引についても発売を継続

するとのことです。 

 

申請者によると、京葉線については、2024

年（令和 6年）3月に実施したダイヤ改正に

より、朝夕時間帯の通勤快速を各駅停車化し

たことにより、内房線・外房線方面からの所

要時間が増大する等により、関係自治体等か

ら見直しの要望があったことから、同年 9月

に一部ダイヤを見直し、各駅停車の快速列車

への置き換えを実施したとのことです。2025

年（令和 7年）3月 15 日のダイヤ改正におい

て、快速列車への置き換えを行うなど、一部

の輸送体系を見直したとのことです。 

 

申請者によると、みどりの窓口の体制につ



いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 
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昨今の状況下では一定程度の値上げは致

し方ない側面がある点には同意する。一方で

物価高の社会の中で暮らしやすい社会、地域

の実現のためには子育て環境が重要であり、

通学定期の値段は引き上げるべきではない

と考える。少子化の中で子育てしやすい環境

を作るために社会的責任として通学定期は

据え置きが良いと考える。 

また訪日外国人による副都心近辺の列車

混雑も散見されるので、外国人向けの料金値

上げなど総合的なアプローチも必要である

と感じる。 

申請者によると、通学定期運賃について

は、「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分

を「幹線」に統合することに伴い値上げとな

るものの、家計負担を考慮し、「幹線」は現行

の幹線水準に据置くことで、値上げ幅を最小

限にしているとのことです。なお、高校生用

や中学生用の通学定期券や通学用割引普通

回数乗車券、片道 101 キロ以上の区間を指定

学校の生徒・学生が利用する場合、運賃が 2

割引となる学生割引についても発売を継続

するとのことです。 

 

申請者によると、訪日外国人向けに発売し

ている「ジャパン・レール・パス」について

は、2023 年 10 月 1日購入分から、ご利用状

況等を鑑み、価格改定（値上げ）を実施した

とのことです。 

13 

今回の運賃改正案では幹線料金の値上げ

のほかに、電車特定運賃/山手線運賃の廃止

があり、今まで上記の運賃が適用されていた

地域には大幅な値上げとなっている。それに

加え JR 線ということで近年乗継割引や往復

割引の廃止がここ数年で行われている(行わ

れる予定)ため、そういった割引制度の観点

からも家計や企業の通勤手当などへの影響

はとても大きなものとなることが予想され

る。JR 東日本管内から JR 東海管内への移動

といった異なる JR 線への移動も珍しくな

く、そこでの運賃格差も大きく出てしまう可

能性もある。 

特定運賃の撤廃のみで運賃改正を行うの

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の



は、人件費や物価が上がっている近年だと致

し方ない部分があると考えるが、同時に幹線

料金も値上げするとなると特定運賃圏内利

用者が相当な痛手を被ることになり、運賃が

比較的安価な並行私鉄への利用者数増加で

混雑の悪化や遅延の増加といった影響がな

いとも言い切れず、広範囲に影響を及ぼして

しまう可能性も捨てきれないため、現在特定

運賃が適用されている部分の運賃を重点的

にみる必要があると考える。 

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、通学定期運賃について

は、「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分

を「幹線」に統合することに伴い値上げとな

るものの、家計負担を考慮し、「幹線」は現行

の幹線水準に据置くことで、値上げ幅を最小

限にしているとのことです。なお、高校生用

や中学生用の通学定期券や通学用割引普通

回数乗車券、片道 101 キロ以上の区間を指定

学校の生徒・学生が利用する場合、運賃が 2

割引となる学生割引についても発売を継続

するとのことです。 

 

申請者によると、JR 各社を跨る場合の運賃

の設定については「新会社がその事業を営む

に際し当分の間配慮すべき事項に関する指

針」の「Ⅱ 配慮すべき事項」により「通算

制」「遠距離逓減制」とするよう定められてい

ます。 

このため、JR他社にまたがる場合、運賃水

準が異なることになるため、JR 東日本区間の

利用距離に応じて、基準額（改定前の運賃）

と改定後の運賃との差額を加算額として設

定するとのことです。 



14 

私的には今回の JR 東日本の大幅値上げに

は大反対ですね。理由は山手線内及び東京都

区内や横浜市内の運賃特例がなくなり東京

から新宿間等で大幅に運賃が値上がりする

ので利用者に負担が大きくなる事そして熱

海から小田原や新横浜や品川や東京間での

在来線と JR 東海の東海道新幹線が並行して

いる区間では新幹線特急料金以外の運賃部

分が異なるの事となりこちらも影響が大き

くなる事は必至ですね 

私的には JR 東日本が値上げをする場合で

も山手線内及び東京都区内や横浜市内の運

賃特例は残すべきですし JR 東日本の在来線

と JR 東海の東海道新幹線が並行している区

間については新幹線側も運賃を合わせるべ

きですね。 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと



です。 

 

申請者によると、東京山手線内や東京都区

内等のいわゆる特定都区市内制度について

は、今回の申請に基づく運賃改定による見直

しは行わないとのことで、引き続き適用とな

るとのことです。 

 

申請者によると、東京・熱海間における JR

東日本の在来線と JR 東海の東海道新幹線が

並行している区間の運賃については、それぞ

れの会社が認可を受けているものであり、一

律に価格を合わせるといった性質のもので

はなく、運賃を同額に設定する考えはないと

のことです。 

15 

東京-品川-小田原-熱海の各相互駅間は東

海旅客鉄道株式会社と並行しており、複雑に

なることが予想される。この相互駅間は特定

運賃の設定が必要と考える。 

 

車両の老朽化に関しては、西日本旅客鉄道

株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客

鉄道株式会社の各社において、国鉄時代の車

両を改造して使っている例もみられること

を考えると、改造で対応できるものは改造で

延命を図るのも一つと考える。 

 

山手線内および電車特定区間の廃止は賛

成である。 

 

IC カード乗車券を踏まえ近郊区間が拡大

されているが、東京近郊区間は広く、片道

500km 以上の経路もある。近郊区間内では途

中下車の制度が適用されず、また有効期間も

距離を問わず 1日であるため、近郊区間外と

の均衡が保たれていない。101km 以上 600km

以下の区間は 100 円単位でなく 50 円単位に

できないか。 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

 

申請者によると、東京・熱海間における JR

東日本の在来線と JR 東海の東海道新幹線が

並行している区間の運賃については、それぞ

れの会社が認可を受けているものであり、一

律に価格を合わせるといった性質のもので

はないことから、特定運賃を設定する考えは

ないとのことです。   

 

申請者によると、車両の老朽化について

は、現在、使用している車両を最大限使いな

がら、利用者の動向、線区ごとの事情等を考

慮した上で車両投入について検討している

とのことです。また、将来の生産年齢人口の



減少を見据え、ICT などの先端技術を活用す

ることで、鉄道事業におけるメンテナンス作

業を効率化するスマートメンテナンスを推

進しているとのことです。 

 

申請者によると、大都市近郊区間について

は、Suica 等の IC カード乗車券の利用時に

は最安経路の運賃が適用されることから、IC

カード乗車券をご利用の場合と磁気式乗車

券等のきっぷをご利用の場合とで運賃計算

経路や効力等が異なることがないよう、

Suica 利用可能エリアの拡大にあわせて大都

市近郊区間の拡大を実施しているとのこと

です。 

 

申請者によると、101km 以上の区間の税抜

運賃を 50 円単位に変更する場合、改定率が

高くなる区間と低くなる区間が発生し、不公

平感が生じることから、お客さまのご利用状

況等を総合的に勘案して、現行のままとして

いるとのことです。 

16 

よくない 申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので



あり、ご理解いただきたいとのことです。 

17 

ユニバーサル料金は乗車毎に 10 円取る必

要はあるのだろうかという疑問が湧く。ユニ

バーサル料金の引き下げで代用する事は出

来なかったのか知りたいです。 

申請者によると、2023 年 3 月より鉄道駅

バリアフリー料金を導入しているものの、整

備計画（2023.3～2036.3）における整備費に

対して、当該料金では半分程度しか収受でき

ない見込みであるとのことです（総整備費

5,900 億円、総収受額 2,990 億円）。 

また、収受範囲は電車特定区間内として設

定しているものの、今般の申請において電車

特定区間を廃止するものとしており、幹線運

賃区間等で設定した場合には、外方区間（収

受範囲外の区間）の運賃と逆転が生じるケー

スが発生するとのことです。 

これらを踏まえ、鉄道駅バリアフリー料金

を継続する場合と廃止する場合をそれぞれ

比較し、よりサステナブルな方法を検討した

結果、廃止することとしたとのことであり、

廃止後においても、国や地元自治体と協力し

つつ、運賃改定によって多くのお客さまに薄

く広くご負担いただきながら、引き続きバリ

アフリー設備の整備を推進していくとのこ

とです。 

18 

運賃値上げに関しては、社会情勢に照らし

てもやむを得ないものであると考えられる。

しかし、折角運賃を改定する機会であるの

に、またほぼ全線を幹線運賃に統一するもの

であるのに、中遠距離での 20 キロ刻みによ

る運賃計算の見直しが行われないことは大

変残念に思う。現在の運賃制度の原型ができ

た頃と異なり、切符は都度印刷であるしその

切符も既に IC カード利用に置き換わりつつ

あり、また運賃計算についても各出札窓口に

はコンピュータが備え付けられ係員はそれ

を用いて計算を行っている現状がある。従っ

て、運賃改定を行い利用者の不利益になる値

上げを行う以上は、より適正な運賃制度とな

るよう不断の努力が JR によって行われるべ

きであり、先述のようなデジタル化以前の制

度を見直すことも含めた改定が行われるべ

申請者によると、対キロ制におけるキロ刻

みの細分化については、JR 他社とまたがる場

合においても全区間の距離を通算して運賃

を算出し、改定後の運賃との差額を加算額と

して設定する「通算加算方式」が採用されて

いることから、同社の運賃のキロ刻みを変更

することとした場合、JR他社にまたがる区間

での運賃設定等に課題が発生することから

現状どおりとするとのことです。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とさせていただきま

す。 



きであると考えている。 

また、国土交通省をはじめ各行政当局及び

立法府の方策により、バリアフリー設備を始

めとした各種設備投資を強いられているこ

とがコスト上昇の一因であることは明白で

ある。昨今の鉄道車両及び駅設備の高コスト

化を招いたのは国の方策が原因であるので、

これについても適宜見直しを図られたい。 

19 

確かに、安全安心な鉄道輸送を行うこと、

快適な輸送を心がけることは重要であり、そ

れに伴う費用を賄うことは必要であるとは

思います。 

ですが、現状日本人は金銭的余裕がある人

は殆ど居らず、円安の影響もあり外国人の観

光客が多く見受けられます。 

そんな中で、JR 乗り放題外国人限定パスが

あり、そちらは値段据え置きとなっていま

す。日本の鉄道は本来、日本人の地域の足と

して存在すべきものです。そちらの値上げを

してから足りません。であれば納得が行くの

ですが、富裕層から徴収せず地元民から多く

徴収するのは如何なものかと思います。 

18 きっぷといい、最近の JR(特に東日本)

は目に余るものが多いと思います。今回の件

につきましても断固反対させていただきま

す。 

申請者によると、訪日外国人向けに発売し

ている「ジャパン・レール・パス」について

は、2023 年 10 月 1日購入分から、ご利用状

況等を鑑み、価格改定（値上げ）を実施した

とのことです。 

 

申請者によると、青春 18 きっぷについて

は、1982 年（昭和 57 年）の商品設定当時か

らのご利用状況の変化や、お客さまから自動

改札機対応に関する要望もいただいていた

ことから、JR6 社で協議の上、自動改札機対

応が可能な仕様として今回の設定としたと

のことであり、ご理解いただきたいとのこと

です。 

20 

運賃の上限変更については JR 東日本管内

一律に実施するべきではありません。 

都市部の運賃を上げるにとどめ、地方の運

賃は上げるべきではありません。 

理由 

地方は都市よりも景気の回復が遅れて回

復します。 

また賃金給料も都市部より低いのです。そ

のような中で一律値上げは地方を疲弊させ

ることになります。 

もともと都市部は特定電車区間など運賃

優遇があるので都市部の運賃に限定するべ

きと考えます。 

申請者によると、地方線区等に適用されて

いる現行の幹線や地方交通線の運賃につい

ては、通学定期を据え置きし割引率が拡大さ

れるほか、幹線の普通運賃の改定率を 4.4％

としているなど、都市部と比較すると値上げ

幅は抑制的としており、ご理解いただきたい

とのことです。 



21 

路線の維持、人員の確保、車両の更新等を

考慮すると値上げを率先して行うべきと考

える。 

 本件申請に賛成のご意見として承ります。 

22 

回数券の廃止、往復割引の廃止等の利用者

の負担増が続く中、運賃値上げに賛同致しか

ねます。 

設備投資が必要とのことですが、現行制度

下で行って行くべきものと考えます。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、普通回数券については、

お客さまのご利用状況やチケットレスサー

ビスの普及等を踏まえ発売を終了したとの

ことですが、Suica のチャージ残高で回数券

のように繰り返し Suica エリア内の在来線

をご利用いただくと、JRE POINT を還元する

「リピートポイントサービス」をご提供して

いるとのことです。 

 

申請者によると、往復割引については、

2026 年（令和 8年）3月の往復・連続乗車券

の発売終了に伴い、廃止予定としております

が、往復割引が適用されている往復乗車券は

中長距離の乗車券全体の約 4％程度と発売実

績が僅少とのことです。今後、長距離におい

ては、同社のインターネット予約サービス



「えきねっと」での割引商品「新幹線ｅeチ

ケット（トクだ値）」等の利用を推奨していく

とのことです。なお、JR各社において発売終

了に伴うシステム改修が必要となることか

ら運賃改定と同時期の実施としたとのこと

です。 

23 

値上げには反対で、これ以上値上げをされ

てしまったら定期代の負担が多くなり、遅く

て学校からも遠いメトロ線を使う事になっ

てしまうから値上げには反対である 

申請者によると、通学定期運賃について

は、「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分

を「幹線」に統合することに伴い値上げとな

るものの、家計負担を考慮し、「幹線」は現行

の幹線水準に据置くことで、値上げ幅を最小

限にしているとのことです。なお、高校生用

や中学生用の通学定期券や通学用割引普通

回数乗車券、片道 101 キロ以上の区間を指定

学校の生徒・学生が利用する場合、運賃が 2

割引となる学生割引についても発売を継続

するとのことです。 

24 

改訂には反対です。原稿の体系は物価上昇

などの社会的要因に事足りている料金体系

であると考えます。これ以上の値上げは手取

りを増やす議論が活発な中、生活に必要な交

通権による移動が脅かされている事態であ

ります。 

代替え案をお話しさせていただきます。改

訂を行うとしても通勤定期の値上げを増額

し、定期券外の運賃は値下げするべきと考え

ます。通勤費用は雇用主が支給しているのが

大半であり利用者にとっては影響の少ない

部分であると認識しています。企業が持つ内

部留保が話題になる事もあり、内部留保を放

出させる為にも必要ではないでしょうか。そ

して経済を豊かにするには消費をするのが

一番だと思いますが、一番消費をするのは旅

行など遊びに行く時でしょう。利用者に気軽

に遊びに行ける環境を値下げにより提供し

消費を活性化させましょう。同じような理由

で未成年の運賃を小児運賃と同等の半額に

すべきです。レジャー施設は子どもをメイン

ターゲットとしている所が多く、遊びに行く

申請者によると、改定率は定期外 7.8％、

通勤定期 12.0％、通学定期 4.9％、合計 7.1％

と通勤定期の改定率が高く、通学定期は抑制

的な改定内容としているとのことです。 

また、未成年者の運賃設定にかかわるご意

見については、今後の運賃制度を検討する際

の参考とさせていただくとのことです。 



というのはいつの時代も子どもが中心とな

るはずです。未成年は基本的には自身で収入

を得る事が難しく保護者の収入によって生

活をしています。子ども達への優遇。子ども

の交通費が減る事により親の気持ちしては

手取りが増える子育て支援。子どもが出かけ

れば親も一緒に出かける事も期待できる経

済回復。議論する価値はある意見と判断いた

だき今後の参考にしていただければ幸いで

す。よろしくお願いします。 

25 

値上げする前にやるべきことがあると考

えます。 

 

みどりの窓口縮小により旅客の鉄道離れ

を加速したり、団体列車の申込を拒絶した

り、ローカル線廃止に際して自治体以外の支

援を拒否したり（これは法的欠陥でもありま

すが）増収のチャンスを自ら捨てているのが

現状です。 

 

国交省はこれらの課題をクリアすること

を条件としてから値上げ申請を受け付けて

下さい。 

 

もし必要であればデータ提供も出来ます

ので、その際にはメールにてご連絡下さいま

せ。 

申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 

 また、団体臨時列車の申し込みについて

は、定期列車のダイヤとの兼ね合いや対応で

きる車両の状況等からご希望に添えないケ

ースもあるとのことです。 

国土交通省としましては、今般の申請につ

いては、鉄道事業法第 16条第 2項に基づき、

収入と原価を審査し、運輸審議会に諮問を行

った上で認可いたしました。 
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提出意見： 

JR 東日本の運賃改定に反対する 

 

反対する理由： 

◯JR東日本は黒字経営であること 

JR 東日本の鉄道以外の事業を含めれば黒

字である。国鉄は鉄道事業以外の事業を制限

されていたため経営が悪化したが、JR東日本

は鉄道事業以外の領域において収益を得て

おり、鉄道事業に還元することができる。 

 

◯国鉄債務返還が国民負担となっているこ

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す



と 

JR 東日本は、国鉄から日本国民の資産であ

る鉄道施設を、ほとんど安価な方法で取得

し、鉄道事業その他を経営している。一方で、

国鉄債務については国民が負担するたばこ

税から返還され続けているが、JR東日本は債

務のごく一部しか負担していない。 

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 国土交通省としましては、鉄道の運賃は総

括原価方式の下における上限認可制であり、

法令に基づき、鉄道事業の収支により、能率

的な経営の下における適正な原価に適正な

利潤を加えたものを超えないものであるか

どうかの審査を行っています。 

 

国鉄の分割民営化に際し、JR 各社が引き継

いだ事業の健全かつ円滑な運営を阻害しな

い範囲において、JR 各社に国鉄の長期債務の

一部が承継されており、国鉄の最終的な長期

債務 37.1 兆円のうち、JR本州三社及び JR 貨

物が 5.9 兆円を承継し、このうち、JR東日本

は 4.2 兆円を承継しました。 

また、新幹線保有機構が負担する債務 8.5

兆円は、新幹線リース料として JR 本州三社

が負担することとされ、このうち JR 東日本

は 2.6 兆円を負担することとされました。 
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パブコメの告知の仕方が下手過ぎます。 

https://www.mlit.go.jp/report/press/t

etsudo02_hh_000210.html 

 

なぜ 

https://public-comment.e-

gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDE

TAIL&id=155240833&Mode=0 

のリンクを貼らないのでしょうか？  

あなた達官僚はいつもやっつけ仕事、国民

のため国家のためという想いがない表れで

すよ。恥を知れ。 

いただいたご意見については、今後の鉄道

行政の参考とさせていただきます。 

28 
こんばんわ。 

 

 申請者によると、運賃改定内容の告知につ

いては、自社ホームページや自社内の駅・車



JR 東日本の運賃値上げの報道を拝見いた

しました。 

 

今までは本州 3社は共通の運賃でしたが、

京阪神や中京圏とは違う運賃体系となるこ

とで、遠方からの客が戸惑うことが考えられ

ます。 

 

西日本、東海管内の駅にも、東日本の運賃

値上げについて告知し、関東東北方面に向か

う方は自社とは違う運賃であることを周知

してほしいと思います。 

 

単なる負担増では利用客の理解は得られ

ませんので、E235 系の追加投入と導入路線の

拡大、高崎線全線（車庫のある新前橋まで）、

常磐線の水戸・勝田まで、横須賀線全線の 15

両化、コロナ前よりも便利なダイヤなど、万

人が利用しやすい JR 東日本を目指すために

値上げをするということを説明してほしい

と思います。 

内等において周知していくほか、会社間境界

付近のエリア等、JR 他社と跨る旅客が多く想

定される箇所については、他社エリアでの周

知についても検討していくとのことです。ま

た、JR 全線が掲載されている大型時刻表等の

媒体での周知も行う方向とのことです。 

 

申請者によると、具体的な車両の新造や新

型車両の導入線区の拡大、ダイヤの設定等に

ついては、お客さまのご利用状況を踏まえて

検討していくとのことです。 
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なぜ今回の値上げに伴い、バリアフリー加

算運賃を廃止するのか。自社の都合の良いよ

うに利益を使うためという印象を受ける。バ

リアフリーへの設備投資は控えるというこ

とだろうか。 

申請者によると、2023 年 3 月より鉄道駅

バリアフリー料金を導入しているものの、整

備計画（2023.3～2036.3）における整備費に

対して、当該料金では半分程度しか収受でき

ない見込みであるとのことです（総整備費

5,900 億円、総収受額 2,990 億円）。 

また、収受範囲は電車特定区間内として設

定しているものの、今般の申請において電車

特定区間を廃止するものとしており、幹線運

賃区間等で設定した場合には、外方区間（収

受範囲外の区間）の運賃と逆転が生じるケー

スが発生するとのことです。 

これらを踏まえ、鉄道駅バリアフリー料金

を継続する場合と廃止する場合をそれぞれ

比較し、よりサステナブルな方法を検討した

結果、廃止することとしたとのことであり、

廃止後においても、国や地元自治体と協力し

つつ、運賃改定によって多くのお客さまに薄



く広くご負担いただきながら、引き続きバリ

アフリー設備の整備を推進していくとのこ

とです。 
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本当に事業継続に不可欠であるならば納

得できます。 

しかし、青春 18 きっぷの改訂内容の反対

署名を対応窓口がないという理由でのの事

実上受取拒否であったり、インターネット予

約で予約できない内容もあり IC カードは各

旅客会社全線区で使用できないのにも関わ

らず IC カード、インターネット予約の普及

を理由にした往復割引、往復乗車券、連続乗

車券の廃止など、目に余るプレスリリースば

かりです。その代わりに、片道乗車券を往復

分購入する方法を提示していますが、西日本

旅客鉄道のみどりの窓口では、「当該窓口所

属駅からの乗車券から発売せず、他駅発の乗

車券は一切発売しない」といい拒否されたと

いう声もあります。 

繰り返しますが、本当に事業継続に必要で

あれば納得できます。しかし、上記の内容に

より、現在は事業継続に必要でない値上げと

しか思えず、今回の運賃上限変更申請は一切

納得及び賛成できません。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、青春 18 きっぷの改定内

容の反対署名の提出については、対面の提出

窓口はないとのことですが、郵送での受付は

可能とのことです。 

 

申請者によると、往復割引については、

2026 年（令和 8年）3月の往復・連続乗車券

の発売終了に伴い、廃止予定としております

が、往復割引が適用されている往復乗車券は

中長距離の乗車券全体の約 4％程度と発売実

績が僅少とのことです。今後、長距離におい

ては、同社のインターネット予約サービス

「えきねっと」での割引商品「新幹線 eチケ

ット（トクだ値）」等の利用を推奨していくと

のことです。なお、JR各社において発売終了

に伴うシステム改修が必要となることから



運賃改定と同時期の実施としたとのことで

す。 

 

申請者によると、片道乗車券の他駅発売に

ついては、同社の旅客営業規則等の約款に基

づき、必要に応じて実施しており、往復乗車

券の廃止に伴い、ご不便をおかけしないよう

に対応していくとのことです。 
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値上げの必要性については諒とするもの

の、「わかりやすい」という説明とは裏腹に運

賃計算の仕組みが複雑化することについて

は、理解に苦しむところがある。過去に積み

上げてきた運賃制度の延長線上で、不利益を

抑えるために工夫しているということであ

ろうが、建て増しに建て増しを重ねた複雑怪

奇な制度は、どこかのタイミングでリセット

するべきではないか。 

JR 他社を跨る場合の運賃の設定について

は、「新会社がその事業を営むに際し当分の

間配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配

慮すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

申請者によると、鉄道を取り巻く環境は当

時から大きく変化していることから、これら

が経営に及ぼす影響について注意深く検討

し、必要により柔軟な運用を国に要請してい

く考えとのことです。 

32 

値上げをする分には構わないが東海道新

幹線別線扱いはどうかと思う。であれば全国

統一で値上げをしてもいいと思う 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

また、定期券は値上げとなるものの、在来

線定期券に加えて自由席特急券を別途購入

することで新幹線が利用可能な取扱いや新

幹線定期券（フレックス及びフレックス・パ

ル）にて並行する在来線を利用可能な取り扱

いは引き続き継続するとのことです。なお、

新幹線定期券（フレックス及びフレックス・

パル）については、運賃相当額と料金相当額

を組み合わせた特別企画乗車券として届出

にて設定している商品であり、東海道新幹線

区間も含め、運賃相当額部分は在来線の定期



運賃改定相当額分の値上げを行うとのこと

です。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とするとともに、関係

するご意見については JR 東日本にお伝えい

たします。 

33 
鉄道事業で安全を極めるためには、鉄道事

業でお金を得る必要があると考えます。 

本件申請に賛成のご意見として承ります。 
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可動式ホーム柵の設置、磁気券の廃止、二

次元コード乗車券を進めていくためには、運

賃の値上げはやらねばならないプロジェク

トの第 1のステップだと考えます。 

本件申請に賛成のご意見として承ります。 
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旅行でしばしば東京・熱海を利用させてい

ただいておりますが、JR東海の東海道新幹線

と、JR東日本の東海道新幹線が同一の線路と

して扱われ、一方の線路に有効な乗車券が他

方の線路にも有効であるという効力の恩恵

を受けてきました。 

東京・熱海間で新幹線に乗るか在来線に乗

るかを決めずに乗車券を購入し、状況や気分

に応じて特急券を買い足すか、あるいは買い

足さないかによって、どちらに乗るかの選択

を乗る直前に決めることができていました。 

もしこの駅間で、新幹線と在来線が同一の

線路として扱われるという取り扱いがなく

なった場合、上記のようなことができなくな

るので、大変不便に感じます。 

 

その一方で、JR東日本の事業の存続性とい

う観点から、運賃の値上げ自体はやむを得な

いように思えます。 

従いまして、JR東海も時期を揃えてこの区

間の運賃の値上げを行うことで、東京・熱海

間において新幹線と在来線を同一の線路と

して扱うという取り扱いの継続を希望いた

します。 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

また、定期券は値上げとなるものの、在来

線定期券に加えて自由席特急券を別途購入

することで新幹線が利用可能な取扱いや新

幹線定期券（フレックス及びフレックス・パ

ル）にて並行する在来線を利用可能な取り扱

いは引き続き継続するとのことです。なお、

新幹線定期券（フレックス及びフレックス・

パル）については、運賃相当額と料金相当額

を組み合わせた特別企画乗車券として届出

にて設定している商品であり、東海道新幹線

区間も含め、運賃相当額部分は在来線の定期

運賃改定相当額分の値上げを行うとのこと

です。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とするとともに、関係



するご意見については JR 東日本にお伝えい

たします。 
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旅行でしばしば東京・熱海を利用させてい

ただいておりますが、JR東海の東海道新幹線

と、JR東日本の東海道新幹線が同一の線路と

して扱われ、一方の線路に有効な乗車券が他

方の線路にも有効であるという効力の恩恵

を受けてきました。 

東京・熱海間で新幹線に乗るか在来線に乗

るかを決めずに乗車券を購入し、状況や気分

に応じて特急券を買い足すか、あるいは買い

足さないかによって、どちらに乗るかの選択

を乗る直前に決めることができていました。 

もしこの駅間で、新幹線と在来線が同一の

線路として扱われるという取り扱いがなく

なった場合、上記のようなことができなくな

るので、大変不便に感じます。 

 

その一方で、JR東日本の事業の存続性とい

う観点から、運賃の値上げ自体はやむを得な

いように思えます。 

従いまして、JR東海も時期を揃えてこの区

間の運賃の値上げを行うことで、東京・熱海

間において新幹線と在来線を同一の線路と

して扱うという取り扱いの継続を希望いた

します。 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

また、定期券は値上げとなるものの、在来

線定期券に加えて自由席特急券を別途購入

することで新幹線が利用可能な取扱いや新

幹線定期券（フレックス及びフレックス・パ

ル）にて並行する在来線を利用可能な取り扱

いは引き続き継続するとのことです。なお、

新幹線定期券（フレックス及びフレックス・

パル）については、運賃相当額と料金相当額

を組み合わせた特別企画乗車券として届出

にて設定している商品であり、東海道新幹線

区間も含め、運賃相当額部分は在来線の定期

運賃改定相当額分の値上げを行うとのこと

です。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とするとともに、関係

するご意見については JR 東日本にお伝えい

たします。 
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運賃改定については山手線等の首都圏普

通列車のコロナ禍以前と同水準までの増発

といったサービス強化が合わせて行われる

のであれば賛成。 

ただし、東京から熱海間の新在並行区間に

ついて運賃改定と合わせて乗車券の扱いが

別線扱いになる件について、急な乗車変更に

対応できるように差額の支払い・払い戻しで

今まで通り変更が出来るようにしてほしい。 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士



回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

また、定期券は値上げとなるものの、在来

線定期券に加えて自由席特急券を別途購入

することで新幹線が利用可能な取扱いや新

幹線定期券（フレックス及びフレックス・パ

ル）にて並行する在来線を利用可能な取り扱

いは引き続き継続するとのことです。なお、

新幹線定期券（フレックス及びフレックス・

パル）については、運賃相当額と料金相当額

を組み合わせた特別企画乗車券として届出

にて設定している商品であり、東海道新幹線

区間も含め、運賃相当額部分は在来線の定期

運賃改定相当額分の値上げを行うとのこと

です。 

輸送障害等が発生した場合には、関係各社

が定める旅客営業規則等の約款に基づき、既

に所持する乗車券について、他経路乗車が可

能とのことです。 
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JR 東日本の運賃値上げははっきり言って

しまえば反対である。 

 

駅ビルやエキナカ事業、高輪ゲートウェイ

などの再開発など、多数の利用者には役に立

たない後回しにしてもいい投資が多いよう

に感じるし、値上げしたとしてもそのような

事業への投資や上層の経営陣や株主への配

当金などに回されるような気しかしない。 

また、JR東日本は人々の暮らしを鉄道輸送

という形で支えていく企業であるべきなの

に、昨今の物価高に追随して値上げすること

によって、昇給や給付金が追いついていない

人々の生活を苦しめるだけのようにしか思

えない。 

 

昨今の JR 東日本は、東北新幹線の架線ト

ラブル(大宮駅付近)やはやぶさとこまちの

走行中の分離、山形新幹線の郡山駅のオーバ

ーラン、在来線でも架線柱の転倒(東海道線

大船駅や山手線神田駅など)、川越線の信号

ミスによるデッドロック等の重大インシデ

ントや踏切事故などといった大規模な遅延

が多発している。 

また、みどりの窓口設置駅の削減によるみ

どりの窓口や指定席券売機、話せる券売機の

混雑(えきねっとを使えばいいのだが、えき

ねっとでは複雑な行程や他地区にまたがる

切符に弱い)、駅の無人駅化や路線の廃止、ダ

イヤ改正による都市部での減便や終電の繰

り上げ、青春 18 きっぷの連続日程縛りなど、

利用者に不安・不便を強いているのに値上げ

という不便を強いるのかと文句を言いたい。 

往復割廃止や、他社跨ぎによる静岡方面な

どへの値上げなどは納得がいかない。 

混雑時の東海道新幹線のぞみ号の全車指

定席化と違って旨味を感じない。 

 

値上げするとして、先ほど挙げたようなイ

申請者によると、鉄道事業以外に充てるた

めに運賃改定を実施するものではなく、安全

やサービスの維持向上、老朽化した車両・設

備の更新、激甚化する災害やカーボンニュー

トラル等に対応する設備投資や修繕等に必

要な資金を長期的・安定的に確保することが

課題となっており、今後も事業継続に必要な

対応を着実に実施するため、同社の経営努力

を前提として運賃の上限変更について認可

申請をしたものであり、運賃改定による増収

はこれらのための必要資金にも充てていく

とのことです。 

 

申請者によると、2024 年 1 月 23 日に発生

した東北新幹線上野～大宮間の架線故障に

ついては、架線張力を調整する滑車式自動張

力調整装置の重錘ロッドの破断により垂下

した架線下を列車が通過したことで、車両の

パンタグラフの損傷等が発生しましたが、重

錘が落下することによる架線垂下といった

同種事故の再発防止策を実施しているとの

ことです。 

2024 年 9月 19 日に発生した東北新幹線古

川～仙台間の走行中に連結部が外れ停車し

た事象については、E6系こまち号製造時に発

生した金属片により、運転台に設置されてい

る、併合作業が完了しない場合に再度分割さ

せるために扱うスイッチの端子間が短絡し、

本来スイッチを扱うことで電気的につなが

る箇所が強制的につながり、連結器が外れた

と推定しており、暫定対策として当該スイッ

チから配線を取り外し、回路を無効化してお

り、恒久対策として回路が走行中に動作しな

い仕組みを検討中とのことです。 

また、2025 年 3 月 6 日に発生した東北新

幹線上野～大宮間の走行中に連結部が外れ

停車した事象については、発生直後の E6 系

こまち号の車両点検において、連結器が分割

する動作を繰り返す状態が確認されたこと



ンシデントの減少のためのシステム充実化

や教育の強化、駅員や運転士のための社員数

増加やみどりの窓口の増設、えきねっとの利

用しやすさ向上、列車の増便などのサービス

向上に繋がるのだろうか。公式で発表した通

りになるだろうか。 

そうなのならば少しは値上げしてもいい

のではないかと思う。 

しかし、私は先述したようなエキナカや高

輪地区などの再開発などの不動産事業やエ

リート層の昇給や株主への還元にしか使わ

れないと思わざるをえない。 

から、併結走行中に何らかの電気的な異常が

発生したものと考えており、当面の対策とし

て、連結器の分割動作が行われないよう、機

械的に動作機器を固定する器具を福島駅及

び盛岡駅での併結作業時に取り付け、運転を

再開しているとのことです。現在も運輸安全

委員会による調査が行われており、引き続き

調査に協力するとともに、JR 東日本としても

原因究明に取り組んでいくとともに、昨年 9

月の件との関連性も含めて、調査していくと

のことです。 

2022 年 12 月 18 日及び 2024 年 3 月 6 日に

つばさ号が郡山駅に停車の際、所定停止位置

を大幅に行き過ぎ停車した事象については、

公益財団法人鉄道総合技術研究所の協力の

もと、原因の調査を行い、その内容を踏まえ

て、「微小な滑走に対してブレーキ力を維持

する滑走制御に変更する。」、「ATC による自動

ブレーキ地点を手前に変更することで「早め

ブレーキ」を実施する。」、「より滑走の低減に

繋がる踏面研摩子（レールに接する車輪表面

を削る装置）を冬期間に搭載する。」、「今後も

引き続き E3 系には E2 系又は E5 系を併結

して運転する。」といった対策を実施してい

るとのことです。 

2023 年 8 月 5 日に発生した東海道本線大

船駅構内にて列車と電化柱が衝撃した事象

については、一時的に大きな荷重が電化柱に

加わったことにより、電化柱の根元部に微小

なひび割れが生じ、それが閉じない状態が継

続したため雨水が浸入し、コンクリート柱内

の一部鉄筋が腐食、破断した結果、電化柱が

折損・傾斜しましたが、当該電化柱と類似条

件のコンクリート柱の検査方法の見直し・補

強等により、同種事故の再発防止策を実施し

ているとのことです。 

2015 年 4月 12 日に発生した山手線神田～

秋葉原間の電化柱が倒壊し線路を支障した

事象については、架線を支えるためのワイヤ



が通常より高い位置に固定されていた上、梁

（はり）が撤去されたことで耐久力が低下

し、電化柱倒壊が発生しましたが、リスク管

理および技術支援体制の強化などを実施し、

同種事故の再発防止策を実施しているとの

ことです。 

2023 年 3 月 2 日に発生した川越線指扇～

南古谷間のデッドロック事象については、運

行管理システムの不具合により、単線区間で

列車同士がお互いに向かい合って前に進め

ない状態で停車し、どちらかを退行させなけ

ればならなくなる、いわゆる「デッドロック」

と呼ばれる事象が発生しましたが、速やかに

システム改修を実施し対策は完了している

とのことです。なお、安全を司る装置は正常

に機能しており、列車衝突といった不安全な

事象につながるものではなかったとのこと

です。 

鉄道設備故障の未然防止については、過去

の事象を踏まえ原因究明と必要な設備改善

などを実施しており、併せて CBM 等モニタリ

ング技術を活用した故障の予兆把握と改善

により輸送障害の発生防止に努めていると

のことです。 

お客さまのご期待にお応えできるよう今

後とも安全を JR 東日本グループのトッププ

ライオリティーと位置付け、これまで以上に

安全で快適な輸送サービスの実現と利便性

向上に努めていくとともに、引き続き、総合

的な処遇改善により社員に還元することで

働きがいを創出し、「仕事を通じた達成感・充

足感」を高めていきたいとのことです。 

 

申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お



客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 

 

申請者によると、えきねっとの利用しやす

さ向上については、これまでも、えきねっと

サイトの WEB デザインを改善することで目

的操作に容易に辿り着けるようにしたり、お

問い合わせの多い項目等について当初のご

予約操作時にポップアップ表示でご案内す

るなど改善を進めてきましたが、引き続き利

便性向上に向け取り組んでいくとともに、ご

利用者からの意見内容を踏まえ、今後のユー

ザビリティの改善等についても検討してい

きたいとのことです。 

 

申請者によると、駅の無人化については、

将来的な鉄道利用者の減少や社員数の減少

という社会構造の変化を踏まえ、限られた人

的資源で駅を運営していく必要があること

から、お客さまのご利用状況を総合的に勘案

して決定しているとのことです。閑散線区に

おける終日無人化のほか、お客さまサポート

コールシステムによる一部時間帯の改札窓

口の無人化を行っている箇所もあり、周辺の

環境や旅客特定などを踏まえ判断している

とのことです。 

 

 申請者によると、ダイヤ設定や輸送サービ

スの改善についてはご利用状況に応じて実

施しており、これまでもインバウンド需要に

応じた特急「富士回遊」の増発や着席ニーズ

にお応えする特急「湘南」の増発を行ってい

るとのことです。 

なお、2025 年（令和 7年）3月のダイヤ改

正より、中央線快速・青梅線に 2階建てグリ

ーン車を 2両連結し、グリーン車サービスを

開始するとともに、ご利用の増加に伴い、山

手線、南武線、武蔵野線、日光線等で増発を



行ったとのことです。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、終電の繰り上げについて

は、安全かつ利便性の高い鉄道サービスをサ

ステナブルに提供していくにあたり夜間作

業間合いの時間の確保が課題となっており、

施工効率の向上や従事員の働き方改革への

支援などを目的に実施し、一定程度のコスト

ダウンが図られているとのことです。今後も

工事のボリュームをもとにお客さまのご利

用状況の変化、従事員の労働環境の改善、機

械導入による工事の効率性向上などを踏ま

え、必要な見直しを行うとのことです。 

 

申請者によると、青春 18 きっぷについて

は、1982 年（昭和 57 年）の商品設定当時か

らのご利用状況の変化や、お客さまから自動

改札機対応に関する要望もいただいていた

ことから、JR6 社で協議の上、自動改札機対

応が可能な仕様として今回の設定としたと

のことであり、ご理解いただきたいとのこと

です。 

 

申請者によると、往復割引については、

2026 年（令和 8年）3月の往復・連続乗車券

の発売終了に伴い、廃止予定としております

が、往復割引が適用されている往復乗車券は

中長距離の乗車券全体の約 4％程度と発売実

績が僅少とのことです。今後、長距離におい

ては、同社のインターネット予約サービス

「えきねっと」での割引商品「新幹線 eチケ

ット（トクだ値）」等の利用を推奨していくと

のことです。なお、JR各社において発売終了

に伴うシステム改修が必要となることから

運賃改定と同時期の実施としたとのことで

す。 



 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、

運賃水準が異なることになるため、JR東日本

区間の利用距離に応じて、基準額（改定前の

運賃）と改定後の運賃との差額を加算額とし

て設定するとのことです。 
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JR の値上げには強く反対します。ただでさ

え物価高で実質賃金が著しく低下している

中、公共交通機関の運賃が値上がりしたらさ

らに出費が増えてしまうし、JR 東日本が値上

げをした場合、他の JR もこぞって値上げを

しようとしてくるかもしれない。特に今回の

値上げについては、JRの会社同士の境界駅を

跨ぐ場合はさらに値上がりするようだし、東

海道線の在来線と新幹線を別会社とするこ

とで、経由を変更する場合（列車の乗り遅れ

等の理由）、乗車変更をする必要が生じ、現場

社員と乗客双方の負担をさらに増大させる

ことにも繋がりかねない。利用者からして

も、いっそのこと国のインフラなのだから三

セクを含めてみんなが利用できる安い運賃

赤字覚悟の「国鉄」に戻してほしいところだ

が、それが無理なのなら、物価高などの状況

でもせめて運賃は値上げせずそのまま据え

置きにしてほしい。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、

運賃水準が異なることになるため、JR東日本

区間の利用距離に応じて、基準額（改定前の



運賃）と改定後の運賃との差額を加算額とし

て設定するとのことです。 

 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とさせていただきま

す。 
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東京・仙台に社会人野球チームを 2つも持

ち、都市対抗野球など出場時には大応援団を

送り込んでいる。  

他にも女子柔道部なども持ち、それぞれが

立派な練習場や合宿所を所有している。 

運賃値上げを申請する前に道楽を止める

のが当然と考える。 

また、旅客がコロナ前の水準にほぼ戻って

いるのに減便したままの状態を解消させる

ことを認可の条件とするべき。 

申請者によると、企業チームの活動は、ス

ポーツ振興や競技人口の増加、地域の活性化

など、社会や地域貢献の一環と考えており、

活動の継続には意義があると考えていると

のことです。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とさせていただきま

す。 
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今回の運賃の値上げは賛成である。 

値上げ分を鉄道事業に十分に還元し、安全

性向上（長時間の運休を伴う輸送障害の減

少）、利便性向上（コロナ禍を境に減少した運

転本数の回復、えきねっとの拡充等）を実現

していただきたい。 

値上げ分を加味した事業計画があると、よ

り賛同を得られるのではないかと考える。 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線



快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、えきねっとの利用しやす

さ向上については、これまでも、えきねっと

サイトの WEB デザインを改善することで目

的操作に容易に辿り着けるようにしたり、お

問い合わせの多い項目等について当初のご

予約操作時にポップアップ表示でご案内す

るなど改善を進めてきましたが、引き続き利

便性向上に向け取り組んでいくとともに、ご

利用者からの意見内容を踏まえ、今後のユー

ザビリティの改善等についても検討してい

きたいとのことです。 

 

申請者によると、お客さまのご期待にお応

えできるよう今後とも安全を JR 東日本グル

ープのトッププライオリティーと位置付け、

これまで以上に安全で快適な輸送サービス

の実現と利便性向上に努めていくとともに、

引き続き、総合的な処遇改善により社員に還

元することで働きがいを創出し、「仕事を通

じた達成感・充足感」を高めていきたいとの

ことです。 
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ご意見：どちらかといえば「運賃上限の変更

（上限引上げ）」に賛成である 

 

理由： 

東日本旅客鉄道株式会社について 2025 年

4月より精神障害者割引の導入や近年のバリ

アフリー政策の努力については、経営環境が

厳しい中評価は出来るものの、逆に「精神障

害者割引の導入やバリアフリー事業による

申請者によると、障害者割引を始めとする

公共割引については、事業者ひいては一般の

お客さまのご負担により実施していること

は事実であり、基本的には国の社会福祉施策

の一環として考えるべきものと認識してい

るとのことです。 

公共割引は事業者のみで負担するもので

はなく、社会全体で取り組むべきものと考え

る一方で、公共交通機関における精神障害者



障害者へのヘイト・スピーチやヘイト・クラ

イム」に繋がりかねない懸念がある事から運

賃変更に関して社会的観点による詳しい説

明を求める。 

 

また、東日本旅客鉄道株式会社について、

設備老朽化や作業員の施工ミス等による設

備損壊や鉄道事故が過去発生している事か

ら、本件運賃上限の引き上げ行った場合の収

益を設備老朽化対策、人材・技術育成に投資

する原資となり得るのか不明瞭である事か

ら、運賃変更に関して詳しい説明を求める。 

 

以上の懸念点が解決されるものが提供さ

れるものであるならば、本件の運賃上限の引

上げに反対するものではない。 

割引の実施状況、相互直通運転等の鉄道ネッ

トワークの状況を踏まえ、共生社会実現に向

けた「共助」という観点から精神障害者割引

制度の導入を決定したものとのことです。 

 

申請者によると、鉄道設備故障の未然防止

については、過去の事象を踏まえ原因究明と

必要な設備改善などを実施しており、併せて

CBM 等モニタリング技術を活用した故障の予

兆把握と改善により輸送障害の発生防止に

努めているとのことです。 

「究極の安全」の追求に向け、これまで築

いてきた「安全文化」や安全の「しくみ」「設

備」など、安全の基盤を強固にし、『これまで

は想定外であったリスク』を本質の理解によ

り想像し、安全を先取ることで、お客さまや

地域の皆さまからの信頼を高めていくとの

ことです。 

 

申請者によると、お客さまのご期待にお応

えできるよう今後とも安全を JR 東日本グル

ープのトッププライオリティーと位置付け、

これまで以上に安全で快適な輸送サービス

の実現と利便性向上に努めていくとともに、

引き続き、総合的な処遇改善により社員に還

元することで働きがいを創出し、「仕事を通

じた達成感・充足感」を高めていきたいとの

ことです。 

具体的な待遇改善策として、これまでベー

スアップ、初任給引き上げ、扶養手当の増額、

省メンテナンス化、作業の機械化などの待遇

改善や職場環境改善に取り組んでいるとの

ことです。 
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鉄道事業法第十六条「能率的な経営の下に

おける適正な原価に適正な利潤を加え た

ものを超えないものであるかどうかを審査」

の審査であるが、 

 

電気事業法 第十八条 2 項一「料金が能率

国土交通省としましては、今般の申請につ

いては、鉄道事業法第 16条第 2項に基づき、

収入と原価を審査し、運輸審議会に諮問を行

った上で認可いたしました。 



的な経営の下における適正原価利潤を加え

たもであこと」にも同様の規定がある。 

 

先般の電気料金の値上げにおいては、料金

制度専門会合の第28？45回の17回も会合を

開き、事業者から多くの資料を集め透明性を

上げて認可している。 

 

経済産業省  電力・ガス取引監視等委員会 

料金制度専門会合のページ 

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/

index_electricity.html 

 

今般の JR 東日本の審査においても同様の

透明性の高い審議をお願いしたい。 
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値上げしてもいいが、学生(高校生、大学

生、専門生、大学院生向け)料金(大人の 3分

の 2くらい)を追加してほしい。icのみでい

いので 

申請者によると、現在も片道 101 キロ以上

の区間を指定学校の生徒・学生が利用する場

合、運賃が 2割引となる学生割引が設定され

ているとのことです。 
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値上げしてもいいが、高校生大学生専門生

大学院生向けの料金を設定してほしいです。

ic のみでもいいので 

具体的には大人の3分の2くらいが妥当化

と思います。 

申請者によると、現在も片道 101 キロ以上

の区間を指定学校の生徒・学生が利用する場

合、運賃が 2割引となる学生割引が設定され

ているとのことです。 
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運賃値上げで赤字の解消、JR東日本の社員

の待遇を上げるのであれば評価するが、JR東

日本が株主へ配当を吐き出すために運賃を

値上げしないように監視するシステムを作

ってほしい。もともとは国有鉄道という国民

の財産が資本であり、純粋な株主資本ではな

い。たくさんの配当を吐き出したいのであれ

ば JR 東日本自身の資本で線路を引き、大好

きな駅ビル不動産に投資し、銀行業から利益

を得て株主配当すればよいことである。国鉄

からの転換はあくまで効率的な鉄道業を目

指したものであり、運賃を値上げして運賃収

入で株主に配当を吐き出すために目指した

ものではない。 

また東京？熱海間の JR 東海との在幹分離

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とするとともに、関係

するご意見については申請者にお伝えいた

します。 



は反対である。国鉄から国民に分割民営と不

便を強いているのに路線分離をすればより

一層利用者への不便を強いる。鉄道は JR 東

日本に利益をもたらすためにあるのではな

い。繰り返すが国鉄からの転換はあくまで効

率的な鉄道業を目指したものであり、国民利

用者に不便を強いるために民営化したので

はない。 
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JR 東日本発足以来、消費税改定及びバリア

フリー料金制度導入以外で初めて本格的な

運賃改定になると報道されております。 

 

昨今の人件費、物件費及び光熱費高騰に伴

い世間的には、いろいろなものが値上げされ

ておりますので、運賃改定もぜひ実現してい

ただきたいと思います。 

 

失われた 30 年ではございませんが、いろ

いろなものが少しずつ上がっていくことで、

給与なども上がり、お金、製品、サービスが

循環していくことにより徐々に景気回復に

つながると信じております。 

 

どうぞよろしくお願いいたします。 

本件申請に賛成のご意見として承ります。 
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総務省の 10 月の家計調査によると、2 人

以上世帯の消費支出は 30万 5819 円だった。

物価変動の影響を除いた実質で前年同月比

1.3%減少。 

 

このような景気動向で鉄道運賃一律値上

げは国民生活に多大な影響を与えるので許

すべきではない。またインバウンドにもブレ

ーキをかけるものでもある。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、



今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

49 

申請に反対。今の値段設定が適正と考えて

いるため。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 
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原価に不要な経費が多数含まれているた

め、申請は却下すべきだと考える。 

東日本旅客鉄道株式会社の公表した資料

によると、羽田空港アクセス線（仮称）にお

いては、加算運賃を適用しその整備に必要な

費用を運賃とは別に徴収する可能性がある

点や、中央本線の着席サービスに関する費用

に関しては、輸送改善ではなく増収により回

収される費用であり、原価に含めるべきでは

ない。 

また、TAKANAWA GATEWAY CITY については、

申請者によると、収入原価算定要領に則

り、中央線快速・青梅線グリーン車導入等の

鉄道事業に関係する費用は平年度の原価に

含む一方で、TAKANAWA GATEWAY CITY 等の関

連事業に関係する費用については平年度の

原価に含まれないとのことです。なお、羽田

空港アクセス線は 2031 年度の開業を目指し

ており、現時点では具体的な運賃設定につい

ては未定のため、今後、検討を進めていくと

のことです。 

国土交通省としましては、今般の申請につ



明らかに直接鉄道輸送に関与しないもので

あり、原価に算入すべきではないと考えられ

る。 

上記を原価から除外すると、少なくとも赤

字ではないため上限変更認可申請の前提が

ないため、却下すべきものと推察される。 

もし、認可される場合期限を切って認可さ

れたい。 

いては、鉄道事業法第 16条第 2項に基づき、

収入と原価を審査し、運輸審議会に諮問を行

った上で認可いたしました。 

 

51 

今回の運賃値上については納得できるこ

ともあります。 

前回のバリアフリーによる運賃値上は整

備の目処ついたら値下げはされないと懸念

します。さらに障碍者割引きを大幅になって

いることから、本来の施策は何と感じます。 

バリアフリーの助成や支援は行政もサポ

ートしなくてはならないです。 

企業努力は精一杯ですが、行政は大したこ

とをしていない！ 

適正、是正な判断をしていただければ幸い

です。 

申請者によると、2023 年 3 月より鉄道駅

バリアフリー料金を導入しているものの、整

備計画（2023.3～2036.3）における整備費に

対して、当該料金では半分程度しか収受でき

ない見込みであるとのことです（総整備費

5,900 億円、総収受額 2,990 億円）。 

また、収受範囲は電車特定区間内として設

定しているものの、今般の申請において電車

特定区間を廃止するものとしており、幹線運

賃区間等で設定した場合には、外方区間（収

受範囲外の区間）の運賃と逆転が生じるケー

スが発生するとのことです。 

これらを踏まえ、鉄道駅バリアフリー料金

を継続する場合と廃止する場合をそれぞれ

比較し、よりサステナブルな方法を検討した

結果、廃止することとしたとのことであり、

廃止後においても、国や地元自治体と協力し

つつ、運賃改定によって多くのお客さまに薄

く広くご負担いただきながら、引き続きバリ

アフリー設備の整備を推進していくとのこ

とです。 

 

申請者によると、障害者割引を始めとする

公共割引については、事業者ひいては一般の

お客さまのご負担により実施していること

は事実であり、基本的には国の社会福祉施策

の一環として考えるべきものと認識してい

るとのことです。 

公共割引は事業者のみで負担するもので

はなく、社会全体で取り組むべきものと考え

る一方で、公共交通機関における精神障害者



割引の実施状況、相互直通運転等の鉄道ネッ

トワークの状況を踏まえ、共生社会実現に向

けた「共助」という観点から精神障害者割引

制度の導入を決定したものとのことです。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とさせていただきま

す。 
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経費節減や企業努力ではもはや持たない

という発想については同意します。 

ですが方法論や仕方について、特に以下の

点についてご確認をお願いします。 

 

1.電車特定区間の廃止について 

電車特定区間の廃止に伴い、特に首都圏で

運賃の値上げ額がかなりのものになってい

ます。先行する JR 西日本でもそこまでのこ

とは実施していません。 

激変緩和措置のような猶予措置を求めま

す。 

また、山手線内運賃は廃止してもよいとは

思いますが、東京メトロなど他社線への逸走

が相当程度発生すると思いますが、そこはや

むを得ないとお考えなのかお伺いします。 

 

2.障害者割引運賃の拡充等 

今回の運賃値上げは特に低所得世帯にと

ってはかなりの負担です。精神障害者への割

引等も検討されているようですが、内容の拡

充が必要なのではないかと思います。 

公共福祉施策であり本来国マターなのは

理解しますが、御社が値上げを申請している

以上、何もしないというのは理解できませ

ん。 

 

3.再値上げの可能性 

当然可能性としてありうると思いますが、

どのような場合に再値上げが発生するとお

考えかご教示ください。 

１について 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 



 

4.地方ローカル線の整理 

首都圏での値上げ幅が大きい以上、首都圏

の売り上げで地方路線を残すという理屈は

もう通じないものと考えます。 

地方路線の整理や、地方交通線区分運賃の

さらなる値上げ等、地方路線の採算について

どうお考えかご教示ください。 

申請者によると、他社の運賃改定の実施状

況等を踏まえ、今般の運賃改定に伴い、一定

程度、他の交通機関等への逸走が発生すると

考えているとのことです。 

 

２について 

 申請者によると、障害者割引をはじめとす

る公共割引については、事業者ひいては一般

のお客さまのご負担により実施しているこ

とは事実であり、基本的には国の社会福祉施

策の一環として考えるべきものとのことで

す。 

これまでも障がい者のお客さまに対して

は、障がい者用 Suica の導入やインターネッ

ト予約サービス「えきねっと」による障害者

割引乗車券の予約販売など、鉄道のご利用を

支援しており、また 2025 年 4 月より精神障

害者割引制度を導入しており、障がいをお持

ちのお客さまに限らず、今後も様々な方の鉄

道の利用を支援させていただきたいとのこ

とです。 

 

３について 

申請者によると、再値上げについては、改

定後の経営状況等を踏まえ、総合的に判断し

ていくとのことです。 

 

４について 

 申請者によると、地方路線においては、ご

利用状況が重要であると考えており、鉄道特

性のひとつである大量輸送を必要としない

路線については、基本的に鉄道の特性が発揮

できないと考えており、こうした路線につい

ては、設備のスリム化や運行形態の簡素化等

による運営の効率化を推進する一方で、沿線

の皆さまにもご理解、ご協力をいただきなが

ら、鉄道存続やバス転換等の前提を置かず

に、ご利用状況の推移や幅広い選択肢をお示

ししたうえで、地域と一緒に「持続可能な交



通体系」を構築していくことを考えていると

のことです。 

地方交通線のみの運賃値上げについては、

幹線と地方交通線の跨り利用時や地方交通

線完結の他社との跨り利用時の運賃計算方

法など、JR 他社等への影響も考慮し、慎重に

検討する必要があるとのことです。 

53 

物価高騰の流れで普通運賃を値上げする

のはわかるが、未来ある若者の学生運賃を上

げるのは家庭内の金銭的負担の増加、長距離

の通学をしている学生への費用が大きすぎ

る。現状でどどめるべきだ 

申請者によると、通学定期運賃について

は、「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分

を「幹線」に統合することに伴い値上げとな

るものの、家計負担を考慮し、「幹線」は現行

の幹線水準に据置くことで、値上げ幅を最小

限にしているとのことです。なお、高校生用

や中学生用の通学定期券や通学用割引普通

回数乗車券、片道 101 キロ以上の区間を指定

学校の生徒・学生が利用する場合、運賃が 2

割引となる学生割引についても発売を継続

するとのことです。 
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運賃改定を行うことには反対ではないが、

その水準及び妥当性は慎重に検討されるべ

きだと考える。理由は以下の通り。 

 

JR 東日本が今回公表した資料によれば、運

賃改定による増収は26-28年の平均で880億

円/年である。また、朝日新聞が 12/6 17:25

に配信した記事によれば、「JR東日本の渡利

千春副社長は『山手線内などを安くする制度

は国鉄時代に始まったが、現在は私鉄との運

賃格差は逆転、縮小している。ホームドア整

備など多額の設備投資を行っているエリア

でもあり、理解してほしい』と話した。」と述

べたとされている。 

確かに運賃改定に際し JR 東日本から提出

された資料によれば、同社は 2023 年度（首

都圏以外のエリアを含む）鉄道事業において

4296 億円、あるいは 2710 億円の安全投資を

行っており、これらは鉄道利用者のサービス

改善や安全の向上に寄与していると考えら

れる。しかし、これらのうちどの程度が首都

申請者によると、首都圏エリアにはこれま

で、安全・快適な設備整備、輸送改善・サー

ビス向上施策等の設備投資を優先して実施

してきたところであり、具体的には、駅舎改

良やバリアフリー設備の整備、湘南新宿ライ

ン等の直通運転、拡幅車両導入及び自動改札

機導入などがあげられるとのことです。な

お、近年の関東圏在来線に対する設備投資額

は全体の 7割程度とのことです。 

 

申請者によると、内部補助を行うことは全

体最適の観点から一定程度容認されるべき

と考えている一方で、過度な内部補助は鉄道

システムの健全性を守るための経営資源の

適切な配分に逆行することになるため、留意

しているとのことです。 

改定後の運賃区分において、地方交通線の

運賃区分は存置し、また幹線と地方交通線の

1.1 倍の運賃格差も維持することから、過度

な内部補助には当たらないものと考えてい

るとのことです。 



圏を対象にしたものかは明示されていない。 

 

他方、JR東日本は首都圏を中心とした線区

の利益で地方ローカル線を維持する、いわゆ

る内部補助を行っている。日本経済新聞の記

事（10/30 2:00 配信）によれば、同社のロー

カル線の営業赤字は 23 年度 757 億円に達し

たとしている。仮にこれらのローカル線の営

業赤字がなければ、従前の運賃水準でも JR

東日本が運賃改定により期待する増収とほ

ぼ同等の収支改善効果が得られると考えら

れる。 

 

今回の運賃改定は全社的に行うものであ

り、必ずしも首都圏の利用者のみがその負担

を負うものではない。また詳細な資料が公表

されていないため、首都圏の利用者による増

収・負担の額は明確ではない。さらに、地方

ローカル線のあり方については慎重に検討

を進めなければ各地域の自治体や住民の反

発を招きかねず、結果としてより JR 東日本

の収支を圧迫しかねない。 

しかしながら、少なくとも運賃改定を申請

するのであれば、同社がこれまで十分な経営

努力をしてきたことに加え、線区の存廃を含

む今後のあり方についても具体的な方向性

や進め方について時期を明示し、それらを考

慮したうえで申請した改定水準が妥当なも

のか検証すべきではないだろうか。 

 

首都圏の JR 線は多くの路線がコロナ禍あ

るいはそれ以降のダイヤ改正で減便され、そ

の後利用者が回復傾向にあるにもかかわら

ず従前の輸送力が確保されていない。そのよ

うな中で、既に地方のローカル線を支えるた

め一定の負担をしている首都圏利用者がさ

らに過度な負担を負うことのないよう、申請

した運賃改定の水準については、その妥当性

について慎重な検討をお願いしたい。 

なお、地方路線においては、ご利用状況が

重要であると考えており、鉄道特性のひとつ

である大量輸送を必要としない路線につい

ては、基本的に鉄道の特性が発揮できないと

考えており、こうした路線については、設備

のスリム化や運行形態の簡素化等による運

営の効率化を推進する一方で、沿線の皆さま

にもご理解、ご協力をいただきながら、鉄道

存続やバス転換等の前提を置かずに、ご利用

状況の推移や幅広い選択肢をお示ししたう

えで、地域と一緒に「持続可能な交通体系」

を構築していくことを考えているとのこと

です。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 
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明確に反対である。 

山手線他の首都圏近郊の特定区間の運賃

削除、その他値上げに踏み切っている。影響

範囲が広範すぎて理解を得るのは今の申請

理由では難しいであろう。 

 

本稿意見者としては、東日本旅客鉄道株式

会社は、明らかな黒字運営であるにも関わら

ず、値上げすることの是非。そこを他社（も

ちろんここでの他社とは赤字であることが

大多数）の単なるコピーアンドペーストでは

なく、しっかりと東日本旅客鉄道株式会社の

言葉で説明してからようやく議論の俎上に

載せることが出来る。 

 

なお、それでも東日本旅客鉄道株式会社が

この値上げをしたいのであれば、本稿意見者

からは以下提案をする。 

１．値上げで得た利潤の使途限定 

⇒具体的にはユニバーサルサービス、車両

更新、(災害で被害を受けた)鉄路の補修とい

った東日本旅客鉄道株式会社利用者の公共

交通機関としての使命を守るための用途に

限定する。このことで例えば伊東線での車椅

子騒動や米坂線、津軽線、水郡線といった問

題にも対処出来よう。 

２．段階値上げ 

⇒特定運賃の廃止と値上げは一律一体で

なければならないのだろうか。ここの一律一

体性が見えないため、二段階の申請を求めた

い。特に後者は東日本旅客鉄道株式会社の首

都圏でないエリアにも影響が出るため慎重

を期すことを要求する。 

 

最低これぐらいは検討してから申請理由

書に盛り込みしたうえで、パブリックコメン

トに附すべきである。このことは関東運輸局

の責任も問われかねないであろう。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、鉄道事業以外に充てるた

めに運賃改定を実施するものではなく、安全

やサービスの維持向上、老朽化した車両・設

備の更新、激甚化する災害やカーボンニュー

トラル等に対応する設備投資や修繕等に必

要な資金を長期的・安定的に確保することが

課題となっており、今後も事業継続に必要な

対応を着実に実施するため、同社の経営努力

を前提として運賃の上限変更について認可

申請をしたものであり、運賃改定による増収

はこれらのための必要資金にも充てていく

とのことです。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電



車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 
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運賃の改定はコロナ禍による旅客減物価

高騰による経費増でも安心・安全な輸送サー

ビスを保つために必要でしょうから概ね賛

成ですが、その上で 2件意見を出させて頂き

ます。何卒宜しくお願い致します。 

意見 

①東京～熱海間の東海道線と東海道新幹線

を新在別線とするのはもう少し議論の余地

がある 

②電車特定区間の廃止についても議論をも

う少し議論を重ねること 

①について 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 



 

理由 

①サンライズ瀬戸・出雲号利用者が新幹線ま

で熱海まで行きそこからサンライズ号に乗

車するという需要が一定ある可能性があり、

新在別線になると乗車券の購入が複雑にな

ったり、乗車券購入後に経由変更した場合乗

車券の乗車変更手続きが必要になり不便を

強いられることになるため。及び東海道線は

東日本旅客鉄道株式会社線では多くの需要

がありまた並走私鉄も多く走っているので、

改定による旅客減が懸念されるため。 

②首都圏では多くの旅客が利用しており、電

車特定区間を廃止し大幅に値上げすると大

幅に旅客が減りかえって収入の減少に繋が

ることが懸念されるため。(西日本旅客鉄道

株式会社のように改定しつつ電車特定区間

を伸ばす方が個人的には望ましい気が致し

ます。) 

 

②について 

首都圏に設定している電車特定区間及び

山手線内の運賃は、国鉄時代に当時の運行形

態や他の鉄道事業者との競合等を勘案し、基

本となる幹線の運賃より割安となる内容で

導入したものであり、1986 年当時の運賃水準

のまま約 40 年が経過し、この間、首都圏エ

リアでは、新型車両導入や増結、駅舎改良や

ホームドアの設置等の輸送改善・サービス向

上に現在でも多くの投資を継続する一方で、

他の鉄道事業者の運賃水準も上がっている

ことや、昨今の大きな環境変化も踏まえる

と、同区間内のみに特に低廉な運賃を設定し

続けることは他の路線との整合もとれない

ことから、首都圏エリアに一定の境界を設け

て運賃差を設けることなく、幹線の運賃と同

等水準まで引き上げることにより、シンプル

でわかりやすい運賃とするため、幹線と統合

するとのことです。なお、電車特定区間外の

エリアについても通学定期は家計負担を考

慮し据置きますが、その他の運賃については

応分の負担をお願いしたいとのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、他社の運賃改定の実施状

況等を踏まえ、今般の運賃改定に伴い、一定

程度、他の交通機関等への逸走が発生すると

考えているとのことです。 
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意見 

JR 東日本以外の他社にまたがる場合に基

準額をベースに加算額を収受する「通算加算

方式」の導入は、時期尚早です。通算加算方

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減



式を認可しないよう求めます。 

 

理由 

JR 東日本が JR他社にまたがる境界駅は、

現状で以下の 11 駅です。 

（北海道）新青森駅 

（東海）熱海駅／国府津駅／新横浜駅／品川

駅／東京駅／甲府駅／辰野駅／塩尻駅 

（西日本）上越妙高駅／南小谷駅 

 

通算加算方式による加算額の設定により、

対象区間の営業キロ数の算定や加算額の算

定する必要が生じます。運賃計算が困難にな

ることが、容易に想定できます。境界駅の数

が限定的な JR 北海道・四国・九州に関する

加算額の設定さえ、運賃計算方法が煩雑で

す。多くの境界駅を有する JR 東日本がこの

方式で運賃を加算すると、運賃計算の難解さ

によって利用者や現場（駅や旅行会社）が一

層混乱します。 

 

JR 本州会社については通算加算方式によ

らず、賃率を共通で決定するのが理想です。

したがって、今般の賃率改定については、本

州 3社が調整を行い、足並みを揃えて一斉に

実施することが望ましいです。（どうしても

値上げするのであれば）加算額を収受する代

わりに、JR東日本の各線区に値上げ額相当の

擬制キロを設定し、運賃計算を行えば負荷が

より少ないと考えます。 

制」とするよう定められています。このため、

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、運

賃水準が異なることになるため、JR 東日本区

間の利用距離に応じて、基準額（改定前の運

賃）と改定後の運賃との差額を加算額として

設定するとのことです。 

JR 各社の運賃については、それぞれの会社

が認可を受けているものであり、今回の JR

東日本の認可申請により JR 他社の運賃を値

上げすることはできません。 

擬制キロの設定にかかわるご意見につい

ては、JR他社にも影響があることから、今後

の運賃制度を検討する際の参考とさせてい

ただくとのことです。 
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「わかりやすい運賃体系」を実現とのこと

だが、JR他社にまたがる際に新たに通算加算

方式による計算が発生しており、より運賃計

算が複雑化している。 

また利用者の多い東海道線と東海道新幹

線の別線化は、乗客の利便性をきわめて損

ね、駅係員や乗務員への大きな負担となるの

は自明である。 

これは矛盾でしかない。 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、

運賃水準が異なることになるため、JR東日本

区間の利用距離に応じて、基準額（改定前の

運賃）と改定後の運賃との差額を加算額とし



 

乗客からすれば事前に経路を指定する必

要が出てくるため利便性が損なわれる。 

例えば、大阪市内-水戸の乗車券で、東海道

新幹線から特急ひたちに乗り換える際、今で

あれば品川・東京・上野、いずれで乗り換え

ても問題はないが、東京まで東海道新幹線で

経由指定した場合に、品川で「品川-東京」の

加算料金が発生してしまう。 

乗客側からのハレーションは必至である

し、窓口での混乱も必至。 

（予め品川から在来線で経路指定して、東

京乗り換えとした場合に過剰料金が戻って

くるわけではないため、基本的には安い料金

で買うはず） 

 

山陽新幹線新下関-博多間も同様だが、下

関駅（下関市内に出る）は小倉から戻ったほ

うが利便性が高いのもあり、実質小倉-博多

間のみが対象といえる。 

この 2 駅間だけでも混乱が生じているの

に、東京-品川-新横浜（横浜）-小田原-熱海

と長区間で別線とするのは無理がありすぎ

る。 

 

また、特定の都区市内駅を発着する場合の

特例、東京都区内（あるいは横浜市内）の切

符の場合の取り扱いについてはどうするの

か。 

東京付近の特定区間を通過する場合の特

例についても、説明がないのはあまりに無責

任だ。 

例えば、名古屋市内-甲府（東海道新幹線-

中央本線）の場合、東京付近の特定区間を通

過する場合の特例により、計算上は名古屋市

内-品川-山手線-新宿-中央本線（東）となっ

ている。 

今後、新幹線で東京駅まで乗車し東京駅で

あずさに乗り換える場合はどうなるのかな

て設定するとのことです。 

 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

 

申請者によると、東京山手線内や東京都区

内等のいわゆる特定都区市内制度について

は、今回の申請に基づく運賃改定による見直

しは行わないため、引き続き適用となるとの

ことです。このほか、東京付近の特定区間を

通過する場合の特例等、詳細な取り扱いにつ

いては、関係各社間で協議中とのことであ

り、決まり次第、お知らせするとのことです。 

 

申請者によると、届出で設定している民鉄

との並行区間の特定運賃については、1982 年

に設定されて以来、直接競合する 30 区間に

ついて見直しがなされておらず、今回の改定

にあわせて競合状態や旅客のご利用状況を

鑑みて必要と認められる 12 区間に見直すと

のことです。 

東京・熱海間における JR 東日本の在来線

と JR 東海の東海道新幹線が並行している区

間の運賃については、それぞれの会社が認可

を受けているものであり、一律に価格を合わ

せるといった性質のものではなく、特定運賃

を設定する考えはないとのことです。 



ど不案内が過ぎる。 

 

そもそも、料金体系の簡素化を目指すので

あれば、特定区間（東京地区）を廃止すれば

いよいのであって、JR東にとって都合の悪い

区間だけを廃止し、競合区間は残そうという

のがおかしい。 

作為的な一部事業者潰しではないのか、制

度を残すのであれば一部を廃止にすべきで

はない。 

また、特定区間（東京地区）を残置するの

であれば、東海道新幹線区間（東京-熱海間）

を特定区間に設定し、料金をそろえること

で、別線とする必要はなくなる。 

利用者の利便性、職員への負担等を鑑みれ

ば、特定区間の活用を行うことで制度変更の

混乱を最小限に抑える工夫をすべきではな

いのか。 

 

あらゆる点からかんがみて、今回の JR 東

日本の料金変更は、あまりに稚拙で鉄道事業

者としての自覚に欠けるといわざるをない。 
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私の意見としては運賃改定自体には賛成

です。ただ運賃改定の詳細を見てこれはやり

すぎではと思いました。具体的には山手線内

の料金が普通 16.4% 、通勤定期が 22.9% 、

通学定期が 16.8%も上がっているということ

です。jr東日本が運賃値上げするというのは

以前から噂があったので値段が上がること

は覚悟していて、山手線内の料金が廃止さ

れ、電車特定区間料金になってそこから値上

げされることは覚悟していました。しかし実

際には山手線内料金どころか電車特定区間

料金まで廃止され幹線料金になりそこから

更に幹線料金を値上げという内容を知り唖

然としました。人手不足や待遇改善、設備維

持による運賃値上げは理解ができます。しか

しいきなり 16.4%の値上げは過剰だと思いま

す。10％程度の値上げは許容できますが 16％

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた



は流石に許容できません。運賃改定後は明ら

かに jr 東日本の利用頻度は減ると思いま

す。せめても電車特定区間料金は廃止せず残

して欲しいです。そして 16.4%の値上げをし

て果たして jr 東日本は鉄道利用者に還元し

てくれるのでしょうか？近年 jr 東日本では

利用者なことをを考えてない無理なダイヤ

改正、jr東日本の過失による事故、ワンマン

化やみどりの窓口を強引に閉鎖など鉄道事

業において利用者を無視した施策を繰り返

しています。こんな jr 東日本が値上げをし

てもサービスが改善されるとは到底思えま

せん。運賃改定をするにしてももっと利用者

目線にたった運賃改定をしてください。この

改定率では容認できません。 

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、安全性の向上について

は、「究極の安全」の追求に向け、これまで築

いてきた「安全文化」や安全の「しくみ」「設

備」など、安全の基盤を強固にし、『これまで

は想定外であったリスク』を本質の理解によ



り想像し、安全を先取ることで、お客さまや

地域の皆さまからの信頼を高めていくとの

ことです。 

 

申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 

 

申請者によると、ワンマン運転化について

は、人手不足や社員の就労意識の変化などに

対応し、鉄道をより効率的でサステナブルな

輸送モードに変革し社員の就労意識を「人な

らではの創造的な仕事」へシフトさせていく

ため拡大するとのことです。実施にあたって

は、運転席への乗降確認モニタの設置や異常

時等に輸送指令室から通話・車内放送ができ

る機能の追加、ホームドアの整備などの安全

性向上の取組みや、自動列車運転装置（ATO）

等の整備による輸送安定性への取組み、さら

なる安全性向上のための技術開発を進め、引

き続き安全・安定輸送に努めていくとのこと

です。 
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今回の運賃改定申請の際に公表されたプ

レスリリース「運賃改定の申請について」で

は「わかりやすい運賃体系」を実現するため、

「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分を

「幹線」に統合すると記載されている 

しかしＪＲ他社では運賃改定は行われな

いため、ＪＲ東日本の「幹線」とＪＲ東日本

以外の「幹線」で運賃区分が異なることとな

り、「わかりやすい運賃体系」を実現できてい

ないのではないか？ 

そのような状況で「わかりやすい運賃体

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、

運賃水準が異なることになるため、JR東日本

区間の利用距離に応じて、基準額（改定前の

運賃）と改定後の運賃との差額を加算額とし

て設定するとのことです。 



系」を実現が本当にできているとは思えない 
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今回の運賃改定は、コロナ禍を経て厳しい

経営環境が継続することから、値上げを申請

するということだが沿線利用者にとってみ

れば今回の運賃値上げは生活に直結するも

のである一方外国人利用者に対しては格安

の乗り放題チケット「JR EAST Pass」「ジャ

パンレールパス」などの販売は引き続き継続

される。 

沿線利用者に負担を強いる運賃申請では

なく、まずは外国人観光客などに対する乗り

放題パスの値上げや廃止などを実施した上

で、今回のような運賃改定されるべきと考え

る 

申請者によると、訪日外国人向けに発売し

ている「ジャパン・レール・パス」について

は、2023 年 10 月 1日購入分から、ご利用状

況等を鑑み、価格改定（値上げ）を実施した

とのことです。 
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鉄道駅バリアフリー料金は廃止と説明資

料に記載がありますが、これは今回の運賃値

上げに必要な原資が入っているため不要に

なるということでしょうか。 

説明資料では継続してバリアフリー設備

の導入を進める旨記載がありますが、将来的

に再度鉄道駅バリアフリー料金が必要とな

り加算される可能性はありうるのでしょう

か。 

申請者によると、2023 年 3 月より鉄道駅

バリアフリー料金を導入しているものの、整

備計画（2023.3～2036.3）における整備費に

対して、当該料金では半分程度しか収受でき

ない見込みであるとのことです（総整備費

5,900 億円、総収受額 2,990 億円）。 

また、収受範囲は電車特定区間内として設

定しているものの、今般の申請において電車

特定区間を廃止するものとしており、幹線運

賃区間等で設定した場合には、外方区間（収

受範囲外の区間）の運賃と逆転が生じるケー

スが発生するとのことです。 

これらを踏まえ、鉄道駅バリアフリー料金

を継続する場合と廃止する場合をそれぞれ

比較し、よりサステナブルな方法を検討した

結果、廃止することとしたとのことであり、

廃止後においても、国や地元自治体と協力し

つつ、運賃改定によって多くのお客さまに薄

く広くご負担いただきながら、引き続きバリ

アフリー設備の整備を推進していくとのこ

とです。 

なお、鉄道駅バリアフリー料金は届出によ

り設定することが可能ですが、現時点では再

度設定するか否かは未定とのことです。 
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スにて今回の運賃改定の申請を発表してい

るが、その資料の中で「えきねっとを活用し

たお客さまのシームレスな移動の実現」を記

載しているが、ＪＲ各社でのサービス連携の

努力が不十分である 

例えば 

「えきねっと」で予約した岡山県(ＪＲ西

日本の列車)のきっぷをＪＲ西日本の駅で発

券できない 

「e5489」で予約した東北地方(ＪＲ東日本

の列車)のきっぷをＪＲ東日本の駅で発券で

きない 

新幹線のチケットレスサービスは利用す

る路線によって「えきねっと」「ＥＸ予約」で

使い分けなければならない 

以上のようなことが挙げれ、えきねっとを

活用したシームレスな移動の実現のために

はまずはこう言ったサービス共通化に取り

組むべきである 

 

しかし「今後の取り組み」には 

えきねっとＱチケがサービス拡大などの

記載などのあるが、これはＪＲ東日本エリア

限定であり、シームレスな移動の実現するた

めには「ＥＸ予約」「e5489」といったＪＲ各

社のサービスと共通化を行った上でＱＲ乗

車サービスなどの新しいサービスを展開す

べきではないか？ 

シームレスな移動の実現へ取り組むと記

載しながら、ＪＲ各社とのサービス連携すら

記載が見られないことから、今後の取り組

み、サービス品質向上については信用ができ

ない 

人であり、分割民営化から 40 年近くが経過

し、地域に密着したそれぞれの経営を行って

いるものの、交通系 IC カードの全国相互利

用や各社のネット予約での相互受け取りの

拡充等、必要な連携を実施しているとのこと

です。 

 また、JR 各社で置かれている条件や環境が

異なることから、これまではそれぞれが自ら

に最適な形を模索しつつ予約サイトやサー

ビスを構築してきているとのことであり、各

社のインターネット予約サービスで購入し

たチケットを、他社エリアでも受け取り可能

とする“相互受取サービス”を拡大するな

どしてお客さまの利便性向上を進めている

とのことです。同社においても、「分かりにく

い」といった声があることは認識しており、

これまで以上に会社間連携を深めていくた

めのさまざまな検討を進めていきたいと考

えているものの、現時点で具体的な計画はな

いとのことです。 

 

申請者によると、えきねっとの利用しやす

さ向上については、これまでも、えきねっと

サイトの WEB デザインを改善することで目

的操作に容易に辿り着けるようにしたり、お

問い合わせの多い項目等について当初のご

予約操作時にポップアップ表示でご案内す

るなど改善を進めてきましたが、引き続き利

便性向上に向け取り組んでいくとともに、ご

利用者からの意見内容を踏まえ、今後のユー

ザビリティの改善等についても検討してい

きたいとのことです。 
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国鉄の運賃体系は区間によっては分割し

て買うと安くなることがある、30キロのキッ

プより 15 キロのキップを 2 枚買う方が安く

なることがある。遠距離逓減の原則から考え

ればこれは明らかにおかしい。まずはこのよ

うなところから直すべきで単に値上げに踏

申請者によると、区間によってきっぷを分

割して購入する方が安くなるケースは主に

「①キロ刻みによるもの」「②賃率差による

もの」「③特定区間によるもの」の 3 つの理

由によるもので、今回の改定では、山手線内・

電車特定区間の賃率を廃止し、幹線に統合す



み切るのは怠慢以外でも何物でもない。 ることや、一部区間を除き民鉄との競合区間

に設定している特定運賃を廃止することか

ら、②・③の理由での分割購入は減少するも

のと考えているとのことです。 

なお、①の変更については、JR 他社とまた

がる場合においても全区間の距離を通算し

て運賃を算出し、改定後の運賃との差額を加

算額として設定する「通算加算方式」が採用

されていることから、同社の運賃のキロ刻み

を変更することとした場合、JR 他社にまたが

る区間での運賃設定等に課題が発生するこ

とから現状どおりとするとのことです。 
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ご意見： 

１．「Ⅱ 当社と北海道旅客鉄道株式会社、

(以下略）」(P22)の改正には懸念材料があり

反対する 

２．JRグループ全体の統一したシンプルな運

賃表の作成で社会全体のコスト縮減を 

３．MaaS を意識した「全国統一のシンプルな

運賃表」の作成でリーダーシップを発揮して

ほしい 

４．上限運賃を上げることとは別に、社会全

体でみれば悪影響な原案 

 

理由： 

１．「Ⅱ 当社と北海道旅客鉄道株式会社、

(以下略）」(P22)の改正には懸念材料があり

反対する 

シンプルな運賃体系を目指すとしている

のに、JR東日本だけが独自の上限金額を設定

するはＪＲグループ全体でみると逆の流れ

である。 

既にＪＲ北海道、ＪＲ四国、ＪＲ九州も別

の運賃表を作っているのも複雑化している

要因であるということを理解していない。こ

のような背景から今回のような JR 東日本に

よる単独提案は、シンプルな運賃体系が目指

せるのか懸念される。複雑化今回は本州 3社

の運賃体系と逸脱しない範囲で上限運賃を

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

このため、申請者によると、JR 他社にまた

がる場合、運賃水準が異なることになるた

め、JR 東日本区間の利用距離に応じて基準額

（改定前の運賃）と改定後の運賃との差額を

加算額として設定するとのことです。 

また、既に通算加算方式を適用している JR

他社とまたがる区間の運賃については、JR東

日本線を利用する区間に対する加算額とは

別に、JR他社を利用する距離に応じて計算し

た加算額を基準額に合算して求めるとのこ

とです。 

なお、JR各社の運賃については、それぞれ

の会社が認可を受けているものであり、今回

のJR東日本の認可申請によりJR他社の運賃

を値上げすることはできません。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とするとともに、関係

するご意見については申請者にお伝えいた

します。 



設定するのが筋であり、幹線・地方交通線の

運賃を改定する段階になった時点で改めて

６社合同で再提出すべきである。 

 

２．JRグループ全体の統一したシンプルな運

賃表の作成を 

JR グループの運賃は会社発足いらい複雑

化している。グループ内でも会社別に様々な

運賃表が登場し、これが運賃表の複雑化を招

いている。その是正のために、まずはグルー

プ全体統一のシンプルな「対運賃計算キロの

運賃表」を作成すべきである。現在の運賃体

系からの推移については、路線や地域等の事

情に応じて区間別に運賃計算キロを設定す

ることでグループ各社の目的に応じた運賃

設定は可能である。 

運賃表の単純化は IC 乗車券・QR 乗車券や

自動改札機など改札システムの条件も単純

化が可能であり、改札システム全体のコスト

縮減が可能となり、利用者側のみならず事業

者側においても便益が得られるので推進し

てもらいたい。 

 

３．MaaS を意識した「全国統一のシンプルな

運賃表」の作成でリーダーシップを発揮して

ほしい 

一方、世界的情勢を考えるとわが国も MaaS

を普及させる必要があり、JR・私鉄を直通し

た場合の運賃なども単純化することが期待

されている。JR 東日本単体ではなく JRがグ

ループとしてリーダーシップを取り、私鉄各

社への協力を呼びかけて一本化できるよう

な運賃表を構築することで、我が国全体の複

雑な運賃体系を単純化させてほしい。もし JR

グループのどこかの事業者が単独で取り組

むようであれば国土交通省が是正すべきで

あり、国土交通省がリーダーシップをとって

JRグループを交えた検討会を発足させ、シン

プルな運賃表の作成に取り組んでほしい。 



 

４．上限運賃を上げることとは別に、社会全

体でみれば悪影響な原案 

上限運賃を上げること自体についてはコ

ロナ禍を経てテレワーク等の多様な働き方

の増加、電力や原料の価格上昇等を考えると

やむを得ない面はあるが、シンプルな運賃表

とは逆行する内容で今回提出の流れが加速

すると利用者の利便性減少・システム複雑

化・コスト増大など社会全体でみると悪影響

が懸念される内容なだけに、見直してもらい

たい。 
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意見 

・『山手線等のみを乗車する場合』の運賃規

定の廃止について 

分かりやすさや、利便性という意味で、廃

止や距離別による賃率の設定ではなく、環状

線（山手線）内均一料金とし、環状線外から

の場合、均一料金＋路線の運賃を適用するな

ど工夫が必要である。 

山手線等のみを乗車する場合の運賃規定

に限らず、分かりやすい運賃体制を目指すべ

きである。 

・平行他社新幹線（東海道新幹線 東京〜熱

海間）の運賃差異による新在選択乗車の不可

について 

JR 東日本・東海道線と JR 東海・東海道新

幹線の東京〜熱海間について、本旅客運賃の

上限変更許可申請を適用した場合、東海道新

幹線と東海道線の選択乗車が不可能になる

のは、利便性が著しく損なわれるため、反対

である。 

同じ区間を利用する上で、価格差が生じる

場合、状況に合わせた選択ができなくなる、

混雑の平衡がとれなくなり利便性、快適性を

損なう可能性がある。 

 

理由・所感 

民鉄単体の旅客運賃上限変更許可（以下、

申請者によると、山手線内及び電車特定区

間内の運賃は 1986 年当時の運賃水準のま

ま、約 40 年が経過し、この間、新型車両導

入や長編成化等の輸送サービスの向上や駅

舎改良やホームドアの設置等、現在でも多く

の投資を継続する一方で、他の鉄道事業者の

運賃水準も上がっており、昨今の大きな環境

変化がありながら、同区間内のみに特に低廉

な運賃を設定し続けることは他の路線との

整合もとれないことから、幹線と統合すると

のことです。なお、山手線等のみを乗車する

場合について、均一運賃を採用する考えはな

いとのことです。 

 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

また、JR各社の運賃については、それぞれ

の会社が認可を受けているものであり、今回

のJR東日本の認可申請によりJR他社の運賃



運賃改定）と異なり、日本国有鉄道から民営

化、分社化したという特殊な事情は、今後も

避けられない事実である。 

JR 旅客５社の直通列車の減少や、独自の運

賃体系、販売システムが、利便性や鉄道利用

の魅力を著しく低下させていると感じる。 

JR 旅客５社については、単独の運賃の上限

許可申請をおこなうのではなく、JR旅客５社

で十分な情報交換と議論をおこなった上で、

できる限り共通した運賃体系を設定すべき

である。 

 

今後、インバウンドの増大も含め、観光立

国として成長を図るには、全国に路線を有す

JR旅客５社の鉄道網が必要であり、新幹線一

辺倒の経営体制では、観光はもとい、地元の

交通インフラ（特に『利用者数の少ない路線』

と表現される路線）は維持できないと考え

る。 

近年の物価、人件費、エネルギー価格の高

騰、インフラの老朽化対策による費用の増加

により、本運賃改定は仕方ないことである

が、JR 旅客５社や沿線自治体との十分な連

携、周知、協力をおこなっていただきたい。 

本運賃改定によって、魅力ある、強靭な鉄

道ネットワークの維持、成長に繋げてほし

い。 

を値上げすることはできません。 

 

申請者によると JR 各社はそれぞれ別の法

人であり、分割民営化から 40 年近くが経過

し、地域に密着したそれぞれの経営を行って

おりますが、会社間を跨ぐ列車の運行、交通

系 IC カードの全国相互利用や各社のネット

予約での相互受け取りの拡充等、必要な連携

を実施しているとのことです。 

 

申請者によると、インバウントについて

は、全国の JR の鉄道利用の促進を図る目的

で、短期滞在で日本に訪れ、ご旅行される外

国のお客さま向けに JR6 社として設定して

いる「ジャパン・レール・パス」など、各社

インバウンド向けの商品を設定していると

のことです。 
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サステナブルな鉄道事業運営のためには

安定した資金確保が必要であり、申請内容は

旅客が乗車する全区間の距離を基礎として

運賃を算出するという「新会社がその事業を

営むに際し当分の間配慮すべき事項に関す

る指針」に則っているため、本件は認可する

ことが概ね適当と考えます。 

 

しかしながら、申請内容について説明が不

足している点や運賃の計算方法に曖昧な点

があるため、利用者への丁寧な説明と、申請

書記載事項の変更を求めます。 

１）について 

申請者によると、鉄道駅バリアフリー料金

は廃止するものの、引き続きバリアフリー設

備の整備を推進していくとともに、お客さま

が安全で安心して鉄道をご利用いただくた

めに、過重な負担とならない範囲でご要望に

応じて可能な限り対応・配慮していくとのこ

とです。 

 

２）について 

 申請者によると、首都圏エリア等の収入に

より地方交通線等の運営を賄ういわゆる内



 

また、据置きとなる通学定期運賃は教育振

興としての役割を、令和 7年 4月から適用範

囲が拡大される障害者割引は社会福祉とし

ての役割をそれぞれ担っていることから、国

土交通省におかれましては通常運賃から割

引される分の一部を国が負担・補助するしく

みをご検討いただきたいです。 

 

▼ 説明が不足していると思われる点につい

て 

１） 今回の上限変更認可申請の目的とし

て、「多様化するお客様ニーズ、鉄道に求めら

れる社会的な役割を踏まえた安全やサービ

スの維持向上」などが挙げられています。近

年では鉄道駅バリアフリー料金を活用した

ホームドアの導入やバリアフリー設備の整

備などが進んでいます。今回鉄道駅バリアフ

リー料金としての収受を廃止するとのこと

ですが、ドア位置の異なる線区へのホームド

ア導入や、障がいのある利用者も健常者と同

様に事前連絡不要で待たずに利用できる体

制の構築にどのような影響が出るか、ご説明

いただきたいです。 

 

２） 本申請にあわせて事業者が一般に向け

て案内した「運賃改定について」において、

改定の方向性として「わかりやすい運賃体

系」の実現を示しています。しかしながら、

申請内容は地方交通線が別立てのままとさ

れており、依然として複数の運賃体系が混在

しています。地方交通線の割増運賃を撤廃し

て幹線と同水準に引き下げることで運賃体

系をシンプルにし、地方における地域輸送の

活性化させるような取り組みを実施しない

理由をご説明いただきたいです。 

 

３） 令和 4年 12 月 27 日付で認可された東

京の電車特定区間内における定期旅客運賃

部補助を行うことは、全体最適の観点から一

定程度容認されるべきと考えているものの、

過度な内部補助は鉄道システムの健全性を

守るための経営資源の適切な配分に逆行す

ることになるため、改定後の運賃区分におい

ても、幹線・地方交通線は存置し、1.1 倍の

運賃格差も維持するとのことです。 

また、「地方を豊かにすること」を使命の一

つとして、様々な事業展開を通して、持続可

能な形で地域の公共交通を維持することは、

極めて重要な経営課題と認識しており、輸送

サービスだけでなく、観光や生活ソリューシ

ョンサービスなど、様々な強みを活かして、

沿線地域の活性化にこれからも貢献してい

きたいと考えているとのことです。 

なお、地方路線においては、ご利用状況が重

要であると考えており、鉄道特性のひとつで

ある大量輸送を必要としない路線について

は、基本的に鉄道の特性が発揮できないと考

えており、こうした路線については、設備の

スリム化や運行形態の簡素化等による運営

の効率化を推進する一方で、沿線の皆さまに

もご理解、ご協力をいただきながら、鉄道存

続やバス転換等の前提を置かずに、ご利用状

況の推移や幅広い選択肢をお示ししたうえ

で、地域と一緒に「持続可能な交通体系」を

構築していくことを考えているとのことで

す。 

 

３）について 

 申請者によると、通常の通勤定期券の値上

げに伴う増収分がオフピーク定期券の割引

に伴う減収分を上回る状況となっており、

2024 年 10 月発売分からオフピーク定期券の

割引率を約 15％に拡大したとのことです。ま

た、シフト効果については約１％とのことで

す。引き続き、オフピーク定期券の増売に努

め、増収とならない形にしていきたいとのこ

とです。 



の上限変更で、運賃収入が増加しないことを

条件として割引の運賃（オフピーク定期券）

が導入されました。「増収とならない検証」と

「シフト効果の検証」の結果についてご説明

いただきたいです。 

 

▼ 申請内容の記述が曖昧と思われる点につ

いて 

４） 他の旅客鉄道にまたがる際の運賃は、

全区間のキロ程を通算して求めた基準額と

「当社線の乗車区間に対する営業キロ又は

運賃計算キロ」から求めた基準額との合計に

なると申請書に記載されています。この JR

東日本の乗車区間に対する営業キロの計算

方法について、認可申請書には詳細が記載さ

れていません。JR東日本の乗車区間が地方交

通線のみとなる次の 2点の場合について、加

算額の算出方法をご説明いただきたいです。 

 

(A)大糸線糸魚川駅から信濃大町駅まで乗車

する場合、南小谷駅-信濃大町駅の「営業キ

ロ」で「地方交通線のみを乗車する場合」の

運賃より加算額を求めるのか 

(B)北陸新幹線富山駅から糸魚川駅乗換で大

糸線信濃大町駅まで乗車する場合、南小谷駅

-信濃大町駅の「換算キロ」で「幹線のみを乗

車する場合」の運賃より加算額を求めるのか 

 

５） ４と同様に、特定都区市内制度が適用

される場合に上限運賃がどのような方法で

定まるのか示されていないため、事業者が上

限を超える運賃を設定する可能性がありま

す。加算額の算出には特定都区市内制度は考

慮しないものとして考えて良いのでしょう

か？具体的には次の 4 点の場合の加算額に

ついてご説明いただきたいです。 

 

(C)東海道線品川駅から国府津駅乗換で御殿

場線足柄駅まで乗車する場合、品川-足柄間

 

４）について 

 申請者によると、JR他社と跨る地方交通線

のみを利用する場合の運賃計算については、

南小谷～信濃大町駅間の営業キロを用いて、

地方交通線のみを乗車する場合の運賃によ

り加算額を求めることになるとのことです。 

 

５）について 

 申請者によると、東京山手線内や東京都区

内等のいわゆる特定都区市内制度について

は、今回の申請に基づく運賃改定による見直

しは行わないとのことで、引き続き適用とな

るとのことです。 

 

(C)について 

 この場合、東京山手線内の駅である品川駅

発の乗車券であるため、運賃計算は中心駅で

ある東京駅からとなり、東京～国府津～足柄

間の営業キロ（106.6 キロ）による基準額に

JR 東日本区間の東京～国府津間（77.7 キロ）

の分の加算額を加えた運賃が適用されます。 

 

(D)について 

 東京都区内の駅である蒲田駅からの乗車

券であるため、運賃計算は中心駅である東京

駅からとなり、東京都区内～（新幹線経由）

～名古屋市内の乗車券でそのまま乗車可能

であることから、加算額は適用となりませ

ん。 

 

(E)について 

 ご記載いただいたとおりです。 

 

(F)及び６）（G）について  

 関係各社間で協議中のため、決まり次第、

改めてお知らせいたします。 

 

７）について 



99.8 キロの加算額が適用されるのか 

(D)京浜東北線蒲田駅から品川駅乗換で東海

道新幹線名古屋駅まで乗車する場合、蒲田-

品川間 7.6 キロの加算額が適用されるのか 

(E)常磐線富岡駅から品川駅乗換で東海道新

幹線名古屋駅まで乗車する場合、富岡-品川

間 260.4 キロの加算額が適用されるのか 

(F)東海道新幹線新横浜駅から名古屋駅まで

乗車する場合、横浜市内中心駅である横浜駅

から新横浜駅まで 7.9 キロの加算額が適用

されるのか 

 

６） ４と同様、東京電車大環状線（東京付

近の特定区間）を通過する場合に最短経路で

運賃計算する制度が適用される場合に、上限

運賃がどのような方法で定まるのか示され

ておりません。加算額を算出する際の運賃計

算経路は最短経路の営業キロを用いるので

しょうか？具体的には次の場合の加算額に

ついてご説明いただきたいです。 

 

(G)東海道新幹線名古屋駅から東京駅乗換で

中央本線上野原駅まで乗車する場合、電車大

環状線内（品川-東京-新宿）の運賃計算経路

は品川-渋谷-新宿となります。この場合、品

川-上野原間 70.1 キロの加算額が適用され

るのか 

 

７） 本申請にあわせて事業者が一般に向け

て案内した「運賃改定について」において、

東京-熱海間の東海道新幹線と東海道本線

（在来線）の別線化が示されています。申請

内容には記載がありませんが、新幹線と在来

線の扱いについては認可事項ではなく届出

として処理されるものなのでしょうか？ま

た、JR東海との清算額に影響が出る可能性が

ありますが、収入原価総括表には反映されて

いるのでしょうか？ 

 申請者によると、東海道新幹線と東海道本

線の別線化の取扱いについては鉄道事業法

第 16 条及び同施行規則の定めにより、地方

運輸局長認可事項となっているため、国土交

通大臣の認可後に手続きを行う予定とのこ

とです。なお、収入原価総括表上は今回の申

請内容を踏まえて、適切に反映しているとの

ことです。 

 

 そのほか、いただいたご意見については、今

後の鉄道行政の参考とするとともに、関係す

るご意見については申請者にお伝えいたし

ます。 

68 東日本旅客鉄道株式会社(以下 JR 東日本) 本件申請に賛成のご意見として承ります。 



の鉄道事業の旅客運賃の上限変更は妥当で

あると考えられる。 

消費者物価指数や最低賃金といった指標

は全て国鉄民営化時より上昇しており、そこ

から考えれば運送業の本来の収入源である

旅客運賃も上昇するのが通常であり、据え置

かれていた事が異常とも言える。 

また本州 JR 各社には地方鉄道の維持とい

う、本来の営利企業では不要な出費も存在す

る。これを賄うという意味でも上限変更は重

要であると考えられる。 

69 

今回の運賃改正計画においては電車特定

区間の廃止については以下のような問題点

があり強く反対します。 

運賃が電車特定区間料金から幹線料金に

なることにより私鉄客が流出するのではな

いか 

通勤補助などでは運賃が安い交通手段が

選ばれる傾向があるためです。 

確かに以前埼玉県知事から指摘されたよ

うに電車特定区間の範囲が狭いという問題

があるがらむしろ JR 西日本のように電車特

定区間を従前より広くすることにより分か

りやすい運賃体系にしたうえで、客の分布を

平坦化させるさせるべきであると考えてい

ます。  

 

具体的な範囲を申し上げますと高崎、宇都

宮、水戸、木更津、成田、小田原、大月程度

です 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない



ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、他社の運賃改定の実施状

況等を踏まえ、今般の運賃改定に伴い、一定

程度、他の交通機関等への逸走が発生すると

考えているとのことです。 
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運賃値上げはやむを得ないと思いますが、

地方交通線と幹線の区分見直しをお願いい

たします。 

また、男女平等に反し、トランスジェンダ

ー差別に繋がる女性専用車両は廃止してく

ださい。車内犯罪は監視カメラ整備である程

度対応できると思います。 

申請者によると、地方交通線の設定につい

ては、国鉄改革法等に基づき国鉄から承継さ

れたもので、現時点で幹線・地方交通線を判

断する基準は存在していないとのことです。 

一方で、地方交通線の一部を幹線に見直し

た場合や幹線の一部を地方交通線に見直す

こととした場合、新たに基準を設ける等によ

り、幹線と地方交通線の線区をそれぞれ見直

していく必要があり、このような措置を行う

には、JR東日本だけでなく JR他社への影響

等も考えられることから、現行の幹線と地方

交通線との区分は現行のままとすることと

したとのことです。 

 

申請者によると、女性専用車は、痴漢犯罪

に不安を抱いているお客さまが安心してご

利用いただける車内環境を提供するため、

2001 年に埼京線で導入して以降、車内混雑率

等を慎重に勘案して展開しているとのこと

です。現実にお困りの女性のお客さまが存在

しており、安心してご利用いただくために、

ご理解いただきたいとのことです。 
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日常的に 23 区内の路線を利用する者です 

 

物価上昇率や賃金上昇率を考えると運賃

値上げはやむを得ないと思いますが、電車特

定区間を廃止して幹線運賃に統一すること

は些か乱暴かと思います。 

確かに横浜線と相模線が違う運賃乗率が

おかしいというのは分かりますが、かといっ

て山手線と磐越西線が同じ運賃乗率という

のもおかしいと思います。 

また、八高線の八王子？高麗川間は電化さ

申請者によると、地方交通線の設定につい

ては、国鉄改革法等に基づき国鉄から承継さ

れたもので、現時点で幹線・地方交通線を判

断する基準は存在していないとのことです。 

一方で、地方交通線の一部を幹線に見直し

た場合や幹線の一部を地方交通線に見直す

こととした場合、新たに基準を設ける等によ

り、幹線と地方交通線の線区をそれぞれ見直

していく必要があり、このような措置を行う

には、JR東日本だけでなく JR他社への影響

等も考えられることから、現行の幹線と地方



れて今では青梅線の奥多摩方面より本数も

利用客数も多い状況ですが地方交通線のま

まとされ、方や青梅線の奥多摩方面は電車特

定区間と国鉄時代に制定された線区区分を

そのまま引きずっており、いびつな運賃制度

であることは否定できないと思います。 

そのため、今回の運賃制度改変に合わせ

て、幹線・地方交通線の区分を区間ごとに変

更することを提案いたします。 

(例えば八高線は八王子？高麗川間を幹線

に変更するとか、中央線の辰野回りを地方交

通線にするとか) 

また、茅ヶ崎駅から蘇我駅の間を相模線、

横浜線、八高線、川越線、東北線、武蔵野線、

成田線、総武線、外房線で囲んだ内側＋八王

子？高尾/我孫子？取手間を電車特定区間の

代替で一律 5%程度値引きする制度も提案し

ます。 

 

また、電車特定区間廃止に合わせて、現在

電車特定区間のみで適用されている券面の

日付に関わらず、当日の最終電車まで有効と

いう規定はどのように変更されるかお尋ね

します。(実態に合わせ、全線で当日の最終電

車まで有効という規定に変更でしょうか) 

交通線との区分は現行のままとすることと

したとのことです。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、現在も入場後に有効期間

を経過した当該乗車券は、途中下車をしない

で旅行を継続する場合に限って、券面に表示

された着駅までは、乗車券の使用が可能との

ことです。 

なお、青春 18 きっぷについては、連続す



る日数でのご利用へ変更となり、また自動改

札機のご利用が可能となったため、有効期間

最終日についても、全区間において最終列車

までのご利用を可能としているとのことで

す。 
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社会情勢の変化や近年の諸経費の上昇、近

年頻発する重大なトラブル等への対策もあ

り、今後も安全な輸送を維持していく観点か

らも、運賃改定は適切だと考えます。 

しかしながら、JR他社をまたがる際の通算

加算方式において、近距離区間において他社

とまたがらない区間と比べて大幅な割高に

ならないように調整するべきと考えます。 

また、100km 以上を超える場合に有効な途

中下車など、現在も継続している制度に関し

ては今後も継続して有効にしていくべきだ

と考えます。 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、

運賃水準が異なることになるため、JR東日本

区間の利用距離に応じて、基準額（改定前の

運賃）と改定後の運賃との差額を加算額とし

て設定するとのことです。 

なお、内方区間が割高になり運賃逆転が生

じないよう、一部の区間において値下げし、

調整しているとのことです。 

 

申請者によると、大都市近郊区間内相互発

着となる場合を除き、片道の営業キロが 100

キロをこえる場合に適用する途中下車の制

度については、現時点で見直しを行う予定は

なく、その他、具体的な営業制度の内容につ

いては決まり次第、お知らせするとのことで

す。 
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別紙 1 

10km までの普通旅客運賃 

「1km から 3km まで」と「4km から 6km ま

で」の差(40 円程度)と、「4km から 6km まで」

と「7km から 10km まで」の差(10？20 円程度)

が大きい。「7km から 10km まで」の旅客に優

遇を与えている運賃設定であるが、いかなる

計算式によるものなのか。 

 

別紙 2 

「安全性とサービス品質の向上を実現」と

あるが、現状認識が間違っている。大事故に

繋がりかねないトラブルを多発させ、みどり

別紙 1について 

 申請者によると、JR 東日本の運賃は 1987

年の国鉄分割民営化により前身である国鉄

から引き継いだもので、会社発足以来、消費

税率の改定等を除き、維持してきた運賃に対

して公平性の観点から今回、一定の改定率

（幹線 4.7％）を乗じて算出したとのことで

す。 

 

別紙 2について 

申請者によると、「究極の安全」の追求に向

け、これまで築いてきた「安全文化」や安全

の「しくみ」「設備」など、安全の基盤を強固



の窓口の閉鎖とそれに伴う残っている窓口

の大混雑など、安全性が向上しているとも、

サービスの品質が向上としているとも認め

られない。 

 

利用の少ない窓口を廃止することには理

解はできないでもないが、申請者の提供する

インターネットサービスは著しく不便・不親

切なものであり、窓口で買えたものが必ずし

もインターネットで買えるようになってお

らず、適切な代替策を講じずにサービスを改

悪しているものである。社会的な責任のある

公共交通機関としての使命はおろか、一般的

な民間企業のレベルにも達しない顧客サー

ビスレベルの認識であると言わざるを得な

い。 

 

金持ち向けサービスの拡充（豪華列車の運

転、中央線快速電車のグリーン車導入）をす

ることは申請者の自由であるが、一般の庶民

には全く関係のない話で、それでサービス品

質の向上だとドヤ顔をするのは、運賃値上げ

の申請での努力アピールとしては不適切で

ある。 

 

また、外国人への過度な優遇（ジャパンレ

ールパス）や特定の年齢層に対する過度な優

遇（大人の休日倶楽部）を行いながら運賃を

値上げを申請することは適切ではない。過度

ではないと申請者が主張するのであれば、同

種・同程度の商品を一般の旅客に広く提供す

るべきである。 

 

国土交通省は東日本旅客鉄道に対して、現

状を正しく認識するよう、厳しく指導するべ

きである。 

にし、『これまでは想定外であったリスク』を

本質の理解により想像し、安全を先取ること

で、お客さまや地域の皆さまからの信頼を高

めていくとのことです。 

 

申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 

 

申請者によると、えきねっとの利用しやす

さ向上については、これまでも、えきねっと

サイトの WEB デザインを改善することで目

的操作に容易に辿り着けるようにしたり、お

問い合わせの多い項目等について当初のご

予約操作時にポップアップ表示でご案内す

るなど改善を進めてきましたが、引き続き利

便性向上に向け取り組んでいくとともに、ご

利用者からの意見内容を踏まえ、今後のユー

ザビリティの改善等についても検討してい

きたいとのことです。 

 

申請者によると、2025 年（令和７年）3月

のダイヤ改正より、着席ニーズにお応えする

ため、中央線快速・青梅線に 2階建てグリー

ン車を 2両連結し、グリーン車サービスを開

始するとともに、サービス向上策として、ご

利用の増加に伴い、山手線、南武線、武蔵野

線、日光線等で増発を行ったとのことです。 

 

申請者によると、訪日外国人向けに発売し

ている「ジャパン・レール・パス」について

は、2023 年 10 月 1日購入分から、ご利用状

況等を鑑み、価格改定（値上げ）を実施した



とのことです。 

 

申請者によると、アクティブなシニアのお

客さまの旅行喚起等を目的として大人の休

日倶楽部を設定しており、引き続き、会員誌

送付による商品案内､各種講座やサークル活

動を通じた仲間作りと旅行喚起により、引き

続きシニアの方の旅行を促進していくとの

ことです。 

特別企画乗車券として、「えきねっと」にお

ける新幹線 eチケット（トクだ値）などの割

引商品を用意しているほか、閑散期の平日を

対象とした「旅せよ平日！JR 東日本たびキ

ュン♥早割パス」等の割引率の高い商品も用

意しているとのことです。 

 

 そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とするとともに、関係

するご意見については申請者にお伝えいた

します。 
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前提として東日本旅客鉄道（以下：JR 東日

本）運賃を値上げすること自体に反対はしな

い。 

しかし住んでいる場所で格差が生まれな

いよう 

１．移動の地域格差拡大防止 

２．乗車券制度複雑化の回避 

の観点から東海旅客鉄道や西日本旅客鉄

道（以下：JR 東海と JR西日本）にも JR東日

本と同じ運賃を導入するよう働きかけ今回

申請されたものが運賃計算の基準となる必

要があると考える。 

 

まず移動の地域格差拡大防止に関して。本

州には同じ JR でも JR 東日本と JR 東海、そ

して JR 西日本の３社が存在している。この

３社はここまで同一の運賃としており青森

県に住んでいても、島根県に住んでいても初

乗りは 150 円（１から３キロ）と同じ運賃が

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

このため、申請者によると、JR 他社にまた

がる場合、運賃水準が異なることになるた

め、JR 東日本区間の利用距離に応じて基準額

（改定前の運賃）と改定後の運賃との差額を

加算額として設定するとのことです。 

 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額



請求されている。しかし JR 東日本単独で値

上げしてしまうと島根県では 150 円なのに

対し青森県では 160 円と住む地域によって

格差が生まれ不公平さが際立ってしまう。な

により今回の運賃改正の理由はエネルギー

価格の高騰による経費の増加や沿線人口の

減少や人口の流動性が高まる中での人材確

保の問題がある中での老朽化した設備・車両

の更新、災害やカーボンニュートラルに対応

する設備投資となっている。この状況は JR

東日本に限らず他の JR も同じであり、特に

JR 西日本は JR東日本と同じく赤字路線を多

く抱え利用者状況や収支の公表を行ってい

るくらいだ。この状況で JR 東日本は値上げ

するのに他の JR はそのままにするのは今後

の公共交通機関維持の観点からも同じ路線

の利用状況で JR 東日本の路線は存続してい

るのに JR 西日本では廃線となるような格差

が生まれる可能性があり、憲法 22 条第 1 項

で定めた移転の自由の侵害にも繋がる。また

本州以外の北海道旅客鉄道、四国旅客鉄道、

九州旅客鉄道についてはすでに値上げを行

っており現時点で格差が発生している。これ

の対処も必要ではないだろうか。ここまで、

設備投資と、本州とそれ以外の移動に掛かる

費用格差の是正の観点から今回 JR 東日本が

申請したものをJR東海とJR西日本にも取り

入れるべき第一の理由である。 

 

次に乗車券制度複雑化の回避に関して。運

賃が異なることで鉄道の利便性が低下する

恐れがある。例えば東京から大阪間。この区

間には在来線として東海道本線、それに並行

して東海道新幹線が存在している。管理する

会社は、在来線は JR東日本・JR東海・JR 西

日本の 3 社、新幹線は全区間を JR 東海が管

理している。東海道新幹線は元々在来線であ

る東海道本線を走行していた長距離列車を

移行し運行されている路線だ。それゆえに東

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

なお、JR各社の運賃については、それぞれ

の会社が認可を受けているものであり、今回

のJR東日本の認可申請によりJR他社の運賃

を値上げすることはできません。 



海道新幹線と東海道本線は同一の路線とし

て扱われ、乗車券は、在来線経由・新幹線経

由どちらのものを買っても両方利用ができ

ることに現状なっている。しかし JR 東日本

のみが値上げを行うと在来線経由と新幹線

経由で運賃が異なってしまうことになるか

らそれが出来なくなってしまうのだ。これで

は新幹線は在来線と同一路線という前提が

崩壊し、さらには新幹線と在来線で管理・運

賃が異なる区間（今回は東京から熱海間が該

当する）において利用者が運賃を正しく払え

ず意図せずとも結果として不正乗車をおこ

なってしまう恐れがある。現代において IT

が広がり、インターネット予約で事前にきっ

ぷを購入のうえ利用している人が多くなっ

ているのは事実であるが、国民の全員が全員

そのようなことができるわけではない。JR東

日本のみが値上げをするのはそういった人

たちへの配慮を、そしてインターネット予約

が不可能な利用直前に在来線と新幹線のど

ちらかを選択する人への配慮を欠いている

と言わざるを得ない。 

 

以上二点のことから、運賃計算複雑化を解

消すること、災害復旧などの設備投資を促

す、何より移動格差の拡大防止の観点からも

JR 東海・JR 西日本に対しても今回 JR 東日本

が申請している運賃を導入するよう、それが

難しくとも不正乗車を防止する観点から最

低でも東海道本線東京？熱海間に関しては

今後も在来線・新幹線どちらの乗車券でも利

用できるよう国としても対応するべきであ

る。 
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鉄道局におかれては、見解を示す際、対応

する番号を振っていただけるとありがたい

です。 

 

1.中心換算キロ程表について  

(1)中心換算キロ程表は申請書類ではないと

1．について 

運賃の上限変更認可申請においては、営業

キロ程の提出は義務付けられておりません

が、国土交通省では、鉄道事業法に基づく法

定事項を記載した申請書の内容確認だけで

なく、その他の必要事項について聞き取り等



されていることでよいか。 

(2)旅客鉄道株式会社各社を除けば中心換算

キロ程を提出している事業者が大半である。

鉄道局及び運輸局はどのように指導されて

いるのか。 

(3)中心換算キロ程表がない場合、正確に電

路費等を計算できないため、審査に至らず、

本件申請が不適法になると思われるがいか

がか。 

(4)鉄道運賃は当該営業キロに対する運賃が

示されるだけでなく、どの区間がどの営業キ

ロであるかを示す必要があると思われる。ま

た、国鉄時代の中心換算キロ程が再測量され

るべきであると思われる（たとえば、しなの

鉄道株式会社は再測量の結果、営業キロを変

更している）。となると、中心換算キロ程を提

出させる形で、申請を補正させるべきと思わ

れるが、鉄道局の見解を伺いたい。 

2.改定時期について  

(1)鉄道事業法上、上限運賃改定申請と運賃

改定時期の間隔に制限がないという認識で

よいか。 

(2)本件申請は申請から改定まで 1 年 3 ヶ月

開いている。周知期間を含むとしても非常に

長く、総括原価の推測にも支障が出ると思わ

れるが、鉄道局の見解を伺いたい。3.収支率

について  

(1)収入原価総括表によれば、現行運賃でも

平年度で事業報酬すなわち適正な利潤を除

けば収入が原価を上回ることとなる。それで

も申請を必要とする理由を申請者に伺いた

い。 

(2)申請書類による収支率は 99.8%と非常に

高い。万一精査の結果、収支率が 100%を超え

た場合は申請が全体として認可されないと

いう認識でよいか。 

(3)鉄道事業法16条2項の要件を満たしてい

る場合、国土交通大臣は必ず申請を認可しな

ければならないのか。あるいは鉄道事業法の

を行いながら審査を行っています。 

 

2.について 

鉄道事業法上、申請時期と運賃改定時期の

間隔に制限はなく、明らかに合理性を欠くと

考えられるものでなければ問題はありませ

んが、今般の申請に係る申請時期について

は、特に問題はないものと考えております。 

 

3.について 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

鉄道事業法第 16 条第 2 項に基づき、収入

と原価を審査した結果、収支率が 100％を超

えるものであった場合、当該申請の内容では

認可することはできません。 

なお、鉄道事業法第 16 条第 2 項の基準を

満たしていることが確認できた場合には、原

則として認可することになるものと考えて

おります。 

 



趣旨を踏まえ、鉄道事業法 16 条 2 項の要件

を満たしていても上限運賃変更申請を認可

しないことはできるか。鉄道局の見解を伺い

たい。 

4.通算運賃と収入指針について  

(1)申請者のニュースリリースによれば、東

海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株

式会社との通算運賃については考慮してい

る。北海道旅客鉄道株式会社と申請者の運賃

通算についてはどうなるのか。 

(2)本件申請と平成 13 年国土交通省告示

1622号「新会社がその事業を営むに際し当分

の間配慮すべき事項に関する指針」（以下、大

臣指針という）の関係性について、本州三社

で運賃段差が生じるのは交通政策上望まし

くないと思われるが、鉄道局の見解を伺いた

い。 

5.制度変更について  

(1)本件申請において、4タリフを幹線と地方

交通線の 2 タリフに纏めることとなってい

る。地方交通線は国鉄時代に収入を増加させ

るための施策であるが、地方交通線の申請社

の鉄道事業内の収入割合を考えれば、これも

幹線に統合することが可能と思われるが、な

ぜ地方交通線のタリフを残したのか、申請者

の見解を伺いたい。 

(2)申請者が令和 6 年 12 月 10 日に発出した

ニュースリリース「Suica の当たり前を超え

ます ？ Suica Renaissance ？」と本件申請

の関係性について、申請者の見解を伺いた

い。タリフを纏めることで Suica の自由度を

高められるものと思うので見解を伺う。 

(3)申請者は、将来に向けて自社線内全線で

Suicaが利用できるようにする方針であるか

お伺いしたい。 

6.現行制度について  

(1) 申請者は運賃改定後、鉄道バリアフリー

料金制度の適用は行わないという認識でよ

いか。 

4．について 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

このため、申請者によると、JR 他社にまた

がる場合、運賃水準が異なることになるた

め、JR 東日本区間の利用距離に応じて、基準

額（改定前の運賃）と改定後の運賃との差額

を加算額として設定するとのことです。 

 

また、JR北海道とまたがる区間の運賃につ

いては、JR 東日本線を利用する区間に対する

加算額とは別に JR 北海道線を利用する距離

に応じて計算した加算額を基準額に合算し

て求めるとのことです。 

 

今般の申請により JR 本州三社の運賃に差

が生じる点については、鉄道事業法上、各社

個別の運賃改定は認められていることや、指

針を踏まえた通算制を維持していることか

ら、問題ないものと考えております。 

 

5.について 

申請者によると、首都圏エリア等の収入に

より地方交通線等の運営を賄ういわゆる内

部補助を行うことは、全体最適の観点から一

定程度容認されるべきと考えているものの、

過度な内部補助は鉄道システムの健全性を

守るための経営資源の適切な配分に逆行す

ることになるため、改定後の運賃区分におい

ても、幹線・地方交通線は存置し、1.1 倍の

運賃格差も維持するとのことです。 

 

申請者によると、今般の運賃改定による運

賃区分の統合と、令和 6年 12月 10 日のプレ

スリリース「Suica の当たり前を超えます」

については、直接的な関係はないものの、運



(2) オフピーク定期券制度の適用区間拡大

はあるか。また、オフピーク定期券制度の期

限に係る条件と錯綜するように思われるの

で、今後も継続するのかお伺いしたい。 

7.減価償却費について  

(1) 本件申請は平成 12年鉄業 10 号「ＪＲ旅

客会社、大手民鉄及び地下鉄事業者の収入原

価算定要領」の、第 2章第 3節 12.減価償却

費の「上記に加え」以下に基づき処理される

という認識でよいか。 

(2) 上記の場合、「平年度を超える期間にお

ける減価償却費の算定」か「政策的に必要性

の高い設備投資に対応する減価償却費の算

定」のどちらによるものか。 

(3) 減価償却費が申請時の見込みを下回っ

た場合の処置はどのように公表されるのか

お伺いしたい。 

8.売り分けについて  

(1) 申請者は、上限運賃改定申請に際して、

東京熱海間で東海旅客鉄道株式会社を運営

する東海道新幹線との切符の売り分けを実

施する旨示している。これは、平成 12 年鉄

業 16号「鉄道事業法の-部改正に伴う鉄道の

旅客の運賃及び料金の設定等に係る取扱い

の簡素化について」の「2.運賃等の設定等に

当たらない場合」列記事項のうち、どれに当

たるのか。 

(2) 本件売り分けを実施するにあたって、東

海旅客鉄道株式会社から同区間にかかる上

限運賃設定申請の必要があると思われるが、

鉄道局の見解を伺いたい。 

(3) 東海旅客鉄道株式会社としては、東海道

新幹線（東京熱海間）について、他経路を観

念する必要がなくなる結果、実キロと異なる

営業キロで運賃収受を続けることについて

の正当性を失うことになる。これは本来乗車

しているキロ程以上のものについて運賃を

過収受することになる（例：東京熱海間の営

業キロ 104.6 キロに対し、実キロ 95.4 キロ）

賃改定を踏まえ、Suica の機能のグレードア

ップにより「移動のデバイス」から「生活の

デバイス」を目指していきたいとのことで

す。また、Suica エリアの拡大については、

順次進めていく方針であるとのことです。 

 

6.について 

鉄道駅バリアフリー料金は届出で設定可

能ですが、申請者によると、現時点では再度

設定するか否かは未定とのことです。 

 

申請者によると、オフピーク定期券の設定

エリアについては、現在は電車特定区間内で

設定しているものの、電車特定区間の運賃区

分が廃止されることに伴い、現行の幹線エリ

アの一部に拡大を検討しているとのことで

あり、詳細は決まり次第、お知らせするとの

ことです。 

 

7.について 

「ＪＲ旅客会社、大手民鉄及び地下鉄事業

者の収入原価算定要領」第 2章第 3節 12（2）

「政策的に必要性の高い設備投資に対応す

る減価償却費の算定によるもの」に該当する

ものとされております。また、平年度の減価

償却費に平年度経過後から起算して 3 年間

における減価償却費が達しない場合、認可の

有効期間終了日の翌日から起算する平年度

における総括原価と収入を比較し、収入が総

括原価を上回らない水準に運賃の上限を引

き下げることとなります。 

 

8.について 

申請者によると、東海道新幹線と東海道本

線の別線化の取扱いについては、鉄道事業法

第 16 条及び同施行規則の定めにより、地方

運輸局長認可事項となっているため、国土交

通大臣の認可後に手続きを行う予定とのこ

とです。また、申請者と同様、JR東海におい



が、鉄道事業法 16 条 9 項各号との関係で問

題がないのか。 

(4) そもそも新幹線と在来線は、特に東海道

において全くの別線として扱われるもので

はなく、同一の線路の線増としての趣旨で国

鉄により建設されているが、この経緯と本件

売り分けについて、上記大臣指針との関係性

で問題がないのか。 

9.その他、グランドデザインについて 

(1) 申請者に限らず、旅客鉄道株式会社各社

は特別企画乗車券である青春 18 きっぷの大

幅な制度改変や、国鉄時代からの制度につい

て順次変更、整理を行っている。もとは同じ

国鉄とはいえ別法人どうしのコミュニケー

ションがうまく行われていない面も感じる

ところがある。鉄道局におかれては適切に指

導されたい。 

(2) 旅客鉄道株式会社各社は往復乗車券及

び連続乗車券の発売及び往復割引を令和 8

年 3月を目途に廃止するとている。しかし、

申請者にしてみれば往復割引を廃止すると

平年度の収入見込みを増やすことになり、運

賃改定の余地を自ら狭める行動に思われる。

なぜ同時期に往復割引を廃止したのか、申請

者の見解を伺いたい。 

(3) 上記に述べた通り、旅客鉄道株式会社各

社は種々の制度改変を実施しており、申請者

も本件申請で運賃タリフの統合を目指して

いる。これらが個別的に示されており、どの

ような旅客営業制度を志向しているか不透

明である。申請者としてどのような旅客営業

制度のグランドデザインを描いているか見

解を伺いたい。 

(4) 旅客営業制度の改変に向けて、鉄道営業

法及び鉄道事業法その他法令上支障となる

ものがあれば、申請者の見解を伺いたい。 

10.事案における賛否について 

パブリックコメントにおける賛成・反対は

どういう意味か。羈束裁量であれば賛成も反

ても手続きを行う予定とのことです。 

 

東海道新幹線の営業キロについては、JR 東

海が認可を受けているところ、今般の申請に

合わせて変更申請がなされているものでは

ないことから、現行のとおりとなります。 

 

9.について 

申請者によると、営業制度や JR6 社共通商

品の改正等については、これまでも関係会社

間において必要な協議等を実施していると

のことです。 

 

申請者によると、青春 18 きっぷについて

は、1982 年（昭和 57 年）の商品設定当時か

らのご利用状況の変化や、お客さまから自動

改札機対応に関する要望もいただいていた

ことから、JR6 社で協議の上、自動改札機対

応が可能な仕様として今回の設定としたと

のことであり、ご理解いただきたいとのこと

です。 

 

申請者によると、往復・連続乗車券の廃止

に伴い、同時に廃止される往復割引の廃止に

伴う増収想定分については、今回の申請にあ

たり特殊増減要素として算定済とのことで

す。なお、往復割引が適用となる片道 601 キ

ロ以上の区間に適用されるいわゆる第 3 地

帯の賃率については据え置くこととし、長距

離帯の改定率は抑制的な内容としていると

のことです。 

 

申請者によると、往復割引の廃止は増収を

企図したものではなく、JR 各社において発売

終了に伴うシステム改修が必要となること

から、運賃改定と同時期の実施としたとのこ

とです。 

 

申請者によると、法令上や JR 他社にまた



対も観念できないはずである。 がる区間の制約等に鑑みながら、より分かり

やすく、窓口等に立ち寄ることなく、利用者

自身が自由に購入可能な商品の利便性向上

など、時代にあった形で営業制度の見直しを

適宜進めていきたいとのことです。 

また、柔軟で分かりやすい運賃料金設定に向

けては、鉄道事業法第 16 条に基づく国土交

通大臣の認可や、旅客鉄道株式会社及び日本

貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改

正する法律附則第 2条の規定に基づく、新会

社がその事業を営むに際し当分の間配慮す

べき事項に関する指針による、当該旅客が乗

車する全区間の距離を基礎として運賃及び

料金を計算すること、当該旅客が乗車する全

区間の距離に応じて運賃を逓減させること、

などが支障となると考えているとのことで

す。 

 

10.について 

運輸審議会への説明における表現に関す

るご意見かと思いますが、これについては、

運輸審議会に対し、提出意見の件数や内容の

全体像をわかりやすく説明する観点から「賛

成」「反対」「その他」に分類・整理していた

ものですが、現在、当該記載はしておりませ

ん。なお、提出されたご意見（原文全体）に

ついては、同資料上においても漏れなく掲載

しております。 
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意見 1 

鉄道の維持及び設備投資のための運賃改

定はやむを得ないものと考えるが、本件とは

別に営業キロ 601 キロ以上に適用されてい

た往復割引が廃止され、長距離利用者の負担

がさらに増すことから、長距離利用者の負担

軽減、運賃計算、乗車券発券システムをシン

プル化することを目的に、いわゆる「幹在同

一視」をやめ、新幹線は実キロで運賃、料金

を計算するようにできないか。 

理由 1-1：例として、東京？新青森（営業キ

意見 1について 

申請者によると、往復・連続乗車券の廃止

に伴い、同時に廃止される往復割引の廃止に

伴う増収想定分については、今回の申請にあ

たり特殊増減要素として算定済とのことで

す。なお、往復割引が適用となる片道 601 キ

ロ以上の区間に適用されるいわゆる第 3 地

帯の賃率については据え置くこととし、長距

離帯の改定率は抑制的な内容としていると

のことです。 

なお、ご提案いただきました内容について



ロ 713.7、実キロ 674.9）を東北新幹線、は

やぶさ号で利用した場合 

現行運賃：運賃 10,340、料金 7,330、計

17,670 

改定運賃：運賃 10,780、料金 7,330、計

18,110（+440） 

改定実キロの場合：運賃 10,450、料金

6,800、計 17,250（-420） 

となり長距離負担が軽減される。 

理由 1-2：えきねっとのトクだ値は事実上の

早割しかなく、設定座席数も少ないことから

万人に利用できるものではないため、少なく

とも長距離については基本となる運賃、料金

を低減することが必要である。 

理由 1-3：幹在同一視をやめることで、運賃

計算ルールをシンプルにでき、乗車経路通り

の切符が出されることから、現場も乗客もわ

かりやすくなるはず。 

 

意見 2 

運賃とは別であるが、Suica の地方展開に

関して、JR 西日本や路面電車、バスが採用し

ている「車載型 IC リーダ」の採用は考えて

いないか。 

理由 2 

地方は自動改札機が無い駅や無人駅が多

く、東北地方は積雪もあるため駅ごとの

Suica リーダ設置はイニシャル、ランニング

の両方で不利であり、車両内で完結できる方

がよいと考える。 

車載型であればワンマン運転であっても

確実な運賃収受が可能であり、車内でのチャ

ージも可能となるなど、乗客にもメリットが

大きい。 

 

その他 

本件とは直接無関係ではあるが、過去のパ

ブリックコメントにおいてさまざまな意見

が出されているが、結局事業者側及び国土交

は、大規模なシステム・機器改修が発生する

等の課題があるため、将来的な運賃制度を検

討する際の参考とさせていただくとのこと

です。 

 

意見 2について 

申請者によると、「車載型」はサービス提供

方法の一手段として承知しているものの、自

動改札機が不要である一方で、導入には地上

側のシステム等との連携や車両改造が必要

となるなど、様々な検討が必要とのことで

す。 

Suica の導入拡大は、駅・線区のご利用状

況や列車の運行形態、導入に伴って見込まれ

る費用対効果等を総合的に勘案のうえ決定

していくとのことであり、将来的には、「位置

情報等を活用した改札」の実現を通じた全線

での Suica のご利用を目指していくとのこ

とです。 

 

その他について 

鉄道運賃・料金の上限設定・変更認可申請

に係るパブリックコメントの結果、申請内容

を修正する等の対応を行った事例はないも

のと認識しております。また、これ以外のパ

ブリックコメントにおける修正有無につい

ては把握しておりません。 



通省側の言い分だけが通っており、パブリッ

クコメントがほとんど意味を成しておらず、

認可、改定するための「通過儀礼」に成り下

がってしまっていると感じている。 

参考として、これまでの各種認可申請や法

規改定等において、パブリックコメントの意

見が反映されて修正された事例や、認可され

なかった事例はあるか。 
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今回の JR 東日本の運賃改定申請では運賃

そのものの改定に加え、電車特定区間および

所謂特定区間の縮小により申請の平均的な

改定率に比べ 5？6 倍もの改定率になって居

る箇所があります。個人的に試算したところ

特定区間の廃止が予定される品川？衣笠駅

を例に挙げると 

IC カード運賃：824 円→1034 円：改定率

25.5％（申請の平均改定率 7.8％） 

通勤定期 1 月：23580 円→29880 円：改定

率 26.7％（申請の平均改定率 12.0％） 

高校通学定期 1月：9880 円→12820 円：改

定率 29.8%（申請の平均改定率 4.9％） 

特に通学定期は申請の平均改定率の実に 6

倍であり、衣笠駅を利用する学生及び保護者

への負担増は無視できない状況にあると考

えます。また IC カード運賃に関しても平均

の 3倍以上であり、衣笠駅利用者が都心へ向

かう場合の負担増も無視できない状況にあ

ります。 

JR 東日本の経営状況の厳しさは理解でき

ますし、運賃改定の必要性も理解は出来ます

が、特定の箇所への改定率が極端になるよう

な状況、特に学生定期の極端な負担増加は教

育を受ける権利と言う意味でも問題あると

考えます。 

特定の箇所への改定率が極端にならない

様な規制等が必要と考えます。 

申請者によると、届出で設定している民鉄

との並行区間の特定運賃については、1982 年

に設定されて以来、直接競合する 30 区間に

ついて見直しがなされておらず、今回の改定

にあわせて競合状態や旅客のご利用状況を

鑑みて必要と認められる 12 区間に見直すと

のことです。 

なお、品川・衣笠間の運賃については、品

川・久里浜間において競合路線があることか

ら特定運賃を設定し、同区間の特定運賃が、

品川・衣笠間の現行の上限運賃と逆転するこ

とを防止するため品川・衣笠の運賃も特定し

て設定しているとのことですが、品川・久里

浜間を横須賀線でご利用されるお客さまの

ご利用状況に鑑み、今般同区間の特定運賃に

ついて廃止する予定であることから、衣笠・

品川間の運賃についても、引き上げとなると

のことです。 

 特定区間廃止及び電車特定区間の運賃が

幹線に統合されることにより、他の区間と比

較して改定率が比較的高い状況となってお

りますが、ご理解をいただきたいとのことで

す。 
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ＪＲ東日本の運賃改定には賛成である。 

しかしながら、ＪＲ東日本の運賃改定に便

乗した、ＪＲ東海の新幹線定期券フレックス

申請者によると、東海道新幹線（東京・熱

海間）は JR 東海が運営しておりますが、新

幹線定期券（フレックス及びフレックス・パ



の値上げには反対である。 

 

フレックスユーザーは、東海道新幹線通勤

の対価として、ＪＲ東海が国から認可を受け

た定期運賃（と料金相当額）を支払っている

（と思っている）。 

今般、ＪＲ東海の定期運賃についての認可

申請が行われていない以上、フレックスの発

売額が変更されることは理解できず、国土交

通省はＪＲ東海のフレックス便乗値上げに

ついて、届出を受理すべきではない。 

ル）については、運賃相当額と料金相当額を

組み合わせた特別企画乗車券として届出に

て設定している商品であり、東海道新幹線区

間も含め、運賃相当額部分は在来線の定期運

賃改定相当額分の値上げを行うとのことで

す。並行する在来線(東海道線)の乗車も可能

となることから、値上げについてご理解いた

だきたいとのことです。 
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ＪＲ東日本の運賃改定には賛成である。 

しかしながら、以下の点について、明らか

にされたい。 

 

１）前倒して減価償却費に加算された 138 億

円（12/6 プレス）に対応する設備投資計画の

詳細（件名、期間、投資額等）及び前倒し加

算額の計算詳細 

２）平年度合計で 43,048 百万円とする特別

損失額の計算詳細 

３）2025 年 4 月から実施する新卒初任給の

引上げ（12/4 プレス）についての、原価算定

への組み入れ如何（申請時点で未実施の賃上

げについて、収入原価算定要領に定める「鉄

軌道事業者の人件費の上昇率の『実績』」とし

て認められるのか） 

１）について 

申請者によると、既存の設備投資（耐震補

強等）の未償却残高のうち、138 億円を前倒

して減価償却費に加算しており、国土強靭化

や DX に資する、新幹線電路設備老朽化対策

や指令システム整備等、政策的に必要性が高

く加速化すべき設備投資を令和 8 年度～10

年度に 138 億円以上実施する予定とのこと

です。 

 

２）について 

申請者によると、過去 10 年間に計上した

大規模災害等による特別損失から、それに対

応する特別利益を控除した額の年度平均額

を計上しているとのことです。 

 

３）について 

申請者によると、原価に組み入れていない

とのことです。 
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値上げするのであれば、従業員にできるだ

け還元されるよう企業努力されたい。 

申請者によると、お客さまのご期待にお応

えできるよう今後とも安全を JR 東日本グル

ープのトッププライオリティーと位置付け、

これまで以上に安全で快適な輸送サービス

の実現と利便性向上に努めていくとともに、

引き続き、総合的な処遇改善により社員に還

元することで働きがいを創出し、「仕事を通

じた達成感・充足感」を高めていきたいとの

ことです。 
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値上げに関連する事項として往復・連続乗

車券の廃止が予定されています。 

https://www.jreast.co.jp/press/2024/2

0241202_ho01.pdf 

 

これらは学割証の使用枚数を減らす目的

で使われるケースが多いため、あわせて学割

証を用いるのではなく、学生証に QR コード

を設定（印刷またはシール貼付）することに

より、学割証不要で学割乗車券を買えるよう

にすべきと考えます。 

 

こうすれば学割証の枚数を減らすこと自

体がなくなりますから、往復・連続乗車券を

廃止しても問題なくなります。 

 

また QR 学割が実現すれば通学定期券にお

ける通学証明書も不要となるため、鉄道事業

者・学校事務・学生の三者全てにメリットが

あります。 

 

文部科学省を説得する必要はありますが、

この機会にぜひご検討を願う次第です。 

申請者によると、往復・連続乗車券の廃止

に伴い学生割引等の割引証が必要なものに

対して、ご利用いただくお客さまの利便性が

損なわれないよう発売条件について現在検

討を行っているとのことです。  

なお、廃止に伴い割引証の様式が変更とな

るものがあり、詳細については別途お知らせ

するとのことです。学割証の QR コードによ

る設定については、今後の参考にさせていた

だくとのことです。 
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今回の運賃値上げに反対を表明いたしま

す。 

東日本旅客鉄道株式会社の 2024 年 10 月

31 日発表に発表の「2025 年 3 月期 第 2四半

期(中間期)決算短信」によると 2356 億円の

営業利益(前年度比 22.8%増)、中間最終利益

でさえ 1288 億円(19.4%増)もの利益をあげ

ており、鉄道事業にしぼったとして 1138 億

円と十分な利益(増収)を確保しているにも

係らず、何が「鉄道事業の収益確保が厳しさ」

なのか不明であり、自由が妥当ではないとの

結論に達しました。 

特にすべてを幹線の金額統合する案は日

常使いする者としては影響が大きく、許しが

たい値上げ金額となります。 

 

1.について 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、



ただ、昨今の外国人観光客の訪日人数が急

拡大する現状を踏まえると、これを大きな利

益化する方が経営安定という観点で良いと

の認識を持っております。 

つまり、恒常的に利用する顧客には優遇策

を取り、短期的な利用客向けには少し高めの

費用を払ってもらうような仕組みで利益を

確保した方が良いのではないかと考えてお

りますが、如何でしょうか。 

 

JR 東日本が廃止した回数券や頻繁に利用

するような顧客向け(現状だと定期券のよう

な区間をしぼった割引しかない)にお得意様

割引のような精度を設けて、日常的に利用す

る顧客へのインパクトを軽減するよう施策

を打ってほしいのです。 

 

まとめると、 

1．費用を幹線にまとめる値上げはインパク

トが大きいため反対です。 

2、全区間にまたがるような値上げは最悪 仕

方ないとしてもお得意様向け割引を併せて

適用するような制度導入をしてほしいです。 

 

Suica のシステムを利用すれば割引適用な

仕組みは可能だと思いますので、もしどうし

ても値上げが必要とすなら割引の仕組みを

つくってからでお願いしたいです。 

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 



 

2.について 

申請者によると、チケットレス商品や特別

企画乗車券であればインターネット予約サ

ービスである「えきねっと」において、新幹

線 eチケットや「トクだ値」といった割引商

品を用意しているほか、シニア層を対象とし

た「大人の休日倶楽部」等の会員組織を用意

しているとのことです。また、閑散期の平日

を対象とした「旅せよ平日！JR 東日本たび

キュン♥早割パス」等の割引率の高い商品も

用意しているとのことです。 

 

申請者によると、訪日外国人向けに発売し

ている「ジャパン・レール・パス」について

は、2023 年 10 月 1日購入分から、ご利用状

況等を鑑み、価格改定（値上げ）を実施した

とのことです。 
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東日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上

限変更に反対です。 

減収減益なら納得しますが、2024 年 10 月

の中間発表では増収増益となっております。 

 

電車は国民の足です。 

その電車に影響を与える値上げには反対

です。 

どうしてもというなら、せめて値上げ幅の

圧縮をお願いしたいです。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電



車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 
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さすがに山手線の二重値上げは受け入れ

難いと感じる。 

厳しい経営環境、と言いながら増収増益で

あり、ホームドアもまともに設置せず定時性

も低いのにいきなり値上げは全く納得でき

ない。 

現行の運賃維持を求める。 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化



も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

85 この値上げ申請が認められるなら、許認可 国土交通省としましては、今般の申請につ



制度そのものが意味のないものだと実感す

ることになると思う。 

いては、鉄道事業法第 16条第 2項に基づき、

収入と原価を審査し、運輸審議会に諮問を行

った上で認可いたしました。 

86 

運賃の上限変更認可申請について反対す

る。 

 

東日本旅客鉄道株式会社の発表した中間

決算によると、運輸事業では増収増益となっ

ており、現段階での運賃設定でも問題はない

と考える。 

 

さらに、今年の外国人観光客数はコロナ禍

以降最高値を記録しており、今後も増加傾向

になると思われるため、利用者は増加するこ

とが確実視できる。 

 

物価高が叫ばれる昨今、鉄道は通勤通学に

必要不可欠であり、運賃値上げをしてしまう

と学生や現役世代に対する負担増加になっ

てしまうことも踏まえ、極めて公共性の高い

事業であることを再認識し、容易な運賃値上

げは慎重になるべきである。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、通学定期運賃について

は、「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分

を「幹線」に統合することに伴い値上げとな

るものの、家計負担を考慮し、「幹線」は現行

の幹線水準に据置くことで、値上げ幅を最小

限にしているとのことです。なお、高校生用

や中学生用の通学定期券や通学用割引普通

回数乗車券、片道 101 キロ以上の区間を指定

学校の生徒・学生が利用する場合、運賃が 2

割引となる学生割引についても発売を継続

するとのことです。 
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値上げの理由の 1つに、厳しい経営状況を

理由としているが、コロナ禍から回復し鉄道

事業単体でも増収増益、他事業でも中長期的

に収益の柱となるような計画を JR 東自身が

中間決算で発表している。どこが厳しいのか

理解に苦しむ。 

 

2 つ目の理由で、わかりやすい運賃体系を

目的とするなら地方交通線を据え置くのは

道理が通らない。 

 

山手線内など、首都圏在住者にとって必須

のインフラであり突然幹線まで値上げする

のはあまりにも独占的立場にあぐらをかい

た横暴な振る舞いだとすらいえる。 

 

一方物価上昇・人件費上昇が叫ばれる中で

全くの値上げを認めないことも難しいこと

だと現実的に考える。 

 

せめて電車特定区間と幹線の 2 系統に統

一などもう少し利用者に寄り添った内容と

なるよう、国土交通省殿においてぜひとも検

討していただきたい。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、首都圏エリア等の収入に

より地方交通線等の運営を賄ういわゆる内

部補助を行うことは、全体最適の観点から一

定程度容認されるべきと考えているものの、

過度な内部補助は鉄道システムの健全性を

守るための経営資源の適切な配分に逆行す

ることになるため、改定後の運賃区分におい

ても、幹線・地方交通線は存置し、1.1 倍の

運賃格差も維持するとのことです。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割



安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 
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運賃の上限変更自体には賛成である。 

あくまでも運賃であって、運賃は旅客が乗

車する営業キロに従って計算されるべきで

ある。 

そこで JR 東日本が実施している、京葉線

東京駅と新橋駅方面との改札外について。こ

の扱いでは、京葉線東京駅と有楽町駅の間で

の改札外乗継を実質的に認めている。この場

合は運賃は通算されるものの、旅客が実際に

乗車しない東京駅-有楽町駅の間の 0.8km に

ついても運賃計算の対象となってしまう。こ

れは運賃の上限を超える運賃額を旅客に課

している場合があると考えられる。旅客にと

っては改札外乗継で運賃を打ち切り計算さ

申請者によると、京葉線と山手線・京浜東

北線（新橋方面）を乗り換える旅客の利便性

確保のために、京葉線東京駅と山手線等の有

楽町駅との間で有人改札での一時出場及び

徒歩連絡の特例対応を行っているとのこと

です。当該特例は東京経由の乗車券を所持す

る旅客が一時出場のうえ、改札外の徒歩連絡

を行うための便宜として実施するものであ

り、東京駅と有楽町駅を同一の駅として取り

扱っているものではないことから、ご指摘の

ような事案に当たらないとのことです。 



れるよりは有利であると解することもでき

るところ、JRにとっても旅客の協力によって

改札内乗換通路の混雑を大きく緩和できて

いる側面もある。 

運賃というものを上限の範囲内で適切に

課すためにも、京葉線東京駅-有楽町駅-新橋

駅方面の間で乗り継ぐ場合には乗車する距

離に従って 0.8km を減じて運賃を課すべき

である。東京メトロの改札外乗継が問題なく

行えていることからも、JRが技術的にできな

いはずがない。 
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乗り継ぎ割引廃止、往復割引廃止、みどり

の窓口縮小、自由席をなくして全車指定席

に、快速を廃止して特急化して料金領収。国

鉄時代から続く乗客に対する各種割引き制

度をことごとく廃止して気がつかない実質

的な値上げをしている。さらに東京山手線内

等の安い運賃設定区間を特例廃止。ＪR東は

増益増収なのでは。それを考えると値上げ幅

は大きすぎる。外国人もたくさん乗ってい

る。値上げに乗じて各種ルールも変更して値

上げ以上の効果を出そうとしているのが見

て取れる。値上げの裏でも冒頭ように値上げ

が目立たない値上げをしている。公共料金っ

て国民をだましながら気づかれないように

値上げしてもいいのか。到底理解できないで

す。これが認可されれば乗客だますのが簡単

に出来てしまうのでは。この手を繰り返して

値上げを続けることになる。どうか省庁で吟

味していただきたい。 

申請者によると、新幹線と在来線特急を乗

り継いだ場合に適用される乗継割引は、新幹

線ネットワークの拡大や、インターネット販

売等の拡充による販売環境の変化により、お

客さまのご利用方法が変化しており、ご利用

するお客さまが減少していることを踏まえ、

取扱いを終了したとのことです。 

 

申請者によると、往復割引については、

2026 年（令和 8年）3月の往復・連続乗車券

の発売終了に伴い、廃止予定としております

が、往復割引が適用されている往復乗車券は

中長距離の乗車券全体の約 4％程度と発売実

績が僅少とのことです。今後、長距離におい

ては、同社のインターネット予約サービス

「えきねっと」での割引商品「新幹線 eチケ

ット（トクだ値）」等の利用を推奨していくと

のことです。 

 

申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 



 

申請者によると、在来線特急列車について

は、首都圏エリアを中心に自由席が大変混雑

し、始発駅で座るために並ぶ旅客が多数お

り、着席機会の均等化等のサービス改善を図

るために、順次、全車指定席化を進めてきた

とのことです。さらに、指定席特急券をみど

りの窓口や指定席券売機で購入する必要が

無いよう、旅客のスマートフォンで予約が可

能な、えきねっと在来線チケットレス特急券

サービスの拡充を図ってきたとのことです。 

なお、実施にあたっては、旅客に過度な負

担とならないよう、従前の指定席特急料金と

自由席特急料金の中間の価格を新たな指定

席特急料金（事前料金）として設定し、えき

ねっとチケットレスサービスではより割安

な料金で利用可能としているとのことです。 

また、従来、快速列車として運転してきた

臨時列車については、停車駅やダイヤ、使用

車両及び旅客の利用状況やニーズを鑑み、順

次、特急列車に格上げしているとのことで

す。 

 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施



するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

国土交通省としましては、今般の申請につ

いては、鉄道事業法第 16条第 2項に基づき、

収入と原価を審査し、運輸審議会に諮問を行

った上で認可いたしました。 
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東日本旅客鉄道株式会社（以下 JR東日本）

の旅客運賃上限変更認可申請について意見

を申し上げさせて頂きます。 

 

運賃の改定について条件を付した上で認

可するのが望ましいと思います。 

現在の運賃体系は、旧国鉄時代の運賃・料

金制度が基礎になっており分割民営化から

38年目を迎える現代とは時代背景が違い、運

賃・料金制度も JR 各社の独自性に委ねる時

期に来ていると感じています。 

 

山手線内 電車特定区間 幹線 地方交

通線 民鉄に対抗した「特定運賃」（新宿から

八王子は、隣駅までより数十円安くなる）な

ど旧国鉄時代の制度を継承した運賃を是正

した上で、IC運賃は廃止するのが望ましいと

思います。 

 

また、営業規則を改定していわゆる「特定

区間の大回り乗車」を廃止して実乗車分の運

賃を収受出来るように改定する事も必要だ

と思います。 

「一筆書き乗車」などとネットで公開され

ていますが、駅間 1キロ弱の乗車券で 300 キ

ロ以上乗り回しても規則上認められるのは、

如何なものかと思います。 

申請者によると、首都圏エリア等の収入に

より地方交通線等の運営を賄ういわゆる内

部補助を行うことは、全体最適の観点から一

定程度容認されるべきと考えているものの、

過度な内部補助は鉄道システムの健全性を

守るための経営資源の適切な配分に逆行す

ることになるため、改定後の運賃区分におい

ても、幹線・地方交通線は存置し、1.1 倍の

運賃格差も維持するとのことです。 

 

申請者によると、届出で設定している民鉄

との並行区間の特定運賃については、1982 年

に設定されて以来、直接競合する 30 区間に

ついて見直しがなされておらず、今回の改定

にあわせて競合状態や旅客のご利用状況を

鑑みて必要と認められる 12 区間に見直すと

のことです。 

 

申請者によると、IC 運賃については 1 円

単位での設定が可能であり、消費税率改定の

際等に正確に反映が可能であることから、引

き続き設定する考えとのことです。 

 

申請者によると、大都市近郊区間内の乗車

券で他の経路をう回して乗車できる特例を

活用した、いわゆる大回り乗車については、

大都市近郊区間内相互発着の乗車券では途

中下車を認めておらず、Suica 等の交通系 IC

カードをご利用のお客さまとご利用方法や

運賃計算ルートを同一にするために可能と

しているものであり、極端な距離の大回り乗

車が多数発生している認識はないとのこと

です。 
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JR 東日本は鉄道事業を含む各事業におい

て増収増益と好調な経営状況であり、当該上

限変更認可申請は認められるべきではない。 

実質賃金が上昇しない中において、鉄道運

賃の引き上げは国民生活に大きな影響を及

ぼすものであり、慎重に検討されるべきであ

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ



る。 る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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1.きっぷを分割購入したほうが安くなるよ

うな事態が生じていることについて、申請者

は認識しておられるのでしょうか。 

 

2.ローカル線での不正乗車対策について具

体的に伺いたいです。特にワンマン運転で、

車内で運賃を精算しない路線等では不正乗

車が横行しているとの話もあります。 

 

https://www.dailyshincho.jp/article/2

024/06031100/ 

申請者によると、区間によってきっぷを分

割して購入する方が安くなるケースは主に

「①キロ刻みによるもの」「②賃率差による

もの」「③特定区間によるもの」の 3 つの理

由によるもので、今回の改定では、山手線内・

電車特定区間の賃率を廃止し、幹線に統合す

ることや、一部区間を除き民鉄との競合区間

に設定している特定運賃を廃止することか

ら、②・③の理由での分割購入は減少するも

のと考えているとのことです。 

なお、①の変更については、JR 他社とまた

がる場合においても全区間の距離を通算し

て運賃を算出し、改定後の運賃との差額を加

算額として設定する「通算加算方式」が採用

されていることから、同社の運賃のキロ刻み

を変更することとした場合、JR 他社にまたが

る区間での運賃設定等に課題が発生するこ

とから現状どおりとするとのことです。 

 

申請者によると、不正乗車対策について

は、原則として事前に目的地まで正しくきっ



ぷをお買い求めいただくよう、ポスターを掲

出するなど、お客さまへの案内を実施してい

るほか、車内放送を実施しているとのことで

す。 

Suica エリア内の無人駅は、簡易 Suica 改

札機を設置するなどハード面の整備を進め

ているとのことです。また、無人駅には、駅

社員を不定期に派遣し、特別改札を実施する

ほか、防犯カメラを設置するなどして不正乗

車の防止対策も講じているとのことです。 

なお、不正乗車が発覚した場合には、運送

約款に基づき厳正に対応しているとのこと

です。 
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増収増益にもかかわらず、公共性の高い山

手線の大幅な値上げを試みること自体、利用

者に対する裏切りに他ならない。値上げはあ

る程度は仕方ないとしても、価格既定の枠組

みとして山手線を削除するのはあり得ない。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ



の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 
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好調な経営状況の中どこに厳しい経営環

境があるのかがわからない。 

運賃の値上げの理由にはならないと思う 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施



するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 
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東日本旅客鉄道株式会社の業績を確認し

ても、すべてのセグメントで増収増益であ

る。経営環境が厳しいという根拠が希薄で、

その詳細について十分に説明できていない。 

リモートワークによる旅客者数の減少と

いう理由も、山手線の利用者数はコロナが収

束してから大幅に回復しており、インバウン

ドによる利用者の増加を考えれば、すでに理

由にはならない。 

鉄道は日常的に使用せざるをえないもの

であり、その値上げは税と同等に家計および

業績に与える影響は大きいものであるので、

所管官庁には厳正に判断して頂きたい。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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より競争環境が激しい JR 西では、このよ

うな制度改編はありません。 

関西地区より首都圏の方が圧倒的に人も

多く、電車も混雑していますが、本当にこの

改編が必要なのでしょうか。 

そもそも、運賃計算をして利用する乗客な

ど考えにくく、分かりやすい体系として高い

運賃基準に揃える必要性の理解に苦しみま

す。 

 

昨今、だいぶ人手が戻ったものの電車の本

数は依然、戻らず、朝晩や昼間も大混雑して

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す



いる区間が多いように思います。 

駅ナカや構内では眩しいばかりの広告が

目につく一方、案内表示の看板からは灯りが

消えて、目立たないし、見えづらく、立ち止

まって迷われる方も多くみられます。 

 

民間企業であるとはいえ、公共機関として

の自覚、使命をもった経営、運賃の設定をお

願いしたいです。 

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、駅構内における掲出物は

案内サインを最優先として設置位置や盤面

の大きさを決定しており、広告を設置するた

めに案内サインを目立たなくしたり、削減し

たりしていることはないとのことです。 

また、節電の取組みとして電照式の案内サ

インは原則消灯していますが、その視認性は

都度確認を行っており、案内サインを消灯す

ることで視認性が確保できない場合は点灯

しているとのことです。 
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JR 東日本の収益、特に今期の利益の高さを

考えると運賃値上げは反対です。 

公共性の高い輸送業ということ、昨今の物

価上昇も考慮すると値上げを認可すべきで

はない。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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10 月 31 日に発表された JR 東日本さんの

第二四半期決算報告を見ると、全部門で増収

増益、運輸部門においても計画こそ下回って

いるものの実績は前年を上回っていますし

赤字でもありません。人口減少等の将来を考

えるといずれはこうした値上げも必要にな

るとは思いますが、現在このような対応がな

ぜ必要なのかもう少し具体的な説明が必要

ではないかと思います。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、



今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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私は株式投資をしているので東日本旅客

鉄道（以下ＪＲ東）の経営状況についても調

べています。 

ＪＲ東は新型コロナ流行時、東日本大震災

時を除いては毎年 2000 億円内外の最終利益

を上げています。近年頻発する地方ローカル

線自然災害での復旧費用をかけてなお、これ

だけの巨額利益を上げていて、現時点で充分

な経営余力を持っています。 

であるにも関わらず、運賃値上げを企図す

ることは消費者に理解が得られません。 

中でも特に問題なのは、今回の値上げ申請

内容に、国鉄時代から続いている料金体系

（電車特定区間運賃、山手線運賃）の廃止が

含まれている件です。 

これにより首都圏の利用者の値上げ幅は

１０？２０％もの大幅な値上げとなる計算

です。ＪＲ東利用者の多くが首都圏に在住し

電車特定区間及び山手線内の利用であるこ

とから、この首都圏で運賃を１０？２０％も

値上げした場合、ＪＲ東は現在とは比較にな

らないほどの巨額の利益を上げることとな

ります。 

これはＪＲ東の経営状況からして到底容

認できる値上げではありません。また前述の

通り電車特定区間運賃及び山手線運賃の値

上げ幅がとりわけ大きく、首都圏のＪＲ利用

者に対する影響も大変大きなものとなりま

す。 

仮に今般の値上げ申請が受理される場合

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年



であっても、電車特定区間運賃及び山手線運

賃は維持されるべきだと考えます。 

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

100 

率直に申し上げて運賃改定の値上率があ

まりに大きすぎる。 

私は小売業で働いていますが、数円、数％

の値上げでも消費者の動向を確認しながら

大変慎重に行っているのに、１０％を平気で

超えてくるなんて鉄道での商売にあぐらを

かいているとしか思えない。 

増収増益で厳しい経営環境なので値上げ

します、はどう考えても通用しえない。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、



今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 
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値上げに反対。ＪＲ都市部の路線（山手線、

総武線、中央線）の朝晩の渋滞は酷くなるば

かりで一向に改善が見られない。コロナを理

由に運行本数を減らしたが既にコロナの脅

威は終わったのに本数を回復してなくサー

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減



ビスの質を落として増収増益を達成してい

るのはおかしい。混雑緩和しないのは明らか

に鉄道事業者の怠慢だ。都市部の利用者は毎

日電車利用で人にぶつかったり、トラブルを

起こして喧嘩や、暴力がはびこっているが、

これを全て利用者のせいにするのは間違っ

ている。事業者が混雑を長年放置してきた怠

慢を問うことが先ではないか。お金払った利

用者が犯罪に巻き込まれないように事業者

が混雑率を下げて対策しろ。サービス改善の

設備投資をして、運行本数をコロナ前に戻す

ことが先ではないか。昼間も外国人観光客の

増加で慢性的に混雑しているが外人向けの

特別切符を値上げしてかれらの利用を鉄道

以外の交通手段に振り向けるようにしてほ

しい。あと、総武線新宿？御茶ノ水区間の車

掌に乗車の際わざとドアを閉められて体を

挟まれたことが何度もあるのできつく指導

してほしい。車掌の傷害行為と言われてもお

かしくない。この区間の路線のホーム上の駅

員の多くは態度も悪く国労の残党かと思っ

た。 

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、訪日外国人向けに発売し

ている「ジャパン・レール・パス」について

は、2023 年 10 月 1日購入分から、ご利用状



況等を鑑み、価格改定（値上げ）を実施した

とのことです。 

 

申請者によると、駅社員や乗務員の対応に

ついては、ご指摘のような事象が発生するこ

とがないよう、指導を徹底してまいりたいと

のことです。 
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今回の旅客運賃の値上げの前に、日本人が

利用できない外国人専用運賃（商品）の改定

（値上げ）をすべきである。 

申請者によると、訪日外国人向けに発売し

ている「ジャパン・レール・パス」について

は、2023 年 10 月 1日購入分から、ご利用状

況等を鑑み、価格改定（値上げ）を実施した

とのことです。 
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儲けすぎ 申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 
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値上げは致し方なしとしても、赤字解消の

施策として犬歩行同伴可能車両を設けて欲

しい。 

毎年ジャパンケンネルクラブの定期イベ

ントもあり、犬を連れた旅行者は増えてい

る。 

飛行機搭乗はリスクがある為、特に北海道

ー本州間はカーフェリーを利用する人が多

申請者によると、動物の持ち込みについて

は、アレルギーをお持ちの方や苦手な方もい

ることを鑑み、それぞれのお客さまへの影響

を考慮した上で、一定の条件のもとで小犬・

猫等の小動物を車内に持ち込むことを可能

としているとのことです。なお、ご提案いた

だきました内容については、今後の参考とさ

せていただくとのことです。 



いが、冬季以外ウィズペットルームは平日で

も即完売でキャンセル待機数も多い状況。 

犬連れではない人が運賃が高くて所要時

間も長い新幹線を利用することは稀である

のに対し、新幹線に犬歩行同伴可能車両を設

けることで乗車率は確実に UPする。 

 

行き先で犬乗車可のレンタカーが増える

ことも必要にはなるものの、欧米では専用車

両ではなく普通に乗車が当たり前。 

日本ではマナーパンツ着用義務と車両を

分けることで実現可能であると考える。 
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到底許されるものでは無い。 

企業としての利益追求はしなければいけ

ないものではあるが、それ以前に公共交通機

関として気軽に使いやすくする使命がある

ものであり、現状の利益で企業努力で値上げ

はすべきではない。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 
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山手線等運賃及び電車特定区間を幹線運

賃に統合する合理的な理由がない。両運賃は

都市交通の公共性に鑑みて設定された経緯

があると承知しており、昨今の物価上昇傾向

から必要性がむしろ増すところ、これに逆行

する変更申請であり、認めるべきでない。 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改



善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 
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割引や乗車券の種類やルールなど、認可に

寄らない旅客営業規則に変更による、利用者

に対する不利益変更を当たり前のように行

う中での、今回の旅客運賃の上限変更認は反

対です。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので



あり、ご理解いただきたいとのことです。 
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・電車特定区間運賃、山手線等のみを乗車す

る場合の運賃について 

→運賃改定率が著しく社会的影響が大きく、

数年にかけての激変緩和措置の導入を求め

る。 

現状では東京山手線内運賃、電車特定区間

運賃が設定されているが、これを廃止し通常

の幹線運賃に統合するとした考え方は理解

はできるが、しかしながら、例えば東京山手

線内の新宿？東京間では従来 208 円だった

ものが 253 円と、改定率平均 7.1％に対して

20%を超える改定率となる。そもそもの金額

が低廉とはいえ、高速道路における「激変緩

和措置」に相当する策が講じられて然るべき

ものと考える。 

都内の路線バス事業者でも、200 円から

220 円に運賃を改定するにあたり、1年間 210

円とする期間を置いて運賃改定に臨んでい

る。今回の運賃上昇率はこのバス料金より大

きい。西日本旅客鉄道（JR 西日本）において

は、同事例である大阪環状線内運賃は廃止す

る一方、電車特定区間はエリアを拡大して利

用者の利便性を高める方策を取っている。企

業の体制、収益力からしても JR 西日本より

JR東日本が劣るとは到底考えられず、その点

からも収益改善を理由に電車特定区間運賃

を一気に廃止に持ち込むのは安易であると

しか言い様がない。わかりやすい運賃体系の

実現を理由に挙げているが、そもそも運賃体

系を複雑にしてきたのは当の JR 東日本で、

それらを整理するとして一方的に利用者側

に負担を転嫁するのはおかしい。運賃改定が

2 段階（或いは複数回）に渡ると改定のコス

ト云々言い出すことは目に見えているが、JR

東日本より圧倒的に体力の弱い他交通事業

者ではそれをやれている。 

 

・東京？熱海間の幹在別線化について 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額



→別線化は利用者の利便性が損なわれる。今

後も同一線区としての取扱を求める。 

同様の事例（運賃改定に伴う幹在別線化）

は新下関？博多間で実績はある。一方で「わ

かりやすい運賃体系」を今回の改定の主眼と

しながら、特定区間（東京地区）は見直し（縮

小）こそあれど全面廃止とはしていない。そ

うであれば特定区間の見直しに併せて、東

京？熱海間を追加し運賃の調整を図れば済

む内容である。幹在で運営会社が異なる以

上、競合区間ともいえ、今後も維持される特

定区間制度に含まれることに何ら不可思議

な点はないだろう。従来同一線区・同一料金

区間であった東京？熱海間が JR 東日本の一

方的な言い分でそれが崩れること（別線化・

別料金化）は、利用者側に著しく不利益であ

る。首都圏近郊では、常磐線北千住？綾瀬間

が東京地下鉄（東京メトロ）しか利用できな

いにもかかわらず、利用料金は JR の料金表

に基づいた運賃が適用される。路線バスでも

共同管理路線は低廉な運賃に揃えるのが一

般な考え方と思う。よって幹在別線化による

当該区間の運賃改定には反対である。 

 

何れにしても、社会情勢を鑑みて運賃改定

自体はやむを得ないとは考えるものの、東京

山手線内運賃適用区間では一気に 2 段階の

運賃上昇を強いられることになり、その内容

がそのまま認可された場合には社会的影響

が大きい。今回提出された上限認可変更申請

を見る限り、取りやすいところから取ろうと

いう稚拙で安易な考え方が垣間見える内容

で、全体として、変更を必要とする理由に挙

げられている、JR東日本の経営努力を前提と

した検討が充分になされたものとは到底理

解しがたい。 

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

 

申請者によると、東京・熱海間における JR

東日本の在来線と JR 東海の東海道新幹線が

並行している区間の運賃については、それぞ

れの会社が認可を受けているものであり、一

律に価格を合わせるといった性質のもので

はなく、特定運賃を設定する考えはないとの

ことです。 

 

申請者によると、届出で設定している民鉄

との並行区間の特定運賃については、1982 年

に設定されて以来、直接競合する 30 区間に

ついて見直しがなされておらず、今回の改定

にあわせて競合状態や旅客のご利用状況を

鑑みて必要と認められる 12 区間に見直すと

のことです。 

 

申請者によると、綾瀬・北千住間のご利用

に関しては、国鉄が常磐線を複々線化し、快

速と各駅停車を分離した際、綾瀬～北千住間

は東京メトロ（当時は帝都高速度交通営団）

が建設し、常磐線各駅停車と直通運転を行う

こととなった経緯により、綾瀬～北千住間は

東京メトロ千代田線ではあるものの、綾瀬以

遠（亀有、金町方面）の JR 線の駅から乗車

された場合の運賃は、北千住までを JR 線と

して運賃を計算するとのことです。 

なお、綾瀬・北千住相互間をご利用の場合

は、JR 線と東京メトロ線の運賃を比較し、東

京メトロが低廉な JR 線の運賃に特定して設

定を行っているとのことです。 
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JR 東日本が 10月末に公表した中間決算で

は、第 2 四半期（7？9 月）決算の営業収益

は、対前年度同期約 953 億円増（約 7.3％増）

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで



の約 1兆 3,951 億円。鉄道をはじめとする各

セグメントで「増収増益」の文字が並んでい

ます。 

 

よって別紙２「変更を必要とする理由」に

記載されている「厳しい経営環境が継続す

る」は虚偽の報告であるため《旅客運賃の上

限変更認可申請》は却下する以外に国民の選

択肢はありません。 

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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2026 年 3 月の運賃値上げに関して、増収

をしたいのならば値上げはむしろ避けるべ

きだと考えます。理由は以下のとおりです。 

特に値上げの著しい山手線区間を例に取

ると、池袋から秋葉原の運賃は 210 円から

260 円となり、同区間を東京メトロで利用す

るよりも 50 円高くなります。東京メトロが

値上げをしない場合、運賃面では東京メトロ

を利用するほうが有利になります。 

1 日限りの利用者であれば JR を選択する

こともあり得ますが、定期券利用をする場合

企業の通勤経路は「最も安価となる経路」で

しか認定が下りないため、東京メトロも利用

可能な山手線区間では多くが東京メトロ利

用で認定が下りると思われます。 

これにより定期券利用者は JR を使う選択

肢がなくなるため、結果的に定期券利用者の

部分的な減収になることが見込まれます。 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電



利用者からしても東京メトロの経路では

ほぼ乗換回数が増えて不便になるため、件の

値上げは双方にとってメリットがないので

避けるべきだと考えます。 

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、ご指摘の東京メトロとの

運賃格差については、同一の営業キロで比較

した場合、申請に基づく改定後の通勤定期運

賃も低廉な水準となっているとのことです。 

 

申請者によると、他社の運賃改定の実施状

況等を踏まえ、今般の運賃改定に伴い、一定

程度、他の交通機関等への逸走が発生すると

考えているとのことです。 

111 

今回の運賃値上げに際し、旅客の利便性・

利益を著しく欠く蓋然性が高いため意見し

ます。 

１東海旅客鉄道株式会社の東海道新幹線と

の運賃差による旅客の混乱 

並行在来線である東海道本線との差額が

生じるため、乗車券の運賃及び取り扱いが異

なることで 

例えば東京駅？熱海駅で特急使用と新幹

線使用とでの差額が生じた際に追加の支払

い等で駅窓口の混雑・混乱が予想される 

インバウンドによる外国人旅客の増加が

ある中で並行在来線との差額があることは、

省人化を図る上でも障壁となると予想され

る。 

 

２山手線内・都区内運賃廃止に伴う乗車券発

行の手間の増加 

１について 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

 

２について 

 申請者によると、東京山手線内や東京都区

内等のいわゆる特定都区市内制度について

は、今回の申請に基づく運賃改定による見直

しは行わないため、引き続き適用となるとの

ことです。 



これまで都区内・山手線内の設定に伴いシ

ームレスかつフレキシブルに乗車券を活用

できたにもかかわらず、 

この制度が失われることにより、これらの

利点が失われる。 

 

１、２において、JR 側は IC やチケットレ

スでの利用増を理由として掲げるものの、公

共交通機関として、交通弱者かつ切符が必要

である。ここ数年窓口の閉鎖等で利用者にさ

らなる不便を強いている現状がある他、特に

高齢者・障害者・学生などに対し著しく不利

益があり、代替えの手段を用意していないこ

とは憲法上の基本的人権の尊重を欠く次元

での改悪であるといえる。 

 

３運賃の値上げに際しては、必要経費である

ためやむを得ない。 

一方、本州 3社で足並みをそろえた対応を

するべきである。この改定は国が掲げる MaaS

施策に対して真っ向から対立する愚案とい

える。 値上げに反対ではなく、JR 東日本が

独自の運賃体系を導入することが問題であ

る。制度を含めた運賃改定は少なくとも本州

3 社で共通化することが必要といえる。" 

 

３について 

 JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

 申請者によると、JR他社にまたがる場合、

運賃水準が異なることになるため、JR東日本

区間の利用距離に応じて基準額（改定前の運

賃）と改定後の運賃との差額を加算額として

設定するとのことです。 

JR 各社の運賃については、それぞれの会社

が認可を受けているものであり、今回の JR

東日本の認可申請により JR 他社の運賃を値

上げすることはできません。 
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●JR 東日本が 10 月末に公表した中間決算で

は、第 2 四半期（7？9 月）決算の営業収益

は、対前年度同期約 953 億円増（約 7.3％増）

の約 1兆 3,951 億円。鉄道をはじめとする各

セグメントで「増収増益」の文字が並んでい

ます。 

 

●よって別紙２「変更を必要とする理由」に

記載されている「厳しい経営環境が継続す

る」は虚偽の報告であるため《旅客運賃の上

限変更認可申請》は却下する以外に国民の選

択肢はありません。 

 

●JR東日本は、国土交通省に対してこのよう

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・



な虚偽報告を平然と突き付けて来るような

到底信頼することができない反社会的な組

織ですので、今後の申請に対してはより一層

慎重に検討すべきと思います。 

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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日本各地には青息吐息の鉄道会社が存在

します。これが同じ JRグループでも JR北海

道や JR 四国が厳しい経営環境というなら納

得できますが、増収増益の JR 東日本だと何

を考え値上げ申請なのか理解できません。 

私の場合、業務上首都圏を行き来する自営

業なので交通費は手痛い出費です。大手と違

い賃上げもままならないのに日々の生活費

に加え材料費も高騰、いい加減にしてほしい

と切に思います。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 
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意見：JR東日本の運賃値上げには反対です 

 

理由：JR東日本は、国鉄分割民営化による JR

設立時から黒字を計上し、（コロナ禍を除く）

来期の業績予想は今年より更に増収増益が

見込まれるという状況であり、なぜ運賃値上

げをするのか理解できない。 

JR 北海道や四国、地方の私鉄など現時点で

赤字経営の鉄道会社が値上げ申請するので

あれば理解できるが、数千億もの利益を上げ

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 



ている会社がなぜ赤字ローカル線を廃止し

たり運賃値上げをする必要があるのか？ 

逆に運賃を値下げして利用者に還元する

べきほどの利益を上げている JR 東日本の運

賃値上げ申請には反対します。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 
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今回の値上げ申請について「反対」の立場

で意見させていただく。 

JR 東日本の主張は「厳しい経営環境」と謳

っているが、実際は増収増益をしており、な

おかつ駅施設や駅近隣地の商業施設化など

大規模投資も行っている。 

そのような状況で「厳しい経営環境」とは

言えず、利用者への値上げに対する詭弁に過

ぎないと思える。 

民間企業として利益を上げることも大事

ではあるが、元々は公共交通機関として国鉄

より事業を引き継いでいる以上、利用者に負

担が無いよう努めることも大事ではないだ

ろうか？ 

昨今の人件費の賃上げによる影響もある

だろうが、普段使いの利用者への負担だけで

なく、インバウンド向けの運賃も為替に比例

して負担してもらう仕組みなども検討すべ

きではないだろうか？ 

とにかく、10%以上の値上げ申請について

は認可しないでいただきたい。 

（理想としては今回の値上げ申請自体、認

可しないでいただきたい） 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も



上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、訪日外国人向けに発売し

ている「ジャパン・レール・パス」について

は、2023 年 10 月 1日購入分から、ご利用状

況等を鑑み、価格改定（値上げ）を実施した

とのことです。 
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当社の中間決算は増収増益であり、運賃値

上げが必要とは考えにくい。 

安易な値上げは、既に物価高で疲弊してい

る庶民をさらに苦しめるものであり、公共交

通機関としての使命にも反すると考える。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・



安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 
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国民の為を考えて下さり有難うございま

す。運賃値上げは反対です。国民の大切な足、

脚です。宜しくお願い致し国民が生活しやす

く喜ぶことの政策をお願いします。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 
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今回の JR 東日本の旅客運賃の上限変更認

可申請には問題が多いと感じる。 

まず値上げの理由としてその経営環境の

厳しさを挙げているが、コロナ禍からの回

復、好調なインバウンド需要などを背景に、

2025 年 3 月期決算では増収増益を見込んで

いる。少なくとも利用者サービスの向上のた

め投資が必要と述べているが、例えばグリー

ン車の導入、デジタルプラットフォームの導

入などに関する投資は増収を目論むもので

あり、運賃値上げを原資とすることはそぐわ

ない。 

普通運賃の 4-5%程度の値上げについては、

物価上昇や賃上げの必要性などを考慮すれ

ば認められるレベルと考える。しかし、相対

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、



的に安価に設定されている東京周辺の運賃

については、今回の値上げは区間によっては

20％以上に及び、物価上昇を考慮しても到底

許容できる次元にはない。値上げの理由につ

いても「全体的にシンプルでわかりやすい運

賃とする」ことを目標としているが、利用者

の立場からは現状の運賃体系がわかりにく

いことはなく、あくまでも企業側の論理に過

ぎない。 

民間企業である以上、ある程度利益を追求

することは正当化されるべきではある。とは

いえ、公共交通機関の運行に携わり、そのイ

ンフラを事実上独占的に利用できる立場に

ある JＲ東日本の今回の値上げには問題が多

い。 

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 
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上限変更認可申請を出されているが、同社

の決算状況を見ると好転しており、直ちに申

請を認める状況にはないと考えられる。 

今後収益確保をするのが目的であれば、今

後費用がかかると思われる投資は抑制すべ

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減



きである。 

第１に安全輸送に直接関係ないＳＵＩＣ

Ａと呼ばれる運賃収受システムや金融シス

テムへの過剰な投資の抑制をすべきである。 

第２にはホームドア等過剰な安全設備の

見直しを行うべきである。 

すべては投資をすると維持管理経費がか

かることを想定し、列車の安全運行以外にか

かる投資は厳しく抑制することを求めるべ

きである。 

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、現在の交通系 IC 乗車券

は、それ以前の各社の独自の仕組みを超えて

相互利用が可能となっており、豊かな国民生

活に貢献していると考えているとのことで

す。 

IT 技術の進展が早いスピードで進む状況

や多様なお客さまニーズの変化等に対応す

るため、新たな技術への挑戦・仕組みづくり

が不可欠であり、継続的に豊かな生活づくり

に貢献していきたいとのことです。 

 

申請者によると、今般の申請については、

鉄道事業以外に充てるために運賃改定を実

施するものではなく、安全やサービスの維持

向上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化

する災害やカーボンニュートラル等に対応

する設備投資や修繕等に必要な資金を長期

的・安定的に確保することが課題となってお

り、今後も事業継続に必要な対応を着実に実

施するため、同社の経営努力を前提として運

賃の上限変更について認可申請をしたもの

であり、運賃改定による増収はこれらのため

の必要資金にも充てていくとのことです。 

 



申請者によると、バリアフリー整備につい

ては、費用負担は、国・地方自治体、鉄道事

業者がそれぞれ応分の負担を行い整備する

のが原則であり、バリアフリー法に基づく国

の基本方針における整備目標対象駅を優先

的に、国や地元自治体と協力して、駅のエレ

ベーター等のバリアフリー設備の整備を計

画的に推進していくとのことです。 
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（意見） 

1 運賃の上限幅については、異を唱えない。 

2 大都市近郊区間の拡大に伴う途中下車禁

止区間の拡大については、不公正取引防止の

見地から再考を願いたい。 

3 「新幹線は在来線の線増区間」を前提とす

る新幹線の運賃計算キロ設定は、見直す必要

がある。 

 

（理由） 

1 について 

申請者（以下「JR東日本」という。）では、

大都市近郊区間での安全設備強化（ホームド

ア設置等）、東北・信越地方でのローカル線維

持といった課題を抱えており、道路予算に比

して鉄道整備に国家予算が振り向けられて

いない現状を併せ考えれば、今般の改定申請

は「やむなき」と思料。 

 

2 について 

一方、JR東日本は標記申請と同じ 2014 年

12 月 13 日付けの長野支社プレスリリース

（※）において、長野県地区で交通系 IC カ

ード（Suica）利用可能区間拡大と引き換えに

「東京近郊区間」を拡大する旨、発表してい

る。 

※ 2025 年 3 月 15 日（土）長野県の 

Suica 利用がますます便利になります 

  

https://www.jreast.co.jp/press/2024/nag

ano/20241213_na03.pdf 

1 について 

本件申請に賛成のご意見として承ります。 

 

2 について 

 申請者によると、Suica の運賃収受ルール

は、大都市近郊区間制度を裏づけとして、実

際の乗車経路にかかわらず、最安経路の運賃

を着駅の自動改札機で収受しており、エリア

内の駅と新たにエリア拡大を実施した駅間

を乗車した場合も、当該区間の最安経路の運

賃を収受することとなるため、その運賃収受

ルールの裏づけとして、「利用箇所拡大」エリ

アの最遠駅までの大都市近郊区間の拡大が

必要と考えているとのことです。 

 また、Suica を利用した場合に収受する運

賃ときっぷを利用した場合に収受する運賃

を同額とし、きっぷの効力（有効期間、途中

下車可否）も同一とするためにも大都市近郊

区間の拡大は必要であると考えているとの

ことです。 

 今回の東京近郊区間拡大（設定）後の最長

移動距離（極端なう回乗車を除く）は、浪江

～長野間の 569.9 ㎞（営業キロ）ですが、ご

利用のお客さまに途中駅にて新たに乗車券

を購入することを強いたり、特急券と合わせ

ての購入を促すための取り組みではなく、こ

の区間は特急列車でのご利用形態が主体で

あり、実際のご利用実態から見れば、有効期

間は 1 日で十分であると考えているとのこ

とです。乗車経路に関わらず最安となる運賃

でご乗車いただけることや、近郊区間内から



大都市近郊区間制度は、区間内では実乗車

経路にかかわらず最短経路で運賃を計算す

る代わり、「乗車券は当日限り、途中下車不

可」の制約が付されている。 

制度設定当初は東京駅からおおむね 60km

前後の設定であったが、今や東京から 200km

以上離れた浪江（福島県）や松本（長野県）

まで同区間内に設定され、たとえば東京から

松本への道中に上諏訪駅で温泉に立ち寄る

ためには同駅で乗車券を買い直すことを強

いられている。 

極端な事例では、浪江から長野（今回の拡

大区域）へ行くのに普通列車では当日じゅう

の移動がほぼ不可能であり、特急券の購入が

強いられることから「抱合せ販売」の疑義が

生じる。 

また、途中下車ができないため、乗客の買

物需要は JR 東日本が系列社で展開する「駅

ナカ」に囲い込まれることとなり、乗客の商

品・飲食の選択機会が阻害されるだけでな

く、駅周辺商店の売上げに深刻な影響を与

え、さらに「駅ナカ」テナントの賃料が引き

上げられるといった不公正取引（優越的地位

の濫用、取引妨害、不当顧客誘引）が引き起

こされることも懸念される。 

 

3 について 

過去に新幹線の営業キロが実キロより長

く設定されていることが裁判となり（※）、訴

訟係属を背景として 1978 年の国鉄鉄道運賃

法（当時）改正で「既設の線路等に最近し、

又は並行して新設され、又は増設された線路

等における隣接する駅の区間については、当

該既設の線路等において相当する駅の区間

がある場合には、その相当する駅の区間の距

離を基礎として日本国有鉄道が運輸大臣の

承認を受けて定めるキロ数によることがで

きる。」旨の規定が追加され、これが現在も引

き継がれている。 

の乗越精算が発駅からの差額計算（発駅計

算）に統一されるため、自動精算機で精算で

きる場合が増えるなど、お客さまにとっての

メリットもあると考えております。  

 同社によると、途中下車ができないことに

よる旅客の商品・飲食の選択機会の阻害につ

いて、途中下車等、旅客運送に係る条件を規

定している旅客運送契約の目的は着駅への

旅客の運送であり、商品・飲食の選択機会を

提供・確保することは、旅客運送契約の内容・

目的になっていないため、途中下車を認めな

い乗車券であるために、改札外での商品等の

購入ができないとしても、旅客運送契約上問

題が生じるものではないとのことです。 

 なお、駅周辺商店の売り上げへの影響につ

いては、中長距離の旅客（従前の制度上、途

中下車可能）の利用実態は、従前から主とし

て特急列車による利用となっていること（一

つの列車で発駅から着駅まで乗り通す。）か

ら、駅周辺商店への影響は限定的であると考

えているとのことです。 

 「駅ナカ」テナントの賃料が引き上げられ

るといった不公正取引（優越的地位の濫用、

取引妨害、不当顧客誘引）については、独占

禁止法や景品表示法等の法律で定めるとこ

ろにより、規制・禁止されていますが、駅ナ

カの運営事業者についても、テナント事業者

や消費者・旅客との間で、これらの法律に違

反して、不公正な取引や不当な顧客誘引等を

行うことは規制されているとのことです。こ

れは、乗車券の途中下車の可否とは関係な

く、事業者として当然に求められるものであ

り、同社によれば、従前から当社及び駅ナカ

を運営するグループ会社において、法令を遵

守して事業を行っており、また今後も同様で

あるとのことです。 

 

3 について 

東海道新幹線の営業キロについては、JR 東



（※）最高裁 1986 年 3月 28 日判決 

しかるに今回、JR東日本は「東京～熱海間

で、新幹線（JR東海）と在来線（JR東日本）

は別の路線」と明言する形で運賃改定を申請

していることから、上記規定の前提が崩れ、

むしろ上記裁判の下級審（東京地裁 1978 年

11 月 30 日）で判示された「新幹線は在来線

とは完全に独立した輸送体系を持つもの」と

の判断根拠と親和的である。 

そうであれば、東海道新幹線の東京～熱海

間は、現行の在来線に合わせた営業キロ

（104.6km）ではなく実キロ（95.4km）を基準

として運賃を設定すべきではなかろうか？ 

海が認可を受けているところ、今般の申請に

合わせて変更申請がなされているものでは

ないことから、現行のとおりとなります。 

一方で、JR 東海は、旅客運賃計算上の営業

キロの計算方法として、東海道新幹線と東海

道線とを同一の線路として取り扱う旨の認

可を受けているところ、申請者によると、東

京～熱海間において別の線路として取り扱

うこととするように変更する旨の認可申請

を関係地方運輸局長に行う予定とのことで

す。 
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JR 東日本の運賃値上げ申請を却下してい

ただきたい。 

 

JR 東日本は「経営環境の厳しさ」を運賃値

上げの理由としている。 

しかしながらＪＲ東日本は、増収増益が続

いている現状であり「経営環境の厳しさ」が

増す環境ではない。 

 

例えば JR 東日本の２０２４年第 2 四半期

（7？9月）決算の営業収益は、対前年度同期

約 953 億円増（約 7.3％増）の約 1 兆 3,951

億円。鉄道をはじめとする各セグメントで

「増収増益」の文字が並んでいる。 

 

このような経営環境において、「経営環境

の厳しさ」はなく 

現状、値上げ申請をする理由がないと考え

る。 

 

従って、JR東日本の運賃値上げ申請を却下

していただきたい。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

122 
JR 東日本は業績も増収増益なのに、「経営

が苦しい」とか言いがかりをでっち上げて値

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除



上げするのは理解できない。 

しかも、20%値上げというのだから、あきれ

てものが言えない。お客様のことを全く考え

ずに暴力団的な態度でふんだくろうという、

常識から外れたこの申請は絶対に認可しな

いでいただきたい。 

何よりも独占禁止法に該当するし、優越的

地位を利用して顧客に不利益をあたえるこ

とにも該当するし、このような暴挙は止めて

いただきたい。 

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ



り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 
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増収増益で「厳しい経営環境が継続する」

とするのはかなり無理があるのではないか 

単純な便乗値上げであると感じる 

赤字でもならない限り、値上げの言い分は

すべて言い訳に過ぎない 

分かりやすい料金形態というのは、企業側

の思い込みではないのか。 

幼稚な考えを改めるべきである 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 
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東日本旅客鉄道株式会社（以下「JR 東日

本」）の運賃変更申請について、「原則的には

反対」の立場から意見を申し上げます。 

 

1 つ目は、事実上 JR 東日本だけの単独値

上げである事。 

いわゆる三島会社（JR 北海道、四国、九州）

1つ目について 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。このため、

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、運



は経営基盤が弱く、本州とは地理的に離れて

いるため全国的な影響は少ないとの見方も

可能。 

しかし本州の 3社（JR 東日本、東海、西日

本）は規模が大きく接続地点が多いため、1

社が単独で値上げする事は運賃体系が複雑

になり好ましくない。 

 

2 つ目は、大幅な運賃値上げである事。 

JR 西日本は、大都市圏（京阪神地区）の割

引運賃である「電車特定区間」の範囲を拡大

する（但し、さらに安い「大阪環状線内」は

廃止）形で運賃改定（値上げも値下げもある

ため運賃「改定」と表記）を予定。 

JR 東日本や東海よりは経営基盤が弱いに

もかかわらず、それ以外の「幹線」「地方交通

線」の運賃は、先日の社長記者会見で「当面

は現行通り」と表明。 

一方の JR東日本は「山手線内」「電車特定

区間」の両方を廃止するというものであり、

東北地方と同じ運賃体系になり大幅な値上

げに他ならない。 

黒字経営であり、過疎地の路線（久留里線

や津軽線の末端区間等）の廃止を打ち出す一

方で、このような値上げは「傲慢、殿様商売」

との批判を免れない。 

また、大手私鉄等の同業他社が追随して値

上げを申請する事が考えられ、物価や生活費

への影響は決して無視できない。 

 

3 つ目は、IC カード運賃の 1円単位運賃に

ついて。 

鉄道やバスにおいて、物価が安い数十年前

は 13円や 15 円という運賃があった。しかし

最低運賃が 100 円を超えた現在は現金（紙の

きっぷを購入）だと 10 円単位であり、ICカ

ード運賃が 1円単位では「一物二価」になっ

ている。 

支払手段で価格が異なる事は、他業種では

賃水準が異なることになるため、JR 東日本区

間の利用距離に応じて基準額（改定前の運

賃）と改定後の運賃との差額を加算額として

設定するとのことです。 

JR 各社の運賃については、それぞれの会社

が認可を受けているものであり、今回の JR

東日本の認可申請により JR 他社の運賃を値

上げすることはできません。 

 

2 つ目について 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

 電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 



まず有り得ない話である。 

また、私の知る限りでは関東の大手鉄道事

業者（およびその系列を含む大手バス事業

者）のみが 1円単位を実施していて、他地域

の事業者は IC カードでも全て現金と同額の

10 円単位であり、JR 東海や西日本、近鉄や

阪急等の大手でも例外ではない。 

（なお、関東地方でも埼玉高速鉄道や江ノ

島電鉄等、ICカードも 10 円単位で現金と同

額の事業者がある。） 

これではまるで「一国二制度」であり、こ

れは消費税引き上げ時に 1 円単位を認めた

国土交通省の失政と言わざるを得ない。 

 

以上の点から、「山手線内」の運賃体系を廃

止して「電車特定区間」に統合する程度の運

賃改定（JR 西日本とほぼ同内容）は許容範囲

であるが、JR東日本の申請通りの運賃変更は

大幅な値上げであり、到底容認できるもので

はない。 

 

また、IC カードの 1 円単位運賃について

も JR 東日本に限らず止めさせるべきであ

る。 

  

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

3 つ目について 

申請者によると、IC 運賃については 1 円

単位での設定が可能であり、消費税率改定の

際等に正確に反映が可能であることから、引

き続き設定する考えとのことです。 

決済手段によって価格が異なるケースは、

鉄道やバスなどの交通機関だけでなく、公共

料金の口座振替や高速道路の ETC 割引料金

でも事例があります。 
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意見：諸物価上昇や、人件費上昇、将来を見

通した投資等を考えると、値上げはやむをえ

ないと考えるが、値上げ幅等や内容について

はもっと検討すべきではないかと考える。そ

①について 

申請者によると、2023 年 3 月より鉄道駅

バリアフリー料金を導入しているものの、整

備計画（2023.3～2036.3）における整備費に



のうえで、 

①バリアフリー料金制度の廃止で、今後のバ

リアフリーの進行を懸念する 

②地方交通線の赤字を首都圏の利用者が負

担する限度をどのように考えているか 

③首都圏交通ネットワークでの初乗り運賃

問題の緩和に先鞭をつけていただきたい 

④常磐線の通過連絡の改善をお願いしたい、

の 4点を述べたい。 

 

理由：①バリアフリー料金制度の廃止で、今

後のバリアフリーの進行を懸念する 

電車特定区間に設定されている「バリアフ

リー料金制度」が運賃改定とともに廃止とあ

るが、なぜか。2024 年 8月の東京都の「ホー

ムドアの整備加速に関する協議会」では、出

席した鉄道会社の資料の中に「バリアフリー

料金制度を利用しているが、これだけでは不

足」「計画立案時よりも物価・人件費とも高

騰」といった趣旨の記載があった。現在のバ

リアフリー料金制度が不十分だから廃止し

て運賃そのものを引き上げる、ということで

あれば、バリアフリー料金が使途を限定して

いるのに対して、運賃収入は違うので、今回

の改定での増収が予想通りの水準に達しな

かった場合や、さらに工事費等が上がった場

合などに、公表している「2031 年度までの東

京圏在来線主要駅のホームドア整備」が進ま

ない、あるいはホームドア以外のバリアフリ

ー設備の整備が進まない、などが懸念され

る。 

 

②地方交通線の赤字を首都圏の利用者が負

担する限度をどのように考えているか 

電車特定区間と山手線内が幹線の運賃に

統一されることで、高い値上げ率になってい

て、例えば東京～新宿は切符で 23.8％という

大幅な値上げだ。一方、地方交通線も値上げ

されるが、いくつか調べたところでは値上げ

対して、当該料金では半分程度しか収受でき

ない見込みであるとのことです（総整備費

5,900 億円、総収受額 2,990 億円）。 

また、収受範囲は電車特定区間内として設

定しているものの、今般の申請において電車

特定区間を廃止するものとしており、幹線運

賃区間等で設定した場合には、外方区間（収

受範囲外の区間）の運賃と逆転が生じるケー

スが発生するとのことです。 

 これらを踏まえ、鉄道駅バリアフリー料金

を継続する場合と廃止する場合をそれぞれ

比較し、よりサステナブルな方法を検討した

結果、廃止することとしたとのことであり、

廃止後においても、国や地元自治体と協力し

つつ、運賃改定によって多くのお客さまに薄

く広くご負担いただきながら、引き続きバリ

アフリー設備の整備を推進していくとのこ

とです。 

 

②について 

申請者によると、内部補助を行うことは全

体最適の観点から一定程度容認されるべき

と考えている一方で、過度な内部補助は鉄道

システムの健全性を守るための経営資源の

適切な配分に逆行することになるため、留意

しているとのことです。 

改定後の運賃区分において、地方交通線の

運賃区分は存置し、また幹線と地方交通線の

1.1 倍の運賃格差も維持することから、過度

な内部補助には当たらないものと考えてい

るとのことです。 

地方交通線のみの運賃値上げについては、

幹線と地方交通線の跨り利用時や地方交通

線完結の他社との跨り利用時の運賃計算方

法など、JR 他社等への影響も考慮し、慎重に

検討する必要があるとのことです。 

 

③について 

申請者によると、今回の運賃改定により、



しても関東・東北地方のローカル民鉄や第三

セクターよりも安い水準が多い。首都圏の利

用者が地方交通線の赤字の一部を負担して

いるわけだ。赤字でも首都圏各路線の利用促

進に貢献していれば内部補助で支えるべき

だが、それも程度の問題である。首都圏利用

者が地方交通線の赤字を負担する限度はど

の程度だと考えているか。また、地方交通線

の運賃水準をローカル民鉄などに近づける、

自治体支援で上下分離を行うなどで首都圏

の値上げ幅を抑える、新たな割引制度を実施

するなどの選択肢はなかったのか。 

 

③首都圏交通ネットワークでの初乗り運賃

問題の緩和に先鞭をつけていただきたい 

今回の申請は上限運賃の変更なので申請

書類やプレスリリースには出ていないが、運

賃改定時に以前から指摘されている初乗り

運賃問題に取り組む予定はあるか。 

1982年から当時の国鉄と営団の間で、相直

列車の運転区間で JR 東日本が 10km まで、東

京メトロは 2～3駅までで各 10 円(両社計 20

円)引きが実施されている。常磐線は北千住

起算 10km で金町まで、東西線中野接続は三

鷹までが対象だが、西船橋接続では 10km の

幕張本郷ではなく、津田沼までしか割引にな

っていない。相直列車が津田沼発着だからだ

が、同じ線路には津田沼以遠～都内方の列車

も走っているし、相直列車にも JR 東日本の

みの利用者も乗車している。相直列車運転区

間に限ることにではなく接続駅と位置付け

て 10km まで実施すべきではないか。 

接続駅では、ノーラッチを条件に武蔵境や

菊名などで 1984 年から当時の国鉄が 3km ま

で、民鉄は初乗りまたは 2駅の長い方で各 10

円(両社計 20 円)引きを実施した。 

その後 1990 年までに 1 ラッチや 2 ラッチ

を対象に新宿、柏、横浜等、多くの接続駅で

も割引を開始したが民鉄側が 10 円引くだけ

連絡乗車券の初乗運賃付近等に適用されて

いる 10 円・20円等の乗継割引について、見

直す考えはないとのことです。ただし、Suica

等の IC カード乗車券の普及拡大に伴い、連

絡乗車券（きっぷ）の発売が減少しているこ

とから、ご利用状況を鑑み、連絡乗車券の発

売範囲については、適宜見直しを実施してい

るとのことです。 

 

④について 

申請者によると、今回の運賃改定により、

北千住・西日暮里間を東京メトロ線を経由

し、前後に JR線を利用する場合、前後の JR

線の営業キロ等を通算して運賃計算を行う

通過連絡運輸の取り扱いや同区間を Suica

等の IC カード乗車券で利用する場合の運賃

割引の取り扱い（100 円引き）については、

割引額を含め、見直す考えはないとのことで

す。 



である。東京メトロも営団当時から西船橋接

続下総中山・船橋法典や綾瀬接続北綾瀬で同

様の割引を実施しているが、こちらも東京メ

トロだけで、しかも同社は新宿、秋葉原など

多くの JR 東日本との接続駅があるが割引を

実施していない。 

相互 10 円計 20円引きの駅は、その後の工

事で八丁畷を除いて改札分離や 1 ラッチ化

がなされ、民鉄・東京メトロのみの実施駅と

差がなくなっている。全接続駅で相互の割引

に移行すべきではないか。また、都営地下鉄

やつくばエクスプレスなどは割引を行って

いないし、りんかい線や。相鉄線直通は割引

を実施していない。 

相鉄線直通は武蔵小杉～羽沢横浜国大が

10kmを超えるからかもしれないが、りんかい

線では初乗り運賃問題が発生している。 

問題は相直でも接続駅でも割引の有無が

分かれること、接続駅では一方的な割引が多

いこと、割引の範囲が 3km や初乗り・2～3駅

までなどのごく短距離に限定されているこ

と、そして設定から 30～40 年を経ているに

もかからず 10円・20 円引きが変わっていな

いことである。電車特定区間全駅で他社線と

の間で相直と同様、10km程度までの区間で初

乗り運賃負担軽減のため割引を期待したい。

相手方の鉄道会社も本来は 10km 程度まで割

引を実施すべきである。相手方の意向もある

が、IC だけで構わないので JR東日本が先鞭

をつけていただきたいが、いかがだろうか。 

 

④ 常磐線の通過連絡 

いわゆる常磐線の「迷惑乗り入れ」問題は、

半世紀以上を経ても裁判が起こされている。

亀有以北と西日暮里接続 JR 東日本各駅との

間は通過連絡として、切符なら千代田線の両

側の距離を通算した運賃、ICでは JR 東日本

の各区間と千代田線の運賃の合算から 100

円引きとなっているが、ICの南柏～千駄ヶ谷



といった一部の例外があるものの、多くは北

千住～日暮里間で快速線利用とした方が安

い。亀有以北～西日暮里経由各駅の通過連絡

運賃を快速線経由の運賃に一本化できない

か。 

亀有以北～千代田線西日暮里、田端方面～

千代田線北千住・綾瀬も日暮里経由運賃にし

ないと不公平になるのでそれを含めて、であ

る。 

単純に実施するだけでは東京メトロの減

収だが、東京メトロも東武鉄道が半蔵門線に

乗り入れたときに東武側が北千住～押上間

で減収になる課題が発生し、東武側に一定額

を支払っているという。(東武鉄道は「東京メ

トロさんから一定額を頂いています」朝日

2005 年 11 月 5 日生活面)。西日暮里駅の中

間改札でこのルートの旅客数は把握できる。

例えば輸送障害時の振替輸送の経費相当を

JR 東日本から東京メトロに支払えば長年の

問題が解消するのではないかと考えるがい

かがだろうか。 
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ご意見： 東海道新幹線と東海道線の選択乗

車について引き続き可能にするべき 

理由： 熱海駅の構造は必ず在来線改札を通

って新幹線改札へ向かう。新幹線経由の乗車

券で在来の東海道線に乗車できてしまい、実

際の運用上、東海道線において運賃格差を新

規で設けることはできない。利用者の利便性

からもJR東海とJR東日本の併走区間は今後

も同じ運賃で行うべき 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

 

申請者によると、新幹線経由の乗車券で在

来線に乗車する場合、運賃水準が異なるた

め、正しいきっぷでのご利用が可能となるよ

う自動改札機等の機器の改修を計画してい

るとのことです。 

127 
山手線を中心に大幅な値上げとなる今回

の値上げ。一方山手線はコロナ禍からの減便

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代



から本数が回復せず、著しい混雑が継続して

いる。今回の値上げを原資に山手線を中心と

した首都圏各路線の混雑率の緩和を条件に

認可することを希望します。今後の安定的な

経営のために今後も安定的に乗客が見込め

る路線の値上げをすることは構いませんが、

その利益をとうしかではなく、利用者に還元

するのが公共交通企業の最大の使命と考え

ます 

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年



（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 
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主文：本件申請に賛成する。 

 

理由：本件申請は鉄道事業法 16 条 2 項に規

定された""能率的な経営の下における適正

な原価に適正な利潤を加えたものを超えな

いもの""であると凡そ認められるため。 

 

意見：本件に関する意見を提出する。 

 

1.新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針に関して 

以下、日本国有鉄道を“国鉄”、東日本旅客

鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西

日本旅客鉄道株式会社をまとめて“本州三

社”、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道

株式会社及び九州旅客鉄道株式会社をまと

めて“三島会社”と記述する。また、本州三

社及び三島会社を総称して“旅客会社”と記

述する。 

 

1.1. 通算加算方式について 

新会社がその事業を営むに際し、当分の間

配慮すべき事項に関する指針（平成 13 年国

土交通省告示第 1622 号。以下「指針」とい

う）2条 1項 1号により、旅客が東日本旅客

鉄道株式会社及び他の旅客会社をまたがっ

て乗車する際には、乗車全区間の距離を基礎

として運賃及び料金を計算すること、および

距離に応じて運賃を逓減させることが規定

されている。 

1.1 について 

加算運賃については、上限認可の対象にな

っています。また、今回の通算加算方式につ

いては、国鉄分割民営化に関する国の指針で

ある会社間をまたがる場合の通算制、遠距離

逓減制などを考慮した運賃体系になってい

ると考えております。 

 

1.2 について 

申請者によると、隣接駅間等に特定料金を

設定しているため、ご指摘の区間に限らず、

特急券を分割して購入した方が低廉となる

区間が一部発生し、結果的にそのようなご利

用が一部あるということは認識しており、ご

指摘の点については、今後の参考にさせてい

ただくとのことです。 

 

1.3 について 

ご指摘いただいた内容については、上限の

範囲内における事業者側の設定であり、国鉄

分割民営化に関する国の指針の制限は受け

ないと考えております。 

 

申請者によると、青春 18 きっぷについて

は、1982 年（昭和 57 年）の商品設定当時か

らのご利用状況の変化や、お客さまから自動

改札機対応に関する要望もいただいていた

ことから、JR6 社で協議の上、自動改札機対

応が可能な仕様として今回の設定としたと

のことであり、ご理解いただきたいとのこと



しかし、本件申請によれば、改定後におい

て、東日本旅客鉄道株式会社及び他の旅客会

社をまたがる乗車については、現行の本州三

社と三島会社にまたがる乗車の計算方法と

同様に、全区間の料金を東海旅客鉄道株式会

社及び西日本旅客鉄道株式会社の幹線賃率

に基づいて算出した後、東日本旅客鉄道株式

会社の乗車区間に応じた運賃を加算する“通

算加算方式”により運賃を算出することが記

載されている。 

この方法が容認される場合、加算運賃を旅

客会社が自由に調整することにより、実質的

に旅客会社をまたがって乗車する旅客に対

して不必要な負担を強いることが可能とな

る。この点は、旅客会社間における旅客の運

賃及び料金の適切な設定（指針 1条）の趣旨

に反するのではないか。 

 

1.2. 北陸新幹線の同様事例について 

北陸新幹線においては、会社境界駅である

上越妙高駅をまたぐ乗車におおむね 1,320

円を特急料金に加算して設定していること

により、新幹線特急券を上越妙高駅で分割購

入する方が安価となる事例が多数生じてい

る。このことから、以下の 2つの疑念が生じ

る。 

・境界駅をまたぐ乗車に対し加算料金を設

定することが認められる場合、加算料金の調

整によって旅客会社間の乗車に対して不必

要な負担を強いる結果となり、指針の趣旨に

反するのではないか。 

・東日本旅客鉄道株式会社及び西日本旅客

鉄道株式会社は、加算料金の理由を“上越妙

高を境としてJR東日本とJR西日本とで運行

主体が分かれるため、各社が運行や保守のた

めの設備・要員等を確保する必要があり、そ

の費用を勘案した”（原文ママ）と説明して

いる。しかし、この理由が正当であるならば、

分割購入を認めている現状はどのように説

です。 

 

申請者によると、往復割引については、

2026 年（令和 8年）3月の往復・連続乗車券

の発売終了に伴い、廃止予定としております

が、往復割引が適用されている往復乗車券は

中長距離の乗車券全体の約 4％程度と発売実

績が僅少とのことです。今後、長距離におい

ては、同社のインターネット予約サービス

「えきねっと」での割引商品「新幹線 eチケ

ット（トクだ値）」等の利用を推奨していくと

のことです。 

 

1.4 について 

国鉄分割民営化に関する国の指針である

会社間を跨る場合の通算制、遠距離逓減制な

どを考慮して、旅客会社においては通算加算

方式を設定したものであり、ご指摘は当たら

ないものと考えております。 

 

2.について 

いただいたご意見については、今後の鉄道

行政の参考とさせていただきます。 

 

 

3.について 

申請者によると、いただいたご意見につい

ては、今後の事業運営の参考とさせていただ

くとのことです。 



明するのか。 

 

1.3. 旅客会社で通用するフリーきっぷ

について 

2024 年度冬季発売分から青春 18きっぷの

仕様が変更され、複数人利用や連続しない任

意の日程で使用できなくなった。これ以外に

も、乗継割引や往復割引の廃止、時代をさか

のぼれば周遊券の廃止など、旅客会社間をま

たがる乗車券類の縮小が相次いでいる。これ

ら施策と指針の整合性は取れているのか。 

 

1.4. 指針 1 条の“会社間における旅客

の運賃および料金の適切な設定”について 

そもそも、旅客会社間における旅客の運賃

および料金の適切な設定（指針 1条）とは何

を意味するのか。各旅客会社の経営状況に応

じた運賃および料金が適切とされるならば、

三島会社の運賃および料金は本州三社に比

べて著しく高額にならざるを得ない。しか

し、それは遠距離逓減制を規定した指針 2条

1 項 1号に概ね矛盾する。あるいは、国鉄の

運賃及び料金と同様に、全区間の距離に応じ

て全国一律に規定された賃率によって算出

された運賃及び料金を指しているのかもし

れない。しかしそうであるならば、前述した

北陸新幹線の問題や青春 18 きっぷなどの国

鉄時代から続く乗車券類に関する問題など、

すでに実施されている多くの運賃及び料金

が指針 1条に反していることになる。 

このことから、指針、さらにいえば国鉄を

地域ごとに分割し、各旅客会社に独立性を認

めつつも旅客会社間をまたぐ乗車における

連携を規定した国鉄分割民営化のスキーム

が、既に破綻しているのではないか。鉄道局

にお聞きしたい。 

 

2.不採算事業を純民間企業が十分な公的支

援なしに行う異常性に関して 



鉄道、ないし公共交通は水道、電気、ガス、

通信などと同様に基本的なインフラであり、

地域住民の移動の自由を支える重要な役割

を果たしている。これは学術的にも、法的に

も根拠を有する。 

・鉄道事業は「鉄道事業等の運営を適正かつ

合理的なものとすること」により「公共の福

祉を増進すること」を目的とする（鉄道事業

法 1 条）。したがって、不採算路線が地域社

会に欠かせないインフラである場合、国およ

び地方公共団体に支援を求める根拠となる。 

・鉄道事業者には、絶えず輸送の安全性の向

上に努めることが義務付けられている。(同

法 18 条の 2)不採算路線の運営が事業全体に

悪影響を与え、輸送の安全性が担保できない

とき、公的支援は事業の安定化を図るための

正当な措置となる。 

・国や地方自治体が鉄道事業者に対し、公共

交通の維持・再生を目的とした財政支援を行

うことを規定している(地域公共交通活性化

再生法 9 条)。したがって、不採算路線の維

持が地域政策上必要とされる場合、公的支援

の法的根拠となる。 

・日本国有鉄道が経営する事業に関する利

用者の利便の確保および適正な利用条件の

維持に国が一定の責任を負うことを規定(日

本国有鉄道改革法 4条)。 

・地方公共団体やその他の関係者が国が行

う施策に協力するよう努めることを規定(同

法 3条)。 

・住民の福祉の増進を図ることが自治体の

基本的役割(地方自治法 2条)。 

・その公益上必要がある場合においては、寄

附又は補助をすることができる(同法 232 条

の 2)。したがって、鉄道の維持が住民の移動

の自由を保障し、福祉向上につながる場合、

地方公共団体が公的支援を行うことは自治

体の基本的役割に基づいた責務である。 

 



以上を踏まえれば、国及び地方公共団体

は、各地域に求められる公共交通機関が鉄道

に限られないことを考慮しても、公共交通の

維持に関して公的支援を行う責務があるこ

とは明白である。したがって、東日本旅客鉄

道株式会社は不採算路線の維持が経営に及

ぼす負担を軽減し、ひいてはさらなる運賃及

び料金の値上げを回避するため、国および地

方公共団体に対し、公的支援をより積極的に

要請すべきであると考えるが、いかがか。 

 

3.鉄道路線と競合する高規格道路の整備に

関して 

鉄道事業者は自助努力のもとで営業路線

の経営を行う一方、高規格道路の整備や運営

には多額の公的資金が投入されている。この

ため、鉄道と道路の競争条件に大きな不均衡

が生じている。この状況では、並行する高規

格道路に鉄道路線が利用客を奪われること

は明白である。 

したがって、東日本旅客鉄道株式会社は、

営業路線に並行する高規格道路整備に際し

て、国土交通省や地方公共団体に対し、計画

段階から影響評価を求めて交通事業者とし

ての意見を反映させる機会を確保すること、

あるいは当該道路の整備は自社の正当な利

益を侵害する民業圧迫であると厳重に抗議

する必要があると考えるが、いかがか。 
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今回の改定を機に、現行の運賃制度を再評

価することを強く望みます。特に JR 東日本

においては、IC カードを活用した IC 運賃制

度が導入されているため、その利点を最大限

に活かすべきです。また、50km 以下の距離で

は 5km 単位で運賃が変更される一方、51km 以

上では 10km 単位、101km 以上では 20km 単位

と、距離が長くなるほど運賃の変動幅が大き

くなることに対して、不公平感を強く感じて

います。システムの改修が求められますが、

運賃改定を申請している以上、システムの見

申請者によると、対キロ制におけるキロ刻

みの細分化については、JR 他社とまたがる場

合においても全区間の距離を通算して運賃

を算出し、改定後の運賃との差額を加算額と

して設定する「通算加算方式」が採用されて

いることから、同社の運賃のキロ刻みを変更

することとした場合、JR他社にまたがる区間

での運賃設定等に課題が発生することから

現状どおりとするとのことです。 

 

申請者によると、101km 以上の区間の税抜



直しも同時に行うべきです。そのため「国鉄

時代の仕組みを維持したい」という考え方

は、全く受け入れられません（そのような主

張があるなら、運賃改定を認めるべきではあ

りません）。また、101km 以上の税抜運賃につ

いても、100 円単位ではなく、少なくとも 10

円単位での設定を求め、不公平感を軽減して

ほしいです。IC 運賃を導入している JR東日

本だからこそ、このような改定は不可欠であ

ると考えます。利用者にとっても、公平性が

向上し、利便性が高まると考えます。 

運賃を 10 円単位に変更する場合、改定率が

高くなる区間と低くなる区間が発生し、不公

平感が生じることから、お客さまのご利用状

況等を総合的に勘案して、現行のままとして

いるとのことです。 
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山手線内は幹線に統合された結果、東京？

新宿駅間が、50 円の上昇。 

率にして 23％の値上げとなります。 

一部の業種では、完全在宅勤務から週数回

の一部出社の回帰が見られる中、定期券を使

うほどの出社ではないため、オフピーク定期

券の恩恵も受け難い状況です。 

せめて、激変緩和措置期間を設けていただ

けないでしょうか。 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない



ため、ご理解いただきたいとのことです。 
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今回の運賃値上げについて反対致します。

主な理由として、そこまで深刻な経営状況で

は無いこと、事由と実態が合っていないこと

が挙げられます。 

 

またこのまま申請通りの運賃変更を認可

してしまうと、運賃の計算に不公平が生じや

すい。運賃の区分単位は、最大でも 5km 単位

にすべきだと思う。同様に運賃計算方法も、

不公平な計算方法だ。100 円単位で税抜運賃

を計算するのではなく、10円単位で正確に運

賃を求めるべき。JR 東日本の場合、IC カー

ドを使用すると 1 円単位で運賃を計算する

ことから、より細かな運賃計算方法に変更す

べきです。 

他にも、現状の利用状況を踏まえて、山手

線内・電車特定区間の見直しも行うので、幹

線と地方交通線の見直しもを行うべきです。 

 

以前、JR北海道や JR 九州の運賃変更申請

時に申した時のパブリックコメントの返答

を見た時に、「システムの都合で難しい」「国

鉄の状況を維持したい」等の返答がありまし

たが、これは言い訳だと考えております。理

由として、利用者に便利な機能（回数券や JR

東日本管内の自由席付きの特急、廃止が予定

されている往復切符・連続切符）などは、廃

止できるのに、利用者が求めているキロ数の

細分化や地方交通線への切り替えなどが出

来ない訳ではないと思います。 

 

経営状況も、JR 北海道と異なり、収益率は

100%に近く、そこまで深刻な状況でなない。

地方を中心に行っているみどりの窓口廃止・

縮小などと同様に、役員の給料引き下げや役

職給料の見直しなど、給与所得者上位の者の

見直しも行うべき。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、対キロ制におけるキロ刻

みの細分化については、JR 他社とまたがる場

合においても全区間の距離を通算して運賃

を算出し、改定後の運賃との差額を加算額と

して設定する「通算加算方式」が採用されて

いることから、同社の運賃のキロ刻みを変更

することとした場合、JR他社にまたがる区間

での運賃設定等に課題が発生することから

現状どおりとするとのことです。 

 

申請者によると、101km 以上の区間の税抜

運賃を 10 円単位に変更する場合、改定率が

高くなる区間と低くなる区間が発生し、不公

平感が生じることから、お客さまのご利用状

況等を総合的に勘案して、現行のままとして

いるとのことです。 

 

申請者によると、在来線特急列車について



は、首都圏エリアを中心に自由席が大変混雑

し、始発駅で座るために並ぶ旅客が多数お

り、着席機会の均等化等のサービス改善を図

るために、順次、全車指定席化を進めてきた

とのことです。なお、実施にあたっては、旅

客に過度な負担とならないよう、従前の指定

席特急料金と自由席特急料金の中間の価格

を新たな指定席特急料金（事前料金）として

設定し、えきねっとチケットレスサービスで

はより割安な料金で利用可能としていると

のことです。 

 

申請者によると、地方交通線の一部を幹線

に見直した場合や幹線の一部を地方交通線

に見直すこととした場合、新たに基準を設け

る等により、幹線と地方交通線の線区をそれ

ぞれ見直していく必要があり、このような措

置を行うには、JR東日本だけでなく JR他社

への影響等も考えられることから、現行の幹

線と地方交通線との区分は現行のままとす

ることとしたとのことです。 

 

申請者によると、役員報酬については、当

該役位や担当する業務執行の対価としてふ

さわしい金額を取締役会の決議に基づき決

定しており、また社員の賃金水準は会社とし

て適正に判断し、支給しているとのことで

す。 
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１．ＪＲ西日本では、関西エリアの電車特定

区間を拡大（大阪環状線内料金は廃止）する

のに対し、ＪＲ東日本は「首都圏エリアの電

車特定区間制度」自体を廃止するとともに、

全エリアの料金までも値上げしようとして

いるが、到底納得することはできない。２０

２０年度及び２０２１年度を除いて当期純

利益が黒字なのだから。 

せめて、山手線内料金だけ廃止した上で、

「首都圏エリア電車特定区間」を拡大するべ

きであると考える。 

１．について 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 



【山手線内料金を首都圏電車特定区間の

他線区と同水準に変更するだけでよいとい

うこと】 

 

２．株主割当よりも、もっと利用客ファース

トであるべきであると考える。また、役員報

酬も現状から４割程度減らすべきであると

考える。 

 

３．ジャパンレールパス（外国人向け商品）

の発売額を値上げすべきであると考える。 

 

４．ＪＲグループ全体の純粋持株会社化を待

望する声が挙がっている。 

【ＪＲグループ中核７法人の株式を共同

移転して、純粋持株会社を新設する方式と

し、実施に際しては、国会の承認を得ること

を前提とする。また、新設純粋持株会社は、

国または国土交通省所管の独立行政法人が、

株式の１０％以上を保有する第三セクター

方式とすることが望ましいと考える】 

 

５．各年度における内部留保の額を公表して

いただきたい。" 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること



に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

２．について 

申請者によると、事業基盤の維持および持

続的な成長のために必要な株主資本の水準

を保持するとともに、業績の動向を踏まえた

安定的な配当の実施および柔軟な自己株式

の取得により、株主還元を着実に充実させて

いきたいとのことです。引き続き、お客さま

に安心して快適にご利用いただける鉄道輸

送サービスの実現に努めるとのことです。 

 

申請者によると、役員報酬については、当

該役位や担当する業務執行の対価としてふ

さわしい金額を取締役会の決議に基づき決

定しているとのことです。 

 

３．について 

 申請者によると、訪日外国人向けに発売し

ている「ジャパン・レール・パス」について

は、2023 年 10 月 1日購入分から、ご利用状

況等を鑑み、価格改定（値上げ）を実施した

とのことです。 

 

４．について 

 いただいたご意見については、今後の鉄道

行政の参考とさせていただきます。 

 

５．について 

 申請者によると、内部留保に決まった定

義はないものの、一般的には当期純利益から

配当等を差し引いた残りの部分と解釈され、

これらの実績は各年度における財務諸表に

て公表しているとのことです。 

133 値上げという部分では経営の問題である 申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化



が、昔から運賃制度について納得いかない。 

近距離（16 キロ以上）で 1 区間上がると

90円も上がり、区間によっては初乗り以上の

値段が上がるのは、いかがなものか? 

通しで買うとぼったくられたと思うぐら

いひどい！ 

国鉄時代から続く運賃とはいえ、民営化か

ら 30 年以上も経っているのだから、見直し

は必要！ 

せめて 1 区間を超えても次が初乗り運賃

を超えるような運賃設定はやめてほしい。 

値上げというより、キロの区分を見直し

て、区間によっては値下げになるという変更

はできないのか？ 

関東の大手私鉄と比べて 21 キロ以上は高

すぎる！ 

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、対キロ制におけるキロ刻

みの細分化については、JR 他社とまたがる場

合においても全区間の距離を通算して運賃

を算出し、改定後の運賃との差額を加算額と

して設定する「通算加算方式」が採用されて

いることから、同社の運賃のキロ刻みを変更

することとした場合、JR他社にまたがる区間

での運賃設定等に課題が発生することから

現状どおりとするとのことです。 
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運賃を値上げすること自体は理解できる

が、第一地帯の一部や第二地帯の賃率がより

経営環境の厳しい JR 北海道、JR四国、JR 九

州より高い点については納得できない。 

申請者によると、改定後の賃率について

は、経営状況やキロ地帯毎の利用状況を鑑

み、適切に設定しているとのことです。なお、

ご指摘いただいたとおり、JR 北海道、JR 四

国、JR 九州と比較して、一部のキロ地帯の賃

率は高く設定されておりますが、近距離の賃

率は低く設定していることから、実際の運賃

額としてはすべてのキロ地帯において低廉

に設定されているとのことです。 
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競争がない鉄道の区間での一方的な最大

20%にものぼる運賃値上げは不当であり、公

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除



共交通機関としての任務を放棄し、ただ増収

を図ろうとするのは、独禁法を適用しても差

し支えないとさえ言える。このような一方的

な増収を続けている会社にはそれ相応の税

金をかけるべきであり、その税金は利用者に

還元されるべきである。また、これを理由に

本数を不当に削減し、コロナ禍が過ぎたとは

いえ、乗客を詰め込み危険に晒す行為は殺人

行為にも等しいものである。明確な増発、混

雑の改善を示さない限り不当な値上げは許

されない。 

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ



り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 
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ご意見：電車特定区間廃止に反対 

理由： 

 

1、値上げ幅が大きすぎる 

山手線の区間の運賃の値上げ幅は山手線

1及び 3について 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割



用の運賃と特定区間廃止の二段階の値上げ

である。 

運賃の値上げとともに 3重値上げである。

客の多い路線はある程度安価な運賃で運行

すべきである（名鉄名古屋本線など） 

 

2、地方交通線の値上げ幅が狭すぎる 

乗車人数の少ない地方交通線の値上げ幅

が僅かで首都圏の乗客によって路線維持す

る姿勢が今までより顕著になっている。 

 

3、JR 西日本は大阪環状線の運賃を廃止した

のみで電車特定区間は廃止していない。 

JR 西日本は JR東日本とは対象的に電車特

定区間を拡げている。JR西日本より乗車人数

の多い JR 東日本が電車特定区間を廃止し運

賃を大幅に値上げすることは不公平感があ

る。 

JR 東日本は鉄道以外では儲かっており値

上げする状況にない 

 

4、運賃を大幅値上げする前に不採算路線&電

車を廃止すべき。 

仙台直通の特急ひたちの廃止、米坂線の廃

止、只見線の廃止、五能線の廃止など東北の

JR 線は廃止もしくは 3 セク化などすべきで

ある。 

例えば郡山から会津若松は JR よりバスの

方が早くて本数も多い、地方における在来線

の役割は限りなく低い。3セク化もしくは廃

止が妥当である。 

 

結論 

山手線運賃と電車特定区間の両方の運賃

制度の廃止は値上げ幅が大きくるため、社会

への影響が大きい。JR西日本のような緩やか

な値上げで留めるべきである。 

したがって山手線運賃は廃止、電車特定区

間は維持した上で全体の運賃を値上げすべ

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す



きだ 

藤沢駅などの利用者の多い駅は電車特定

区間に編入するべきである。 

地方の鉄道は驚くほど誰も乗車していな

い。 

ひどい不採算路線を維持するために首都

圏から大幅値上げした運賃を徴収するこの

度の申請には反対である。 

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

2 について 

申請者によると、内部補助を行うことは全

体最適の観点から一定程度容認されるべき

と考えている一方で、過度な内部補助は鉄道

システムの健全性を守るための経営資源の

適切な配分に逆行することになるため、留意

しているとのことです。 

 改定後の運賃区分において、地方交通線の

運賃区分は存置し、また幹線と地方交通線の

1.1 倍の運賃格差も維持することから、過度

な内部補助には当たらないものと考えてい

るとのことです。 

 地方交通線のみの運賃値上げについては、

幹線と地方交通線の跨り利用時や地方交通

線完結の他社との跨り利用時の運賃計算方

法など、JR 他社等への影響も考慮し、慎重に

検討する必要があるとのことです。 

 

4 について 

申請者によると、地方路線においては、ご

利用状況が重要であると考えており、鉄道特

性のひとつである大量輸送を必要としない

路線については、基本的に鉄道の特性が発揮

できないと考えており、こうした路線につい

ては、設備のスリム化や運行形態の簡素化等

による運営の効率化を推進する一方で、沿線

の皆さまにもご理解、ご協力をいただきなが



ら、鉄道存続やバス転換等の前提を置かず

に、ご利用状況の推移や幅広い選択肢をお示

ししたうえで、地域と一緒に「持続可能な交

通体系」を構築していくことを考えていると

のことです。 
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直近の中間決算では増収増益をポイント

としてあげています。 

今回の上限変更申請は厳しい経営環境を

理由にしていますので、矛盾のある申請とな

り却下が妥当でしょう。 

今後減益の可能性があるならばともかく、

そうでないなら平均賃金の改定率またはイ

ンフレ率程度の値上げが妥当ではないでし

ょうか。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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私は以下の理由により、今回の運賃改定申

請を認可すべきではないと考えます。 

 

 

・車両への設備投資 

例えば在来線特急では、JR他社ではようや

く国鉄時代の車両の置き換えを完了した程

度のところ、既に JR 世代になってからの車

両（スーパーあずさの車両など）を 20 年？

30 年程度で全て廃車にして新車と入れ替え

・車両への設備投資について 

申請者によると、新車への設備投資につい

て、車両は鉄道会社における商品輸送サービ

ス上の重要な要素であり、大きな投資を必要

とするものであるため、保有車両の取替にあ

たっては、会社の経営状況・お客さまのご利

用状況・車両の老朽度・必要となる車両数や

投資額などを総合的に勘案し、長期的な計画

を策定の上、適切に行っているとのことで

す。 



るなど、もはや浪費ともいえるレベルで設備

投資を行っていること。在来線の普通車両に

ついても同様の傾向がみられる。 

 

・今後の地方線区の扱い 

現在、複数の地方線区で存廃へ向けた協議

が行われている。 

これらの地方線区が廃止になった場合、そ

の分損失が減少すると考えられること。 

 

・首都圏での電車近郊区間の賃率廃止につ

いて 

設備投資額が多いことを理由に電車近郊

区間の賃率を廃止の上、地方の幹線と賃率を

同一にする（首都圏の電車近郊区間では賃率

を引き上げ）とのことであるが、利用者 1人

あたりで見ると、上記の議論は異なった味方

になると考えられる。 

営業係数が 100 を上回り損失になってい

る地方の幹線と賃率を同じにすることは、首

都圏の収益が地方に流れる傾向を一層強め

ることとなり、受益者負担の考えから見ると

その方針に逆行すると考えられること。 

 

・営業利益、配当 

2024 年 3 月期決算で 1,707 億円の営業利

益を上げている。 

また、値上げを申請するにあたり減配など

を行うのが筋であると考えられるが、むしろ

コロナ禍前の配当とほぼ同額かそれ以上の

配当であり、ここ数年では増配している状況

である。 

よって、会社が値上げを申請する必要のあ

る財務状況にあるとは決して考えられず、今

回の運賃改定申請の内容は、鉄道事業法第 16

条第 2 項に記される、「能率的な経営の下に

おける適正な原価に適正な利潤を加えたも

のを超えないものであること」を上回り、申

請内容が同法に違反している状況であると

 

・今後の地方線区の扱いについて 

申請者によると、地方路線においては、ご

利用状況が重要であると考えており、鉄道特

性のひとつである大量輸送を必要としない

路線については、基本的に鉄道の特性が発揮

できないと考えており、こうした路線につい

ては、設備のスリム化や運行形態の簡素化等

による運営の効率化を推進する一方で、沿線

の皆さまにもご理解、ご協力をいただきなが

ら、鉄道存続やバス転換等の前提を置かず

に、ご利用状況の推移や幅広い選択肢をお示

ししたうえで、地域と一緒に「持続可能な交

通体系」を構築していくことを考えていると

のことです。 

 

・山手線内・電車特定区間の賃率廃止につい

て 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい



考えられること。 とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、首都圏エリア等の収入に

より地方交通線等の運営を賄ういわゆる内

部補助を行うことは、全体最適の観点から一

定程度容認されるべきと考えているものの、

過度な内部補助は鉄道システムの健全性を

守るための経営資源の適切な配分に逆行す

ることになるため、改定後の運賃区分におい

ても、幹線・地方交通線は存置し、1.1 倍の

運賃格差も維持するとのことです。 

 

・営業利益・配当について 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 



なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、事業基盤の維持および持

続的な成長のために必要な株主資本の水準

を保持するとともに、業績の動向を踏まえた

安定的な配当の実施および柔軟な自己株式

の取得により、株主還元を着実に充実させて

いきたいとのことです。引き続き、お客さま

に安心して快適にご利用いただける鉄道輸

送サービスの実現に努めるとのことです。 
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意見 

東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR東日本）

が2024年 12月 6日に申請した鉄道事業の旅

客運賃の上限変更認可申請については、却

下、もしくは内容を大幅に緩和した上で承認

することを求めます。 

 

理由 

JR 東日本の運賃上限変更認可申請を却下、

もしくは大幅な緩和を求める理由は以下の

通りです。 

 

JR 東日本の経営状況と運賃改定の必要性： 

JR 東日本の直近の経営状況は、運賃上限変

更を必要とするほど逼迫しているとは言え

ません。JR 東日本自身の決算報告書によれ

ば、黒字経営を維持しており、内部留保も十

分に蓄積していることが確認できます。具体

的な数値を以下に示します（第 2四半期（7？

9 月）決算の営業収益は、対前年度同期約 953

億円増（約 7.3％増）の約 1兆 3,951 億円で

あり鉄道をはじめとする各セグメントで増

収増益である）。これらの数値は、運賃改定を

正当化する根拠とはなり得ません。[※1] 

運賃改定の必要性については、具体的な根

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、「運賃改定の申請（補足説

明資料）」において、運賃改定の背景を客観的

なデータ等でご説明しているほか、ご利用の

お客さまや地域の皆さま、株主や投資家の皆

さまなどへ、経営内容を正確にご理解いただ



拠が十分に示されているとは言えません。例

えば、設備投資の必要性や人件費の高騰など

が理由として挙げられる場合、その具体的な

内容と金額、そしてそれが経営を圧迫するほ

どのものであるのかを客観的なデータに基

づいて示す必要があります。今回の申請で

は、これらの情報が不足しています。 

 

公共交通機関としての社会的責任： 

鉄道事業は、国民の日常生活や経済活動に

不可欠な社会インフラの一部です。特に、JR

東日本は首都圏をはじめとする広範囲な地

域において重要な役割を担っており、その運

賃は国民生活に大きな影響を与えます。大幅

な運賃値上げは、特に低所得者層にとって大

きな負担となり、社会経済活動に負の影響を

及ぼす可能性があります。 

国土交通省は、公共交通機関の運賃設定に

おいては、事業者の経営状況だけでなく、利

用者への影響も十分に考慮する必要があり

ます。 

 

JR 東日本のサービス品質と利用者への影響： 

近年、JR東日本では、利用状況に応じた適

切なダイヤの増発が行われていない、短編成

での運行によるラッシュ時の混雑率の上昇、

みどり窓口の縮小による利用者への不便の

強要など、サービス品質の低下が見られま

す。これらの状況は、利用者の利便性を著し

く損なうものであり、運賃値上げを行う前に

改善すべき課題です。[※2] 

国土交通省は、監督官庁として、JR 東日本

に対し、これらのサービス品質の改善を強く

指導すべきです。 

運賃値上げは、サービス向上へのインセン

ティブを失わせる可能性があると考えます。 

 

参考リンク 

※ 1 

くように情報開示をしているところであり、

会社法、金融商品取引法をはじめとした法令

の規定はもとより、自主的な開示も含めて、

ホームページにおける様々な情報の提供な

ど積極的に取り組んでいるとのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 

 

国土交通省では、鉄道事業の運賃について

は、法令に基づき、鉄道事業の収支により、



https://www.jreast.co.jp/investor/finan

cial/2025/pdf/inter01.pdf 

※ 2 

https://www.mlit.go.jp/report/press/con

tent/001758083.pdf 

 

以上の理由から、JR東日本の運賃上限変更

認可申請を却下、もしくは内容を大幅に緩和

した上で承認することを求めます。 

能率的な経営の下における適正な原価に適

正な利潤を加えたものを超えないものであ

るかどうかの審査を行っています。 
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JR 東日本が提案する運賃上限の引き上げ

について、私は反対の立場を取らざるを得ま

せん。この提案は、以下の理由に基づいて非

常に不適切であると考えます。 

 

<理由> 

１.高輪ゲートウェイ駅の開設に伴う無駄な

投資 

高輪ゲートウェイ駅は、開設後の利用者数

が非常に少なく、乗降者がほとんどいない現

状です。山手線で、街開きの前にこのような

無駄な駅の改札を認めた陸運局の姿勢も疑

問です。最終的に利用者に負担が転嫁される

形となっているのは非常に不公平であり、運

賃の引き上げ理由として受け入れがたいも

のです。 

 

２．国有地を利用したウォーターズや高輪ゲ

ートシティへの巨額投資 

また、JR東日本が進めたウォーターズ竹芝

や高輪ゲートシティといった再開発プロジ

ェクトも同様に疑問です。これらのプロジェ

クトには JR 民営化前の国有地が使用されて

おり、公共の利益を優先すべきところを、企

業の利益追求に重きが置かれているように

感じます。これらのプロジェクトのために必

要以上にかかるコストを、運賃の引き上げに

よって利用者に転嫁することは、社会的に許

容されるべきではありません。 

 

１．について 

申請者によると、高輪ゲートウェイ駅は、

従来の発想に捉われない国際的に魅力ある

交流拠点の創出を図るため、田町駅と品川駅

の間に山手線及び京浜東北線の新駅として

2020 年 3 月 14 日に開業し、本年 3 月 27 日

には高輪ゲートウェイ駅直結・国内最大規模

のエキマチ一体の街「TAKANAWA GATEWAY 

CITY」をまちびらきしたとのことです。2026

年春にはその他の建物を含めグランドオー

プンを予定しており、国際交流拠点・品川の

中心的存在として、より多くの利用を見込ん

でいるとのことです。 

 

２．について 

申請者によると、収入原価算定要領に則

り、TAKANAWA GATEWAY CITY 等の関連事業に

関係する費用については平年度の原価に含

まれないとのことです。 

国土交通省としましては、今般の申請につ

いては、鉄道事業法第 16条第 2項に基づき、

収入と原価を審査し、運輸審議会に諮問を行

った上で認可いたしました。 

 

３．について 

申請者によると、地方路線においては、ご

利用状況が重要であると考えており、鉄道特

性のひとつである大量輸送を必要としない

路線については、基本的に鉄道の特性が発揮

できないと考えており、こうした路線につい



３．地方路線の廃線と公共企業としての責任

放棄 

一方で、JR東日本は地方路線の廃線を進め

ています。これらの地方路線は、地域社会に

とって重要な交通手段であり、公的な役割を

担っている企業として、地域社会への責任を

果たすべきです。しかし、経済的な理由でこ

れらの路線を廃止し、運賃を上げることは、

公共企業としての使命を放棄しているよう

に感じられます。地方の人々に対して鉄道と

いう公共交通機関を提供することが、JR東日

本の本来の役割であるはずです。にもかかわ

らず、地域住民の移動手段が減少し、かつ運

賃の引き上げが進むという現状には強い不

満を覚えます。 

 

<結論> 

JR 東日本が提案する運賃上限の引き上げ

については、上記のような理由から強く反対

いたします。高輪ゲートウェイ駅の開設に代

表されるような無駄な投資や、地方路線の廃

線、さらに国有地を使った再開発の負担が一

般市民に転嫁されることは、公平性を欠くも

のです。運賃の引き上げを行う前に、まずは

企業としての責任を果たし、不要不急の投資

を見直すべきです。 

 

よって、運賃上限引き上げの認可には反対

いたします。 

ては、設備のスリム化や運行形態の簡素化等

による運営の効率化を推進する一方で、沿線

の皆さまにもご理解、ご協力をいただきなが

ら、鉄道存続やバス転換等の前提を置かず

に、ご利用状況の推移や幅広い選択肢をお示

ししたうえで、地域と一緒に「持続可能な交

通体系」を構築していくことを考えていると

のことです。 
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本上限変更認可申請自体は、昨今の社会情

勢上やむを得ないものであると考えている

が、数点意見を申し上げる。 

 

1.本件パブリックコメントの実施される前

に、事業者側よりインターネットにて概要の

掲載が行われたものと承知している。その中

において、「わかりやすい運賃体系」を掲げ

て、「現在 4 つある運賃区分を 2 つに削減す

る」としている。これ自体は望ましいと考え

1.について 

 本件について賛成のご意見として承りま

す。 

 

2.および 3.について 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと



る。 

 

2.しかし、「他の鉄道事業者と直接競合とな

る区間について特定運賃を設定する」、「他の

JR 会社間をまたがるときは通算加算方式を

導入し、加算額を設定する」、「東京・熱海間

の JR 東海運営の新幹線と東海道線は運賃改

定に伴い、別線扱いとする」としている。こ

れは 1で示した「わかりやすい運賃体系」か

らは矛盾していると考える。 

特に「会社間をまたぐ際の加算額設定」は、

現に北海道・四国・九州の各旅客鉄道会社間

との利用時にすでに設定されていることか

ら、問題ないという意見もあると思われる

が、これは東海・西日本の各旅客鉄道会社に

声をかけて、同時に改定申請を行うことで回

避できる話である。また、東海旅客鉄道側で

本事業者と同率の改定を行うことで、「東海

道新幹線の別線化」を行う必要もない。つま

り本改定は、「わかりやすい運賃体系」実現の

ために、東海・西日本の各旅客鉄道会社も行

うべきである。 

 

3.廃止となる運賃区分は、首都圏の特に利用

者の多い区間であるが、「わかりやすい運賃

体系」の考え方として、現在の対キョリ制運

賃を廃止し、欧州の大都市でよくみられるゾ

ーン制運賃とすることを検討するべきであ

った。 

具体的に、「現行の山手線内運賃」をゾーン

1、「ゾーン 1の外側でかつ、南武線の川崎・

府中本町間、武蔵野線、京葉線の西船橋から

南船橋を経由して千葉みなとまでを囲った

区間」をゾーン 2、「ゾーン 2の外側でかつ八

高線・両毛線・水戸線で囲った区間」をゾー

ン 3とするのはどうだろうか。ゾーン内はゾ

ーン内全区間の営業距離の半分に当たる距

離で幹線運賃を徴収するものとし、ゾーンを

またぐ場合は、各ゾーンの運賃を合計したも

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1 回に限り、無手数料で差

額収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこ

とです。 

 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。このため、

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、運

賃水準が異なることになるため、JR 東日本区

間の利用距離に応じて基準額（改定前の運

賃）と改定後の運賃との差額を加算額として

設定するとのことです。 

 JR 各社の運賃については、それぞれの会社

が認可を受けているものであり、今回の JR

東日本の認可申請により JR 他社の運賃を値

上げすることはできません。 

  

申請者によると、ゾーン運賃制にかかわる

ご意見については、今後の運賃制度を検討す

る際の参考とさせていただくとのことです。 

 

（国土交通省への意見について） 

1.について 

申請者によると、「究極の安全」の追求に向

け、これまで築いてきた「安全文化」や安全

の「しくみ」「設備」など、安全の基盤を強固

にし、『これまでは想定外であったリスク』を

本質の理解により想像し、安全を先取ること

で、お客さまや地域の皆さまからの信頼を高

めていくとのことです。 

なお、個別の事象については以下のとおり

とのことです。 

2023 年 3 月 2 日に発生した川越線指扇～

南古谷間のデッドロック事象については、運

行管理システムの不具合により、単線区間で



のから半額にした運賃を徴収するのが望ま

しいと考える。 

但し、日本では現在このゾーン制運賃は、

旅客自動車運賃以外では導入していないこ

とから、導入の際には丁寧な説明が求められ

ることを意見する。 

 

旅客鉄道会社への意見は以上であるが、こ

こからは国土交通省宛への意見である。 

1.本事業者は 2023 年頃からにわかには信じ

られないような、運行中における安全上の問

題を複数回発生させている。 

 

具体的には 

川越線 指扇・南古谷間の単線区間に上下

列車の同時進入（原因は運行管理システムの

不具合との報道があった。事業者としては原

因の発表は行っていない） 

東北新幹線 郡山駅構内における車両のブ

レーキ滑走に伴う停止位置不良・速度超過（2

回） 

東北新幹線 古川・仙台間における列車分

離 

上越新幹線 大宮・上野間架線支障および

復旧作業中における労働災害（感電事故） 

である。 

 

このように通常ではあまり想像できない

ような頻度で大規模トラブルが発生してお

り、そのうち福知山線列車事故のような、人

命にかかわる重大事故を発生させる懸念が

あるので、安全上の監査を強化していただき

たい。 

 

2.安全上の監査に関連し、2024年度に多くの

鉄道事業者で、輪軸に関係した不正が多数明

るみになったが、本事業者のグループ企業で

ある車両製造会社において、製造時に輪軸に

関係した不正が行われ、車両が出荷された事

列車同士がお互いに向かい合って前に進め

ない状態で停車し、どちらかを退行させなけ

ればならなくなる、いわゆる「デッドロック」

と呼ばれる事象が発生しましたが、速やかに

システム改修を実施し対策は完了している

とのことです。なお、安全を司る装置は正常

に機能しており、列車衝突といった不安全な

事象につながるものではなかったとのこと

です。 

2022 年 12 月 18 日及び 2024 年 3 月 6 日に

つばさ号が郡山駅に停車の際、所定停止位置

を大幅に行き過ぎ停車した事象については、

公益財団法人鉄道総合技術研究所の協力の

もと、原因の調査を行い、その内容を踏まえ

て、「微小な滑走に対してブレーキ力を維持

する滑走制御に変更する。」、「ATC による自動

ブレーキ地点を手前に変更することで「早め

ブレーキ」を実施する。」、「より滑走の低減に

繋がる踏面研摩子（レールに接する車輪表面

を削る装置）を冬期間に搭載する。」、「今後も

引き続き E3 系には E2 系又は E5 系を併結

して運転する。」といった対策を実施してい

るとのことです。 

2024 年 9月 19 日に発生した東北新幹線古

川～仙台間の走行中に連結部が外れ停車し

た事象については、E6系こまち号製造時に発

生した金属片により、運転台に設置されてい

る、併合作業が完了しない場合に再度分割さ

せるために扱うスイッチの端子間が短絡し、

本来スイッチを扱うことで電気的につなが

る箇所が強制的につながり、連結器が外れた

と推定しており、暫定対策として当該スイッ

チから配線を取り外し、回路を無効化してお

り、恒久対策として回路が走行中に動作しな

い仕組みを検討中とのことです。 

また、2025 年 3 月 6 日に発生した東北新

幹線上野～大宮間の走行中に連結部が外れ

停車した事象については、発生直後の E6 系

こまち号の車両点検において、連結器が分割



例があった。 

本車両製造会社が製造した車両が、本事業

者にのみに出荷されていたのであれば、（許

されないことととはいえ）まだしも理解でき

るが、他の事業者向けにも出荷されており、

多くの事業者に迷惑をかける結果をもたら

した。 

この車両製造会社が製造した車両では、製

造時の不具合に起因する事故が他の事業者

で発生したことがあるので、車両製造会社に

対する監査も強化していただきたい。 

 

3.本事業者の運行上に関連したトラブルの

中には、日本では初めて発生したトラブルが

ある。（該当は東北新幹線に関連するもので

ある。） 

この件で運輸安全委員会の調査を行わな

いのは極めて不適当である。 

運輸安全委員会の目的に立ち返り、事業者

の自主調査ではなく、運輸安全委員会が主導

した調査を行うべきである。 

する動作を繰り返す状態が確認されたこと

から、併結走行中に何らかの電気的な異常が

発生したものと考えており、当面の対策とし

て、連結器の分割動作が行われないよう、機

械的に動作機器を固定する器具を福島駅及

び盛岡駅での併結作業時に取り付け、運転を

再開しているとのことです。現在も運輸安全

委員会による調査が行われており、引き続き

調査に協力するとともに、JR 東日本としても

原因究明に取り組んでいくとともに、昨年 9

月に発生した事象との関連性も含めて、調査

していくとのことです。 

2024 年 1月 23 日に発生した東北新幹線上

野～大宮間の架線故障については、架線張力

を調整する滑車式自動張力調整装置の重錘

ロッドの破断により垂下した架線下を列車

が通過したことで、車両のパンタグラフの損

傷等が発生しましたが、重錘が落下すること

による架線垂下といった同種事故の再発防

止策を実施しているとのことです。 

 

2.について 

申請者によると、総合車両製作所として

は、関係事業者に直接お伺いしてお詫びする

とともに今後の対応について規定値を外れ

た輪軸において検圧又は再圧入の要望があ

る場合には最大限対応することとしており、

一部の委託者から検圧再圧入のご要請をう

け、これを実施したとのことです。 

同社としては、グループ会社間の情報連携

を図り、指導を行っていくとともに、必要な

支援・協力を行ってまいりたいとのことで

す。 

 なお、総合車両製作所に対する監査の強化

に関するご意見につきましては、今後の鉄道

行政の参考とさせていただきます。 

 

3.について 

2024 年 9月 19 日に東北新幹線古川駅～仙



台駅間で発生した列車の走行中に連結部が

外れ停車した事案における運輸安全委員会

による調査実施に関するご意見については、

運輸安全委員会にお伝えいたします。 
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意見 

 

認可において亀有、金町駅と JR 駅（西日

暮里駅乗換）の駅間の割引額等を考慮したメ

トロ区間を除くJR区間のIC運賃についての

意見です。 

 

１ 当該区間において、メトロを除く JR 区

間の IC 運賃で、現時点でバリアフリー料金

加算を考慮しても運賃の上限額を既に超え

ている区間が多々見られると思われます。 

 

上限額の認可については、当該区間の JR

運賃においても限度額を超えないことが必

要と考えます。 

通過連絡運輸運賃を適用している当該区

間においては、切符では上限額を超えていま

せんが、同じ区間でＩＣ運賃では超えている

区間があるようです。 

 

認可にあたっては、割引額を大きくするな

ど上限額を超えない条件を考えるべきだと

思います。 

（IＣ運賃は割引額を考慮しても併算運賃

になっているのが原因だと思います） 

 

意見の 

２ IC 運賃≦切符運賃となる申請ですが、西

日暮里乗換えの IC運賃について、現時点で、

IC運賃＞切符運賃となっている区間が多く、

しかも 10円以上どころか、数十円以上も IC

運賃の方が高い区間が見られます。認可にあ

っては、申請（IC 運賃≦切符運賃）内容に沿

うようにお願いします。 

 

１について 

申請者によると、亀有、金町駅などから北

千住・西日暮里間を東京メトロ線を経由し、

前後に JR 線を利用する場合、きっぷの運賃

では前後の JR 線の営業キロ等を通算して運

賃計算を行う通過連絡運輸の取り扱いをし

ているものの、Suica 等の IC カード乗車券

ではこの取り扱いをしておらず、それぞれの

営業キロの運賃が適用となるため、それぞれ

の区間の運賃が上限運賃となるとのことで

す。 

 

２について 

申請者によると、今回の運賃改定により、

北千住・西日暮里間について、東京メトロ線

を経由し、前後に JR 線を利用する場合、前

後の JR 線の営業キロ等を通算して運賃計算

を行う通過連絡運輸の取り扱いや同区間を

Suica 等の IC カード乗車券で利用する場合

の運賃割引の取り扱い（100 円引き）につい

ては、割引額を含め、見直す考えはないとの

ことです。 



仮に IC 運賃＞切符運賃となる区間が出る

としても 10 円以上も高くなるような区間が

なくなるようにチェックをお願いします。 

 

理由 

以上の 2 点について次の理由でコメント

をしました。 

 

常磐線は、取手・綾瀬駅間を複々線にして、

綾瀬・山手線駅までの区間においては各駅停

車を千代田線乗入に、快速は複線で上野駅ま

でにすることにより輸送力を確保しました。 

 

千代田線の綾瀬・西日暮里駅間は、常磐線

の複々線化の一環という役割を担っていま

す。 

 

各駅停車の利用客が、複々線化前と同じよ

うに直接に山手線の駅に到達できるように

西日暮里駅を開業させました。 

 

以上の経緯のある路線のため亀有、金町駅

の乗客が、自らの選択で、西日暮里駅乗換を

しているのではないので西日暮里駅乗換運

賃についてコメントをしました。 

 

1 番目のコメントの理由は、上限額を超え

ない法律を遵守した認可になるようにお願

いしたいためです。 

 

2 番目コメントの理由は、IC 運賃≦切符運

賃と申請しているようですが、現時点では IC

運賃＞切符運賃となっている区間が多くあ

り、その差が 10 円を大きく超える区間もあ

るので、確実に申請内容になるように確認を

お願いしたく、コメントしました。" 
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今回の運賃値上げについては、値上げ幅が

で大きすぎるため、激変緩和措置を講じるべ

きと考える。 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競



又、周囲の他交通機関への流出(東京メト

ロ等)も考えられ、利用者に混乱と負担を強

いる結果となることは明らかである。 

しかしながら、他社は若干ながら値上げを

実施しており、赤字路線も保有していること

から全く行わないということは難しく、一部

は認めるべきと考える。 

又、旧国鉄から膨大な資産を継承し、現在

も多くの分野で独占的な営業を行っている

ことも鑑みるべきである。 

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、他社の運賃改定の実施状況等を踏ま

え、今般の運賃改定に伴い、一定程度、他の

交通機関等への逸走が発生すると考えてい

るとのことです。 

144 

プレスリリース「運賃改定の申請につい

て」の中に「利用者サービスの向上策」では

ホームドアの早期整備や、渋谷、品川、中野

駅の駅改良を進めていくとの記載があるが

同一ホームでの乗り換えによる利便性向上

の取り組みは見られない 

 

例えば中野駅では中央総武線中野止まり

の列車と東西線直通三鷹行の列車がほぼ同

申請者によると、同一ホームにおける乗換

利便性向上を図った事例として、最近では新

潟駅（新幹線⇔特急いなほ）（2018 年）、品川

駅（京浜東北線北行⇔山手線外回り）（2021

年）などがあるものの、同一ホーム乗換につ

いては、ホーム上の混雑悪化や速達性の高い

列車への混雑集中を招く可能性があること

や、発着番線の入換えにより利便性が低下す

るお客さまが生じる場合があり、更には配線



時刻に到着することが昼間の時間帯に多く

あるが、到着ホームが異なるため、乗り換え

ができない 

中野駅改良工事が現在行われているが、同

一ホームでの乗り換え可能となるような改

良には考慮されていない 

 

赤羽駅、浦和駅、大宮駅では昼間の時間帯

ほぼ同時刻に発着することが多い 

上野東京ライン宇都宮線直通列車と湘南

新宿ライン高崎線直通列車 

あるいは 

上野東京ライン高崎線直通列車と湘南新

宿ライン宇都宮線直通列車 

いずれも異なるホームを発着するため乗

り換えができない 

2013 年浦和駅高架化工事の際、３-６番線

を方向別ホームとなる構造とすれば同一ホ

ームでの乗り換えが可能となるはずだった

が、高架化工事後も路線別ホームでの発着の

ままとなり改善が行われなかった 

また大宮駅でも、下りは８-９番線をホー

ム改良や線路配線改良することで、上りは６

-７番線を活用することで同一ホームでの乗

り換えが実現できると考えられるがそう言

った取り組みが長年行われていない 

 

南船橋駅での武蔵野線(南船橋にて折返運

転を行う列車)と京葉線列車との乗り換えで

は、武蔵野線折返列車が２番線を発着する場

合、府中本町方面から蘇我方面への乗り換え

は同一ホームで可能ではあるが、蘇我方面か

ら府中本町方面への乗り換えは異なるホー

ムとなる 

武蔵野線折返列車が３番線を発着する場

合、蘇我方面から西船橋方面への乗り換えは

同一ホームで可能ではあるが、西船橋方面か

ら蘇我方面への乗り換えは異なるホームと

なる 

改良工事等に多額の資金が必要となること

から、費用対効果に鑑みながら実施してお

り、現時点では新たな計画はないとのことで

す。 



南船橋駅２番線と３番線においては、ラッ

シュ時間帯でもダイヤ上も余裕があり、どち

らか片方しか使用されていないことから、南

船橋駅では２番線か３番線どちらか一方の

線路を撤去し、その上にホームを拡張、２面

３線化構造として武蔵野線折返列車は両側

のドアを開けることで京葉線両方向の列車

との乗り換えが同一ホームで可能となるは

ずである 

しかしながらそう言った取り組みが長年

行われていない 

 

「利用者サービスの向上策」で、同一ホー

ム乗り換えを実現による利便性向上取り組

みが見られないことから評価できない 
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東日本旅客鉄道による運賃値上げに反対

します。 

さらぬだに、周辺の私鉄と比較しても高額

な JR 線を値上げされることは、毎日の生活

に大きく影響があるからです。 

  

若し値上げとなっても、この企業の鉄道を

利用せずに生活するのは困難です。物価高の

日々に更なる出費を強いる「公共交通」の在

り方には納得がいきません。監督官庁として

正しい判断をして戴きたく、お願い申し上げ

ます。 

  

現在増収増益が続く企業が、一時の減収を

盾に「厳しい経営環境」を云い続けることが

妥当でしょうか。 

値上げによる増収分を、衰退する地方交通

の維持に充てる「特定財源」だとするならば

まだわかりますが、この企業の姿勢にはそれ

も感じられません。 

  

私の先頃迄居住していた信州でも、回数券

の廃止、また料金回数券の金額改定(4割値上

げ)、乗継割引の廃止、そして朝の通勤時間に

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 



あたる列車の有料化と、JR東日本は立て続け

に見えづらい値上げを行ってきました。利用

者はそうしたこの企業の姿勢を見つめ、覚え

ています。 

「電車特定区間の幹線区間への統合」と云

う名目の今回の値上げも、更なる不信を呼ぶ

ものでしかありません。利用者との信頼関係

を重視し、軽率な値上げを謹んで戴きたいと

思います。 

 

申請者によると、普通回数券については、

お客さまのご利用状況やチケットレスサー

ビスの普及等を踏まえ発売を終了したとの

ことですが、Suica のチャージ残高で回数券

のように繰り返し Suica エリア内の在来線

をご利用いただくと、JRE POINT を還元する

「リピートポイントサービス」をご提供して

いるとのことです。 

料金回数券の金額改定について、おトクな

きっぷの設定は、お客さまのニーズを踏まえ

つつ、区間、列車の利用状況や線区、地域の

特状および季節による需要の多寡等を総合

的に判断した上で設定しているとのことで

す。  

新幹線と在来線特急を乗り継いだ場合に

適用される乗継割引は、新幹線ネットワーク

の拡大や、インターネット販売等の拡充によ

る販売環境の変化により、お客さまのご利用

方法が変化しており、ご利用するお客さまが

減少していることを踏まえ、取扱いを終了し

たとのことです。 

篠ノ井線下り塩尻～長野間の朝通勤時間

帯には、かつて、国鉄型特急車両を使用した

有料の臨時快速（おはようライナー）運転し

ていましたが、老朽化により当該車両が使用

できなくなったため、一般車両を使用し料金

不要の臨時快速を設定していたとのことで

す。その後、快適性の高い新型の特急車両が

使用できるようになったため、臨時快速列車

を臨時特急「信州」に格上げし通勤着席サー

ビスを再開させたとのことです。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ



の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 
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今回の JR 東日本の運賃上限の改正につい

ては、基本的には賛成ですが、東海道線の東

京？熱海間の値上げのみ反対の意見でパブ

リックコメントを書かせていただきます。 

 

理由としては、 

1.今回の運賃上限の改正とともに東海道新

幹線との選択乗車ができなくなるという点

で、私は、千葉県成田に住んでおり、名古屋

方面から東海道新幹線で来た際は、基本的に

は品川駅で乗り換えているが、横須賀線など

で輸送障害が発生した時などは東京駅まで

新幹線に乗る場合もあり、現状の制度が無く

なると手続きが煩雑になり、旅客が不便にな

ると思います。 

山陽新幹線の小倉？博多間なども別線扱

1.について 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。また、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

なお、輸送障害等が発生した場合には、関

係各社が定める旅客営業規則等の約款に基

づき、既に所持する乗車券について、他経路

乗車が可能とのことです。 

 



いですが、1区間のみで事前に経路指定した

経路を直前に変更する可能性は低いですが、

東海道新幹線は東京？熱海間は途中 5 駅あ

り、（特に、東京？品川）直前に変更する可能

性もあるため、制度変更は旅客にとって不利

益になるのではと思います。 

 

2.もう 1点が最大の問題点で、今回の上限変

更申請ならびに制度変更の公表が JR 東日本

単独で行われたという点で、東海道新幹線の

東京？熱海間は、選択乗車などができること

もあって、営業キロなどが在来線と同じにな

っているが、別線扱いになると、ＪＲ東日本

の単独申請であるにも関わらず、営業キロの

変更を他社であるＪＲ東海が余儀なくされ

る可能性もあるということは問題点だと考

えています。 

 

以上の点から東京？熱海間に限って上限

変更を現状反対の意見を書かせていただき

ました。 

今回の申請が、ＪＲ東海と共同申請の上で

上限変更や制度変更をしたのあれば、旅客と

して、受け入れざる得ないと思いましたが、

今回ＪＲ東日本の単独申請で急な変更だと

思いパブリックコメントを書かせていただ

きました。 

 

選択乗車についても申請資料のＰＤＦ23

ページの旧の部分にあったので書かせてい

ただきました。 

 

お忙しいなかコメントを読んでいただき

ありがとうございました。 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。このため、

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、運

賃水準が異なることになるため、JR 東日本区

間の利用距離に応じて基準額（改定前の運

賃）と改定後の運賃との差額を加算額として

設定するとのことです。 

JR 各社の運賃については、それぞれの会社

が認可を受けているものであり、今回の JR

東日本の認可申請により JR 他社の運賃を値

上げすることはできません。 

 

2.について 

東海道新幹線の営業キロについては、JR 東

海が認可を受けているところ、今般の申請に

合わせて変更申請がなされているものでは

ないことから、現行のとおりとなります。 

一方で、JR 東海は、旅客運賃計算上の営業

キロの計算方法として、東海道新幹線と東海

道線とを同一の線路として取り扱う旨の認

可を受けているところ 、申請者によると、東

京～熱海間において別の線路として取り扱

うこととするように変更する旨の認可申請

を関係地方運輸局長に行う予定とのことで

す。 
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世界的な物価高による影響として、鉄道運

賃の値上がりも致し方ない部分はあるが、最

近は鉄道会社の都合ばかりが優先され、利用

客や沿線の地域自治体に寄り添った経営が

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年



なされていない事が増えている。京葉線の通

勤快速の全廃をはじめ、利用しづらいダイヤ

になったり、画一化したサービスで沿線の特

性に合っていない事も多い。さらに、コロナ

以降需要が回復し観光客も増え利益が増え

ている中の値上げは純粋に受け入れるのは

難しいものである 

 

特に都心の重要区間である、東京駅〜新宿

駅で片道 50 円、往復 100 円の値上げは到底

受け入れられるものではない極端な変化で

あり、利用客は JR から他の移動手段への変

更も進むと考えられる。これは我が国の鉄道

の将来性を損なうものであり、この値上げ幅

は国として決して認可するべきでない。 

 

そして運賃を上げるとするならば、 

現在の欠陥のある差別的とも言える障害

者割引制度について、改善の財源を含めるべ

きです。 

旅客鉄道割引区分の1種と2種の分断は多

種多様である障害の特性を全く反映してお

らず、必要な人が割引制度を利用できない。 

 

具体例としては、1種の身体障害、聴覚障

害を持った人は、介護者がいなくとも案内表

示器を見たりスマートフォンの案内アプリ

を利用することにより、単独で移動すること

が問題なく行えるが、介護者がいなければ基

本的に割引運賃の対象外となる。 

また 2種の知的障害、軽〜中度の障害があ

る人は、身体的には元気であるが、快速・特

快や直通運転による様々な停車駅、行き先が

あることを理解することが難しく、近距離で

あっても、移動支援を利用しヘルパーと移動

することとなっている。しかし障害者手帳が

2 種であることから、本人、介護者ともに通

常運賃を払わなければならない 

1 種の人も 2種の人も利用しづらい割引制

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、京葉線については、2024

年（令和 6年）3月に実施したダイヤ改正に

より、朝夕時間帯の通勤快速を各駅停車化し

たことにより、内房線・外房線方面からの所

要時間が増大する等により、関係自治体等か

ら見直しの要望があったことから、同年 9月

に一部ダイヤを見直し、各駅停車の快速列車

への置き換えを実施したとのことです。2025

年（令和 7年）3月 15 日のダイヤ改正におい

て、快速列車への置き換えを行うなど、一部

の輸送体系を見直したとのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況



度であり、全く理不尽な制度である。 

 

障害者差別解消法によると、障害者の介護

者の有無によってサービスの内容を変える

ことは禁止された不当な差別的取扱いとさ

れ、改善することが義務化されております。 

 

京成電鉄では、バリアフリー運賃制度導入

後、早い時期に精神障害者への割引を導入

し、また 1種、2種共に同じ割引が利用でき

るように大幅に改善が行われた。またバス路

線や地方の私鉄線でも同様な制度をいち早

く取り入れているところがあり、JRでも早急

に準じるべきである 

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、他社の運賃改定の実施状

況等を踏まえ、今般の運賃改定に伴い、一定

程度、他の交通機関等への逸走が発生すると

考えているとのことです。 

 

申請者によると、障害者割引をはじめとす

る公共割引については、事業者ひいては一般

のお客さまのご負担により実施しているこ

とは事実であり、基本的には国の社会福祉施

策の一環として考えるべきものとのことで

す。 

これまでも障がい者のお客さまに対して

は、障がい者用 Suica の導入やインターネッ

ト予約サービス「えきねっと」による障害者

割引乗車券の予約販売など、鉄道のご利用を

支援しており、また 2025 年 4 月より精神障

害者割引制度を導入しており、障がいをお持

ちのお客さまに限らず、今後も様々な方の鉄

道の利用を支援させていただきたいとのこ

とです。 
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東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 東日

本」)の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可

申請について、少なくとも現在の申請内容で

あれば認可すべきではない。 

 

理由 

昨今のあらゆる物価が高騰し賃金も上昇

する状況下で、30年以上にわたり運賃改訂が

行われていない事から「値上げを伴う運賃改

訂を行うこと」について全否定するつもりは

一切ない。明治以来の「窓口で紙とペンと計

算機で発売することを前提とした運賃体系」

を時代に合わせて改める事は必須であるし、

今の技術であればきめの細かい運賃設定を

することも可能である。 

しかしながら、申請者である JR 東日本の

会社発足から現在に至るまでの取り組み内

容を踏まえて値上げ申請をできるのに相応

しいと言えるのかどうか、また現行の運賃制

度における矛盾点や問題点について是正が

なされていない事から申請を差し戻し、申請

内容について再検討すると共に事業内容の

改善計画について明示された上で改めて申

請させるべきであると考える。 

前半においては今回の申請内容における

問題点と解決策について述べ、後半において

は国鉄分割民営化以降に申請者である JR 東

日本が行ってきた数々の取り組みについて

述べる。 

 

まず運賃申請上の矛盾点に関して。例えば

今回の申請運賃において 11 キロメートルか

ら15キロメートルの運賃は中間値の13キロ

メートルに賃率を掛けた 260 円である。一方

で 2倍の距離である 26キロメートルから 30

キロメートルの運賃は中間値の 28 キロメー

トルに賃率を掛けた 530 円である。つまり距

離が 2倍になると運賃は倍以上になり、区間

●JR 東日本の会社発足から現在に至るまで

の取組み内容等を踏まえて今回の値上げに

は反対とのご指摘について 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

●運賃上の矛盾点について 

申請者によると、区間によってきっぷを分

割して購入する方が安くなるケースは主に

「①キロ刻みによるもの」「②賃率差による

もの」「③特定区間によるもの」の 3 つの理

由によるもので、今回の改定では、山手線内・

電車特定区間の賃率を廃止し、幹線に統合す

ることや、一部区間を除き民鉄との競合区間

に設定している特定運賃を廃止することか

ら、②・③の理由での分割購入は減少するも

のと考えているとのことです。 



を分割して購入した複数枚の乗車券を併用

した方が安くなるという矛盾が生じる。現行

運賃でも同様の問題はあるが国鉄時代から

引き継いだものではあり、運賃改訂をするの

であればこういった矛盾点の見直しについ

ても同時に行うべきである。 

あくまで一例ではあるが、1キロメートル

あたり16円20銭という現行の賃率はそのま

まにして各キロ地帯の上限キロ数(例えば 11

キロメートルから 15 キロメートルの場合は

15キロメートル)で運賃計算を行うように計

算方法を改めるだけで、今回の申請内容に近

い運賃設定にすることが可能になる。さらに

交通系 IC カードを利用する場合には 1 キロ

メートル単位で運賃設定を行うこともでき

る。せっかく 1円単位の運賃にしているのだ

から、IC カード利用時だけでも「1キロメー

トル単位」の一直線の運賃にするのが適切で

ある。その際に中間値ではなく上限値に賃率

を掛けることで、ICカードよりも紙のきっぷ

が安くなるという逆転現象は起こらない。 

 

次に、今回の申請においては「東京電車特

定区間」「東京山手線内」の運賃設定が廃止さ

れ、幹線運賃に統合する内容での申請がなさ

れている。「1つの運賃表にして分かりやすく

する」という考え方については賛同するし、

早急に実施すべきである。ただ、例えば「品

川・池袋間」であれば 280 円が 350 円と実に

25 パーセントもの値上げになっており容認

できるレベルではない。利用者が多く旅客一

人当たりの輸送コストの低い「ドル箱区間」

を狙い撃ちにして大幅な値上げを行うとい

うのは到底適切であるとは言えない。「東京・

新宿間」「東京・池袋間」「渋谷・上野間」な

ども現状 210 円なのが 260 円となり、競合路

線である東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

線を利用する方が明らかに低廉となる、非常

に割高感の強い運賃である。 

なお、①の変更については、JR 他社とまた

がる場合においても全区間の距離を通算し

て運賃を算出し、改定後の運賃との差額を加

算額として設定する「通算加算方式」が採用

されていることから、同社の運賃のキロ刻み

を変更することとした場合、JR 他社にまたが

る区間での運賃設定等に課題が発生するこ

とから現状どおりとするとのことです。 

 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。このため、

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、運

賃水準が異なることになるため、JR 東日本区

間の利用距離に応じて基準額（改定前の運

賃）と改定後の運賃との差額を加算額として

設定するとのことです。 

JR 各社の運賃については、それぞれの会社

が認可を受けているものであり、今回の JR

東日本の認可申請により JR 他社の運賃を値

上げすることはできません。 

 

●大幅な値上げであるとの指摘について 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の



これに関する解決策としては、東京電車特

定区間や東京山手線内、私鉄との競合区間に

おいて「擬制キロ」を設定してそのキロ数で

の運賃計算を行うようにすることを提案す

る。幹線運賃を 1.0 とした時に区間ごとの利

用実態に応じて 0.8 倍から 0.95 倍程度の擬

制率を掛けることで値上げ幅を抑えること

ができるだけでなく、特定区間だけを切り出

して複数枚の乗車券を併用することで安く

なるという矛盾も解消できる。 

 

そして、収支の合っていないローカル線に

ついて「全国一律で幹線運賃の 1.1 倍」とい

うのは不当に低廉であり、その維持コストを

首都圏の旅客が負担させられるのはおかし

い。地方私鉄各社、第三セクター各社、路線

バス各社の運賃水準を参考にして路線ごと

の利用状況などを反映させた適正な運賃水

準とすべきである。必ずしも全路線で黒字と

なる水準まで上げる必要はないが、今回の申

請内容では山手線とローカル線の運賃が１

割しか変わらない状況であり適切とは言え

ない。地方私鉄が並行している場合でも、JR

線の運賃が極端に低廉であるという状況も

発生している。また「幹線」「地方交通線」と

いう括りに固執せず、路線実態や旅客流動に

合わせて区間ごとに検討すべきものと考え

る。 

ローカル線の存廃議論が出る際に「バスに

なると運賃が上がるから鉄道を残すべき」と

いう意見が必ず出る。大量輸送という鉄道の

特性を発揮できる路線であれば鉄道の方が

旅客一人当たりの輸送コストは安いが、そう

でない路線であればバスの方が旅客一人当

たりの輸送コストは安いのに運賃は高いと

いう逆転現象が起きている。鉄道のメリット

は「定時性」「高速性」であり、そういった部

分で存続の意見が出るのであれば存続させ

るか同等の輸送品質を担保できるように道

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、東京メトロとの運賃格差

については、同一の営業キロで比較した場

合、申請に基づく改定後の幹線運賃は一部の

キロ地帯を除き、ほぼ同等の水準となってい

るとのことです。 

 

申請者によると、擬制キロの設定にかかわ

るご意見については、JR他社にも影響がある

ことから、今後の運賃制度を検討する際の参

考とさせていただくとのことです。 

 

●地方ローカル線について 

申請者によると、地方路線においては、ご

利用状況が重要であると考えており、鉄道特

性のひとつである大量輸送を必要としない

路線については、基本的に鉄道の特性が発揮

できないと考えており、こうした路線につい

ては、設備のスリム化や運行形態の簡素化等

による運営の効率化を推進する一方で、沿線

の皆さまにもご理解、ご協力をいただきなが

ら、鉄道存続やバス転換等の前提を置かず

に、ご利用状況の推移や幅広い選択肢をお示

ししたうえで、地域と一緒に「持続可能な交



路側の改良を行うべきであるが、運賃に関し

て言えば特に地方路線では路線バス並みに

上げても問題はない。その上で、一部地域で

取り組みが進んでいる路線バスと鉄道の共

通乗車なども推進されるべきであるし、鉄道

運賃を適正な額まで引き上げた上で最も便

利な輸送モードが何なのか議論されるべき

である。 

この場合においても、前述したように路

線・区間ごとに「擬制キロ」を設定して擬制

率を調整することにより１つの運賃表で分

かりやすくなる。「分かりやすく」という言葉

を建前としたドル箱路線を狙い撃ちにした

露骨な値上げは容認されるべきではなく、真

に分かりやすい運賃制度に刷新することが

求められる。 

 

ここまで今回の申請内容における問題点

について述べてきたが、後半では申請者であ

る JR 東日本のここまでの取り組みを踏まえ

て値上げ申請を行うのが適切であるかどう

かについて述べる。 

JR 東日本では 1993 年頃から大量の新型車

両を製造・導入し、旧国鉄から承継した車両

を置き換えてきた。しかしながら投入された

新系列電車は使い捨てカメラになぞらえて

「走ルンです」の蔑称で呼ばれることもある

「安普請」と言わざるを得ない「コスト半分・

寿命半分・快適性半分」の車両であり、特に

209 系・E231 系・E217 系・E501 系・701 系等

において従来の国鉄型車両よりもサービス

水準が下がったという見方すらできる。 

路線によっては新型車両の導入と同時に

減車・減便を行っており、定員数を確保する

ためにロングシート化されて着席定員が著

しく減少したために座れなくなった。また、

日光線や宇都宮線においてはそれでも積み

残しが出て問題となったのは記憶に新しい。 

また、乗車時間の比較的長い路線において

通体系」を構築していくことを考えていると

のことです。 

地方交通線のみの運賃値上げについては、

幹線と地方交通線の跨り利用時や地方交通

線完結の他社との跨り利用時の運賃計算方

法など、JR 他社等への影響も考慮し、慎重に

検討する必要があるとのことです。 

 

●新型車両の導入、快適性・設備の退化につ

いて 

申請者によると、新型車両はメンテナンス

しやすい車両となり、安全性や効率性を大幅

に向上させてきており、また、従来の車両に

比べ、エネルギー効率も改善しているとのこ

とです。209 系などの新系列の列車は「価格

半分・寿命半分」として導入したとのことで

すが、その後も主要部品を更新し、無駄の無

い車両運用を実現しているとのことです。 

車内設備においても、路線の事情に合わせ

て、車内モニタやバリアフリーを図ったトイ

レの設置を行っているとのことであり、前世

代の車両よりも明らかに劣化・退化している

ことはないとのことです。 

 

申請者によると、ロングシート化について

は、通勤通学時に乗降口付近の滞留を防ぎ、

乗降のしやすさを重視するとともに、定員の

増加を図っているとのことです。なお、ご利

用状況については、常に確認し、ダイヤ改正

等で改善を図っているとのことです。 

 

申請者によると、近年に同社が投入した車

両では、座り心地を大幅に改善した腰掛を採

用しているとのことです。 

 

申請者によると、HB-E220 系については、

バリアフリートイレや HB 特有のバッテリー

等があり、従来に比べ窓は少なくなっている

ものの、左右非対称のデザインにより、車内



もロングシート化が推進され、今回値上げ申

請をしていない同じ JR グループの東海旅客

鉄道株式会社(JR 東海)や西日本旅客鉄道株

式会社(JR 西日本)と比較した際に快適性は

見劣りすると言わざるを得ない。座席に関し

ても E233 系以降はかなり改善が見られたも

のの、異常なまでに硬い座席の車両が数多く

導入されており、今でも雀の涙ほど残ってい

るボックスシートの頭部にモケットが張ら

れていないなどチープな感じが否めず国鉄

型(113 系・115 系など)の後期車と比較した

時に快適性が劣ると言わざるを得ない。 

車両を安普請のものにしてコストを削減

し、接客設備が前世代の車両よりも明らかに

劣化・退化しているのにも関わらず、転換ク

ロスシートを装備した快速列車を多数運転

して高速化や快適性の向上に努めてきた JR

東海や JR 西日本よりも高額な運賃を収受し

ようとするのはいかがなものかと苦言を呈

したい。 

また、今回の申請内容に「老朽化した車両

の更新」とある。本年 11月 21 日にプレスリ

リースにて八高線・釜石線に「HB-E220 系」

の導入が発表されたが、各種 SNS 上を中心に

非難が殺到している。プレスリリースのイメ

ージ写真を見る限り、荷物車と間違うような

窓の少なさ。そこそこ乗車時間が長いのに座

席数の少ないオールロングシート。特に釜石

線においては 3時間程度走る列車もあり、ま

た観光路線としての性格もある。車両を新し

くすればサービスが向上するとは限らない

し、今回のケースでは従来車と比較して明確

にサービスダウンとなるし時代に逆行して

いる新車と言える。 

このような欠陥品とも言える新車を投入

するために値上げを申請するのであれば、国

土交通省は「絶対に」認可すべきではないし、

値上げをしなければならないほど財政的に

厳しいのであれば従来型であるキハ 110 系

の明かりは確保されているとのことです。ま

た、釜石線においては、のってたのしい列車

「ひなび（陽旅）」を運行し、観光ニーズにも

対応しているとのことです。 

 

申請者によると、キハ 110 系については、

製造から 30 年以上経過している車両であ

り、一部機器については生産中止等により継

続した保守が困難となっていることから、車

両状態を踏まえ、一部車両を今回 HB-E220 系

に置き換えることとしたとのことです。 

 

●ダイヤについて 

申請者によると、首都圏エリアの特急列車

については、券売機の混雑等であっても車内

で購入した場合には車内料金が適用となる

ため、時間に余裕をもって予め特急券を購入

していただくか、インターネット予約のえき

ねっとチケットレスサービスの利用をお願

いしたいとのことです。 

なお、無人駅等、きっぷの購入ができない

駅からの乗車の場合には、導入前に一部の駅

で誤った内容のポスター掲出がある等の事

実があったものの、車内で購入した場合でも

事前料金を適用する等の運用は柔軟に実施

しているとのことです。 

 

申請者によると、京葉線のダイヤ見直しに

ついては、2024 年（令和 6年）3月に実施し

たダイヤ改正により、朝夕時間帯の通勤快速

を各駅停車化したことにより、内房線・外房

線方面からの所要時間が増大する等により、

関係自治体等から見直しの要望があったこ

とから、同年 9月に一部ダイヤを見直し、各

駅停車の快速列車への置き換えを実施した

とのことです。2025 年（令和 7年）3月 15 日

のダイヤ改正において、快速列車への置き換

えを行うなど、一部の輸送体系を見直したと

のことです。 



を延命し継続使用した方がサービス品質と

しては高いものになる。きちんと整備すれば

問題なく使用できる車両をいとも簡単に廃

車にし、従来車よりもサービス品質の劣る新

車を入れるために巨額の費用を投じておい

てその費用を回収するために値上げ申請す

るというのは言語道断であり到底受け入れ

られるものではない。 

 

次に列車ダイヤに関して。本年３月のダイ

ヤ改正では京葉線の通勤快速列車が廃止さ

れ、快速列車に関しても大幅に削減され社会

問題化した。気休め程度に快速列車は復活し

たものの通勤快速列車に関しては復活され

ず、やむを得ず特急を利用せざるを得なくな

った上に特急からは自由席が廃止され割高

な指定席特急料金を支払う必要が出てきた。

券売機が混んでいて買えなくても、車内で購

入すると事実上の罰金である車内料金。「切

符の購入ができない駅からのご乗車でも、乗

車前に特急券の購入がない場合は基本的に

車内料金で特急券の購入が車内で必要とな

ります。」というポスターを駅に掲出し、イン

ターネット上で炎上しただけに留まらず千

葉日報のトップ記事で取り上げられた事も

あった。 

また、京葉線においては夜間帯には 20 分

以上運転間隔が開く事もあり、幕張メッセや

千葉マリンスタジアム等で大規模イベント

が開催される場合でも増便されることは滅

多にない。列車が来ないから駅がパンクして

なかなか入れず、やっと入れたとしても長時

間待ってやっと来るのは時間の掛かる各駅

停車。ダイヤ改正の度にスピードダウンを伴

う「改悪」が行われており、利用者に値上げ

をお願いするのであれば通勤快速列車や快

速列車を大増便しスピードアップするとい

う事を約束して欲しいし、輸送品質の向上を

伴わないのであれは値上げは認可するべき

 

●横浜線・南武線・ライナーについて 

申請者によると、横浜線や南武線について

は、朝夕ラッシュ時間帯は列車本数が多く、

各駅の乗降者数も多いため、各駅停車のみの

運転としているとのことです。また、ライナ

ーの特急列車への置き換えについては、車両

の置き換え等にあわせて進めており、えきね

っとチケットレスサービスや JREPOINT が貯

まり、貯まったポイントで乗車できるサービ

ス等を拡充しているとのことです。 

 

●中長距離列車の設備について 

申請者によると、申請者が保有している車

両の車内設備は路線の事情に合わせて、車内

モニタやバリアフリーを図ったトイレの設

置を行っているとのことです。また、列車ダ

イヤはご利用状況に応じて設定しており、意

図的にご利用しづらいダイヤを設定したり

車両設備のレベルを下げるなどして、料金の

必要な列車・設備への誘導は行っていないと

のことです。 

 

●新幹線・特急列車の全車指定席化・割引商

品の見直しについて 

 申請者によると、在来線特急列車について

は、首都圏エリアを中心に自由席が大変混雑

し、始発駅で座るために並ぶ旅客が多数お

り、着席機会の均等化等のサービス改善を図

るために、順次、全車指定席化を進めてきた

とのことです。なお、実施にあたっては、旅

客に過度な負担とならないよう、従前の指定

席特急料金と自由席特急料金の中間の価格

を新たな指定席特急料金（事前料金）として

設定し、えきねっとチケットレスサービスで

はより割安な料金で利用可能としていると

のことです。また、従来、快速列車として運

転してきた臨時列車については、停車駅やダ

イヤ、使用車両及び旅客の利用状況やニーズ



ではない。 

 

こういった話は京葉線に限った話ではな

い。横浜線や南武線においても日中時間帯し

か快速電車の運転がなく、夕方ラッシュ時に

なると日中時間帯よりも本数が減る部分も

出てきており長年放置されている。中距離各

線においても、300 円台で利用できた通勤ラ

イナーが 500 円台になった上に全車指定席

の特急列車とされ、最大で 1280 円まで値上

げされただけでなく、混雑対策も増発や増結

をするのではなく詰め込みやすいロングシ

ート化を推し進め「快適に移動したければ課

金しろ」という姿勢が見えている。 

主に中距離各線において乗車券のみで利

用できる列車のダイヤを改悪し、設備のレベ

ルを意図的に下げる事で特急料金・グリーン

料金などの追加料金の必要な列車・設備への

誘導を図っているという見方もできる。その

ような行為を平然と行っている状況で値上

げ申請を行うというのは旅客をバカにして

いると言わざるを得ず、こういった状況につ

いて改善する旨が具体的に明示されない限

りは値上げを認可すべきではない。 

 

JR 東日本の特急列車からは自由席が一部

を除いて廃止され、普通列車のグリーン料金

は大幅に値上げされ、新幹線と特急列車の乗

継割引や普通回数券・Wきっぷ・横浜フリー

きっぷなどは廃止され、青春 18 きっぷの大

改悪や往復割引の廃止を主導し、普通運賃こ

そ値上げされていないが実質的な旅客負担

は増え続けてきた。企画乗車券を廃止する時

には「便利な suica をご利用ください」と言

うが、suica では無割引であり企画乗車券廃

止の口実にするのは不適切ではないだろう

か。 

新幹線の全車指定席化も問題である。全車

指定席の列車しか走らない区間は特定特急

を鑑み、順次、特急列車に格上げしていると

のことです。 

新幹線については、長距離区間を中心に指

定席志向が強く、着席機会を最大化するため

にはやぶさ号・こまち号・はやて号・かがや

き号については、すべての列車を全車指定席

としているとのことです。なお、全車指定席

列車のみが運転している盛岡以北の区間に

ついては特定特急券を発売していますが、盛

岡駅をまたがる区間については、原則的に指

定席特急券をお求めいただいているとのこ

とです。 

 

申請者によると、往復割引については、

2026 年（令和 8年）3月の往復・連続乗車券

の発売終了に伴い、廃止予定としております

が、往復割引が適用されている往復乗車券は

中長距離の乗車券全体の約 4％程度と発売実

績が僅少とのことです。今後、長距離におい

ては、同社のインターネット予約サービス

「えきねっと」での割引商品「新幹線 eチケ

ット（トクだ値）」等の利用を推奨していくと

のことです。なお、JR各社において発売終了

に伴うシステム改修が必要となることから

運賃改定と同時期の実施としたとのことで

す。 

 

申請者によると、青春 18 きっぷについて

は、1982 年（昭和 57 年）の商品設定当時か

らのご利用状況の変化や、お客さまから自動

改札機対応に関する要望もいただいていた

ことから、JR6 社で協議の上、自動改札機対

応が可能な仕様として今回の設定としたと

のことであり、ご理解いただきたいとのこと

です。 

 

●係員の接客態度や業務知識について 

申請者によると、関係する社員に事実関係

を確認のうえ、適切に対応してまいりたいと



券で普通車空席に座れるというが、例えば盛

岡駅で自由席と普通車空席を乗り継いで利

用する場合は特急料金を盛岡駅で打ち切っ

て計算する、あるいはごく短距離の利用であ

っても追加料金の掛かる指定席を取らされ

るという運用がなされている。最速達種別の

大宮・仙台間を利用する場合に関しては理解

できなくもないが、それ以外の区間で自由席

でも充分座れるレベルに空いているのに強

制的に追加料金の掛かる指定席を取らせる

運用をしているのは如何なものか。 

値上げの申請をするのであれば、今まで旅

客不在で改悪に次ぐ改悪を推し進めてきた

部分を悔い改めて改善していく旨を具体的

に示すこと。これは絶対条件であると言える

し、それができないのであれば本件値上げ申

請を不認可として差し戻すべきである。 

 

また、係員の接客態度や業務知識について

も問題である。もちろん真面目にやっている

者、熱心に勉強している者も一定数おり、そ

のような係員の賃金を引き上げるために値

上げをするのであればある程度は許容でき

ると言える。しかしながら、渋谷駅の○○主

務を筆頭に問題のある係員があまりにも多

い。 

規則上発売できる乗車券類を発売できな

いと言ったり、本来できる取り扱いをできな

いと言って旅客に不利益を及ぼす係員がい

る。不通区間があるので払い戻そうとしたら

事故中止ではなく任意中止として扱って払

戻手数料を騙し取ろうとする。学割の乗車券

を依頼したら「今日じゃなくても良くないで

すか？」と言って舌打ちする。領収書の発行

を拒否する。振替輸送対象となる有効な乗車

券類を所持している旅客から運賃を不当に

騙し取ろうとする。JR東日本では変更等の取

り扱いができない EX 予約のチケットを持っ

ている旅客に対して「乗り遅れたら後続自由

のことです。 

同社としては、社員の知識、技能の向上と

ともに、接遇面そしてお客さまのご意見ご要

望を伺い、改善していくことに努めており、

社員の教育については、入社時の基礎教育を

始め階層に応じた専門的な教育を適切に行

っているほか、各職場における教育を通じレ

ベルアップを図っているとのことであり、今

後もお客さまが安心してご利用いただける

よう、接遇や知識向上のため、社員の指導の

徹底に取り組むとのことです。 

なお、EX予約等の他社の商品については、

同社では詳細は分かりかねる面もあるため、

詳細については JR 東海等に確認するように

案内しているとのことです。 

 

●みどりの窓口について 

 申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 

 

 申請者によると、指定席券の 1か月前の発

売において、10 時ちょうどに操作するいわゆ

る事前受付については、窓口混雑の原因とな

ることや大半の指定席券がインターネット

予約サービス「えきねっと」の事前受付で対

応できるよう、サービス拡充を図ってきたこ

とから、原則として行わないことにしている

とのことです。 

 

●関連事業の利益について 

鉄道の運賃は総括原価方式の下における

上限認可制であり、法令に基づき、鉄道事業



席に乗れない」と嘘の案内をして、勝手に払

戻申出の証明を行って無割引の特急券を売

りつけた事もあった。これらの行為は鉄道営

業法 24 条に抵触する行為であり、また係員

側に悪意があった場合には刑法 246 条に抵

触する可能性すらある事案である。 

旅客に値上げをお願いするのであれば、そ

ういった問題のある係員を排除し、徹底的に

教育を行うべきではないだろうか。少なくと

も隣の JR 東海で当たり前にできていること

ができていないのは問題であるし、値上げ申

請をできる立場なのか。「最近の JR東日本は

変わったし頑張っているから値上げを認め

ても良いか」と思える環境を作るのが先では

ないのか。 

また、みどりの窓口の大幅削減が行われた

り営業時間を短縮、指定席券の発売開始とな

る１か月前の 10 時に操作することを拒否す

る駅も出てきた。みどりの窓口が少なすぎ

て、駅によっては数十分待ちが当たり前の状

況になっている。運賃の値上げを行うのであ

れば、現場に出す前に徹底した社員教育を行

ったりコスト削減により縮小・改悪されたこ

ういった部分を元に戻す改善を行う意思が

あるのかを事業者側に問いたい。 

 

さらに JR 東日本は駅ナカ、不動産、金融

などの関連事業において莫大な利益を得て

いる点にも留意が必要である。特に駅ナカ事

業に関しては駅構内という一等地でビジネ

スをしており、関連事業の売上を伸ばすこと

に鉄道が寄与していると考えれば統括原価

の計算の際に関連事業による収益も一定程

度考慮すべきではないか。 

本来であれば本業である鉄道の利用者を

増やすために関連事業があるというのが普

通であるが、JR東日本は本業を疎かにして関

連事業に注力してきたと言わざるを得ない

事象を数多く起こしてきたため、あえてこの

の収支により、能率的な経営の下における適

正な原価に適正な利潤を加えたものを超え

ないものであるかどうかの審査を行ってい

ます。 



ような表現をしている。 

関連事業に注力し本業を疎かにする事の

是非については今回あえて論じないが、銚子

電気鉄道株式会社のように関連事業のぬれ

煎餅の利益で鉄道の赤字を補填しているケ

ースもあり JR 東日本だけを特別扱いして鉄

道事業単体での収支だけを見て値上げ認可

の可否を判断すべきではない旨は国土交通

省に伝えたい。 

 

ここまで色々と述べてきたが、冒頭でも述

べたように時代に合わせた運賃制度の改革

は必要不可欠だという立場である。しかし、

どうせやるのであればきちんとした制度設

計を１から行うべきであるし、今回 JR 東日

本から申請された内容はあまりにも杜撰で

あると言わざるを得ない。また、旅客に対し

て値上げをお願いするのであれば今までの

不祥事や改悪について改めて詫びた上で、具

体的にこのように今後改善していきます。そ

のための原資が必要なので値上げさせて下

さい。という姿勢が必要なのではないだろう

か。以上の通り、長文になったが値上げに反

対する立場から意見を述べさせて頂いた。 
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電車特定区間、山手線内の値上げ幅が 20%

を超えている区間もあり、物価上昇等を鑑み

た値上げ率を超えている上に、平均値上げ率

のみを強調することで大幅値上げを隠蔽し

ており甚だ悪質である。通学定期も値上げし

ないと言いながら同区間では値上げしてお

り家計への影響が大きい。このため以下の施

策を最低 1つは実施を求めたい。 

 

・電車特定区間、山手線内の値上げ幅圧縮 

・同区間の通学定期の据え置き 

・値上げを認めるのであれば 2019 年時点の

本数への復便(特に日中の山手線は3分30秒

間隔に速やかに戻すべき） 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線



の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、通学定期運賃について

は、「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分

を「幹線」に統合することに伴い値上げとな

るものの、家計負担を考慮し、「幹線」は現行

の幹線水準に据置くことで、値上げ幅を最小

限にしているとのことです。なお、高校生用

や中学生用の通学定期券や通学用割引普通

回数乗車券、片道 101 キロ以上の区間を指定

学校の生徒・学生が利用する場合、運賃が 2

割引となる学生割引についても発売を継続

するとのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線



快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 
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・概ね全体としての賃率引き上げには賛成

ではあるが、電特,山手線内の廃止で著しく

運賃が変わり、特に山手線内では距離に対し

ての引き上げ率が大きすぎると考える。 

そのため半年ごとなどに分けて値上げを

行うのが良いのではないか 

 

・東京熱海間の幹在分離について、異常気象

その他異常運行時に於いて双方通常運行を

行っている路線へ振替を行っていたがこの

取り扱いは廃止という認識か如何に 

 

・オフピーク定期券について、値下げを先日

行っているが結果として時間帯の転移は大

きく見られず現在に至るまで、旅客需要の平

準化は行えていない。オフピーク定期券導入

に伴うシフト効果も薄く、ピーク時間帯の混

雑緩和という形でのメリットも享受できて

いない。この状況で一般定期券の割引率縮小

は認められるものではない。令和４年１１月

１７日の運輸審議会からの状況変化として

見直しは行うべきと考える。 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、今回の申請により、東京・



熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。また、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

なお、輸送障害等が発生した場合には、関

係各社が定める旅客営業規則等の約款に基

づき、既に所持する乗車券について、他経路

乗車が可能とのことです。 

 

申請者によると、通常の通勤定期券の値上

げに伴う増収分がオフピーク定期券の割引

に伴う減収分を上回る状況となっており、

2024 年 10 月発売分からオフピーク定期券の

割引率を約 15％に拡大したとのことです。ま

た、シフト効果については約１％とのことで

す。引き続き、オフピーク定期券の増売に努

め、増収とならない形にしていきたいとのこ

とです。 
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意見: この内容では上限変更を認可するべ

きではない 

理由: 

・通勤定期旅客運賃の値上げはすべきでは

ない 

労働のための ""旅行"" は労働のための

経費であるため、雇用者から通勤手当という

形で支給される雇用形態が多いが、残念なが

ら社会保険料の賦課対象となっているため、

通勤手当の増加に伴って給料の額が変わっ

てなくても手取りが減るという不思議な状

態になるので、通勤定期の(絶対額の) 値上

げはすべきではないと考える。社会保険料の

賦課がこのような経費に及ばないよう変更

されるまでの当面の間、社会保険料の負担が

増えない通学定期の割引率、特に高校生以下

●通勤定期運賃の値上げについて 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、



の物、を下げてこれの補填とされたい。労働

の価値が互いに毀損されてはならない。 

 

・普通旅客運賃の計算に複数回の切り上げ

処理が入るのは異常 

現在の運賃計算は地帯ごとの乗車距離 

(ただし旅客営業規則 第 77 条第 2 項もしく

は第 84 条に定められる乗車距離ステップの

中央値に丸められる)にキロ賃率を乗じてか

ら 10 位を四捨五入、もしくは 1 位までを切

り上げて 100 円ないしは 10 円単位とし、消

費税を加えてさらに 1 位を四捨五入(もしく

は切り上げて) して 10円単位とすることは

周知の事実である。 

しかし ""普通旅客運賃は「IC≦きっぷ」

となるよう改定"" するには、消費税を加え

た後の金額を一位で四捨五入するのをやめ

て切り上げとなってしまう。 

この結果何が起こるかというと、品川か

ら新宿の 10.1km に乗車した場合、幹線

15km の運賃が適用されて 16.96 円

/km×13km=220.48 円、これを 10 円単位に

切り上げて 230 円となり、消費税を加える

と IC運賃で 253 円、きっぷ運賃で 260 円と

なる。 

この乗車距離の丸め処理と課税前運賃計

算と消費税計算とのそれぞれの切り上げは、

販売するきっぷの種類を減少せしめ、課金の

手間を減らすための切り上げ処理と認識し

ている。その一方で首都圏における IC カー

ド運賃は""消費税率の引き上げ分をより正

確に転嫁する観点"" から導入されていると

認識している。 

従って運賃も、乗車距離をより正確に運賃

に反映すべく、特に他の旅客鉄道各社と運賃

の通算を行っていない IC カード運賃では、

0.1km単位の営業キロにキロ賃率を乗じて消

費税を足し、最後に 1円単位・10円単位とす

るようにされたい。 

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

 申請者によると、通学定期運賃について

は、「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分

を「幹線」に統合することに伴い値上げとな

るものの、家計負担を考慮し、「幹線」は現行

の幹線水準に据置くことで、値上げ幅を最小

限にしているとのことです。なお、高校生用

や中学生用の通学定期券や通学用割引普通

回数乗車券、片道 101 キロ以上の区間を指定

学校の生徒・学生が利用する場合、運賃が 2

割引となる学生割引についても発売を継続

するとのことです。 

 

●普通運賃の計算方について 

申請者によると、対キロ制におけるキロ刻

みの細分化については、JR 他社とまたがる場

合においても全区間の距離を通算して運賃

を算出し、改定後の運賃との差額を加算額と

して設定する「通算加算方式」が採用されて

いることから、同社の運賃のキロ刻みを変更

することとした場合、JR他社にまたがる区間

での運賃設定等に課題が発生することから

現状どおりとするとのことです。 

 

申請者によると、同社の運賃は 1987 年の

国鉄分割民営化により前身である国鉄から

引き継いだもので、会社発足以来、消費税率

の改定等を除き、維持してきた運賃に対して

公平性の観点から今回、一定の改定率（幹線

4.7％）を乗じて算出したとのことです。税抜



先の例に当てはめると

16.96×10.1×1.1=188.4256 円となり、IC

運賃では 189 円、きっぷの運賃では 190 円

となる。乗車距離の丸めを存置する場合は

243 円もしくは 250 円となる。 

 

・通算加算運賃の加算額の計算に疑問 

普通乗車券の通算加算額は JR 東日本線内

の乗車距離を、旅客営業規則 第 77条第 2項

もしくは第 84条の乗車距離ステップ(11 - 

50km は 5km 刻み、51 - 100km は 10km 刻

み、101 - 600km は 20km 刻み)で計算した JR

東海・JR西日本と JR 東日本との運賃の差額

となっている。 

従って、品川から三島までを在来線で乗車

する場合は、JR 東日本に乗車するのが

97.6km であるにもかかわらず、最低でも

100km 分の加算が、旅客営業規則 86 条の影

響をも受けるのであれば東京から熱海の

(104.6km→) 120km 分の加算がなされること

となる。 

さらには現在の運賃計算では 301km 以上、

601km 以上のキロ賃率は 300km 以下と比べて

割安になっているにもかかわらず、一律で

300km以下のキロ賃率で計算してしまってい

る。 

経営基盤の脆弱な JR 北海道・JR四国・JR

九州への補助金としての性格も持ち合わせ

た通算加算であればこの計算式であっても

かまわないが、人口集積地東京を擁する JR

東日本に対してはいささか過大な加算額で

あると言わざるを得ない。さらに JR 東日本

は前記 3社と違ってどん詰まりではなく、通

過利用や行って帰っての利用が可能となっ

てしまう。従って本州の JR3 社がそれぞれ別

のキロ賃率を採用することを見越して考え

ていなければならない(通算して 600km 超の

利用であっても3社がそれぞれに300km以下

のキロ賃率で加算運賃を課金することがあ

運賃の計算方法については、今後の運賃制度

を検討する際の参考とさせていただくとの

ことです。 

 

●通算加算方式の計算方について 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、

運賃水準が異なることになるため、JR東日本

区間の利用距離に応じて、基準額（改定前の

運賃）と改定後の運賃との差額を加算額とし

て設定するとのことです。 

また、既に通算加算方式を適用している JR

他社とまたがる区間の運賃については、JR東

日本線を利用する区間に対する加算額とは

別に、JR他社を利用する距離に応じて計算し

た加算額を基準額に合算して求めるとのこ

とです。 

なお、内方区間が割高になり運賃逆転が生

じないよう、一部の区間において値下げし、

調整しているとのことです。 

 

●山手線内・電車特定区間について 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合



ってはならない)。 

往路・復路によって加算額が異なるという

のもまたおかしな話であるため、以下の例の

ようにキロ賃率を按分してその差額を 0.1km

単位の JR 東日本の乗車距離に乗じる(例 1)、

もしくはせめてキロ賃率が高い側に寄せて

計算 (例 2) されたい。 

そろばんとペンによって発券する時代で

あれば通算加算額を乗車距離ステップに丸

めて、計算済みの額を最後に足しわせる処理

も妥当かもしれないが、いまやコンピュータ

に自動計算させる時代である。計算する桁数

が増えたとしても丸め処理の回数を減らし

て正しく計算するのが大事であると考える。 

 

例 1:大宮から金沢 (420.2km (うち JR 東日

本乗車 251.6km))のとき、 

16.20 円/km×300km 

+12.85 円/km×130km 

+((16.96 円/km-16.20 円/km)×300km 

+(13.45 円/km-12.85 円/km)×120.2) 

÷420.2km×251.6km=6710.2 円。(他社に

またがるため) 

これを従前どおり 10 位で四捨五入し税を

足し合わせて 1 位で四捨五入して税込運賃

が 7370 円 

 

例 2:大宮から金沢 (420.2km (うち JR 東日

本乗車 251.6km))のとき、 

16.20 円/km×300km 

+12.85 円/km×130km 

+(16.96 円/km-16.20 円/km)×251.6km 

=6721.716 円。(他社にまたがるため) 

これを従前どおり 10 位で四捨五入し税を

足し合わせて 1位で四捨五入して税込運賃

が 7370 円 

 

・平均 7.8%値上げの欺瞞 

JR 東日本のプレスリリースでは普通旅客

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

 電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、IC 運賃については 1 円

単位での設定が可能であり、消費税率改定の

際等に正確に反映が可能であることから、引

き続き設定する考えとのことです。 

 決済手段によって価格が異なるケースは、

鉄道やバスなどの交通機関だけでなく、公共

料金の口座振替や高速道路の ETC 割引料金

でも事例があります。 

 

●特定運賃について 

申請者によると、届出で設定している民鉄

との並行区間の特定運賃については、1982 年

に設定されて以来、直接競合する 30 区間に

ついて見直しがなされておらず、今回の改定

にあわせて競合状態や旅客のご利用状況を

鑑みて必要と認められる 12 区間に見直すと

のことです。 

また、東京・熱海間における JR 東日本の

在来線と JR 東海の東海道新幹線が並行して

いる区間の運賃については、それぞれの会社

が認可を受けているものであり、一律に価格

を合わせるといった性質のものではなく、特



運賃は平均 7.8%の値上げ (を申請)としてい

る。その内訳としては、山手線内および電車

特定区間のキロ賃率を廃止して幹線に統合、

幹線は 600km 以下の範囲でキロ賃率を 4.7%

の値上げをするとしている。 

つまり山手線内の中距離だけを利用する

利用者からすれば、13.25 円/km から 16.96

円/km となり、キロ賃率が 28%の値上げとな

ってしまうわけである。鉄道駅バリアフリー

料金の加算がなくなるため実質的には 2 割

程度の値上げに落ち着くだろうが、まさに""

数字は嘘をつかないが嘘つきは数字を使う

"" である。 

スパコロの調査では、大幅値上げとなる電

車特定区間の過半が収まる、1都 3県の鉄道

利用者の 8 割が IC カードを使っているとし

ており、これらの人間は乗車の都度運賃を気

にしているとは考えづらい。 

つまり文句が出づらいところから搾れる

だけ搾ろうという態度が見え見えなのであ

る。この態度はよろしくない。JR東日本自体

はコロナ騒ぎで定期券利用から都度利用に

切り替えた割合すら計算しうるのだから、エ

リアごとの IC カード 1 枚当たりの値上げ率

というのも計算しうるわけだし、これを開示

して納得してもらう必要があるのではない

だろうか? 

それができないのであれば現行の運賃体

系を維持したまま、一律 7.8%の運賃値上げを

するべきだろう。 

 

・わかりやすい運賃体系の欺瞞 

JR 東日本のプレスリリースでは ""「電車

特定区間」、「山手線内」の運賃区分を「幹線」

に統合"" 

し、""普通旅客運賃は「IC≦きっぷ」とな

るよう改定"" することによって ""「わかり

やすい運賃体系」を実現"" 

するとしている。果たして本当にそうなの

定運賃を設定する考えはないとのことです。 

 

●幹在別線化について 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

 

申請者によると、新幹線経由の乗車券で在

来線に乗車する場合、運賃水準が異なるた

め、正しいきっぷでのご利用が可能となるよ

う自動改札機等の機器の改修を計画してい

るとのことです。 

 

申請者によると、擬制キロの設定にかかわ

るご意見については、JR他社にも影響がある

ことから、今後の運賃制度を検討する際の参

考とさせていただくとのことです。 



だろうか? 

一般の利用者はそこがキロ賃率が割安な

山手線内および電車特定区間か、逆に割高な

地方交通線かどうかなぞ気にせずに IC カー

ドから運賃を減算、もしくは券売機や係員に

対して運賃を支払ってきっぷの交付を受け

ているはずである。せいぜい幹線の、時間に

余裕のある利用者か金に余裕のない利用者

かが、端数が切り下げになっているかどうか

を確認するだけである。 

こういうところを気にするのは鉄道情報

システムをはじめとする運賃計算をコンピ

ュータのプログラムに落とし込まなければ

ならない人間か、あの手この手で運賃を安く

しようと頑張る鉄オタや金券ショップの係

員くらいである。 

運賃計算をプログラムに落とし込まなけ

ればならない人間からすれば、他の JR とキ

ロ賃率や 10km 以下の特定額、消費税の計算

が異なっていたり、通算加算運賃が発生する

というのはテストケースが増える頭を抱え

たくなる事象でしかないし、旅客営業規則 79

条に定める特定区間運賃なんて論外である。 

わかりやすい運賃体系ではなく仕事をし

ないでいい運賃体系という観点からすれば

値上げをしないのが一番であるが、値上げを

するという前提においては山手線内および

電車特定区間の運賃を幹線に統合して特定

区間運賃の一切や IC 運賃を廃止するのが一

番である。 

あくまでも自分はあの手この手で運賃を

安くしようと頑張る鉄オタであるが、正直そ

れをいちいち考えるのが面倒くさい。このた

め、キロ賃率をすべて幹線に移行して旧電車

特定区間・旧山手線内・旧特定運賃区間の擬

制キロ係数を設定していただけると嬉しい。 

 

・幹在同一視の破壊と低い検札実施の可能

性 



旅客営業規則 86 条および 87条には、エ

リアごとの各中心駅から 200km 以上もしく

は 100km 以上離れた駅への旅行は中心駅か

らの距離で運賃を計算し、そのエリア内の

どこからでも入出場できるとある。一方で

JR 東日本のプレスリリースの補足説明資料

では、JR東海とキロ賃率が変わってしまう

ので、東海道新幹線経由の乗車券で在来線

に乗車できなくするとある。 

つまり新幹線以外の駅から入場可能な乗

車券でありながら、在来線にあまり乗車が

できない乗車券を買いえてしまうのであ

る。 

従って戸塚 - 熱海で新幹線経由の乗車券

で在来線に乗車している乗客を摘発した

り、熱海まで新幹線に乗車していない乗客

を函南以西で途中下車や旅行の終了をさせ

なかったりする方策が必要なのである。 

少なくとも、グリーン券の検札すら事欠

くような JR 東日本が、戸塚 -熱海で検札を

実施して摘発するといったことはできると

思えない。従って JR 東日本管内の自動改札

機の改修および社員教育と、他の JR 管内に

渡っての同様の措置とが必須となってしま

う。 

このようなことにカネや手間をかけるく

らいなら、擬制キロなり特定区間運賃なり

を設定して在来線の乗車券を新幹線経由と

同額にしてしまう方がマシである。 

 

・まとめ 

0. 運賃値上げは仕方ないだろう 

1. 手取りが減るので通勤定期の値上げをし

ないでほしい 

2. 山手線内・電車特定区間の著しく高い値

上げ率を下げてほしい 

3. 運賃 (特に IC 運賃) は単一の運賃テー

ブルに依存し、距離に完全に比例するなど簡

便な計算により計算できるようにしてほし



い 

4. 通算加算運賃は JR1 社 1 社がそれぞれキ

ロ賃率が違う状態となったことを見越して、

各々の会社の実乗距離に適正に計算した額

としてほしい 

5. 正直者がバカを見る運賃計算であるべき

ではない 
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意見：運賃改定について一定の理解は示すも

のの、基本的には反対である。 

 

・理由１：JR 東日本は民営化後、顧客に不利

益を与える施策を続けているため 

 

・Suica：災害時等の振替乗車なし、東日本地

区のみ初乗り料金がチャージされている必

要あり。 

・座席サービスの低下：跳ねる台車、固い椅

子：腰痛保持者などに厳しい。 

・側面行先表示機：車体外部の側面は、小型

の液晶のものが１つのみ。しかもそれらで直

通情報を表示しなければいけないので判別

できなく、また英文は見えにくい。これから

高齢化社会を迎えるにあたって厳しい環境。

乗客の利便性を一切無視した施策である。JR

西日本は逆に大きく見やすく、列車種別＋行

先の２つがある。 

・新幹線料金の継続不可：会社をまたぐ新幹

線（東海道山陽を除く）の料金は、グリーン

料金などがあるが、会社をまたぐと初乗り加

算となされる。 

・時計/時刻表の廃止：乗客がスマホを所有

していることを前提としている。停電時、災

害時、電池切れ、紛失、故障などの事情を一

切考慮しない。 

・えきねっと払い戻し：災害などによる手数

料無料の払い戻しについて明確な説明がな

い。混雑時、システムエラーが発生して座席

指定ができない仕様を放置したまま改善し

ない。 

●Suica の振替乗車、初乗残額チェックにつ

いて 

申請者によると、振替乗車はあらかじめ目

的地までのきっぷを購入された旅客の救済

を目的としており、Suica においては、駅の

入場時点では目的地は不明であるため、振替

輸送の対象にはしていないとのことです。な

お、出場時に残額不足となった場合には精算

またはチャージが必要となりますが、チャー

ジが可能な券売機等の設置状況を考慮し、お

客さまに事前にチャージいただけるよう、最

低運賃相当額のチャージ残額を必要として

いるとのことです。 

 

●座席サービスの低下について 
申請者によると、近年に同社が投入した車両

では、座り心地を大幅に改善した腰掛を採用し

ているとのことです。 
 
●側面の行先表示機について 
申請者によると、側面の行先表示器につい

ては、フルカラー化を図った車両も投入し、従

来よりも視認しやすくしているとのことです。 

 

●新幹線のグリーン料金について 

申請者によると、会社をまたがる場合の新

幹線のグリーン料金は、営業主体が異なるた

め両社毎に積み上げた料金を基本としてい

るものの、グランクラス料金については、お

客さまの利便性を考慮して一定額を低減し

ているとのことです。 

 



・みどりの窓口廃止：指定席券売機でできな

いことばかりで、結局窓口が必要。大混雑。 

・窓口営業時間の非公表：JR 東海、西日本、

九州は窓口営業時間をホームページで公表

している。 

JR 東日本はかたくなに非公表で、障碍者の過

激パフォーマンス等で、マスコミに訴えない

と動かない。（なお 2024 年現在、是正された） 

・グリーン車自由席：満席でも発券を許可

し、払い戻しに手間がかかる仕様である。ま

た、払い戻しについて知っている乗客でない

と、利用するのが難しい。 

・中央線：以前、関西の東海道山陽本線のよ

うに快速/普通を同一ホームで乗り換えるよ

うな改良を検討された時期があった。しかし

それらは２００億円程度かかることから否

決された。乗客が望んでいる対面乗り換えの

利便性に費用をかけず、中央線のグリーン車

導入を行う。一部の乗客向けに利益があり、

グリーン車を使用しない層には遅延などの

不利益を与えることになる。 

従来東京区内発→大阪市内行の乗車券を

購入すると、東京区内・大阪市内では途中下

車できない。 

特定電車区間と途中下車の相関関係は不

明だが、特定電車区間を廃止して幹線にする

のであれば、経路内途中下車可能にするのが

望ましいが、幹線にすることにより、途中下

車にどのような影響をもたらすのか説明が

ない。 

 

報道発表では、今回と同時に継続乗車券も

廃止であった。例として、①新幹線で目的地

の先まで行き、②在来線で同じ経路を折り返

す場合、従来②の継続乗車券が利用できた。

今回で廃止にすると、①のみ購入ができ、②

の購入機会を失う。指定席券売機では②他駅

発の乗車券が買えない。 

つまり乗客が”路頭に迷う”ことに対して

●時計・時刻表の撤去について 

申請者によると、時計の撤去については、

鉄道をサステナブルに運営するため、維持更

新投資の抑制や固定費の削減を一層進める

必要があるとのことです。駅のご利用状況や

携帯電話・スマートフォンの普及により、多

くのお客さまがご自身で時間を確認する手

段をお持ちであること、固定費削減等を総合

的に勘案しているとのことです。なお、時刻

表については、関係法令に基づき、各駅あた

り最低１か所は設備しているとのことです。 

 

●えきねっとについて 

申請者によると、「えきねっと」について

は、大規模な輸送障害が発生した場合には、

無手数料で払い戻しができる設定を行って

いるとのことであり、当該設定がされている

場合には、同社ホームページでその旨の案内

がされているとのことです。 

また、混雑時のシステムエラーについて、

以前は通勤時間帯の 17時～19時や、繁忙期

の売り出し 10 時直後などに大量のアクセス

があった場合、シートマップ表示エラーが起

きることがあったとのことですが、2024 年

11 月にシステムの性能増強を行い、現在、エ

ラーはほぼ発生していないとのことです。 

 

●みどりの窓口について 

申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。  

また、みどりの窓口の営業時間について

は、JR 東日本ホームぺージの駅情報に掲載さ



何らかの説明もない。 

 

以上、値上げするが目的であり、値上げが

できればそれでよいのである。乗客の影響を

一切無視した申請書であり、これがこれまで

同社のスタンスである。 

 

・理由２：乗り継ぎを考えないといけない都

市構造のため 

例えば、欧州は以前から初乗り２ユーロに

なったが、ゾーン制や９０分間乗り放題（乗

継対策）が存在する。台湾は交通機関問わず、

台北市内なら全交通機関使えて５０００円

などの通勤通学定期券が存在しており、初乗

り運賃加算を考えなくてもよい。日本では特

に地方都市だと、近年初乗り２００円～が当

たり前となった。この全交通機関初乗り２０

０円アベレージだと、世界有数の高額交通国

家となってしまう。東葉高速鉄道の値下げが

話題になったが、これが元に戻るようなイメ

ージとなり、利用者の減少（放置自転車時代

へ逆戻り）が予想できるのではないか。（ただ

しリモート通勤もできるので、過去と同一と

は限らない） 

 

・理由３：税制面について 

駅ナカを拡大し続けているが、駅近店舗と

競合を起こしてしまっている。駅ナカが税金

面で優遇されているのであれば（もう是正さ

れたのかわかりません、以前はそうであっ

た）、他社より有利な条件で儲かっている構

造となる。自身の利益は追求して、他に損を

させる構造の体質である。 

 

・理由４：コロナ後の乗客数増に対応しない

ため 

コロナ後に乗客数が減少するという考え

を元に減車しているが、減車もしてなおかつ

運賃も値上げという利用者には２重苦にな

れているとのことです。 

 

●普通列車グリーン車について 

 申請者によると、普通列車グリーン車につ

いては、自由席で運行しており、満席の場合

で普通車に移動する場合には、グリーンアテ

ンダントに申し出て不使用証を受け取りの

上、着駅等で払い戻しを行っているとのこと

です。また、予めグリーン車の混雑状況を把

握してからグリーン券を購入することがで

きるよう、JR東日本アプリにおいて、グリー

ン車の混雑状況の提供を行っているとのこ

とです。 

 

●同一ホーム乗り換えについて 

申請者によると、同一ホーム乗換について

は、ホーム上の混雑悪化や速達性の高い列車

への混雑集中を招く可能性や、発着番線の入

換えによりお客さまの利便性が低下する可

能性があり、また配線改良工事等に多額の資

金が必要となることから、費用対効果に鑑み

ながら実施しており、現時点では新たな計画

はないとのことです。 

なお、中央線快速・青梅線グリーン車につ

いては、着席サービスを提供することを目的

として、グリーン車の 2 両を連結し 12 両化

するため、全体的な輸送力が増強され、通勤

通学時間帯の混雑緩和にも寄与するものと

考えているとのことです。 

 

●特定都区市内の途中下車について 

申請者によると、特定都区市内発着の乗車

券について、当該都区市内では途中下車を認

めていない点については、仮にこれを認める

こととした場合、当該エリアのフリー乗車券

のような形になってしまうことから、途中下

車を制限しているとのことであり、今回の運

賃改定でその取扱いに変更はないとのこと

です。 



ってしまう。これら（１次的かもしれないが）

乗客増について、どう対応するのか何ら説明

がなされていない。単なる値上げではなく、

制度自体を変えて値上げするなら、直近の問

題に対して対応策を明確化するべきある。残

念なのは乗客目線の動向について、これら JR

東日本が問題としていない点である。 

 

乗客に説明がなく、路頭に迷わせる施策に

ついては国民に不利益を与えると考え、この

まま値上げさせることに対する反対の理由

を上に記載した。 

 

●往復・連続乗車券の廃止について 

 申請者によると、往復・連続乗車券につい

ては、2026 年 3 月の運賃改定と同時期に廃

止予定とのことですが、ご質問のような新幹

線から折り返して乗車となるケース等につ

いては、指定席券売機で現状と変わらない操

作でそれぞれの区間の片道乗車券をお求め

いただけるよう検討中とのことです。 

 

・理由２について 

 いただいたご意見については、今後の鉄道

行政の参考とするとともに、関係するご意見

については申請者にお伝えいたします。 

 

・理由３について 

現在、駅ナカ等については、複合利用鉄軌

道用地として、鉄道施設と店舗の床面積の割

合で土地の面積を按分して固定資産税の評

価額を求めることになっているため、優遇を

受けているものとはなっておりません。 

 

・理由４について 

 申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと



です。 

 引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 
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JR 東日本は増収増益であり、特に山手線内

の運賃が２０％超も増額されることはまっ

たくもって利用者の不利益を生じるもので

ある 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も



上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 
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JR 会社間でのサービス連携が不十分と感

じています 

ネット予約では、 

東日本はえきねっと、東海道新幹線は EX

予約、西日本エリアは e5489 など乱立し、使

い分けなくてはならないなど利用しずらい

面も多くあります 

えきねっとで西日本エリアの予約可能で

すが、きっぷの受け取りできる駅に制限をか

けられています 

 

IC カードでは、 

Suica でも西日本エリアは利用できます

が、定期券機能や割引・ポイント還元などは

ICOCAでしか受けられないといった制約があ

ります 

 

今回の運賃改定に合わせて、QRコードによ

る乗車サービス「えきねっと Q チケ」、新し

い Suica アプリによるウォークスルー改札

申請者によると、JR 各社はそれぞれ別の法

人であり、分割民営化から 40 年近くが経過

し、地域に密着したそれぞれの経営を行って

いるものの、交通系 IC カードの全国相互利

用や各社のネット予約での相互受け取りの

拡充等、必要な連携を実施しているとのこと

です。 

JR 各社で置かれている条件や環境が異な

ることから、これまではそれぞれが自らに最

適な形を模索しつつ予約サイトやサービス

を構築してきているとのことであり、各社の

インターネット予約サービスで購入したチ

ケットを、他社エリアでも受け取り可能とす

る“相互受取サービス”を拡大するなどし

てお客さまの利便性向上を進めているとの

ことです。同社においても、「分かりにくい」

といった声があることは認識しており、これ

まで以上に会社間連携を深めていくための

さまざまな検討を進めていきたいと考えて

いるものの、現時点で具体的な計画はないと



などの計画も発表されていますが、JR各社と

の連携に関する記載が一切ありません 

 

今回の運賃改定は、サービス維持向上を前

提としていますが、JR各社との連携を考慮し

ない形での サービス維持向上 を前提し

ているのであれば、今回の運賃改定は反対で

す 

のことです。 
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満員電車や、ビルを建設するための駅改良

工事など、子供・女性（特に妊娠している）・

病気を持つ人・障害者・老人など配慮が必要

な属性を持つ人の電車の利用が困難な状況

がずっと続いています。こうした属性の方

は、もれなく「平均よりもお金を持っていな

い」人たちです。電車は公共交通にもかかわ

らず、利用しにくい、おまけに運賃が値上げ

されるという状況は、配慮の必要な人から順

番に圧迫していくことになります。公共交通

のあり方として、その状況を放置すること

に、反対意見を示します。値上げより、むし

ろ値下げに踏み切っていただきたいです。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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今回の運賃改定については近年の物価高

騰や、コロナ禍を経ての旅客減少を考えれば

やむを得ない措置なので、基本的には賛成で

ある。 

その前提で、以下の条件を付けくわえてい

ただきたい。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で



今回の申請理由に首都圏の混雑緩和対策

について触れられていない。コロナ禍を経て

の旅客減少として、以前ほど乗客数が戻って

いないとのことだが、乗車している側の実感

ではむしろインバウンド需要の高まりなど

で、混雑が悪化している印象である。コロナ

禍を経て人同士の接触はより減らすべきと

いう認識が高まっていることは考えられ、一

人当たりのスペースはもっと大きく取らな

いといけない。すなわちいまの混雑率や乗車

定員の考え方も実情にあわせたほうがよい

と考える。８？９割しか戻っていないという

が、乗客からすればもう十分すぎるぐらい戻

っているのである。 

近年オフピーク定期券が導入され、最近割

引率も拡大したが、オフピーク時の混雑は緩

和された印象はまったくない。むしろ悪化し

ている印象すらある。オフピーク定期券の効

果も検証の上で、首都圏の輸送力増強（オフ

ピーク・土休日の全員着席を必達目標）を条

件として付与すべきと考える。 

 

また私鉄との競合を想定した特定区間が

ある程度残ることと、地方交通線の枠組みを

そのまま維持することで、運賃表が複数残る

ことによる複雑化や、実情に合ってない（例：

八高線の都内区間がそれなりに需要がある）

ことが、まだ解決されていない。ここまでド

ラスティックに変える絶好の機会なので、例

えば運賃計算キロ・擬制キロの導入で、線区

別のキロ数を調整し、2分割したほうが安い、

というようないびつな賃率をなくし、一つの

運賃表でまかなうことはできなかっただろ

うか。また八高線のように区間によって極端

に利用状況が異なる場合は、同じ線区でも異

なる運賃計算キロを採用してもよい。 

 

値上げ幅が大きく、日本最大の鉄道会社で

ある以上注目が大きい。首都圏に重きを置い

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。引き続き、お客さまのご利用状況を踏

まえながら、輸送体系を見直していく考えと

のことです。 

 

申請者によると、2025 年 5 月時点では、オ

フピーク定期券の購入率は約 9.9％であり、

通常の通勤定期券の増収分がオフピーク定

期券の減収分を上回る状況となっており、結

果的に増収となっております。このため、同

年 10 月発売分からオフピーク定期券の割引

率を約 15％に拡大したとのことです。また、

シフト効果は約 1％とのことです。今後、割

引の拡大に伴い、より一層、オフピーク定期

券の増売に努め、導入から 3年間のトータル

で増収とならない形にしていきたいとのこ

とです。オフピーク定期券は新たなサービス

であり、社会に浸透するまでには一定の時間

が必要と考えており、今後も更なる利用促進

を行い、朝の通勤時間帯の混雑緩和実現に向

けて取り組みを継続していくとのことです。 

 

申請者によると、届出で設定している民鉄

との並行区間の特定運賃については、1982 年

に設定されて以来、直接競合する 30 区間に

ついて見直しがなされておらず、今回の改定

にあわせて競合状態や旅客のご利用状況を

鑑みて必要と認められる 12 区間に見直すと

のことです。 

 

申請者によると、区間によってきっぷを分



た運賃改定である以上、首都圏ばかりが損し

ているような見え方にならないようにして

いただきたい。 

割して購入する方が安くなるケースは主に

「①キロ刻みによるもの」「②賃率差による

もの」「③特定区間によるもの」の 3 つの理

由によるもので、今回の改定では、山手線内・

電車特定区間の賃率を廃止し、幹線に統合す

ることや、一部区間を除き民鉄との競合区間

に設定している特定運賃を廃止することか

ら、②・③の理由での分割購入は減少するも

のと考えているとのことです。 

なお、①の変更については JR 他社とまた

がる区間での運賃設定に課題が発生するこ

とや、地方交通線の一部を幹線に見直す場合

等については、申請者だけでなく JR 他社へ

の影響等も考えられることから現状どおり

とするとのことです。 

 

申請者によると、擬制キロの設定にかかわ

るご意見については、JR他社にも影響がある

ことから、今後の運賃制度を検討する際の参

考とさせていただくとのことです。 
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運賃改定のために提出した資料に記載さ

れている期間には整備新幹線の貸付料の見

直しが行われると思われる。その動向によっ

て同社の収支は大きく変わると思われるの

で、今回どのような前提で収支が算定されて

いるのかを明らかにすべきではないだろう

か。同様に、JR貨物との線路使用料に関する

前提・見通しについても明らかにしたうえ

で、収支の妥当性を検証すべきではないだろ

うか。 

申請者によると、整備新幹線の貸付料は、

第 37 期有価証券報告書 P36 記載のとおり、

貸付けから 30 年経過後の取扱いについて

は、協議により新たに定めることになってお

り、北陸新幹線（高崎・長野間）は、現行の

貸付契約の終期の翌日である 2027 年 10 月 1

日以降の取扱いが未定であることから、同社

としては、同日以降の当該区間に係る貸付料

は原価に計上していないとのことです。 

JR 貨物の線路使用料については、直近の実

績をもとに、鉄道線路使用料に推定業務量を

乗じて算定し、鉄道線路使用料収入を収入に

計上し、鉄道線路使用料収入に係る人件費及

び経費相当額を原価に計上しているとのこ

とです。 
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今回の料金改定（値上げ）に関するパブリ

ックコメントですが、賛否に関する意見表明

は留保させていただきますが、乗客サービス

の維持、地域社会との連携、協働と言う観点

１．について 

いただいたご意見については、今後の鉄道

行政の参考とさせていただきます。 

 



で下記の事項を問題提起させていただきま

す。 

 

１，総括原価計算書に示された想定原価と実

績原価を随時公表していただきたい。決算報

告様式では費用項目の集約方法が異なり実

態が確認できません。 

２．JR他社では他社線の継ぎ割引が中止とな

っているケースが散見されますが、その一方

で公共交通全体の利便向上を図るために、大

阪メトロと北大阪急行では乗り継ぎ割引が

拡大されます。乗り継ぎ割引措置は IC カー

ドを活用した場合、それほど困難ではないと

思います。制度の拡充をお願いいたします。

特に、初乗り運賃区間同士の場合、運賃が割

高になることへの配慮、需要促進の意味合い

もあります。 

３．長距離乗車券の途中下車制度を継続して

いただくとともに、利便性の高いゾーン切符

を JR 各社とも連携して開発、販売していた

だきたい。 

４．みどりの窓口の縮減、営業時間縮小に関

しては、学割、ジバング割の利用者にとって

は利便性の低下に過ぎないことに配慮し、窓

口混雑対策、窓口近辺での整理員配置をお願

いしたい。 高機能型券売機も含め窓口での

待ち時間が容易に確認できません。 

５．前出の学割、ジバング割については利用

促進という観点て JR６社で連携して販売を

継続していただきたい。その一方で通学定期

の割引措置は社会的要請に基づくものであ

り、その経営姿勢を高く評価しますが、減収

額補填について総括原価に影響するもので

あり、その補填を国土交通省、文部科学省と

調整していただきたい。 

６．利用者数が激減する地方線のあり方につ

いては、自治体や沿線住民としっかりと協議

していただきたい。鉄道線の維持が困難とな

る場合は、その代替措置について、しっかり

２．について 

申請者によると、今回の運賃改定により、

連絡乗車券の初乗運賃付近等に適用されて

いる 10 円・20円等の乗継割引について、見

直す考えはないとのことです。ただし、Suica

等の IC カード乗車券の普及拡大に伴い、連

絡乗車券（きっぷ）の発売が減少しているこ

とから、ご利用状況を鑑み、連絡乗車券の発

売範囲については、適宜見直しを実施してい

るとのことです。 

 

３．について 

申請者によると、大都市近郊区間内相互発

着となる場合を除き、片道の営業キロが 100

キロをこえる場合に適用する途中下車の制

度については、現時点で見直しを行う予定は

なく、その他、具体的な営業制度の内容につ

いては決まり次第、お知らせするとのことで

す。 

 

４．について 

申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 

 

５．について 

申請者によると、学生割引及びジパング倶

楽部については、現時点で抜本的な見直しの

予定はないとのことです。ただし、2026 年 3

月の往復・連続乗車券の廃止に伴い、ジパン

グ倶楽部については、割引条件を片道 101 キ

ロ以上に変更し、1枚の購入証で同時に購入

する場合に限り、2枚の片道行程を購入可能



としたご提案、サポートをお願いしたい。 

７．既に公表されている JR 各社の地方線区

の収支状況ですが、一般管理費は含まれてい

ないとのことですが、需要規模に大差のない

地方会社線と比べ、運行頻度が少なく、収支

率が極端に悪いようです。他社線との比較も

含め、需要密度当たりの運行本数、１運行本

数当たりの費用を公表し、何に問題があるの

かを論議していただきたい。地方線区のあり

方の論議は、総括原価の論議の中でも必要で

すが、先ずはわかりやすいデータの公表が必

要です。先に公表された現状の線区別収支の

算出方法も利用者には理解できません。算出

方法もお示しください。 

８．都市部の輸送体系でも、京葉線など減便

によるサービス水準の低下が伝えられてい

ます。今回は一部、ダイヤの再修正が行われ

るようですが、チェック＆レビューをお願い

したい。地方線区も含め減便が需要減になっ

ていないかの検証も必要です。 

９．国鉄改革の功罪はありましたが、JR グル

ープの弛まない経営努力には敬意を表した

いとは思います。しかし、８掛け社会の到来

の中、新たな経営戦略が必要であるとは思い

ます。常に利用者目線に立ちながら、その声

を活かしながら、JRグループのリーダーとし

て顧客サービスの改善に努めていただきた

いと思います。 

１0．寄せられたパブリックコメントについ

ては、せめて事業者からの回答文をホームペ

ージ等で公表することをお願いしたい。 

とするとのことです。 

 

６．について 

申請者によると、地方路線においては、ご

利用状況が重要であると考えており、鉄道特

性のひとつである大量輸送を必要としない

路線については、基本的に鉄道の特性が発揮

できないと考えており、こうした路線につい

ては、設備のスリム化や運行形態の簡素化等

による運営の効率化を推進する一方で、沿線

の皆さまにもご理解、ご協力をいただきなが

ら、鉄道存続やバス転換等の前提を置かず

に、ご利用状況の推移や幅広い選択肢をお示

ししたうえで、地域と一緒に「持続可能な交

通体系」を構築していくことを考えていると

のことです。 

 

７．について 

申請者によると、「ご利用の少ない線区の

経営情報の開示について」にて公表している

収支データは、運輸収入や営業費用の配分

等、一定の前提条件のもとに算出した試算値

であり、これ以上の詳細をお示しする考えは

ないとのことです。 

 

８．について 

申請者によると、2024 年（令和 6年）3月

に実施したダイヤ改正により、朝夕時間帯の

通勤快速を各駅停車化したことにより、内房

線・外房線方面からの所要時間が増大する等

により、関係自治体等から見直しの要望があ

ったことから、同年 9月に一部ダイヤを見直

し、各駅停車の快速列車への置き換えを実施

したとのことです。2025 年（令和 7年）3月

15 日のダイヤ改正において、快速列車への置

き換えを行うなど、一部の輸送体系を見直し

たとのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系



の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

９．について 

 申請者によると、今後とも安全を JR 東日

本グループのトッププライオリティと位置

付け、これまで以上に安全で快適なサービス

の実現とサービス品質や利便性の向上に努

めてまいりたいとのことです。 

 

１０．について 

 ご指摘の点については、e-Gov のパブリッ

クコメントに関するページ内の結果公示案

件に掲載し公表しております。 
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「今回の旅客運賃の変更申請にあたり、通

学定期運賃について意見を述べさせていた

だきます。 

 

全体の改定率に比べ率は低いものの、各家

庭内における通学定期にかかる負担は大き

いものがある。 

 

申請者によると、通学定期運賃について

は、「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分

を「幹線」に統合することに伴い値上げとな

るものの、家計負担を考慮し、「幹線」は現行

の幹線水準に据置くことで、値上げ幅を最小

限にしているとのことです。なお、高校生用

や中学生用の通学定期券や通学用割引普通

回数乗車券、片道 101 キロ以上の区間を指定



今回の旅客運賃変更にあたり、通学定期運

賃のあり方を根本的に見直す機会としてい

ただきたい。 

 

通学定期割引分は事業者が負担（実質は他

の利用者が負担）する形となっているが、こ

の財源のあり方を根本的に見直すべきであ

る。学生・生徒の通学にかかる費用は基本無

償とすべきと考え、国交省のみならず、総務

省、文科省を交えて総合的に見直していただ

きたい。」 

学校の生徒・学生が利用する場合、運賃が 2

割引となる学生割引についても発売を継続

するとのことです。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とさせていただきま

す。 
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現在の経営状況の数値は、上限変更する必

要がないことを示している。 

また、JRの資本は大部分が国鉄から引き継

いだものであるから、民営会社という言い訳

は不適切である。 

国が厳しく拒否すべきである。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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今回の値上げの理由として、別紙 2後半に

「多様化するお客様ニーズ 、鉄道に求めら

れる社会的な役割を…困難な状態となって

おり。」とあるが、そのような困難な状態とは

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の



言い難い。まず、収支率は 90%台後半は維持

しており、地方の鉄道会社や他の JR グルー

プ会社と比較しても余裕がある範囲だ。他社

と比較しても多額な給料や報酬を支払って

おり、特に役員等の見直しや給料の引き下げ

を優先的に実行すべき事項と考える。 

「多様なニーズに本当に応えている」かも

怪しい。その代表例が、みどりの窓口の大幅

縮小や営業時間の短縮が挙げられる。近くの

駅の窓口できっぷが買えていたものが、遠方

の駅まで行かないといけないなど、ニーズに

応えているとは思えない。指定席券売機も使

い辛く、話せるタイプのものを実家近くの駅

で使用したことがあるが、待ち時間が異常に

長く不便に感じた。 

また、行先・種別・両数・車両設備等も含

めたダイヤ設定も応じていないと思う。快速

運転の減少・両数の減少・運行区間の細分（短

距離）化により乗換回数、所要時間の増加な

ど、お客さんに不利な条件が多いと思う。 

 

その他の意見としては、国（国土交通省）

は、鉄道に対して補助金や支援を大幅に増額

すべきだと思う。JR こと元国鉄は、かつては

国が維持・管理してきたため、鉄道の管理に

責任を持つことも必要である。また、道路や

自動車と同様に、国民の移動手段やライフラ

インを支えるに当たり重要な資産・設備とな

るため、道路や自動車に行っている同等以上

に設備費用への支援・負担を行うべきであ

る。むしろ、鉄道のほうが昔からあるため、

道路等にかける費用を縮小し、その分を鉄道

に割り当てる位でもいいと思います。 

また、東日本旅客鉄道の管内は基本的には

無いが、国が整備を目指している新幹線（整

備新幹線）も、JR 各社にとっては大きな負担

となっている。運賃値上げが様々な会社で申

請されていることを言い換えると、在来線の

維持が困難だと言えるため、国は新幹線（整

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、役員報酬については、当

該役位や担当する業務執行の対価としてふ

さわしい金額を取締役会の決議に基づき決

定しており、また 社員の賃金水準は会社と

して適正に判断し、支給しているとのことで

す。 

 

申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混



備新幹線）の整備すべき箇所の見直しを実施

することを求めます。 

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、列車の両数については、

車両の更新の有無にかかわらず、ご利用状況

により見直しを行っており、適宜、ダイヤ改

正等のタイミングで改善を図っているとの

ことです。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とするとともに、関係

するご意見については申請者にお伝えいた

します。 
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ご意見：値上げに反対です。 

理由：JR東日本の決算短信を見ると 

 2024 年 3 月期の営業利益は、3451 億円 

 2023 年 3 月期の営業利益は、1406 億円 

多額の利益が出ているので値上げする必

要は無いと思います。 

公共交通機関は儲けすぎないように利用

者に還元すべきだと思います。 

因みに、碓氷峠が廃線になった 1997 年は、

営業利益は 3700 億円もありました。 

そんなに儲けているのに廃線にして利用

者を切り捨てました。 

公共交通機関は、何千億円の儲けが妥当で

あるのか指標を出すべきだと思います。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・



安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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第 1.意見 

1.値上げの適否の審査に際して、今回の値上

げ幅のみならず、過去数年に行われた各種割

引の改廃等の事情も考慮に入れたうえで、適

正な利益を含む額(鉄道事業法 16 条 2 項)の

範囲内にあるか否かをご判断いただきたい。 

2.仮に申請を認可するのであれば、同時にチ

ケットレスサービスによらない割引等の導

入を求めるなど、利用者の負担増を適正に抑

える方策を期待したい。 

 

第 2.理由 

1.割引施策の改廃について 

(1)今回の運賃値上げの申請は、消費増税に

よるもの等を除き、会社発足以来初とのこと

である。他方で、JR 東日本を含む JR 各社は

近年、各種割引施策の改廃を繰り返してい

る。 

(2)具体的には、①普通回数乗車券の廃止

(2022 年)、②特急料金の乗継割引の廃止

(2024 年)、③往復運賃割引の廃止(2026 年予

定)等である。利用態様によって、①では 10%、

③では 11%、②では在来線特急料金単体でみ

れば実に 100%の値上げとなる。 

(3)これらの実質的な値上げというべき措置

が、認可や届出といった、本来の値上げであ

れば必要となる公的な手続きを何ら経るこ

となく行われてきたという経緯も踏まえて、

今回の申請が適正なものであるか否かを検

申請者によると、今般の申請については、

収入原価算定要領に則り、収入と原価を算定

しており、普通回数券の廃止は実績年度の収

入に含まれ、また乗継割引及び往復割引の廃

止は特殊増減要素として考慮しているとの

ことです。 

 なお、普通回数券、乗継割引及び往復割引

の廃止については、鉄道事業法の定めるとこ

ろにより、関係地方運輸局長あてに届出を行

っているとのことです。 

 

申請者によると、チケットレス商品や特別

企画乗車券はインターネット予約サービス

である「えきねっと」において、新幹線 eチ

ケットや「トクだ値」といった割引商品を用

意しているほか、シニア層を対象とした「大

人の休日倶楽部」等の会員組織を用意してい

るとのことです。また、閑散期の平日を対象

とした「旅せよ平日！JR 東日本たびキュン

♥早割パス」等の割引率の高い商品も用意し

ているとのことです。 

なお、「えきねっと」ではクレジットカード決

済だけでなく、駅支払いやコンビニ決済等の

サービスを提供しているほか、割引商品では

「新幹線ｅチケット（トクだ値）」や閑散期の

平日を対象とした「旅せよ平日！JR 東日本

たびキュン♥早割パス」等の商品を設定し、多

くの方にご利用いただいていることから、ご

理解いただきたいとのことです。利用者から



討されたい。 

2.チケットレスサービスについて 

(1)JR 東日本を含む JR 各社は、これらの改

廃の主たる理由として、「チケットレスサー

ビスの普及」を挙げる。その結果、あたかも

改廃に際して適切な代替措置が採られ、利用

者の不利益にはなっていないかのような印

象を受ける。 

(2)しかし、チケットレスサービスは、全国で

あまねく利用できるものではなく、割引の条

件等も従来の割引施策とは異なり、利用者に

不利となるケースも少なくないため、適切な

代替措置とは言い難い。また、チケットレス

サービスへの絞り込みは、クレジットカード

を所持できない利用者や機械の操作に不慣

れな利用者といった社会的弱者や、JR各社へ

の個人情報の提供を望まない利用者などを

割引の恩恵から排除するものであり、鉄道事

業の公共性に鑑みて望ましいものではない。 

(3)以上のとおり、チケットレスサービスは

従来の割引施策の代替とはおよそ言い難い

ものである。したがって、近年行われた割引

施策の改廃は少なくとも代替措置の不十分

な値上げであったと捉えたうえで、今回の値

上げ申請の適否を検討するうえでの前提と

されたい。 

3.総括 

以上より、本申請の認可にあたっては、単

に今回の値上げ幅のみを検討するのではな

く、過去数年に行われた各種割引施策の廃止

による JR の増収・利用者の負担増も考慮に

入れたうえで、その適否を検討されたい。仮

に申請を認可するのであれば、同時にチケッ

トレスサービスによらない割引等の導入を

求めるなど、利用者の負担増を適正に抑える

方策を期待したい。 

の意見内容を踏まえ、今後のユーザビリティ

の改善等についても検討していきたいとの

ことです。 
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運賃改定について私は、一部反対する。東

京電車特定区間を廃止するのは撤回を求め

る。むしろ、特定区間の拡大が必須なのでは

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競



ないか。東海道線でいえば、東京から大船ま

でとなっているが、それを、藤沢や小田原ま

で延ばせば、小田急線の対抗策として機能す

るのではないか。JR 西日本は、大阪電車特定

区間を拡大するので、見習ってほしい。山手

線内運賃は廃止してもやむを得ないが、そも

そも JR 東日本は、増収増益なのに運賃値上

げにそこまで躍起にならなくてもいいので

はないか。運賃を改定するのなら、同時に距

離が短い新幹線と長い在来線の運賃計算の

見直しを求める。また、幹線と地方交通線の

見直しも必須だろう。例えば、秋田新幹線を

走る、田沢湖線は割高な地方交通線は、幹線

にしてもいい。同じミニ新幹線で山形新幹線

を走る奥羽本線は幹線なので現状は不公平

感が生じる。ただ幹線でも利用者が少ない区

間は、地方交通線に切り替えてもいいのでは

ないか。 

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す



る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、地方交通線の設定につい

ては、国鉄改革法等に基づき国鉄から承継さ

れたもので、現時点で幹線・地方交通線を判

断する基準は存在していないとのことです。 

一方で、地方交通線の一部を幹線に見直し

た場合や幹線の一部を地方交通線に見直す

こととした場合、新たに基準を設ける等によ

り、幹線と地方交通線の線区をそれぞれ見直

していく必要があり、このような措置を行う

には、JR東日本だけでなく JR他社への影響

等も考えられることから、現行の幹線と地方

交通線との区分は現行のままとすることと

したとのことです。 
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私は JR 東海のエリアに住んでいますが、

JR 東日本のエリアへ行く機会が多くありま

す。 

今回の値上げについては、サービス維持の

ために必要と考えており賛成ではあります。 

ただ利用者が多い、熱海-東京間の東海道

新幹線、東海道線を別の路線にし、同じ切符

で乗れなくなるのはかなり不便ではないか

と感じます。 

そこで以下の意見を出したいです。 

1:JR東海についても熱海-東京の区間を乗る

場合は JR 東日本と合わせて値上げし、従来

と同じように在来線、新幹線の選択乗車を認

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。このため、

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、運

賃水準が異なることになるため、JR 東日本区

間の利用距離に応じて基準額（改定前の運

賃）と改定後の運賃との差額を加算額として

設定するとのことです。 

JR 各社の運賃については、それぞれの会社

が認可を受けているものであり、今回の JR

東日本の認可申請により JR 他社の運賃を値



めてほしいです。 

または、在来線経由、東海道新幹線経由と

は別にどちらも乗ることができる切符を設

定して欲しいです。 

2:選択乗車を廃止するのであれば、JR東日本

の予約サイトえきねっとにおいて、熱海から

東京に行く際、熱海ー小田原は新幹線、小田

原-東京は在来線のように細かく指定もでき

るようにしてほしいです。 

こちらはなるべくえきねっとで乗車券を

発券して、窓口の利用を避けています。現状

のえきねっとでは熱海から東京の切符を買

う際、熱海-小田原は新幹線、小田原-東京は

在来線のように指定すると、全て新幹線か東

海道線の切符しか出せません。この改訂によ

って思うように発券できず、窓口に行かない

と発券できない事態は起こらないようにし

てほしいです。 

上げすることはできません。 

 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

また、定期券は値上げとなるものの、在来

線定期券に加えて自由席特急券を別途購入

することで新幹線が利用可能な取扱いや新

幹線定期券（フレックス及びフレックス・パ

ル）にて並行する在来線を利用可能な取り扱

いは引き続き継続するとのことです。 

なお、えきねっとについては、発駅から途

中駅での乗換時間等を自動的に計算し経路

をご案内するサービスとなっているため、途

中駅から新幹線や特急列車等にご乗車いた

だく場合、ご希望の新幹線や特急列車が表示

されない場合があり、別線化後についても最

適な経路として候補を表示する仕様に変更

はないことから、従来同様ご希望に沿わない

場合もあるためご理解をいただきたいとの

ことです。また、えきねっとについては、可

能な限り利用者に使いやすいよう、インター

フェースを含めて改善を検討していきたい

とのことです。 
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意見: 反対 

理由 

反対の理由は次の 4点である。 

第 1は、損益計算書が黒字なのになぜ値上

げするかということです。JR東日本の損益計

算書(単体)ではコロナ禍の 2020 年度、2021

年度の経常損益は赤字でしたが、2022 年度

460 億円、2023 年度 2023 億円の黒字であり、

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後



2024 年 9 月の第 2 四半期決算でも。単体の

経常利益は 1258 億円となっています。損益

計算書に基づけば値上げの必要はないと思

われます。 

第 2は、収入原価総括表の原価構成の問題

です。設備投資が増加する理由として、JR東

日本は「駅改良、バリアフリー設備の整備」

や高輪ゲートウエイなどを挙げています。渋

谷駅駅改良で逆に危険性を増した点をどの

ように考えているのでしょうか。 

ホームドアの設置などに関しては 2023 年

3月からバリアフリー料金収入の使途がどう

であったかも明確にすべきです。高輪ゲート

ウエイなどは、鉄道事業だけの問題ではなく

関連事業の問題でもあります。開発利益の内

部還元の問題としてもよいように思われま

す。 

第 3は、運賃値上とサービス改善の関係の

問題です。運賃値上げによって、労働者の待

遇が改善されるとか、みどりの窓口の閉鎖が

少なくなるのでしょうか。みどりの窓口の緩

和については、JR東日本は、通学証明書等の

確認や指定券販売機の増設などで対応する

と述べていますが、廃止したみどりの窓口の

復活や人員配置増などには言及されていま

せん。 

第 4は、今回、電車特定区間や山手線運賃

体系が廃止されるることによって、これらの

区間の運賃改定率が平均改定率以上に高く

なり、利用者負担が大きくなります。運賃体

系の見直しは、JR東日本が独自に見直すこと

は可能なのでしょうか。利用者に事前の説明

することが必要なのではないでしょうか。運

賃体系の簡素化を言うならば、逆に地方交通

線との統一も考慮すべきです。国土交通大臣

に提出した「認可申請書」の「変更を必要と

する理由」のどこにも運賃体系の統一をおこ

なうべき理由が述べられていません。 

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、鉄道事業以外に充てるた

めに運賃改定を実施するものではなく、安全

やサービスの維持向上、老朽化した車両・設

備の更新、激甚化する災害やカーボンニュー

トラル等に対応する設備投資や修繕等に必

要な資金を長期的・安定的に確保することが

課題となっており、今後も事業継続に必要な

対応を着実に実施するため、同社の経営努力

を前提として運賃の上限変更について認可

申請をしたものであり、運賃改定による増収

はこれらのための必要資金にも充てていく

とのことです。 

 

申請者によると、渋谷駅については、駅構

造が複雑で老朽化も進行しているところ、他

社線の地下化などを契機に駅・乗換設備等の

抜本的な改良を行うことで、駅の利便性向上

やバリアフリー化、まちの回遊性の向上等を

推進する施策であり、お客さまの動線を確保

しながら段階的に工事を進めており、一時的

にご迷惑をおかけすることになるものの、安

全を第一により使いやすい駅になるよう工



事を進めていくのでご理解いただきたいと

のことです。 

 

申請者によると、鉄道駅バリアフリー料金

収入の使途については、料金の設定に際し、

申請者が作成・公表したバリアフリー整備・

徴収計画の前年度における進捗状況等が同

社ホームページにおいて毎年度公表されて

おります。 

 

申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期



は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、首都圏エリア等の収入に

より地方交通線等の運営を賄ういわゆる内

部補助を行うことは、全体最適の観点から一

定程度容認されるべきと考えているものの、

過度な内部補助は鉄道システムの健全性を

守るための経営資源の適切な配分に逆行す

ることになるため、改定後の運賃区分におい

ても、幹線・地方交通線は存置し、1.1 倍の

運賃格差も維持するとのことです。 
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JR 東日本の運賃改定に反対します。 

以下に私の立場と理由を記載いたします。 

1、JR 東日本の運賃改定により公共性の高い

公共交通機関兼、通勤手段である山手線が、

電車特定区間から幹線区間に変更されるこ

とは、値上げであり定期券も値上げされ中小

企業や企業の負担増加に限らず学生定期券

も値上げされ家庭の負担が増加し移動控え

が発生しえること。 

2、JR 東日本の公式プレスリリース「2026 年

運賃改定」に記載があります、料金体制を統

一しわかりやすくすると記載がありますが、

東海道本線と JR 他社路線乗り継ぎに新料金

を上乗せる加算料金、はより煩雑になりわか

り易くないと考えます、またこの値上げによ

り新幹線定期券も値上げされることとなり、

利用者の多い小田原、東京間の利用者に負担

が増加すること。 

3、JR 東日本では 2020 年より発生した新型

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期



コロナウイルスにより、列車本数削減により

現状は 2020 年前の水準には達しておらず、

訪日外国人の増加や、企業の在宅勤務規模縮

小などにより需要は回復、連日混雑、連日遅

延が多く見受けられ、また京葉線のような地

域住民に対する鉄道サービスの劣化等が見

受けられ、それを改善をしないまでか値上げ

をするのは強欲と言わざる得ないと考えら

れること。 

4、JR 東日本の運賃値上げ申請理由にありま

す、「鉄道事業の収益確保が厳しさを増す一

方で、多様化するお客さまニーズ、鉄道に求

められる社会的な役割を踏まえた安全やサ

ービスの維持向上、老朽化した車両・設備の

更新、激甚化する災害やカーボンニュートラ

ル等に対応する設備投資や修繕等に必要な

資金を安定的に確保することが困難な状況

と な っ て お り ま す 。 」

（ https://www.jreast.co.jp/2026unchin-

kaitei/assets/pdf/shinsei.pdf より抜粋）

とありますが、JR 東日本の鉄道収支は 2024

年 3 月期の決算では成長しており決算資料

に示す利用者グラフも回復基調であり、前述

した各企業による在宅勤務規模縮小なども

重なり利用水準は 2019 年を超えることを予

想ができるため、値上げは不当ではないと考

えられること。 

 

以上より私の立場では JR 東日本による

2026 年運賃改定に反対します。 

但し、一律に値上げを否定するのは企業の

成長を妨げることも承知しております、です

ので、値上げの見直し等を検討を強く願いま

す。 

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、通学定期運賃について

は、「電車特定区間」、「山手線内」の運賃区分

を「幹線」に統合することに伴い値上げとな

るものの、家計負担を考慮し、「幹線」は現行

の幹線水準に据置くことで、値上げ幅を最小

限にしているとのことです。なお、高校生用

や中学生用の通学定期券や通学用割引普通

回数乗車券、片道 101 キロ以上の区間を指定

学校の生徒・学生が利用する場合、運賃が 2

割引となる学生割引についても発売を継続

するとのことです。 

 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

また、定期券は値上げとなるものの、在来

線定期券に加えて自由席特急券を別途購入

することで新幹線が利用可能な取扱いや新

幹線定期券（フレックス及びフレックス・パ

ル）にて並行する在来線を利用可能な取り扱

いは引き続き継続するとのことです。なお、



新幹線定期券（フレックス及びフレックス・

パル）については、運賃相当額と料金相当額

を組み合わせた特別企画乗車券として届出

にて設定している商品であり、東海道新幹線

区間も含め、運賃相当額部分は在来線の定期

運賃改定相当額分の値上げを行うとのこと

です。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

2024 年（令和 6年）3月に実施したダイヤ

改正により、朝夕時間帯の通勤快速を各駅停

車化したことにより、内房線・外房線方面か

らの所要時間が増大する等により、関係自治

体等から見直しの要望があったことから、同

年 9月に一部ダイヤを見直し、各駅停車の快

速列車への置き換えを実施したとのことで

す。2025 年（令和 7 年）3 月 15 日のダイヤ

改正において、快速列車への置き換えを行う

など、一部の輸送体系を見直したとのことで

す。 



 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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地方在住で東京都をはじめとする関東圏

には年に数回、主にレジャー目的で訪れま

す。自家用車は保有していますが、首都圏は

道路の混雑も大きいため基本的に公共交通

機関で訪れます。 

私が愛知県から都内の目的地を目指す場

合、バスであれば東京駅、または新宿バスタ

ーミナルが主となります。ただし、東京が目

的地であることは少ないので、新宿か東京駅

行きであれば、霞が関のバス停でおります。

東京駅そのものに用事はないからです。 

同様に新幹線であれば、東京、品川は同一

です。しかし混雑を避けること、乗換の利便

性であれば品川の方が都合がよいです。また

申請者によると、チケットレス商品や特別

企画乗車券であればインターネット予約サ

ービスである「えきねっと」において、新幹

線 eチケットや「トクだ値」といった割引商

品を用意しているほか、シニア層を対象とし

た「大人の休日倶楽部」等の会員組織を用意

しているとのことです。また、閑散期の平日

を対象とした「旅せよ平日！JR 東日本たび

キュン♥早割パス」等の割引率の高い商品も

用意しているとのことです。 

 



新幹線の EX-IC の早期予約枠は名古屋？品

川、東京は早期に埋まりますが、名古屋？新

横浜の枠は比較的すいているので取りやす

いです。新横浜？都内は 40 分程度かかりま

すが、東急は非常に安いので組み合わせによ

っては正規運賃で名古屋？品川を経由する

より安く渋谷など都内の目的地に達するこ

とができます。 

JR と私鉄の運賃が競争もあり低く抑えら

れているおかげでこのようなことが可能に

なり、手間はかかりますが交通費が安くなる

こと、また都内へのアクセスする駅の分散化

にも貢献できるのではないかと思っていま

す。 

また仮に駅の自動販売機で販売する当日

用の切符を値上げするのであれば、ICカード

運賃の優遇、またはチケットレスのフリー切

符などの優遇をさら進めてほしいです。 
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東海道本線東京・熱海間は JR 東海と同一

の運賃を維持して、東京・熱海間の東海道本

線と東海道新幹線の同一路線扱いを従来通

り維持するべきである。 

理由として、本旅客運賃の運賃改定後は、

東海道新幹線東京・熱海間と並行する東海道

本線東京・熱海間の運賃が異なることになる

ため、JR東海運営の東海道新幹線（東京・熱

海間）とは別の路線として取り扱うようにな

るとプレスリリース[1]で告知されている。 

このような取り扱いは、既に山陽新幹線と

山陽本線・鹿児島本線（新下関・博多間）で

あるものの、前例があるからといって類例を

増やして良いという訳でもなく、また旅客の

観点では、 

・乗車券の購入前に、事前に新幹線又は在来

線のどちらを利用するか選択しなければな

らない点。 

・乗車券購入後、何かしらの理由によりもう

一方の路線を利用することにした場合、乗車

券経路を変更するための何かしらの取り扱

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

また、定期券は値上げとなるものの、在来

線定期券に加えて自由席特急券を別途購入

することで新幹線が利用可能な取扱いや新

幹線定期券（フレックス及びフレックス・パ

ル）にて並行する在来線を利用可能な取り扱

いは引き続き継続するとのことです。なお、

新幹線定期券（フレックス及びフレックス・

パル）については、運賃相当額と料金相当額

を組み合わせた特別企画乗車券として届出

にて設定している商品であり、東海道新幹線

区間も含め、運賃相当額部分は在来線の定期



いを受けなければならなくなる点。 

など、取り扱い方の変更による不便・煩雑

化が考えられる。 

また、JR東日本としてはプレスリリースで

「わかりやすい運賃体系の実現」を標榜して

いるが、JR東日本エリアだけでも「幹線」「地

方交通線」の運賃区分分けや、幹線と地方交

通線を跨る場合の距離による運賃計算方法

の違いなどは存続する。また、他の JR 線と

跨る場合は JR 東日本区間乗車分を加算する

通算加算方式を導入することを予定してい

るなど、既に運賃改定後であっても「わかり

やすい」とは言い難い。 

よって、東海道本線東京・熱海間のみを他

の JR 東日本路線と別の運賃区分（体系）と

したとしても、会社が標榜している「わかり

やすい運賃体系」から大幅に逸れることは無

いと考えられる。 

参考： 

[1]: 

https://www.jreast.co.jp/press/2024/202

41206_ho02.pdf 

運賃改定相当額分の値上げを行うとのこと

です。 

輸送障害等が発生した場合には、関係各社

が定める旅客営業規則等の約款に基づき、既

に所持する乗車券について、他経路乗車が可

能とのことです。 

 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。このため、

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、運

賃水準が異なることになるため、JR 東日本区

間の利用距離に応じて基準額（改定前の運

賃）と改定後の運賃との差額を加算額として

設定するとのことです。 

JR 各社の運賃については、それぞれの会社

が認可を受けているものであり、今回の JR

東日本の認可申請により JR 他社の運賃を値

上げすることはできません。 
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増収増益の JR 東日本が、運賃の値上げを

実行しようとしているのは理解しかねます。 

自動車を運転できない人、したくない人の

存在を無視した決定だと思います。 

日本人外国人を問わず、日本に住む・旅行

する人の移動の手段を限定するのは、単に日

本を住みにくい・訪ねたくない国にする結果

しか想像できません。 

JR 東日本の申請を再考ください。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃



の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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意見：東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の

旅客運賃の上限変更に賛成いたします。 

 

なお、同社地方交通線および幹線の各線区

において、同社が令和６年１０月２９日に開

示した「平均通過人員が２０００人／日未満

の線区」の運賃については、幹線運賃に１．

２倍を乗じた金額にすることを提案いたし

ます。 

 

理由：運賃は、輸送原価を充足するだけでな

く、かつ会社として配当原資が賄える利潤を

得る水準としていただきたい。 

 

また、公平性の確保から、「平均通過人員が

２０００人／日未満の線区」に内部補助する

金額を少しでも減少させるべきです。 

 

鉄道ネットワークの確保の視点からは、あ

る程度の内部補助のやむを得ないと考えま

すが、現状は適正な範囲を超えていると感じ

ております。 

申請者によると、地方交通線の設定につい

ては、国鉄改革法等に基づき国鉄から承継さ

れたもので、現時点で幹線・地方交通線を判

断する基準は存在していないとのことです。 

一方で、地方交通線の一部を幹線に見直し

た場合や幹線の一部を地方交通線に見直す

こととした場合、新たに基準を設ける等によ

り、幹線と地方交通線の線区をそれぞれ見直

していく必要があり、このような措置を行う

には、JR東日本だけでなく JR他社への影響

等も考えられることから、現行の幹線と地方

交通線との区分は現行のままとすることと

したとのことです。 

172 

今回の運賃改正に反対の意を示したい。そ

の理由として以下に三点示したい。 

第一に、今回の運賃改正は電車特定区間の

廃止や東京〜熱海の幹在別線化と言った旅

客営業規則の改訂も含まれており、実質的に

は旅客に対して単純な運賃改正以上に大幅

な負担増に繋がっているという点。 

第二に、JR東日本のプレスリリースに記載

されている""わかりやすい運賃体系の構築

""という文言に矛盾が生じる点。(例えば、幹

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も



在別線化により新幹線を品川で降りるか東

京で降りるかその日の予定次第で変更した

い乗客が、いちいち乗車券の区間変更や乗車

変更を窓口でしなければならず現場社員や

乗客どちらに対しても煩雑となる。) 

第三に、今回の運賃改正申請理由の一つに

含まれる設備投資計画の中に、コロナ禍以降

における減便や終電繰り上げと言った乗客

の利便性を著しく低下させた施策を改善さ

せようという文言が一切なく、日常的に JR

東日本を利用してる身としては運賃改正理

由に納得がいかない点。 

以上の理由により今回の運賃改正に反対

である。 

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

また、定期券は値上げとなるものの、在来

線定期券に加えて自由席特急券を別途購入

することで新幹線が利用可能な取扱いや新

幹線定期券（フレックス及びフレックス・パ

ル）にて並行する在来線を利用可能な取り扱

いは引き続き継続するとのことです。なお、

新幹線定期券（フレックス及びフレックス・

パル）については、運賃相当額と料金相当額

を組み合わせた特別企画乗車券として届出



にて設定している商品であり、東海道新幹線

区間も含め、運賃相当額部分は在来線の定期

運賃改定相当額分の値上げを行うとのこと

です。 

輸送障害等が発生した場合には、関係各社

が定める旅客営業規則等の約款に基づき、既

に所持する乗車券について、他経路乗車が可

能とのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、終電の繰り上げについて

は、安全かつ利便性の高い鉄道サービスをサ

ステナブルに提供していくにあたり夜間作

業間合いの時間の確保が課題となっており、

施工効率の向上や従事員の働き方改革への

支援などを目的に実施し、一定程度のコスト

ダウンが図られているとのことです。今後も

工事のボリュームをもとにお客さまのご利

用状況の変化、従事員の労働環境の改善、機



械導入による工事の効率性向上などを踏ま

え、必要な見直しを行うとのことです。 
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意見：東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の

旅客運賃の上限変更認可に反対いたします。 

理由：東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）

は特に過去 5年ほど、旅客運賃の上限変更を

必要としない範囲で、特に合理的な説明をす

ることもなく、実質的な値上げの数々を行っ

てきました。 

特にわかりやすい具体例をひとつ挙げま

すと、中央本線特急の、実質的な料金です。 

過去 40 年ほどに亘り、都区内～松本間は、

実質運賃（特急料金を含む）は 4500～4700 円

程度であったところ、まず全席指定席化と回

数券の廃止、それに続いて実際に提供される

料金の引き上げが徐々に、最終的には本年度

に入って急激に、行われ、現在、実質として

は、5700 円以上と、物価も賃金も上がってい

ないこの日本で、20％を軽く上回る値上げを

既に実現しています。 

他にもう少しだけ、象徴的な例を挙げます

と、「青春 18きっぷ」の実質的な値上げに際

しても、合理的な説明は全くありませんでし

たし、往復や長距離に係る割引の廃止に関し

てもそうでした。 

今回の値上げ認可申請についても、急激に

業績が回復していることに鑑みると、全く説

明をしていないのが実際ですし、更には、電

車特定区間や山手線等に係る運賃の値上げ

に関しては、導入時と現在とで、何がどう異

なるために値上げが必要であるかについて

も、説明を欠いています。 

以上のように、JR東日本は既に数々の値上

げを実現してきている上に、今般の値上げ認

可申請の合理性を説明していませんし、そも

そも、より鉄道を利用してもらい、航空機や

自動車による移動から鉄道による移動への

シフトを促すという、社会をサステナブルな

ものとしていくための視点が決定的に欠け

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、在来線特急列車について

は、首都圏エリアを中心に自由席が大変混雑

し、始発駅で座るために並ぶ旅客が多数お

り、着席機会の均等化等のサービス改善を図

るために、順次、全車指定席化を進めてきた

とのことです。なお、実施にあたっては、旅

客に過度な負担とならないよう、従前の指定

席特急料金と自由席特急料金の中間の価格

を新たな指定席特急料金（事前料金）として

設定し、えきねっとチケットレスサービスで

はより割安な料金で利用可能としていると

のことです。また、従来、快速列車として運



ています。 

よって、当該上限変更認可に反対いたしま

す。 

転してきた臨時列車については、停車駅やダ

イヤ、使用車両及び旅客の利用状況やニーズ

を鑑み、順次、特急列車に格上げしていると

のことです。 

 

申請者によると、青春 18 きっぷについて

は、1982 年（昭和 57 年）の商品設定当時か

らのご利用状況の変化や、お客さまから自動

改札機対応に関する要望もいただいていた

ことから、JR6 社で協議の上、自動改札機対

応が可能な仕様として今回の設定としたと

のことであり、ご理解いただきたいとのこと

です。 

 

申請者によると、往復割引については、

2026 年（令和 8年）3月の往復・連続乗車券

の発売終了に伴い、廃止予定としております

が、往復割引が適用されている往復乗車券は

中長距離の乗車券全体の約 4％程度と発売実

績が僅少とのことです。今後、長距離におい

ては、同社のインターネット予約サービス

「えきねっと」での割引商品「新幹線 eチケ

ット（トクだ値）」等の利用を推奨していくと

のことです。なお、JR各社において発売終了

に伴うシステム改修が必要となることから

運賃改定と同時期の実施としたとのことで

す。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化



も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 
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意見： 

1. 運賃改定（値上げ）自体は反対しません

が、申請通りに認可すべきではありません。 

2. 

具体的に、①地方交通線の 10 キロ以内運

賃及び賃率は据え置くべき。②300 キロ以上

の長距離幹線運賃の改定額は申請案（最大

440 円）より抑えるべき。③前述による計画

の増収額の減少分は、通勤定期は申請案より

高い値段の設定により一部補填します。 

3. 本州三社は共通運賃規則を維持した方が

良いと考えるので、具体的な値上げの幅及び

時期は JR西日本・JR 東海と協議することを

願います。 

 

理由： 

1. 

地方活性化及びローカル線の維持の観点

から、鉄道離れ防止・新たな需要の喚起や観

光客誘致などによる利用促進しなければな

りません。そのため、相対的に安い運賃で利

理由 1.及び 2.について 

申請者によると、首都圏エリア等の収入に

より地方交通線等の運営を賄ういわゆる内

部補助を行うことは、全体最適の観点から一

定程度容認されるべきと考えているものの、

過度な内部補助は鉄道システムの健全性を

守るための経営資源の適切な配分に逆行す

ることになるため、改定後の運賃区分におい

ても、幹線・地方交通線は存置し、1.1 倍の

運賃格差も維持するとのことです。 

また、「地方を豊かにすること」を使命の一

つとして、様々な事業展開を通して、持続可

能な形で地域の公共交通を維持することは、

極めて重要な経営課題と認識しており、輸送

サービスだけでなく、観光や生活ソリューシ

ョンサービスなど、様々な強みを活かして、

沿線地域の活性化にこれからも貢献してい

きたいと考えているとのことです。 

なお、地方路線においては、ご利用状況が

重要であると考えており、鉄道特性のひとつ

である大量輸送を必要としない路線につい



用しやすい環境を創出したほうが良い。ま

た、改定後の幹線運賃が同乗車距離の現行の

地方交通線運賃を上回る場合は、地方交通線

の運賃は改定後の幹線運賃の値段までに値

上げても良い。 

2. 

JR 東日本管内の地方交通線の輸送人キロ

は在来線全体の 1％しか占めませんから、地

方交通線を値上げなくても増収額に影響は

微かであり、地方交通線の運賃の維持による

増収額の減少分も補填しやすいと考えられ

ます。 

3. 長距離移動における他の交通機関に対す

る競争力を保つため、長距離幹線運賃の改定

額は抑えてきっぷの発売額（運賃+料金）の値

上げを抑えたほうが良い。運賃の値上げを抑

えるかねなかったら、特急料金を値下げてほ

しい。これにより、オンラインきっぷ予約サ

ービスを利用しなくても、現状の値段できっ

ぷを買うことができます。 

4. 国の鉄道とする観点から、各社共通の運

賃規則を設定し、通算した営業キロ（運賃計

算キロ）により運賃算出すべき。 

5. サービス低下の他、地球温暖化・災害

甚激化を直面している現在、東海道本線と東

海道新幹線別線化による不便は昔より大き

い。実際、JR東海の丹羽社長は JR東日本の

運賃改定に合わせて東京ー熱海の新幹線定

期の値上げを検討して従来通り新幹線定期

で在来線も乗れるようにする 

と明らかにしました。また、JR 西日本も来

年に運賃改定を行います。そうすると、本州

三社は一緒に運賃改定を行ったほうが良い

ではないでしょうか。 

 

【その他】 

1. 

実際の需要は予想より上回って増収する

場合は、運賃・料金引下げなど乗客に対する

ては、基本的に鉄道の特性が発揮できないと

考えており、こうした路線については、設備

のスリム化や運行形態の簡素化等による運

営の効率化を推進する一方で、沿線の皆さま

にもご理解、ご協力をいただきながら、鉄道

存続やバス転換等の前提を置かずに、ご利用

状況の推移や幅広い選択肢をお示ししたう

えで、地域と一緒に「持続可能な交通体系」

を構築していくことを考えているとのこと

です。 

 

3.について 

申請者によると、11 キロ以上の運賃算出は

対キロ制とし、賃率を 3つのキロ地帯に区分

しており、今般の申請においては、中長距離

の改定率を抑制するために、300 キロまでの

第 1地帯、600 キロまでの第 2地帯の賃率を

4.7％改定する一方、601 キロ以上の第 3 地

帯の賃率は据え置くとのことです。 

また、特急料金等の料金は改定しないほ

か、601 キロ以上の賃率は据え置く等、中長

距離帯については抑制的な改定内容となっ

ているとのことです。 

 

4.及び 5.について 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

また、定期券は値上げとなるものの、在来

線定期券に加えて自由席特急券を別途購入

することで新幹線が利用可能な取扱いや新

幹線定期券（フレックス及びフレックス・パ



還元施策を行うべき。実際、JR東日本の 2023

年度と今年度第二四半期の鉄道運輸収入実

績は計画を上回っています。 

 

2. 需要推計によると、値上げだったら、料

金収入が 1.2％減と予想されている。これは

運賃値上げによる利用者減少のためですか、

今後は対象がより幅広く、より多様な料金券

の割引商品を発売する予定があるによるも

のですか。利用者減少なら、鉄道から離れた

乗客は二度と戻らない可能性は高いから、収

入改善のみを注目しなく、他の施策によって

離れようとする乗客を引き止めて、他の需要

を喚起してほしい。 

 

3. 

一部の区間の中央の営業キロにおいて、申

請案の運賃計算による算出した運賃は公表

値より 110 円より安く、前後区間の運賃の改

定額と同額にしました。これは激変緩和措置

と考えられますか。 

 

4. 「収入原価総表」の記入を用いた物価上

昇率は高いではないでしょうか。 

 

5. 令和 6年 8月 1日に公表された「ＪＲ旅

客会社の令和 5 年度の基準単価、基準コス

ト、実績コスト等の状況」によると、JR東日

本の基準コスト、実績コストはそれぞれ

630,857 百万円、642,390 百万円です。収入

原価算定要領によると、実績コストは基準コ

ストを上回ると、基準コストは適正コストと

する。なぜ「収入原価総表」に記入した令和

5 年度の適正コストの実績値は 611,199 百万

円ですか。 

 

6. 

運賃決定の総括原価方式は「関連事業から

の内部補填は、運賃認可上考慮しない」と考

ル）にて並行する在来線を利用可能な取り扱

いは引き続き継続するとのことです。なお、

新幹線定期券（フレックス及びフレックス・

パル）については、運賃相当額と料金相当額

を組み合わせた特別企画乗車券として届出

にて設定している商品であり、東海道新幹線

区間も含め、運賃相当額部分は在来線の定期

運賃改定相当額分の値上げを行うとのこと

です。 

輸送障害等が発生した場合には、関係各社

が定める旅客営業規則等の約款に基づき、既

に所持する乗車券について、他経路乗車が可

能とのことです。 

 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。このため、

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、運

賃水準が異なることになるため、JR 東日本区

間の利用距離に応じて基準額（改定前の運

賃）と改定後の運賃との差額を加算額として

設定するとのことです。 

JR 各社の運賃については、それぞれの会社

が認可を受けているものであり、今回の JR

東日本の認可申請により JR 他社の運賃を値

上げすることはできません。 

 

【その他】 

1.及び 6.について 

鉄道の運賃は総括原価方式の下における

上限認可制であり、法令に基づき、鉄道事業

の収支により、能率的な経営の下における適

正な原価に適正な利潤を加えたものを超え

ないものであるかどうかの審査を行ってい

ます。 

 

2.について 



えていますが、会社の経営状況を完全に無視

するのは、利用者にとっても納得できませ

ん。 

つまり、JR東日本は前年度の運輸事業の営

業利益は黒字であり、今年度の営業利益はさ

らに拡大と予想される以上、増収額を抑えて

改定後の収支率は申請の 99.8％より低くて

も、持続可能な会社の経営に対して支障が生

じるはずがないと考えられます。また、その

前に運賃改定を申請した JR 九州の申請収支

率は 90.3％にすぎありません。 

申請者によると、チケットレス商品や特別

企画乗車券であればインターネット予約サ

ービスである「えきねっと」において、新幹

線 eチケットや「トクだ値」といった割引商

品を用意しているほか、シニア層を対象とし

た「大人の休日倶楽部」等の会員組織を用意

しているとのことです。また、閑散期の平日

を対象とした「旅せよ平日！JR 東日本たび

キュン♥早割パス」等の割引率の高い商品も

用意しているとのことです。 

 

3.について 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、

運賃水準が異なることになるため、JR東日本

区間の利用距離に応じて、基準額（改定前の

運賃）と改定後の運賃との差額を加算額とし

て設定するとのことです。 

既に通算加算方式を適用している JR 他社

とまたがる区間の運賃については、JR東日本

線を利用する区間に対する加算額とは別に、

JR 他社を利用する距離に応じて計算した加

算額を基準額に合算して求めるとのことで

す。 

なお、内方区間が割高になり運賃逆転が生

じないよう、一部の区間において値下げし、

調整しているとのことです。 

 

4.について 

各上昇率については、収入原価算定要領に

則り、以下のとおり算定したとのことです。 

・人件費上昇率：令和 6 年度は JR 東日本の

実績値である 3.15％、令和 7 年度以降は

JR 東日本の令和 5 年度実績 1.84％と令和

6年度実績 3.15%の平均である 2.495％ 



・物価上昇率：令和 6年度、令和 7年度は令

和 6 年 7 月 19 日内閣府公表の年央試算よ

りそれぞれ 2.8％、2.2％、令和 8年度以降

は令和 6 年 6 月 21 日政府公表の経済財政

運営と改革の基本方針より 2.0％ 

 

5.について 

各費目ごとに、実績コストと基準コストを

比較し、「基準＜実績」の場合は、基準コス

ト、「基準＞実績」の場合は、（基準＋実績）

÷2を適正コストとしています。 
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意見： 

幹線と地方交通線を異なる運賃および運

賃改定率とすることの合理的な理由が説明

されていないため認可すべきでない。 

理由： 

地方交通線は 1977-1979 年度の輸送密度

に基づいて指定されたもので、現在の実態と

は乖離がある。 

よって、今般の運賃上限変更において、JR

東日本が地方交通線に対してのみ高い運賃

および運賃改定率を課すことは非合理的で

あり、地方交通線の利用者に不利益を与える

ものであると推定されるため。 

申請者によると、首都圏エリア等の収入に

より地方交通線等の運営を賄ういわゆる内

部補助を行うことは、全体最適の観点から一

定程度容認されるべきと考えているものの、

過度な内部補助は鉄道システムの健全性を

守るための経営資源の適切な配分に逆行す

ることになるため、改定後の運賃区分におい

ても、幹線・地方交通線は存置し、1.1 倍の

運賃格差も維持するとのことです。 

また、「地方を豊かにすること」を使命の一

つとして、様々な事業展開を通して、持続可

能な形で地域の公共交通を維持することは、

極めて重要な経営課題と認識しており、輸送

サービスだけでなく、観光や生活ソリューシ

ョンサービスなど、様々な強みを活かして、

沿線地域の活性化にこれからも貢献してい

きたいと考えているとのことです。 

なお、地方路線においては、ご利用状況が

重要であると考えており、鉄道特性のひとつ

である大量輸送を必要としない路線につい

ては、基本的に鉄道の特性が発揮できないと

考えており、こうした路線については、設備

のスリム化や運行形態の簡素化等による運

営の効率化を推進する一方で、沿線の皆さま

にもご理解、ご協力をいただきながら、鉄道

存続やバス転換等の前提を置かずに、ご利用

状況の推移や幅広い選択肢をお示ししたう

えで、地域と一緒に「持続可能な交通体系」



を構築していくことを考えているとのこと

です。 
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JR 東海や JR 西日本と足並みを揃えるべき

だったのでは？ 

地方交通線の料金の計算方法も見直した

方がよかったのでは？ 

（いずれも計算が複雑になる恐れがある

ため） 

はやぶさ料金について廃止を検討しても

いいのでは？ 

特別損失等が同じになっているのは何故

か？ 

特別急行等料金が改定することで減少す

る見込みとなっているが、改定することで客

離れが起こりうるという認識でいいのか？ 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。このため、

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、運

賃水準が異なることになるため、JR 東日本区

間の利用距離に応じて基準額（改定前の運

賃）と改定後の運賃との差額を加算額として

設定するとのことです。 

JR 各社の運賃については、それぞれの会社

が認可を受けているものであり、今回の JR

東日本の認可申請により JR 他社の運賃を値

上げすることはできません。 

 

申請者によると、首都圏エリア等の収入に

より地方交通線等の運営を賄ういわゆる内

部補助を行うことは、全体最適の観点から一

定程度容認されるべきと考えているものの、

過度な内部補助は鉄道システムの健全性を

守るための経営資源の適切な配分に逆行す

ることになるため、改定後の運賃区分におい

ても、幹線・地方交通線は存置し、1.1 倍の

運賃格差も維持するとのことです。 

 

申請者によると、今般の申請においては、

特急料金等の料金は改定しないこととして

おり、はやぶさ号等に適用している特急料金

についても現行のままとするとのことです。 

 

申請者によると、特別損失については、過

去 10 年間に計上した大規模災害等による特

別損失から、それに対応する特別利益を控除

した額の年度平均額を計上しており、また、

引当金繰入額・取崩額については、新幹線鉄

道大規模改修引当金繰入額として 240 億円

を計上しているとのことです。 



 

申請者によると、特急料金の減少について

は、運賃改定による逸走を見込んでいるとの

ことです。 
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この度の運賃改定については、時勢を鑑み

やむを得ないものであると思いますので支

持致します。 

ただし、下記の条件付きと致しますので、

JR 東日本（以下 申請者）にも伝えて頂き、

回答をパブコメ結果にて掲載を頂けますと

幸いです。 

 

意見 1 

【CBM・規格統一等への取り組みについて】 

車両・車両部品の共通設計化や、施設・車

両保守等の CBM 化（状態基準保全への移行）

といった、省力化・省人化への会社の垣根を

超えた協業の取り組みが進んでいる。 

申請者においては既に取り組んでいる部

分かと思うが、今後についても同業他社と情

報交換を行うと共に、同様の取り組みへの参

画呼びかけや省力化に資する設備・技術の導

入に向けた人的・技術的な協力など、自社だ

けでなく、鉄道業界全体でコストダウンと安

全・安定輸送を両立し、持続的な鉄道事業運

営を可能とするための施策に取り組まれる

ことを期待する。 

なお、施策の実施にあたり、安全第一であ

ることが大前提であるので、その点に留意を

お願いしたい。また、従業員の方の負担が最

小限になるようにするとともに、拙速な「人

減らし」は「技術の継承」が十分に行えず、

安全・安定輸送を損ねる恐れがあるので、し

ないようにして頂きたい。 

長期的な視点で見た際に、省力化・省人化

による要員数の見直しなどがやむを得ず発

生する場合、従業員の方の処遇について、本

人の希望を尊重し十分に配慮されたい。 

 

意見 1について 

申請者によると、CBM については、安全を

大前提とした、確実な検査の実現を目指して

おり、また、車両のメンテナンスに係る労働

人口減少を見据えた検査手法の確立と他社

も含めてスケールメリットを生かすことに

より CBM に係るシステム等のコストダウン

を図っていくとのことです。 

 

意見 2について 

申請者によると、お客さまのご期待にお応

えできるよう今後とも安全を JR 東日本グル

ープのトッププライオリティーと位置付け、

これまで以上に安全で快適な輸送サービス

の実現と利便性向上に努めていくとともに、

引き続き、総合的な処遇改善により社員に還

元することで働きがいを創出し、「仕事を通

じた達成感・充足感」を高めていきたいとの

ことです。 

具体的な待遇改善策として、これまでベー

スアップ、初任給引き上げ、扶養手当の増額、

省メンテナンス化、作業の機械化などの待遇

改善や職場環境改善に取り組んでいるとの

ことです。 

 

意見 3について 

 申請者によると、鉄道利用者の減少、社員

の減少、世代交代、技術革新等、会社を取り

巻く環境の変化に対応しつつ公共交通機関

としての使命を継続的に果たすため、限られ

た人的資源を効率的に配置することを目的

に一部業務の委託を行っているとのことで

す。また、技術力・ノウハウを持ったシニア

社員の再雇用の場を確保することは、グルー

プ全体での技術の維持・向上にも寄与すると



具体例 

https://jr-

central.co.jp/news/release/_pdf/0000431

32.pdf 

https://www.westjr.co.jp/press/articl

e/items/241017_00_press_maintenance_sys

tem_4.pdf 

https://www.jreast.co.jp/press/2023/2

0230614_ho02.pdf 

https://www.jreast.co.jp/press/2024/2

0240705_ho02.pdf 

 

意見 2 

【増収分の人件費転嫁および、労働環境改善

のための取り組みへの充当について】 

労働人口が減少する中、人材獲得競争も激

化していること、また、物価高により社員の

方の生活も負担が増していると思われる。 

今回の運賃改定による増収分を人件費に

も転嫁し、人材の確保・定着とモチベーショ

ンの向上により、より良いサービス品質が提

供できるよう、継続的な基本給のベースアッ

プや手当の新設（家賃補助など）、福利厚生制

度の充実など、待遇改善を行うこと。 

また、従業員の方が働きやすい環境作りの

ため、従業員の方の意見も取り入れながら、

仮眠室の個室化や作業場所の暑さ・寒さ対策

といった労働環境の改善を継続して行うこ

とで、労働安全衛生への配慮や従業員満足度

の向上を図ること。 

（申請者に協力会社や下請け会社がある

場合、外注費や委託費における労務費や経費

分を増額することも含む） 

 

なお、申請者において待遇改善や職場環境

改善のため既に取り組んでいることがあれ

ば、ご教示頂きたい。 

 

また、以下に挙げる事項について約束を頂

のことであり、それぞれの状況を総合的に勘

案して実施していくとのことです。 

 

意見 4について 

 申請者によると、鉄道をサステナブルに運

営するため、構造改革に取り組んでおり、維

持更新投資の抑制や固定費の削減などのコ

ストダウンを一層進めていくとのことです。 

 

意見 5について 

 申請者によると、障害者割引を始めとする

公共割引については、事業者ひいては一般の

お客さまのご負担により実施していること

は事実であり、基本的には国の社会福祉施策

の一環として考えるべきものと認識してい

るとのことです。 

公費負担に関するご意見については、今後

の鉄道行政の参考とさせていただきます。 

 

意見 6について 

申請者によると、適切な価格転嫁について

は、政府・経済界が推進する「パートナーシ

ップ構築宣言」を公表しており、令和 5年 11

月に公正取引委員会等が公表した「労務費の

適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」

を受け、適切な価格転嫁に努める内容の改訂

を令和 6年 5月に行っているとのことです。

また、経営の意思決定、業務執行及び監督、

さらにはグループの統制、情報開示などにつ

いて必要な体制を整備し、適切に企業統治を

行っているとのことです。 

  

意見 7について 

 申請者によると、乗務員及び駅係員のサン

グラスの着用については、2024 年 2 月以降、

試行を実施しており、効果が確認できたた

め、2025 年 2 月 1 日以降順次導入している

とのことです。なお、熱中症対策としての乗

務員室内等での制帽等の着用義務について



きたい。 

・運賃改定後の労使交渉において、「（運賃改

定は）利用者に負担を頂く形での増収であ

る」「（運賃改定により）増収にはなっている

が、利用者数はコロナ前水準には戻っていな

い。」等を理由として、労務費への転嫁を拒否

する、または事実上拒否するといった回答を

行わないこと。 

・待遇改善においては初任給の増額や若年

層の改善にスポットを当てるあまり、中堅層

以上の昇給額を抑制すること、基本給を増額

する代わりに賞与を減額して調整する、また

は手取り額が減少となるような手当の廃止

を行うなど、従業員の方にとって不利益とな

るような制度変更はしないこと。 

・定期昇給制度を維持すること。 

・年功序列制を基本とした制度を維持し、人

事賃金制度への成果主義要素の導入、拡大は

行わないこと。 

・一定の年齢以上となると基本給が減額と

なっていく制度 

・同一職級に留まっていると昇給額が抑制

される、または昇給そのものが停止される制

度 

・年齢等による昇給停止年齢など 

 

人件費の総額を抑制する目的で、上記のよ

うな制度を導入している会社もあると見聞

きしている。 

こういった人事労務制度を導入または維

持することは、会社を担う中堅層など要の世

代の方の離職者の増加やモチベーションの

低下を招く可能性もあること、それにより技

術の継承が途絶することや人員不足による

運行への支障が発生する可能性が考えられ

るので、行わないようにすること。 

また、既にそういった人事労務・賃金制度

が導入されている場合は、少子高齢化や晩婚

化等の社会情勢の変化、年金受給年齢の引き

は、今後の社会情勢等も鑑みつつ、検討して

いきたいとのことです。 

 

意見 8について 

 申請者によると、都市部でのワンマン運転

の実施にあたっては、社内外の必要な調整・

確認を行うとともに、鉄道事業者として安全

を確保するための設備を整備し実施してい

るとのことです。また、お客さまに安心して

ご利用いただけるように、係員に対しては必

要な教育・訓練を実施しているとのことで

す。 

 

 申請者によると、TIMS モニタ画面のドア開

閉スイッチは、これまでの車掌用ドアスイッ

チや物理的なワンマン運転用ドアスイッチ

と同等の仕組みであり、メーカ工場や実際の

車両での試験を通して検証を行い、仕様上問

題が無いことを確認しているため安全性に

は影響しないとのことです。また、同社の乗

務員の代表者がトライアル（プロトタイプの

試使用）を行い、その意見を反映していると

のことです。 

ドア開閉等のタイムラグについては、実際

の車両で乗務員訓練を行い習熟が進んでお

り、従来の車掌によるドア開閉と比べ、著し

いタイムラグは無いとのことです。また、「か

けこみ乗車防止キャンペーン」などを通じ、

駆け込み乗車による事故防止の啓発活動を

行っていくとのことです。 

 

確認事項 1について 

各上昇率については、収入原価算定要領に

則り、以下のとおり算定したとのことです。 

・人件費上昇率：令和 6 年度は JR 東日本の

実績値である 3.15％、令和 7 年度以降は

JR 東日本の令和 5 年度実績 1.84％と令和

6年度実績 3.15%の平均である 2.495％ 

・物価上昇率：令和 6年度、令和 7年度は令



上げに伴う定年延長制度を導入する会社も

増加するなど、社会全体での生涯設計の高齢

化の加速といったことも考慮し、見直しや廃

止に向け、労使間での協議を行うようにする

こと。 

 

参考：労使交渉資料 

ジェイアールバス関東労働組合  

（１） https://www.jtsu-

b.org/_files/ugd/0bd80d_3c8e8e4916704a7

79f6abcd56480d574.pdf 

（２） https://www.jtsu-

b.org/_files/ugd/0bd80d_29aad68201414d2

a9b89da125bb070a5.pdf 

 

意見 3 

【鉄道事業の子会社委託等について】 

申請者において、駅業務や車両保守業務等

の子会社委託が行われている。 

 

申請者のこういった施策は、人材確保のた

めの待遇改善や効率的な運営のため、日本の

鉄道業界で見直されつつある子会社委託の

取りやめ・直営化に逆行しており、こうした

動きに水を差す恐れがある。 

今後同様の動きが再び広がれば、業界全体

で賃金水準の低下や労働条件の悪化による

人材の流出が発生し、安全安定輸送に支障を

来すのではないか。 

バス業界同様に、担い手不足による減便等

が発生する可能性もある。 

 

過去には阪急電鉄にて、駅業務や車掌業務

の子会社委託化が行われた事例があるが、

「偽装請負」の可能性や、同一業務でありな

がら賃金や福利厚生面での待遇格差が生じ

ることによるモチベーションの低下等の問

題が生じ、電鉄本体への転籍・直接雇用に切

り替えたという事例があった。 

和 6 年 7 月 19 日内閣府公表の年央試算よ

りそれぞれ 2.8％、2.2％、令和 8年度以降

は令和 6 年 6 月 21 日政府公表の経済財政

運営と改革の基本方針より 2.0％ 

 

確認事項 2について 

「ＪＲ旅客会社、大手民鉄及び地下鉄事業

者の収入原価算定要領」第 2章第 3節 12（2）

「政策的に必要性の高い設備投資に対応す

る減価償却費の算定によるもの」に該当する

ものとされております。また、平年度の減価

償却費に平年度経過後から起算して 3 年間

における減価償却費が達しない場合、認可の

有効期間終了日の翌日から起算する平年度

における総括原価と収入を比較し、収入が総

括原価を上回らない水準に運賃の上限を引

き下げることとなります。 

なお、原価には、既存の設備投資（耐震補

強等）の未償却残高のうち、138 億円を前倒

して減価償却費に加算されています。 

 

確認事項 3について 

各鉄道事業者における1カ月1人あたり平

均給与は鉄道統計年報に掲載していますが、

それ以外の情報については把握しておりま

せん。 

【鉄道統計年報 令和 4年度】 

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk

2_000079.html 

 

申請者によると、同社における令和 7年 3

月 31 日現在の平均勤続年数は 16.6 年、平均

年収は 7,670 千円とのことです。また、令和

7 年 4 月 1 日入社の大学卒エリア職東京 23

区内勤務の初任給は月額 265,755 円で別途

諸手当が付与されるとのことです。 



 

京浜急行電鉄においても、一度分社化した

「京急ステーションサービス」や「京急鉄道

施設」を直営に戻している。車両保守部門で

も子会社委託をやめ、直営で行っている部分

があると聞いている。 

https://ssl4.eir-

parts.net/doc/9006/tdnet/1564795/00.pdf 

 

また、JR 他社では JR九州も、子会社に委

託していた駅業務を直営化したとの事であ

る。 

ＪＲ九州、１２９駅直営へ 子会社委託解

消で効率化 

http://www.sanspo.com/article/2023072

0-RSDN6SHCHBKQLDLTUCYB7KM6CM/ 

 

持続的な鉄道事業を行っていくためには、

子会社委託等によるコストダウンよりも、少

子高齢化で労働人口が減少し人材獲得競争

が激化する中、貴重な人材である従業員の方

一人一人が力を発揮し、「技術の継承」を行

い、適切な待遇や福利厚生のもと、安心して

仕事を行うことが出来る環境を整えること

が重要である。 

 

労働組合の資料によると、委託子会社も採

用難への対応や、労使交渉の求めに応じて賃

金の改善を行うために、「委託費」の増額を

JR本体に求めるなどしているとの事である。 

コストダウンであるはずの「子会社委託」

が、かえって非効率を招き、足元の物価上昇

や賃金上昇により「委託費の増加」を強いら

れていることで、施策に矛盾が生じているの

ではないか。 

JR 本体と比較し賃金等が低いことで、自己

都合退職者も多いとの事である。 

 

労組資料より（共に受託子会社側の説明） 



〇２０２３年度期末決算は、増収減益。営

業収益は、受託契約の見直し等により対前年

比１０２.３％の１６４億９４００万となっ

た。 

http://www.jreu.or.jp/?p=16039 

＞今後 JR 東日本からの出向が見込めな

くなる事から、技術継承の観点から採用活動

を積極的に行う必要があり人件費も増加す

る 

http://www.jreu.or.jp/?p=15606 

 

「鉄道事業法 第十八条の二」も踏まえ、

申請者において現在行われている鉄道事業

における駅業務、施設・車両保守等の完全子

会社への委託等は取りやめ、直営とするこ

と。 

（同業他社からの業務委託を受けている

部分については除く） 

 

なお、直営化にあたっては賃金制度にいわ

ゆる「転籍者賃金」の枠を設けるなどして、

昇給・昇格や賞与・退職金算定等、現在の JR

本体従業員と待遇に格差を設けるようなこ

とはしないこと。 

また、転籍者の受け入れにあたり、既存の

人事賃金制度を改悪し、昇給昇格試験の枠を

削減する、昇給額や退職金算定方法等を抑制

するといった不利益変更を行わないこと。 

 

2008 年 12 月 18 日付 読売新聞 

「阪急は「コスト減より安全」…子会社駅

員ら８４０人本社雇用」 

（元記事が閲覧不可のため、「動労千葉を

支援する会」HP より引用） 

http://doroshien.starfree.jp/wp-

content/uploads/2023/10/gaityuuka39.pdf 

 

意見 4 

【経費節減への取り組みについて】 



物品購入やサービスの契約締結、または作

業の委託契約等において、可能な限り複数業

者間での相見積もりを行うなど、費用の圧縮

に努められたい。 

（但し、意見 6について留意すること） 

 

意見 5 

【障害者割引について】 

割引による減収分について、国の運賃制度

上は運賃への転嫁ができる事となっている

が、原則として公費負担となるよう、他事業

者や業界団体と共同で国や自治体等へ働き

かけを行って頂きたい。 

また、本人単独利用時の 101km 以上の条件

について、公費負担化を前提として撤廃して

いただくよう、他の鉄道事業者と協議を行う

事も含め検討を行うようにお願いしたい。 

 

意見 6 

【資材調達等において】 

物価・エネルギー費用等の上昇が続いてい

ること、また政府も掲げている持続的な賃上

げを実現し、経済の好循環を促進する観点か

らも、受注者が適切な価格転嫁を行うことが

出来るよう、「労務費の適切な転嫁のための

価格交渉に関する指針」について経営層を含

む会社全体として周知徹底を図るとともに、

指針内の「発注者として採るべき行動/求め

られる行動」および「発注者・受注者の双方

が採るべき行動/求められる行動」に沿った

行動を行い、受注者とのコミュニケーション

強化を今まで以上に図るようにすること。 

 

また、指針に沿った行動が適切に行われて

いるか「社内調査」を行い、問題となる点が

見受けられた場合は、独占禁止法や下請代金

法等の法令に抵触する可能性もあることか

ら、改善すること。 

なお、調査結果についてはパブコメ結果公



表時のほか、運輸審議会での審議時にも報告

を行われるようにお願いしたい。 

申請者は日本最大規模の鉄道事業者であ

り、多数のサプライヤーとの取引があるかと

思う。業界を代表する立場として、価格転嫁

が適切に行われるように努めて頂きたい。 

 

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に

関する指針（公正取引員会 HP） 

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/u

nyoukijun/romuhitenka.html 

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/u

nyoukijun/romuhitenka/romuhitenka-2.pdf 

 

意見 7 

【制帽・ヘルメットの着用規定緩和やサング

ラス着用の許容について】（未実施の場合） 

熱中症対策として、乗務員の方や作業員の

方に対し、乗務員室内や客室内での乗務・添

乗時などは着用義務を緩和する、また紫外線

による目の健康被害防止のためサングラス

の着用を認めるよう、検討をお願いしたい。 

（同業他社で同様の事例あり） 

 

意見 8 

【ワンマン運転の拡大について】 

従業員の方へのアンケートや現地調査を

実施することにより、課題の洗い出しを行う

こと。また、労使間にて十分な協議を行った

上で、利用者・従業員双方にとって十分安全

が確保されるまで実施はしないこと。 

 

南武線にて、「TIMS モニター画面」の操作

により、運転士の方がドアの開閉を行ってい

るのを見かけたが、同業他社のワンマン運転

のような物理ボタンによる操作と比較して

タイムラグがあり、駆け込み乗車や降り遅れ

等があった際などにドアに人が挟まれてし

まう恐れがあると感じている。 



改造費の低減のためあのような仕様にし

たのだと思うが、この仕様では安全面での懸

念があり、遅延の増大なども懸念されること

から、このままの実施には反対する。 

他のワンマン運転計画路線と共に、ドア開

閉等についてはタイムラグの生じないよう

に物理ボタンで行う等、仕様について改めて

検討頂きたい。 

また、同業他社の事例をよく研究し、安全

性が十分に確保出来るまで、都市部での長編

成ワンマン運転の実施はしないで頂きたい。 

 

加えて、ソフト面・ハード面でも十分な支

援措置を講じること。 

例： 余裕のある停車時間および運転時分

の確保、TASC（定位置停止装置）の導入、「GPS 

Train Navi」のような乗務員支援装置の導

入、運転指令から直接列車内へ放送が出来る

ようにする装置の整備等。 

 

確認事項（国交省鉄道局 御中） 

1.今回の申請にあたり、申請者が使用した人

件費・物価上昇率の算定方法について、申請

者に確認の上回答をお願いしたい。 

 

2.  

今回の申請にあたり、収入原価算定要領内

の「政策的に必要性の高い設備投資に対応す

る減価償却費」に該当するものがあり、減価

償却費の前倒し計上を行っているかを申請

者へ確認頂きたい。 

また、該当するものがあれば、開示可能な

範囲にて用途や内容について開示を頂きた

い。 

 

3.関東圏の同業他社との平均勤続年数・年収

（平均および中央値）について比較できる資

料があれば教示頂きたい。また、首都圏含む

東日本地域各都市の地場産業と申請者の初



任給が比較できる資料があれば、そちらにつ

いても教示頂きたい。（申請者の初任給につ

いては基本給のほか、定常的に支給される手

当を含む） 

（高卒者および大卒者） 

※パブコメ公表時でなく、運輸審議会の審

議資料への掲載でも可 
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「今後も厳しい経営環境が継続する見込

み」であり「設備投資や修繕等に必要な資金

を安定的に確保することが困難」であること

を理由として値上げを行うとのことである

が、JR 東日本の直近の決算報告書では 4 期

連続の増収とあり値上げを行う理由に矛盾

している。設備投資が十分でないことに起因

する事故が最近相次いでいることからその

ための十分な資金を確保する必要はあるが、

増収分を当てることは出来ないのだろうか。

旧国鉄としての公共性をもう少し重視した

方がいいように思う。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 
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10 月末に JR 東日本が公表した中間決算で

は第 2四半期（7？9月）決算の営業収益は、

対前年度同期約 953 億円増（約 7.3％増）の

約 1兆 3,951 億円。鉄道をはじめとする各セ

グメントで「増収増益」の文字が並ぶ。 

また足元では中央線快速グリーン車の導

入、2025 年以降には、高輪ゲートウェイ駅近

くの TAKANAWA GATEWAY CITY の開業を控える

など、大型投資にも力を入れている。 

中長期ビジネス成長戦略「Beyond the 

Border」を掲げ、足元ではインバウンドの増

加の恩恵を受けるなど、JR東日本の将来はま

すます明るいことを確信させる決算内容で

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す



あった。どう逆立ちして読んでも「厳しい経

営環境」を理由に運賃を値上げするような会

社には見えない。 

よって東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事

業の旅客運賃の上限変更認可申請について

反対の意思を明らかにするものである。 

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 
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国鉄分割民営化以降、JR各社でのサービス

分断が進んでいます 

1987 年の分割民営化はサービス分断をし

ないとの前提で行われたはずですが、どうな

っているのか 

運賃改定の前提としてシームレスなサー

ビスを目指すと言うのであれば、まずはサー

ビス分断をやめて、 

・交通系 ICカードの共通化（Suica、ICOCA、

TOICA、Kitaca、SUGOCA） 

・ネット予約の共通化・アプリ共通化(えき

ねっと、EX 予約、e5489、JR 九州ネット予約、

しこくスマートえきちゃん) 

こういったサービス共通化を取り組むべ

きではないでしょうか 

今回の運賃改定も JR 東日本単独で行われ

ており、運賃値上げもわざわざ「通算加算制

度」を設けるなど JR 各社との分断がさらに

進めるよう内容であることから、反対します 

申請者によると、JR 各社はそれぞれ別の法

人であり、分割民営化から 40 年近くが経過

し、地域に密着したそれぞれの経営を行って

いるものの、交通系 IC カードの全国相互利

用や各社のネット予約での相互受け取りの

拡充等、必要な連携を実施しているとのこと

です。 

JR 各社で置かれている条件や環境が異な

ることから、これまではそれぞれが自らに最

適な形を模索しつつ予約サイトやサービス

を構築してきているとのことであり、各社の

インターネット予約サービスで購入したチ

ケットを、他社エリアでも受け取り可能とす

る“相互受取サービス”を拡大するなどし

てお客さまの利便性向上を進めているとの

ことです。同社においても、「分かりにくい」

といった声があることは認識しており、これ

まで以上に会社間連携を深めていくための

さまざまな検討を進めていきたいと考えて

いるものの、現時点で具体的な計画はないと

のことです。 

 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、



運賃水準が異なることになるため、JR東日本

区間の利用距離に応じて、基準額（改定前の

運賃）と改定後の運賃との差額を加算額とし

て設定するとのことです。 

また、既に通算加算方式を適用している JR

他社とまたがる区間の運賃については、JR東

日本線を利用する区間に対する加算額とは

別に、JR他社を利用する距離に応じて計算し

た加算額を基準額に合算して求めるとのこ

とです。 

なお、内方区間が割高になり運賃逆転が生

じないよう、一部の区間において値下げし、

調整しているとのことです。 
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JR 東日本の公式サイトによると、今回の改

正にて「分かりやすい運賃体系の構築を目指

したい」としており、電車特定区間や山手線

内の運賃を廃止するとしている。それと同時

に現在の運賃制度について、分かりにくい・

使いにくい制度のため、JR東日本が目指そう

としている「分かりやすい運賃体系の構築」

にするため、以下 5点の改善・改修をしてほ

しい。 

1. 11km 以上の運賃について、区分けとなる

距離を統一するため、すべて 5km 単位（幹線）

で区分けするようにすべきだ。 

2. (1.)に関連して、運賃の計算方法（端数

処理）を見直すべきだ。特に JR 東日本では、

IC運賃制度を導入しているため、税抜運賃を

計算する時点から 1円単位で求め、その価格

に 10%課税した額を IC 運賃（小数点以下四

捨五入）とし、IC 運賃を切り上げた運賃をき

っぷの運賃（キロ数かかわらず 10 円単位）

とすべきである。今の税抜運賃の求め方（端

数処理）は、明らかな公平ではなく「わかり

にくい運賃体系」だ。 

3. 幹線・地方交通線の区分けを見直すべき

である。JR 東日本の場合、ただ単に路線の利

用者規模で決めるのではなく、トンネル区

間・橋の多さなど、維持にかかる設備が多い

1.及び 2.について 

申請者によると、対キロ制におけるキロ刻

みの細分化については、JR 他社とまたがる場

合においても全区間の距離を通算して運賃

を算出し、改定後の運賃との差額を加算額と

して設定する「通算加算方式」が採用されて

いることから、同社の運賃のキロ刻みを変更

することとした場合、JR他社にまたがる区間

での運賃設定等に課題が発生することから

現状どおりとするとのことです。 

 

申請者によると、同社の運賃は 1987 年の

国鉄分割民営化により前身である国鉄から

引き継いだもので、会社発足以来、消費税率

の改定等を除き、維持してきた運賃に対して

公平性の観点から今回、一定の改定率（幹線

4.7％）を乗じて算出したとのことです。税抜

運賃の計算方法については、今後の運賃制度

を検討する際の参考とさせていただくとの

ことです。 

 

3.について 

申請者によると、地方交通線の設定につい

ては、国鉄改革法等に基づき国鉄から承継さ

れたもので、現時点で幹線・地方交通線を判

断する基準は存在していないとのことです。 



場合は、利用者区分に関わらず運賃が多く徴

収できる「地方交通線」扱いにすべきである。 

4. 101(201)km 以上で適用される山手線内運

賃・東京都区内運賃制度も見直すべきであ

る。特に「東京都区内」はエリアが広く、場

所によっては 30km 以上も運賃が距離で変わ

らないことになる。少なくとも、201km 以上

の「東京都区内」は廃止し、「山手線内」に統

一し、分かりやすさを創出すべきである。 

5. 「オフピーク定期券」も拡充ではなく、

分かりやすさを重視するために廃止すべき

である。電車特定区間などの二重の料金区分

は廃止するのに、定期券の二重料金区分は逆

に拡充するのは、おかしな状況である。オフ

ピーク制度を廃止し、定期券の一区分料金制

に戻すべきである。 

以上の件を踏まえると、今回の改正で行お

うとしている「分かりやすさ」は、JR 東日本

が運賃を値上げするための「言い訳」として

使っているだけで、現状では利用者が便利に

なることは何もないと思う。 

 

運賃改定に当たり、経営努力をしている・

する予定としているが、現状経営努力を行っ

ているとは到底思えない。 

まず、新幹線が最も無駄が多いと思う。東

北新幹線（山形・秋田含む）は、最大 17 両

編成と、利用者が圧倒的に多い東海道・山陽

新幹線（最大 16 両）よりも多い。そんなに

乗車する人がいるのか疑問だ。新幹線の場

合、特急料金は通しで計算するため、在来線

の地方部で実施している「お得意の東京への

直通運転の中止」・「短編成化」を行い、山形

新幹線は福島始発、秋田新幹線は盛岡始発で

運転すべきである。 

 

また、株主優待・JRE ポイントの過剰付与

（現在行っているキャンペーンでは 1 千万

円分付与したり、モバイル Suica 乗車には 2%

一方で、地方交通線の一部を幹線に見直し

た場合や幹線の一部を地方交通線に見直す

こととした場合、新たに基準を設ける等によ

り、幹線と地方交通線の線区をそれぞれ見直

していく必要があり、このような措置を行う

には、JR東日本だけでなく JR他社への影響

等も考えられることから、現行の幹線と地方

交通線との区分は現行のままとすることと

したとのことです。 

 

4.について 

申請者によると、東京山手線内や東京都区

内等のいわゆる特定都区市内制度について

は、今回の申請に基づく運賃改定による見直

しは行わないため、引き続き適用となるとの

ことです。このほか、東京付近の特定区間を

通過する場合の特例等、詳細な取り扱いにつ

いては、関係各社間で協議中とのことであ

り、決まり次第、お知らせするとのことです。 

 

5.について 

申請者によると、朝の通勤時間帯の混雑緩

和は鉄道事業における経営課題の一つであ

り、事業者として取組みを継続していくとの

ことです。 

なお、オフピーク定期券は、コロナ禍を経

てお客さまがこれまで以上に 3 密回避や混

雑緩和を強く志向されるようになっている

なかで、通常の通勤定期券より割安な定期券

を提供することで、混雑緩和やご利用の平準

化を実現しお客さまのニーズに応えるもの

と考えており、専用ホームページ等を通じて

わかりやすいご案内に努めるとのことです。 

 

申請者によると、新幹線については、山形・

秋田方面への直通需要を考慮し、福島駅又は

盛岡駅までやまびこ号又ははやぶさ号と併

結して運転しているとのことです。また、編

成両数や列車本数については、利用状況や需



のポイント付与[尚カードタイプは 0.5%]し

たりなど）などの無駄なキャンペーンや費用

がかかることを行いすぎである。 

給料も一般企業や他の JR 各社と比較して

も多いため、多額の給料引き上げは行うべき

ではない。むしろ役員・役職持ちを中心に報

酬の引き下げを行うべきである。 

 

また、ホームドアの導入などの安全対策・

防犯カメラなどの防犯対策は、国や地方自治

体が早急な導入を求めている現状がある。そ

のため、導入にかかる費用は JR が支払うの

ではなく、国や地方自治体が全額費用を負担

すべきである。それが JR に対して大きな負

担となっている。また、導入だけではなく、

維持や更新にかかる費用も同様に国・地方自

治体が負担すべきである。 

給バランスを鑑み、適切に設定しているとの

ことです。 

 

申請者によると、株主優待や JRE POINT を

付与する各種キャンペーンについては、株主

価値向上や利用者への魅力付けといった観

点で実施しているとのことです。 

 

申請者によると、給与水準については、会

社毎に職種や平均年齢、勤続年数、事業エリ

ア等が異なることから、単純な比較は困難で

あり、賃金の水準は会社として適正に判断

し、支給していると考えているとのことで

す。 

 

申請者によると、バリアフリー整備につい

ては、費用負担は、国・地方自治体、鉄道事

業者がそれぞれ応分の負担を行い整備する

のが原則であり、バリアフリー法に基づく国

の基本方針における整備目標対象駅を優先

的に、国や地元自治体と協力して、駅のエレ

ベーター等のバリアフリー設備の整備を計

画的に推進していくとのことです。 

国からの支援拡充に関するご意見につい

ては、今後の鉄道行政の参考とさせていただ

きます。 
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今回の旅客運賃上限変更について不可解

な点が多数あり、このまま認可することは適

当とはいえないと考える。 

 

2024 年 12 月 6日付 東日本旅客鉄道株式

会社 JR 東日本ニュース（以下「12/06 付プ

レス」）を読む。 

https://www.jreast.co.jp/press/2024/2

0241206_ho02.pdf 

 

わかりやすい運賃体系を実現 と挙げて

いるが、まず現状特にわかりにくい状況には

ない。ICカードを使用すると運賃額は旅客が

申請者によると、現在、同社には山手線内、

電車特定区間、幹線及び地方交通線の 4つの

賃率が存在し、このほか、民鉄と並行する区

間の特定運賃等の様々な運賃形態があるこ

とから、これらを適切に見直すことが分かり

やすい運賃体系につながると考えていると

のことです。 

Suica 等の IC カード乗車券でご利用にな

る場合、従来の運賃体系では IC の方がきっ

ぷより割高となる区間がありましたが、価格

を「IC≦きっぷ」に揃えることで、多くのお

客さまにご利用いただいている IC カード乗

車券の方がきっぷ運賃より低廉となり、より



金額を意識することなく自動的に差し引か

れるし、切符を購入する際も地図式の運賃表

を見る。また運賃計算は旅行主任者取扱い試

験でも出題されると思われるが、特に難解な

部分になっているとも聞かない。どのような

点が、誰にとってわかりにくいのかを明示す

べきところである。 

 

反面、わかりやすい運賃体系を実現する方

法と JR 東日本が主張している 運賃区分の

幹線への統合は、山手線内や電車特定区間内

で大幅な値上げ率を生じる。値上げ率が都市

部で高くすることが妥当である理由が十分

に説明されているとはいえない。 

またプレス P3(3)の 東海道新幹線と東海

道線を別の線路として扱うことは切符の買

い分けを必要とし、例えば熱海駅や小田原駅

で新幹線、特急、普通をその場の状況に応じ

て気軽に選ぶこともできなくなる。これはわ

かりにくさが大幅に増す部分である。値上げ

が一定程度認可された場合でも、東京？熱海

間の乗車券で低廉な東海道新幹線経由を使

用し在来線に乗車した場合でも差額を徴収

しない取扱いは明示されるべきであろう。現

行制度においても（選択乗車）旅客営業規則

157 条(19)(22)(34)(45)などで差額を調整せ

ず自由に使える制度は存在している。 

 

旅客の視点から運賃で不当と思われるの

は、一例として 15.0km と 15.1km の 0.1km 差

で 88？90 円、３割以上もの差が生じる点で

ある。全体の賃率は値上げするとしても、運

賃境界での上昇幅を 40？50 円程度に細かく

設定することで運賃負担の不公平感を緩和

できると考える。ICカードの普及でより容易

に運賃設定、計算が可能になったため少なく

とも IC カード運賃に関しては距離便益と運

賃負担の妥当化を図るべきであり、そのよう

な要素が含まれず単なる値上げでしかない

シンプルで分かりやすくしているとのこと

です（小児運賃の一部地帯を除きます）。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、今回の申請により、東京・

熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が

異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのこと

です。なお、東海道新幹線から東海道線へ経



上限運賃変更には納得できない。 

 

次に地方交通線と(上限変更後)山手線と

の運賃額が１割程度でしかないのも納得し

がたい部分である。山手線や電車特定区間は

旅客の多さから鉄道の大量輸送特性を存分

に発揮し、非常に効率的な運営ができている

と推測される。一方で地方交通線はその反対

といえる。 

地方交通線の一部の収支状況は 2024 年 10

月29日付JR東日本ニュースで開示されてお

り

( https://www.jreast.co.jp/press/2024/2

0241029_ho01.pdf )、収支率 10％を下回る路

線も多数ある。これらと都心部の混雑路線が

ほぼ同程度の運賃でしかないのは負担とし

て公平とはいえない。一例として、北海道北

部、宗谷バスの基準賃率は 49.5 円といった

例もある( http://www.soyabus.co.jp/app-

wp/wp-content/themes/Souyabus-

child/pdf/fare/24-tenpoku.pdf )。全ての

路線で収支率 100％以上にできないことは理

解するが、都市部に偏った今回の値上げは不

当としか言えない。 

 

改めて2024年 10月 29日付 JR東日本ニュ

ースをみると、羽越本線や津軽線で 収支額

÷営業キロの値、つまり距離当たりの赤字額

が相対的に大きいことが解る。12/06 付プレ

スの P26-P27/49 ではメンテナンスについて

挙げられている。羽越本線や津軽線は貨物列

車が通過する路線であるが、JR貨物は保守に

要する適正な金額を本当に負担しているの

か精査がなされるべきと考える。またもし JR

貨物が JR 東日本に対して支払う負担額が現

状で不足ており、かつそれを負担すると JR

貨物の経営が成り立たない場合であっても、

それを鉄道旅客だけが旅客鉄道運賃を通し

て負担するのは妥当とは言えない。JR貨物の

由を変更する等の乗車変更に際しては、引き

続き使用開始前 1回に限り、無手数料で差額

収受又は払い戻しの上、変更が可能とのこと

です。 

 

申請者によると、対キロ制におけるキロ刻

みの細分化については、JR 他社とまたがる場

合においても全区間の距離を通算して運賃

を算出し、改定後の運賃との差額を加算額と

して設定する「通算加算方式」が採用されて

いることから、同社の運賃のキロ刻みを変更

することとした場合、JR他社にまたがる区間

での運賃設定等に課題が発生することから

現状どおりとするとのことです。 

 

申請者によると、地方路線においては、ご

利用状況が重要であると考えており、鉄道特

性のひとつである大量輸送を必要としない

路線については、基本的に鉄道の特性が発揮

できないと考えており、こうした路線につい

ては、設備のスリム化や運行形態の簡素化等

による運営の効率化を推進する一方で、沿線

の皆さまにもご理解、ご協力をいただきなが

ら、鉄道存続やバス転換等の前提を置かず

に、ご利用状況の推移や幅広い選択肢をお示

ししたうえで、地域と一緒に「持続可能な交

通体系」を構築していくことを考えていると

のことです。 

地方交通線のみの運賃値上げについては、

幹線と地方交通線の跨り利用時や地方交通

線完結の他社との跨り利用時の運賃計算方

法など、JR 他社等への影響も考慮し、慎重に

検討する必要があるとのことです。 

 

申請者によると、通学定期運賃について

は、家計負担を考慮し、値上げ幅を抑えてい

るとのことです。 

 

申請者によると、えきねっとの利用しやす



存在による便益が主に鉄道旅客だけにもた

らされる訳ではないためである。この場合の

負担スキームは運輸行政を通じて再考され

るべきである。 

 

今回の旅客運賃上限変更において、通学定

期運賃の値上げはしないと 12/06 付プレス

P18 に記載がある。大都市圏を除くと通学需

要は大きな要素であり、この需要に応じて車

両や要員が計画されているともいえる。それ

にもかかわらず相当に低廉な運賃額を設定

するのは運賃を通した経費の公平な負担と

は言い難い。 

「家計の負担に配慮」というが、ここで 

金融広報中央委員会 家計の金融行動に関

す る 世 論 調 査

( https://www.shiruporuto.jp/public/doc

ument/container/yoron/ )をみると、2023 年

の金融資産の保有額の中央値が 二人以上

世帯で 330 万円、単身世帯で 100 万円であ

る。この結果を見ると通学定期を購入すると

みられる二人以上世帯は、単身世帯に比べて

豊かであると推測される。不当に廉価な通学

定期券の運賃額はむしろ他要素以上の率の

値上げにより是正されるべきと考える。私鉄

各社やバスなど他交通機関とのバランスを

考えても値上げにより是正されるべきであ

る。その上で通学定期券の負担が重荷になる

場合については、別途該当世帯への公的助成

や支援があって良いと考える。 

 

12/06 付プレス P32/49 では混雑緩和の取

り組みやえきねっとについての記載がある。

しかし JR東日本の主張とは裏腹に、2021 年

6月のえきねっと大規模リニューアルでは使

い勝手が大幅に後退している。混雑緩和のた

めにトクだ値（列車特定の割引価格）設定を

利用とあるが、現在のシステムではどの列車

で割引運賃が残っているのかを把握するの

さ向上については、これまでも、えきねっと

サイトの WEB デザインを改善することで目

的操作に容易に辿り着けるようにしたり、お

問い合わせの多い項目等について当初のご

予約操作時にポップアップ表示でご案内す

るなど改善を進めてきましたが、引き続き利

便性向上に向け取り組んでいくとともに、ご

利用者からの意見内容を踏まえ、今後のユー

ザビリティの改善等についても検討してい

きたいとのことです。 

 

申請者によると、列車の両数については、

車両の更新の有無にかかわらず、ご利用状況

により見直しを行っており、適宜、ダイヤ改

正等のタイミングで改善を図っているとの

ことです。 

 

申請者によると、ホームドアの整備にあた

っては、ホームドアの開口位置が乗り入れす

るすべての車種の扉位置と合っていること

や、各車両に定位置停止装置の搭載が完了し

ていることが必要であり、これらの準備が整

った線区・駅のうち、乗降人数や目の不自由

なお客さまのご利用状況など各駅の状況・施

設条件を踏まえ順次進めているとのことで

す。なお、新宿駅においては、ホームの構造

変更を伴う工事を実施しており、これに併せ

て整備する予定とのことです。 

 

申請者によると、非常停止ボタン（列車非

常停止装置）は、ホームからお客さまが転落

された場合など、直ちに列車を停止する必要

があると判断した際に使用するもので、事故

も着実に減少しており、安全性の一層の向上

のためにご理解いただきたいとのことです。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とするとともに、関係

するご意見については JR 東日本にお伝えい



が相当な回数の検索が必要で容易ではない。

大規模リニューアル以前はできていたこと

ができなくなっており、しかもリニューアル

直後から不評が続くにも関わらず今なお根

本的な解決は成されていない。改善の意思、

プレスに記載の改善策の妥当性を疑う内容

といえる。 

 

12/06 付プレス P28-29/49 では車両・設備

更新について挙げられているが、そもそもこ

れら設備は償却を通して一定期間で更新さ

れて然るべきものであり、大幅な性能や快適

性の向上を伴わない限り旅客運賃上限変更

の理由として妥当なものではない。むしろ近

年は車両更新に合わせて編成両数の減少が

顕著で場合により積み残しを発生させるな

ど、快適性はむしろ減少した場合もある。ホ

ームドア整備も新宿など主要駅で遅れてお

り、旅客の転落その他理由による運転見合わ

せ・遅延発生が常態化している。非常停止の

発報システムも多くの隣接路線を巻き込み

原因特定・運転再開にも時間を要する時代遅

れのシステムで誇れるようなものではない。 

 

これらのように 12/06 付プレスに記載の

内容は自己の施策を過大評価したものであ

り、また本意見の前半で述べたように都市部

に偏った運賃上昇負担は妥当で公平なもの

とは言えず わかりやすい運賃といった根

拠も脆弱なものであるから、本件の旅客運賃

上限変更は認可すべきではないと考える。少

なくとも各路線の運行経費と旅客の乗車距

離に応じた公平な運賃負担を念頭に修正さ

れたうえで再度申請されるべきものである。 

たします。 
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一、運賃区分の刻みの細分化 

11km から 50km までは 5km 毎、51km から

100km までは 10km 毎・・・のようになってい

る刻みについて、すべて 1km 刻みに細分化で

きないだろうか。このような大雑把な粗い刻

一、について 

申請者によると、対キロ制におけるキロ刻

みの細分化については、JR 他社とまたがる場

合においても全区間の距離を通算して運賃

を算出し、改定後の運賃との差額を加算額と



み方（600km 以上の場合など実に 40km 刻み

にまで拡大される）では、場合によっては、

乗車区間がたった一駅違うだけで数百円も

差が発生するように、利用客にとって不公平

感（不当感）が非常に高く感じられるような

ケースが発生する。 

このような刻み方は、国鉄時代の古くから

現在まで踏襲されているようだが、これはそ

もそも、あまりにも利用者を馬鹿にしたお役

所的な発想によるテキトウな決め方ではな

いだろうか。もっとも、そのような状況だか

らこそ、利用者側からは、いわゆる分割購入

のような、鉄道会社も黙認せざるを得ない

（・・・というよりも、旧国鉄およびＪＲが

定めた区分にきちんと拠る、何ら違法性のな

い購入方法なのだが・・・）裏ワザが生まれ

るのであるが。 

窓口で常備券を発売していたり、券売機で

も金額ボタンの数が限られていた時代であ

れば、発行できる金額の乗車券をある程度絞

ることは、それなりの合理的な理由があった

と考えられる。しかし現在では IC カードや

スマホでの利用が主流になり、だいぶ数を減

らした券売機でもタッチパネル式のものが

ほとんどになっていることを考えれば、刻み

を細かくすることは、実務上の大した問題に

はならないと思われる。 

 

二、電車特定区間運賃の維持 

首都圏に設定されている電車特定区間の

割安な運賃は、廃止せずに維持するべきと考

える。むしろ、現在よりも範囲を拡大し、東

京駅を起点にした約 100km の区間（東海道本

線熱海、高崎線高崎、東北本線宇都宮など）

まで適用することが望ましい。 

電車特定区間は、かつては４扉ロングシー

トのいわゆる通勤形電車がもっぱら走って

いた区間ともいえるが、現在では東海道線や

高崎線などの「中距離電車」でも４扉ロング

して設定する「通算加算方式」が採用されて

いることから、同社の運賃のキロ刻みを変更

することとした場合、JR他社にまたがる区間

での運賃設定等に課題が発生することから

現状どおりとするとのことです。 

 

二、について 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 



シート車に置き換わっており、また川越線や

相模線など国鉄末期から民営化初期にかけ

て電化された路線は首都圏の電車ネットワ

ークの一翼を担うようになって久しい。逆

に、国電の代表格であった中央線快速電車に

東海道線と同じようなグリーン車が連結さ

れつつある。つまり、かつてのように「国電

（E電）」と「中電」や「ディーゼル」の格差

が薄れており、営業上の区分をする必要性も

乏しくなったといえる。だからこそ、少なく

とも東京駅起点の約 100km の範囲は、首都圏

路線として運賃計算上同じ賃率に拠るべき

であると考える。 

しかし、これらの利用者が多く収益性の高

い首都圏の路線・区間と、例えば奥羽本線新

庄・大曲間や磐越西線などのような現在では

ほぼ優等列車の走らなくなった路線を、ただ

「幹線」という理由だけで同一の賃率に収め

ようとするのは、かなり乱暴な話ではないか

と考える。 
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JR 東日本は現在、十分な利益をあげている

黒字企業なので、鉄道の運賃を値上げするこ

とには疑問があります。 

会社として、赤字が慢性化する懸念があ

り、様々な合理化の努力を続けても、事業を

続けられる見込みがなくなったのであれば

値上げもやむを得ませんが、今が本当にその

ような状況なのかは、国のほうでも詳しく調

べる必要があると考えます。 

 

首都圏の「電車特定区間」に設定されてい

た、割安な運賃表が廃止されるため、首都圏

ではとくに大きな値上げが見込まれていま

す。 

しかし、首都圏は大幅な黒字になっている

と見込まれるため、原価に一定の利益を乗せ

て料金とする、という考え方をとるのであれ

ば、値上げをするには最もふさわしくないエ

リアだと思います。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 



なぜ、利益が大きい首都圏ほど重い負担が

必要となるのか、国のほうでも詳しく調べて

判断する必要があると思います。 

 

鉄道の運賃を決めるためによく「原価」と

いう言葉が使われますが、鉄道以外の事業で

得た利益の一部を、鉄道の運営に必要な費用

にあてることを前提に、原価を考えて欲しい

です。鉄道会社が行う不動産や小売などの事

業では、鉄道会社の知名度や信用を利用し

て、有利に事業を進めていると思います。つ

まり、鉄道事業は、不動産や小売などの事業

に対し利益を与えていることになります。従

って、不動産や小売などで得た利益の一部

を、鉄道というブランドの利用料金として、

鉄道の運営に一部反映すべきではないでし

ょうか。 

 

国鉄が JR になってから数十年が経過しま

した。JRは民間企業なので、利益を追求する

ために努力を重ねていると思います。一方

で、鉄道は公共性の高いインフラであるた

め、社会での役割をこれからも十分果たして

行く必要があります。国としては、鉄道会社

が今後も適度な利益をあげながら、国民に対

し交通サービスを十分提供するという社会

的な役割を果たせるように、監督を続けてい

って欲しいと思います。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割

安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

鉄道の運賃は総括原価方式の下における

上限認可制であり、法令に基づき、鉄道事業

の収支により、能率的な経営の下における適



正な原価に適正な利潤を加えたものを超え

ないものであるかどうかの審査を行ってい

ます。 
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１．決算短信を確認したところ、ＪＲ東日本

の運輸事業は黒字であるため、大幅な運賃値

上げ申請には違和感を感じる。鉄道事業の赤

字の改善が見込めないため運賃を値上げし

たＪＲ北海道、ＪＲ四国、ＪＲ九州とは立場

は異なるのでは？ 

ただし、近距離の運賃は、大手私鉄が値上

げを繰り返していて、ＪＲの運賃が相対的に

割安なので、 運行コストが増大する現代に

おいては、多少の値上げはやむを得ないと考

える。 

なお、値上げの認可に当たっては、路線保

守の徹底や旅客サービスの改善を当局から

指導して欲しい。 

（例） 

・保守の徹底による、ＪＲ起因による重大な

運行トラブル撲滅（前社長の時からトラブル

頻発） 

・混雑路線（山手線など）の運行本数の増加 

・朝夕ラッシュ時の本数増と増結（コロナ禍

で減らした本数から戻していない。） 

・混雑が続くみどりの窓口の増設と復活 

・利用が少ないオフピーク定期券の廃止に

よる管理コスト削減 

 

２．中距離（50km 以遠）の運賃について 

＜例：大手私鉄との比較運賃＞ 

新宿から小田原 （小田急）910 円、距離

82.5km 

 東京から小田原 （ＪＲ）1,520 円、距離

83.9km 

 

小田急は平成以降運賃改定されているが、

それでもＪＲに比べ運賃はかなり安い。一

方、ＪＲ東日本は昭和６２年の発足以降消費

税分のみ値上げだが、小田急に比べ運賃が

１．について 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、運賃改定による増収はこれらのための

必要資金にも充てていくとのことです。 



50%以上高い。 

こんなに運賃が高いのに、さらに値上げな

のか？高い運賃に見合う旅客サービスがさ

れているとは到底思えない。 

決算短信を確認したところ、ＪＲ東日本の

運輸事業は黒字であるため、大幅な運賃値上

げの必要は無いと思われる。 

値上げが実施されると、日常利用において

鉄道からマイカー等への移行につながるの

では？ 

中距離以上の運賃値上げは、最低限にすべ

きでなないか？ 

 

３．中距離の運賃の距離区分について 

51km 以上は 10km ごとの運賃であるため、

例えば 60.1km の場合は、61km-70km の区間

となり 60.0km に比べ急激に運賃が上昇す

る。 

値上げするのであれば、大手私鉄に倣い利

用者の立場で考え、少なくとも 100km までは

きめ細かく（例：5km 刻み）で運賃設定すべ

きではないか？ 

鉄道設備故障の未然防止については、過去

の事象を踏まえ原因究明と必要な設備改善

などを実施しており、併せて CBM 等モニタリ

ング技術を活用した故障の予兆把握と改善

により輸送障害の発生防止に努めていると

のことです。 

「究極の安全」の追求に向け、これまで築

いてきた「安全文化」や安全の「しくみ」「設

備」など、安全の基盤を強固にし、『これまで

は想定外であったリスク』を本質の理解によ

り想像し、安全を先取ることで、お客さまや

地域の皆さまからの信頼を高めていくとの

ことです。 

 

申請者によると、ダイヤ設定や輸送サービ

スの改善についてはご利用状況に応じて実

施しており、これまでもインバウンド需要に

応じた特急「富士回遊」の増発や着席ニーズ

にお応えする特急「湘南」の増発を行ってい

るとのことです。 

なお、2025 年（令和 7年）3月のダイヤ改

正より、中央線快速・青梅線に 2階建てグリ

ーン車を 2両連結し、グリーン車サービスを

開始するとともに、ご利用の増加に伴い、山

手線、南武線、武蔵野線、日光線等で増発を

行ったとのことです。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ

ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。 

 



申請者によると、みどりの窓口の体制につ

いては、指定席券売機の機能向上やインター

ネット予約サービス「えきねっと」の操作性

向上等により、将来的に窓口によらない販売

体制へのシフトを目指しつつ、足元の状況を

踏まえ、これ以上の縮減は一旦見合わせ、お

客さまの乗車スタイルの変革が進捗するま

での間は、現行の体制を基本的に維持してい

くとのことです。 

 

申請者によると、朝の通勤時間帯の混雑緩

和は鉄道事業における経営課題の一つであ

り、事業者として取組みを継続していくとの

ことです。 

なお、オフピーク定期券は、コロナ禍を経

てお客さまがこれまで以上に 3 密回避や混

雑緩和を強く志向されるようになっている

なかで、通常の通勤定期券より割安な定期券

を提供することで、混雑緩和やご利用の平準

化を実現しお客さまのニーズに応えるもの

と考えており、専用ホームページ等を通じて

わかりやすいご案内に努めるとのことです。 

 

２.について 

申請者によると、11 キロ以上の運賃算出は

対キロ制とし、賃率を 3つのキロ地帯に区分

しており、今般の申請においては、中長距離

の改定率を抑制するために、300 キロまでの

第 1地帯、600 キロまでの第 2地帯の賃率を

4.7％改定する一方、601 キロ以上の第 3 地

帯の賃率は据え置くとのことです。 

 

申請者によると、届出で設定している特定

運賃については、1982 年に設定されて以来、

直接競合する 30 区間について見直しがなさ

れておらず、今回の改定にあわせて競合状態

や旅客の利用状況に鑑みて必要と認められ

る 12区間に見直すとのことです。 

 



３.について 

申請者によると、対キロ制におけるキロ刻

みの細分化については、JR 他社とまたがる場

合においても全区間の距離を通算して運賃

を算出し、改定後の運賃との差額を加算額と

して設定する「通算加算方式」が採用されて

いることから、同社の運賃のキロ刻みを変更

することとした場合、JR他社にまたがる区間

での運賃設定等に課題が発生することから

現状どおりとするとのことです。 
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今回の運賃改正に反対の意を示したい。そ

の理由として以下に三点示したい。 

第一に今回の運賃改正は電車特定区間の

廃止や東京熱海の幹在別線化と言った旅客

営業規則の改訂も含まれており、実質的には

旅客に対して単純な運賃改正以上に大幅な

負担増に繋がっているという点。 

第二に JR 東日本のプレスリリースに記載

されているわかりやすい運賃体系の構築と

いう文言に矛盾が生じる点。例えば、幹在別

線化により新幹線を品川で降りるか東京で

降りるかその日の予定次第で変更したい乗

客が、いちいち乗車券の区間変更や乗車変更

を窓口でしなければならず現場社員や乗客

どちらに対しても煩雑となる。 

第三に今回の運賃改正申請理由の一つに

含まれる設備投資計画の中に、コロナ禍以降

における減便や終電繰り上げと言った乗客

の利便性を著しく低下させた施策を改善さ

せようという文言が一切なく、日常的に JR

東日本を利用してる身としては運賃改正理

由に納得がいかない点。 

以上の理由により今回の運賃改正に反対

である。 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化

による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところで

ある一方、オンライン会議やテレワーク等の

新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減

少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰によ

る経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材

確保・定着に向けた待遇改善等により、今後

も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向

上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化す

る災害やカーボンニュートラル等に対応す

る設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・

安定的に確保することが課題となっており、

今後も事業継続に必要な対応を着実に実施

するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 

なお、国土交通省では、鉄道事業の運賃に

ついては、法令に基づき、鉄道事業の収支に

より、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないもの

であるかどうかの審査を行っています。 

 

申請者によると、首都圏に設定している電

車特定区間及び山手線内の運賃は、国鉄時代

に当時の運行形態や他の鉄道事業者との競

合等を勘案し、基本となる幹線の運賃より割



安となる内容で導入したものであり、1986 年

当時の運賃水準のまま約 40 年が経過し、こ

の間、首都圏エリアでは、新型車両導入や増

結、駅舎改良やホームドアの設置等の輸送改

善・サービス向上に現在でも多くの投資を継

続する一方で、他の鉄道事業者の運賃水準も

上がっていることや、昨今の大きな環境変化

も踏まえると、同区間内のみに特に低廉な運

賃を設定し続けることは他の路線との整合

もとれないことから、首都圏エリアに一定の

境界を設けて運賃差を設けることなく、幹線

の運賃と同等水準まで引き上げることによ

り、シンプルでわかりやすい運賃とするた

め、幹線と統合するとのことです。なお、電

車特定区間外のエリアについても通学定期

は家計負担を考慮し据置きますが、その他の

運賃については応分の負担をお願いしたい

とのことです。 

電車特定区間及び山手線内をご利用とな

るお客さまには運賃区分が変更となること

に伴い、他のエリアと比較して高い改定率と

なりますが、会社計の改定率は 7.1％であり、

近年の他の鉄道事業者の運賃改定における

改定率と比較しても、高すぎる水準ではない

ため、ご理解いただきたいとのことです。 

 

申請者によると、東京・熱海間においては、

東海道線（在来線）と JR 東海が運営する東

海道新幹線の運賃水準が異なることとなり、

別の線路として取り扱うため、普通乗車券の

売り分けを行うとのことです。なお、東海道

新幹線から東海道線へ経由を変更する等の

乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1

回に限り、無手数料で差額収受又は払い戻し

の上、変更が可能とのことです。 

 

申請者によると、列車の増便等の輸送体系

の見直しについては、お客さまのご利用状況

にあわせて都度適切な判断をしながら行っ



ており、コロナ禍と比較すれば、ご利用は回

復傾向にあるものの、コロナ前までには戻っ

ておらず、特に朝ピーク時間帯には過度な混

雑に至らないように十分な輸送力を確保で

きる運転本数としているとのことです。これ

までもインバウンド需要に応じた特急「富士

回遊」の増発や着席ニーズにお応えする特急

「湘南」の増発を行っておりますが、2025 年

（令和 7年）3月のダイヤ改正より、中央線

快速・青梅線に 2階建てグリーン車を 2両連

結し、グリーン車サービスを開始するととも

に、ご利用の増加に伴い、山手線、南武線、

武蔵野線、日光線等で増発を行ったとのこと

です。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、終電の繰り上げについて

は、安全かつ利便性の高い鉄道サービスをサ

ステナブルに提供していくにあたり夜間作

業間合いの時間の確保が課題となっており、

施工効率の向上や従事員の働き方改革への

支援などを目的に実施し、一定程度のコスト

ダウンが図られているとのことです。今後も

工事のボリュームをもとにお客さまのご利

用状況の変化、従事員の労働環境の改善、機

械導入による工事の効率性向上などを踏ま

え、必要な見直しを行うとのことです。 
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運賃改定については、昨今の物価上昇、人

件費上昇もありますので支持します。 

下記について JR 東日本に確認頂きますよ

う、よろしくお願いします。 

 

【カスハラ防止方針について】 

カスタマーハラスメントそのものは、あっ

てはならないことであり、方針の制定には異

論はありません。 

しかし、ここ数年、十分な業務上の知識の

申請者によると、JR 東日本におけるカスタ

マーハラスメントの定義は「お客さまからの

クレーム・言動のうち、要求内容の妥当性が

認められないもの又はその妥当性に照らし

て、当該要求を実現するための手段・態様が

社会通念上不相当なものであり、当該手段・

態様により、JR 東日本グループで働く社員の

就業環境が害されるおそれがあるもの」とし

ているとのことであり、お客さまの言動の内

容が著しく妥当性を欠く場合や、内容に妥当



ない従業員の方による威圧的な言動を受け

た、JR時刻表の旅客営業規則等の該当ページ

を示して説明をしても聞き入れてもらえず、

大回り乗車が出来なかった、希望する乗車券

を発行してもらえなかった等の SNS 上の投

稿が散見されます。 

「従業員の方の知識不足や勘違い・誤解・

誤認等による、不適切な取扱いへの正当な抗

議は、カスハラとして扱わないこと」を、こ

こで明確に回答いただきたいです。 

 

【ジョブローテーション制度・統括センター

化について】 

いわゆる「多職能化」や、定期的な人事異

動を行うことで、人手不足への対応や要員数

の見直しといった目的での実施であるかと

思いますが、労働組合の公表資料を見ている

と、「（運転士としての）乗務中、午後からの

企画部門の業務への考え事をしていてオー

バーランをしてしまった」「いつまた異動に

なるのかと不安になり、考え事をしていて停

車駅を通過しそうになった」「人事異動が頻

繁になり、企画部門の業務も行わなくてはい

けなくなったことで十分な業務知識を身に

着ける時間が無い」といった意見が見られま

す。 

組合の意見ばかりが本当では無いとは思

いますが、仮にこれが事実であれば、申請者

自身の人事施策によって従業員の方が疲弊

し、利用者へのサービス低下にもつながって

いるという事になります。 

第三者機関も間に入れたうえで、従業員の

方からの聞き取りやアンケートを実施する

など施策について十分検討し、問題が生じて

いるのであれば見直しや廃止を行うことで、

従業員の方の負担に配慮し、利用者へのサー

ビス水準が低下しないようにしていただき

たいです。 

 

性があったとしても、その手段や態様の悪質

性が高い場合を「カスタマーハラスメント」

に該当するものとして判断しているとのこ

とです。同社としては、今後もお客さまから

の正当なご意見やご要望については、引き続

き真摯な対応を行っていくとのことです。 

 

申請者によると、新しいジョブローテーシ

ョンは、人口減少や急激な世代交代などの社

内外の環境変化に対応し、社員一人ひとりの

様々な成長の可能性を拓いていく柔軟な人

事運用を可能にすることを目的として導入

し、人事異動については業務上の必要性や本

人の成長等、様々な要素を考慮しつつ、本人

の体調や家庭状況等の個別の事情の把握に

努めて実施しているとのことです。 

安全性については、必要な適性検査、研修、

教育、訓練を国で定められた基準以上に実施

し、安全の確保に努めているとのことです

が、引き続き安全の追求とサービス品質の向

上に取り組んでいくとのことです。 

 

申請者によると、休日出勤や時間外労働の

増減については、その時々の状況によって変

化するものと考えているとのことであり、鉄

道事業者として業務を遂行するうえで、社員

に休日出勤や時間外労働を命じることはあ

るものの、関係法令の遵守及び過重労働によ

る健康障害防止の観点から、労働時間の適正

管理を徹底しているとのことです。 

また、サービス超勤や労働時間に関する不

適切な取扱いのないよう、社員の労働時間は

実績に基づき厳正に管理しているとのこと

です。 

 

申請者によると、乗務員の体調不良につい

ては、原因がそれぞれ異なっており、一概に

申し上げることはできないとのことですが、

引き続き、管理者による乗務前の体調確認を



可能であれば、運輸審議会等の場におい

て、申請者だけでなく労働組合からも聴取を

行い、実態の確認をお願いします。 

 

JR の安全脅かし現場に混乱もたらす「ジョ

ブローテーション」 

https://tanakaryusaku.jp/2020/08/0002

3370 

 

新幹線運転士から埼京線に降格 ジョブ・

ローテーションが危うくする JR の安全 

https://tanakaryusaku.jp/2020/09/0002

3698 

 

4.過重労働の有無について 

同業他社（相模鉄道）において、人員不足

による過重労働が発生しているとの報道が

ありました。 

申請者に対し、同様の状況が発生していな

いか確認をお願いします。 

もし、欠員による残業や休日出勤等が常態

化している場合には、こうした問題を一掃す

ることを申請者に約束させ、その上で答申や

認可をお願いします。 

https://biz-

journal.jp/company/post_385420.html 

 

また、報道で言うところの「中電病（なか

でんびょう）」と呼ばれる中央線・総武線各駅

停車電車での乗務員の方の体調不良が多発

している件について、原因の究明と対策は完

了しているのか申請者に確認をお願いしま

す。 

同様の事例が、中央線・総武線各駅停車以

外の線区でも散見されています。 

報道では乗務員の方が「乗務する距離が制

度改正で増えたことで、負担がかかってい

る」といった意見もあります。 

過重労働となっているのであれば、人員を

徹底するとともに、産業医などの専門家の意

見を聞きながら社員個々の体調管理のフォ

ローを継続して実施していくとのことです。 

休日出勤や時間外労働の増減については、

その時々の状況によって変化するものと考

えているとのことですが、引き続き、お客さ

まに安心してご利用いただけるよう取り組

んでいくとのことです。 

 

申請者によると、同社はオープンショップ

制であり、これまでも社員の労働組合の加入

の有無、所属労働組合で差別することなく、

就業規則に基づき各社員の労働条件を取り

扱ってきているとのことです。 

また、「社友会」は社員の意見を取りまと

め、それを会社に意見具申する等の役割を果

たしており、同社としては、社友会を会社の

事業運営に資する「経営の重要なパートナ

ー」として位置付けているとのことです。 



増やす・制度を見直して負担を軽減する・人

員不足が生じているのであれば、充足するま

で減便する等の対策が必要ではないでしょ

うか。 

 

「ワンマン化で必要な人員がいずれ減る

のだから、今は無理をさせても問題ない」と

いう事では解決になりません。今居る従業員

の方を大切にできないのであれば、「人的資

本経営」の取り組みが出来ていないという事

になります。 

申請者に確認をお願いします。 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/340669 

 

ＪＲ中央・総武線乗務員の原因不明の体調

不良に関する質問主意書（第 216 回国会） 

https://www.shugiin.go.jp/internet/it

db_shitsumon.nsf/html/shitsumon//a21604

4.htm 

 

5. 

申請者の元社員であった知人（退職済み）

より、「東日本旅客鉄道労働組合（東労組）」

の大量脱退報道以降、どんなに優秀な社員で

あっても「労働組合に加入しているだけで冷

遇される」「昇格昇給が出来なくなる」といっ

た話を聞いています。 

仮にこれが事実なのであれば、不当労働行

為にあたるのではないでしょうか。 

 

組合が御用組合で労使間癒着・労働貴族と

いった歪みがあることも問題ですが、組合に

入っていることをもって差別するといった

ことはあってはならないことです。 

任意団体として結成されている「社友会」

には団体交渉権などがなく、何かあった時の

後ろ盾がないため、従業員の方も安心して働

くことができないのではないでしょうか。 



可能であれば運輸審議会等の場において、

申請者や社友会の代表者、各労働組合側に聞

き取り調査等を行い、事実関係について確認

をお願いしたいです。 
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ご意見：賛成 

理由：鉄道業界はコロナ禍の利用者激減など

を経て、経営的にもかなり苦しい状況になる

と思われます。よって、これからも安心、安

全な鉄道を維持するための運賃値上げは妥

当なものであると考え、この案件を支持しま

す。 

本件申請に賛成のご意見として承ります。 
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今回の JR 東日本の値上げ申請について、

以下の通り不適切な事項が多く、到底理解を

得ることができない。そのため、改定を反対

いたします。 

取り組み事項で、安全対策が掲載されてい

るが、安全対策として掲げている「ホームド

ア」について、特に反対いたします。ホーム

ドアが整備されるのは、1.電車特定区間だけ

である 2.導入を急速に行っている為、今後

更新時期も同時多発的に交換およびその費

用がかかる事 3.負担が導入と関係ない地

方にも影響を受けることが挙げられます。導

入に掛かる費用は、導入を積極的に呼びかけ

ている国土交通省に強く補助金の値上げを

要求すべきです。 

便利さ向上については、虚偽の記載が多

く、非常に憤慨しております。普通列車への

グリーン車の導入で着席サービスの向上を

PR していますが、宇都宮線の一部区間（宇都

宮～黒磯）のグリーン車廃止や、常磐線（土

浦～勝田）の昼間休止・（勝田～高萩）の便数

減少など、逆に不便となっております。結局

は、ワンマン化被申請者の利益優先であり、

地方に満足してもらう便利さ工場は行って

いない印象を強く受けます。 

JR 東日本は、「分かりやすい運賃体系を目

指す」としているが、今回の改定だけでは物

足りません。特に運賃のキロ数が変動する箇

申請者によると、バリアフリー整備につい

ては、費用負担は、国・地方自治体、鉄道事

業者がそれぞれ応分の負担を行い整備する

のが原則であり、バリアフリー法に基づく国

の基本方針における整備目標対象駅を優先

的に、国や地元自治体と協力して、駅のエレ

ベーター等のバリアフリー設備の整備を計

画的に推進していくとのことです。 

国からの支援拡充に関するご意見につい

ては、今後の鉄道行政の参考とさせていただ

きます。 

 

申請者によると、宇都宮線の宇都宮～黒磯

間については、宇都宮以北のご利用状況を鑑

み、2022 年 3月のダイヤ改正において、同駅

以南からの直通運転を廃止したため、朝夕の

一部時間帯の直通列車に連結されていたグ

リーン車の連結がなくなったとのことです。

また、その他の線区においてもご利用状況等

を鑑み、列車の本数や編成両数の見直しを実

施しているとのことです。 

 

申請者によると、ワンマン運転化について

は、人手不足や社員の就労意識の変化などに

対応し、鉄道をより効率的でサステナブルな

輸送モードに変革し社員の就労意識を「人な

らではの創造的な仕事」へシフトさせていく

ため拡大するとのことです。実施にあたって



所が統一されておらず、使いやすい運賃体系

ではございません。キロ数に応じて正確に運

賃を徴収するようにすべきです。特に Suica

を使用した IC 運賃は 1 円単位でしているた

め、これと同様に 1km かつ 1円単位で運賃を

徴収すべきです。特に 51km 以上、101km 以上

…とキロの幅が広くなるため、この部分につ

いては強く改革を行うことを求めます。そも

そも、JR 東海・JR 西日本と運賃が同一なの

に、JR東日本だけ運賃を改正し「加算運賃」

を導入すること自体運賃制度が分かりづら

くなります。定期運賃も分かりやすさ重視の

ため、「通学定期」は一料金区分に統一すべき

です。実際に路線バス会社などでは学校区分

で運賃を分けてはいません。負担を広く浅く

分散させるには、通学定期利用者にも一定の

負担を求めるべきです。 

以上のように、不適切・要改善・虚偽な事

項が多く、ここに記載した内容以外にも、多

量の不適切・要改善・虚偽な事項があると思

います。そのため、今回の申請を却下する事

を求めます。 

は、運転席への乗降確認モニタの設置や異常

時等に輸送指令室から通話・車内放送ができ

る機能の追加、ホームドアの整備などの安全

性向上の取組みや、自動列車運転装置（ATO）

等の整備による輸送安定性への取組み、さら

なる安全性向上のための技術開発を進め、引

き続き安全・安定輸送に努めていくとのこと

です。 

 

申請者によると、対キロ制におけるキロ刻

みの細分化については、JR 他社とまたがる場

合においても全区間の距離を通算して運賃

を算出し、改定後の運賃との差額を加算額と

して設定する「通算加算方式」が採用されて

いることから、同社の運賃のキロ刻みを変更

することとした場合、JR他社にまたがる区間

での運賃設定等に課題が発生することから

現状どおりとするとのことです。 

 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

JR 他社にまたがる場合、運賃水準が異なる

ことになるため、JR 東日本区間の利用距離に

応じて、基準額（改定前の運賃）と改定後の

運賃との差額を加算額として設定するとの

ことです。 

また、既に通算加算方式を適用している JR

他社とまたがる区間の運賃については、JR東

日本線を利用する区間に対する加算額とは

別に、JR他社を利用する距離に応じて計算し

た加算額を基準額に合算して求めるとのこ

とです。 

なお、内方区間が割高になり運賃逆転が生

じないよう、一部の区間において値下げし、

調整しているとのことです。 

 



申請者によると、通学定期については、仮

に通学定期の区分を大学に統一する場合、中

学・高校の定期運賃に対しては高い改定率と

なることから、今回の申請においては、現行

どおりの区分としているとのことです。 

 

申請者によると、通学定期運賃について

は、家計負担を考慮し、値上げ幅を抑えてい

るとのことです。 
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東日本旅客鉄道株式会社（以下、“JR 東日

本”とする）の運賃改定申請について、パブ

リックコメント付随の資料の他、JR東日本公

式サイトに掲載している資料など基にして、

勘案した意見を述べさせていただきます。 

 

普通運賃について 

今回申請された改定運賃について、可能な

限り運賃の現状維持を行うべきである。特に

JR東日本管内は人口が多い上に、社会的な構

造・経済圏の性質上、世間与える影響が非常

に大きいからである。 

また、旧国鉄時代の運賃を長年引き継いで

おり、JR東日本・東海旅客鉄道・西日本旅客

鉄道の本州三社で統一された運賃になって

いました。JR東日本は「分かりやすい運賃を

目指す」としているが、今回の JR 東日本の

運賃改定はこの制度を崩すことになり、JR東

日本が目指そうとしているものと相反する

申請に感じる。 

以下、何れにせよ運賃改定を実施する事

（今回の値上げを撤回・未承認とする場合を

含む）を前提とした意見を述べるとする。 

 

まず、今回の改定を契機に現状の運賃制度

を見直すことを強く望みます。以前。同じく

パブリックコメントを募集していた、北海道

旅客鉄道や九州旅客鉄道の運賃改定のパブ

リックコメントの結果（以下、“前例のパブリ

ックコメント”とする）を閲覧したところ、

  申請者によると、対キロ制におけるキロ刻

みの細分化については、JR 他社とまたがる場

合においても全区間の距離を通算して運賃

を算出し、改定後の運賃との差額を加算額と

して設定する「通算加算方式」が採用されて

いることから、同社の運賃のキロ刻みを変更

することとした場合、JR他社にまたがる区間

での運賃設定等に課題が発生することから

現状どおりとするとのことです。 

 

JR 各社を跨る場合の運賃の設定について

は「新会社がその事業を営むに際し当分の間

配慮すべき事項に関する指針」の「Ⅱ 配慮

すべき事項」により「通算制」「遠距離逓減

制」とするよう定められています。このため、

申請者によると、JR 他社にまたがる場合、運

賃水準が異なることになるため、JR 東日本区

間の利用距離に応じて基準額（改定前の運

賃）と改定後の運賃との差額を加算額として

設定するとのことです。JR 各社の運賃につい

ては、それぞれの会社が認可を受けているも

のであり、今回の JR 東日本の認可申請によ

り JR 他社の運賃を値上げすることはできま

せん。 

 

申請者によると、通学定期運賃について

は、家計負担を考慮し、値上げ幅を抑えてい

るとのことです。 

 

申請者によると、仮に通学定期の区分を大



私と同じような考え方を持つ方がございま

した。しかし、そこに掲載されていたフィー

ドバックとして、「ボタンの数が増える」「国

鉄時代の制度を維持したい」などと返答がご

ざいました。このような返答は、公平性や利

便性を重視するものではなく、自身の利益に

係る部分は変更するが、利用者の利便性に係

る部分は変更しないなど返答が散見され、非

常に違和感を覚えます。特に JR 東日本の場

合は、ICカードを利用した IC運賃制度を導

入しているため、その部分の融通や調整を行

うべきだ。 

また、システムの改修が困難・影響が大き

いと主張するかもしれません。しかそもそも

運賃改定を行う時点でシステムの改修が必

要です。また、回数券や往復券(終了予定)な

どの利用者が便利な機能やシステムは容易

に廃止を決定するのに、貴社グループが不利

となるような機能の変更を躊躇するのは、明

らかに利用者に不利益をもたらしています。

そのため、運賃の改定と同時に運賃計算のし

くみを変更することを大前提とすべきだと

思います。 

現行及び改定予定の運賃制度では、表１左

記の通り税抜き運賃班 100 ㎞以下では 10 円

単位に切り上げ、101 ㎞以上は 100 円単位に

なるよう四捨五入にするとされています。し

かし、100 ㎞未満では切り上げ統一で 5円未

満の運賃に対して最大 9円の不公平、101 ㎞

以上に至っては 100 円単位で求めるため、最

大 99 円の差と大幅に不公平が生じます。99

円の差とは、現行運賃で言うと 99÷16.20 で

約 6.1 ㎞分に相当し、現行の 50 ㎞以下の運

賃なら 1区間分に相当します。また、100 円

単位で求めているため、ICカードの特徴であ

る 1 円単位で運賃を求められる特徴を最大

限活用できない状態となっております。 

そこで、今回の運賃改定を機に前提となる

税抜運賃計算の計算方法について、表 1右側

学に統一する場合、中学・高校の定期運賃に

対しては高い改定率となることから、今回の

申請においては、現行どおりの区分としてい

るとのことです。 

 

申請者によると、ダイヤ設定や輸送サービ

スの改善についてはご利用状況に応じて実

施しており、これまでもインバウンド需要に

応じた特急「富士回遊」の増発や着席ニーズ

にお応えする特急「湘南」の増発を行ってい

るとのことです。 

なお、2025 年（令和 7年）3月のダイヤ改

正より、中央線快速・青梅線に 2階建てグリ

ーン車を 2両連結し、グリーン車サービスを

開始するとともに、ご利用の増加に伴い、山

手線、南武線、武蔵野線、日光線等で増発を

行ったとのことです。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、バリアフリー整備につい

ては、費用負担は、国・地方自治体、鉄道事

業者がそれぞれ応分の負担を行い整備する

のが原則であり、バリアフリー法に基づく国

の基本方針における整備目標対象駅を優先

的に、国や地元自治体と協力して、駅のエレ

ベーター等のバリアフリー設備の整備を計

画的に推進していくとのことです。 

 

申請者によると、常陸多賀駅の駅舎につい

ては、日立市のまちづくり事業の一環として

整備する自由通路が、現駅舎に支障するため

建替えが必要となっているほか、竣工から 70

年経過しており、老朽化している現状にある

点においても建替えが必要となっていると

のことです。 

 

そのほか、いただいたご意見については、



にある通りに改定し、運賃計算方法を根本的

に見直すことを要求します（赤字が相違箇

所）。税抜き運賃を常に 10 円単位で求めるこ

とにより、より公平で性格な運賃を徴収する

ことができます。このようにすることによ

り、IC カードの 1 円単位で運賃を徴収でき

る仕組みを最大限活用できると思います。ま

た、12 月 10 日の公開のリリースがあった、

Suica の管内全域利用可能を目指すなら、よ

り正確に運賃を求められる制度が必要だと

思います。 

 

表 1 申請資料_別紙 1 掲載の運賃計算方

法に関する記載の要求案 

 

幹線の運賃について、前述の計算方法も含

めて運賃の計算方法を大幅に見直すべきで

す。まずは不公平がなるべく出ないように、

運賃の区分けは全て 5 ㎞単位にすべきです。

前例のパブリックコメントにあった通り「ボ

タンが増えて不便になる」と思われますが、

そもそも円指定で発売する券売機は現状と

同じ 100 ㎞まで販売する場合を想定しても

最大 21 ボタンであり、そこまで多いとは感

じません。むしろ、今の電車特定区間内のほ

うが多いと考えられます。また、100 ㎞以上

は円指定での発売ではなく駅名指定での発

売のため、円区間の選択が複雑になることは

無いと考えられます。 

すなわち、11 ㎞以上の区分け全てを 5 ㎞

単位にしても、システム改修・複雑さを理由

にそのままにする理由は少ないのではない

でしょうか。むしろ、「シンプルで分かりやす

い運賃」を目指すなら、「全て 5 ㎞単位で運

賃を変動する」と分かりやすく変更すべきで

今後の鉄道行政の参考とさせていただきま

す。 



す。 

なお幹線の運賃について、上記の通り 5㎞

単位の区分、かつ税抜運賃を 10 円単位にす

るため 1 の位で四捨五入した場合の運賃を

「別紙」として添付しているため、そちらも

参照にしてほしい（参考までに、現行運賃及

び JR 東日本が申請通りの方法で求めた運賃

を併記している）。表を見れば分かる通り、運

賃の制度を変更すれは、より正確な運賃徴収

を行うことが可能である。 

 

地方交通線の運賃計算について、別紙 1お

よび JR 東日本特設ページ上等に記載されて

いる求め方を使用したところ、一部キロ間に

ついて現行運賃及び改定運賃共に資料と計

算上の値では一致しない。表 2の例で示して

いる通り、実際の計算した運賃と実際に運用

されている運院の価格では大幅に異なる。 

これは大きな問題であり、値上げを含む運

賃改定をしなくとも、直ちに是正すべき状態

となっている。恐らく幹線の円区間に合わせ

て発売していと思われるが、幹線と地方交通

線では運賃のキロ単価が異なるため、相違が

出るのは当然である。そのため、幹線用・地

方交通線用の円区分は、切り分けて発売を行

うべきです。もしくは、九州旅客鉄道・四国

旅客鉄道のように擬制キロ制度に切り替え

るべきです。 

 

表 2 地方交通線における計算上の運賃と

実際の運賃の差（一部抜粋例） 

 

「東京の電車特定区間の運賃」、「山手線内

の運賃」、特定区間の大半の廃止（幹線への統

合）は、あまり反対する理由はございません。

前述の通り、そもそもの運賃計算の方法を十

分に見直して頂ければ問題ないかと思いま



す。当該区間は駅間距離が短い区間が多いた

め、購入区間によって不公平が出ないように

することが重要だと考えております。 

 

定期運賃について 

定期運賃について、「通学定期運賃は家計

の負担に配慮」としているが、そもそも他の

定期券および普通運賃の改定をしている時

点で「家計の負担に配慮」になっていないた

め、理由として矛盾している。「家計の負担に

配慮」するなら、一切の運賃改定を行わない

でほしい。むしろ、通勤定期の値上げが最も

多くの家計に影響するのではないだろうか。

負担分散のためにも。通勤定期だけではな

く、通学定期利用者にも一定の負担を求める

べきだと思います。 

前例のパブリックコメントでも散見しま

したが、通学定期の区分を統一してもいいと

思います。実際に路線バスの定期などでは通

勤・通学の 2区分であり、JR 東日本が目指そ

うとしている「シンプルで分かりやすい運

賃」にすることができると思います。 

また、現行・改定後関わらず定期運賃は 1

㎞単位で計算していますが、所々キロ数が変

わっても同じ運賃である箇所が散見しまし

た。どのキロ数（冒頭の 1～3 ㎞を除いて）

でも運賃を細かく計算して差異が出るよう

にすべきだと思います。 

 

JR 東日本の取り組みについて 

今回の運賃改定に際し、取り組んでいるこ

とを PR しているかと思います。しかし、そ

れらに関して 2 点ほど強く意義を唱えさせ

ていただきます。 

1 点目は、「在来線着席サービス」や「輸送

サービスの向上(上野東京ライン)」を PR し

ていますが、私の住んでいる日立市では、利

用者が多い場所なのにその恩恵がほぼ受け

られていません。上野・品川方面の直通列車



及びグリーン車付きの普通列車は早朝夜間

の僅かな本数であり、2024 年 3 月ダイヤ改

正でも 1往復削除予定あるなど、むしろ不便

になっています。また帰宅ラッシュにも関わ

らす、5両編成で運転する列車が多いなど、

ここに記載している内容に反しているよう

に感じています。 

2 点目は、設備投資についてです。駅改良

やホームドアの整備等を掲げていますが、そ

んなに必要なのか疑問に感じます。まず、ホ

ームドア導入は計画を大幅に見直し、もっと

ゆっくり導入検討を進めるべきです。慌てて

集中導入すると、次回機械を更新する際に替

えを行う必要がある台数が動じ多数に出て

しまい、その時に負担が非常にかかることが

予想されます。また駅舎の改築も、老朽化が

かなり進行しているなどでは無い限り、見送

るべきだと思います。私の自宅の最寄りであ

る常陸多賀駅も、駅舎改築が検討されてと聞

いているが、特に老朽化が激しい訳でもな

く、その必要性が見いだせない。ただ単に線

路の反対側に行けるようにするなら、当該自

治体が跨線橋（必要に応じてエレベータ等を

付ける）を作る、店舗棟の再開発を行いたい

なら、地元商店街等の合意で再開発を行えば

良いだけで、駅舎の改良まで行う必要性がな

いと思う。 

運賃改定を行う以上、お金を投資する場所

はより厳選するようにしてほしい。 

 

URL 等 

・JR 東日本-運賃改定に関する特設サイト

https://www.jreast.co.jp/2026unchin-

kaitei/ 
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今回の JR 東日本の値上げ申請には強く反

対いたします。理由として、下記のものを挙

げます。 

1.経営努力不足 

今回の運賃値上げは、「経営努力に限界が

見えた」とのことですが、そうは到底思えま

せん。 

a.新卒の初任給を 2025 年度より+1.2 万円す

る（R6.12.4 プレスリリースより）と聞いた

が、全企業平均額より高いのに、給料を増や

しすぎである。 

b.まずは役員給料の値下げを行うべき。役員

給料をいくら貰っているかは知らないが、大

企業の為多額貰っていることが予想される。

役員の給料優先は最後に行うべき。 

2.取り組み内容の”嘘” 

JR 東日本公式サイトにて、今回の値上げ申

請に関して取り組みを補足資料としてニー

ズに応えるなど PR しているが、様々な嘘が

あり、到底受け入れられない。 

a.特に輸送サービスの向上を挙げているが、

便利なのは首都圏の一部区間で、地方部は直

通運転取りやめで逆に不便だ。（例：宇都宮線

1.について 

 申請者によると、給与水準については、会

社毎に職種や平均年齢、勤続年数、事業エリ

ア等が異なることから、単純な比較は困難で

あり、賃金の水準は会社として適正に判断

し、支給していると考えているとのことで

す。 

 

申請者によると、役員報酬については、当

該役位や担当する業務執行の対価としてふ

さわしい金額を取締役会の決議に基づき決

定しており、また 社員の賃金水準は会社と

して適正に判断し、支給しているとのことで

す。 

 

2.について 

申請者によると、ダイヤ設定や輸送サービ

スの改善についてはご利用状況に応じて実

施しており、これまでもインバウンド需要に

応じた特急「富士回遊」の増発や着席ニーズ

にお応えする特急「湘南」の増発を行ってい

るとのことです。 

なお、2025 年（令和 7 年）3月のダイヤ改



のグリーン車縮小、いわき方面げグリーン車

導入せずに直通便を廃止など） 

b.混雑緩和の取り組みだが、10 両編成が 5両

（常磐線）になったり、4～10両編成が 2～3

両編成（宇都宮線・千葉県の末端部）と着席

サービスが悪くなっている。 

c.速度向上・時間短縮について、新駅開業・

快速便縮小停車駅増加等で、逆に不便になっ

ている。例えば、線形改良・新形式車導入時

に速度向上化などを行、時間短縮化等を行っ

ていない。 

以上、取り組みの嘘や未だ改善できる点が

多数あり、更に元国営のため営利を求めては

いけないと考えるため、今回の鉄道運賃の値

上げは反対いたします。 

正より、中央線快速・青梅線に 2階建てグリ

ーン車を 2両連結し、グリーン車サービスを

開始するとともに、ご利用の増加に伴い、山

手線、南武線、武蔵野線、日光線等で増発を

行ったとのことです。 

引き続き、お客さまのご利用状況を踏まえ

ながら、輸送体系を見直していく考えとのこ

とです。 

 

申請者によると、宇都宮線の宇都宮～黒磯

間については、宇都宮以北のご利用状況を鑑

み、2022 年 3月のダイヤ改正において、同駅

以南からの直通運転を廃止したため、朝夕の

一部時間帯の直通列車に連結されていたグ

リーン車の連結がなくなったとのことです。

また、その他の線区においてもご利用状況等

を鑑み、列車の本数や編成両数の見直しを実

施しているとのことです。 

 

申請者によると、線形改良については、中

央線快速での高架化に伴い最高速度を

95km/h から 100 ㎞/h に引き上げ、新宿～八

王子間の所要時分を短縮しているほか、池袋

駅構内改良工事や上野～東京間線路改良・高

架新設等により湘南新宿ラインや上野東京

ラインの直通運転サービスを開始するとと

もに、新潟駅高架化工事に伴い、幹在同一ホ

ーム乗換による利便性の向上等により所要

時分を短縮しているとのことです。 

 

申請者によると、新形式導入に伴う速度向

上の取り組みについては、在来線では常磐線

E531 系導入に伴う 130 ㎞/h 運転開始による

所要時分の短縮や車体傾斜装置機能がない

E257 系を、同機能がある E353 系に置き換え

たことで、「あずさ」・「かいじ」号の所要時分

を短縮しているほか、新幹線では E5・E6 系

導入に伴う「はやぶさ」・「こまち」号での宇

都宮～盛岡間の 320 ㎞/h 運転開始、E7 系導



入に伴う上越新幹線大宮～新潟間の 275km/h

運転開始、E8 系導入に伴う「つばさ」号の宇

都宮～福島間の 300km/h 運転開始等により

速度向上を図っているとのことです。 

 


